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以
前
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
勤
務
し
て
い
た
こ

ろ
、
半
分
冗
談
め
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
人
に

よ
く
こ
う
い
っ
た
も
の
だ
。「
日
本
で
は
、
１
日

３
円
の
円
高
に
な
る
と
、
各
新
聞
軒
並
み
１
面
ト

ッ
プ
記
事
の
大
騒
ぎ
だ
が
、
逆
に
３
円
の
円
安
だ

と
、
１
面
に
載
る
か
ど
う
か
…
」

　

昨
年
夏
以
来
の
為
替
相
場
を
巡
る
、「
円
高
危

機
説
」
一
辺
倒
の
論
調
の
過
熱
ぶ
り
を
み
る
に
つ

け
、「
十
年
一
日
の
如
し
」
と
い
う
感
想
を
も
た

ざ
る
を
え
な
い
。
い
ま
の
景
気
・
物
価
情
勢
の
下

で
は
、
ど
う
し
て
も
円
高
の
デ
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う

に
目
が
い
き
が
ち
な
の
は
、
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
交
易
条
件
の

改
善
と
い
っ
た
円
高
の
メ
リ
ッ
ト
の
ほ
う
を
一
顧

だ
に
し
な
い
、
あ
ま
り
に
も
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
た

議
論
ば
か
り
が
、
相
も
変
わ
ら
ず
横
行
す
る
の
は

い
か
が
な
も
の
か
。
円
高
を
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え

て
、
果
敢
に
海
外
で
の
Ｍ
＆
Ａ
に
乗
り
出
す
企
業

が
あ
る
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。

　

さ
ら
に
違
和
感
が
あ
る
の
が
、
こ
う
い
う
局
面

に
な
る
と
必
ず
、「
政
府
・
日
銀
は
円
高
阻
止
の

た
め
に
断
固
た
る
措
置
を
！
」
と
い
う
勇
ま
し
い

主
張
が
飛
び
交
う
こ
と
で
あ
る
。
血
の
に
じ
む
よ

う
な
コ
ス
ト
削
減
の
地
道
な
努
力
を
続
け
て
お
ら

れ
る
輸
出
企
業
の
方
々
の
ご
苦
労
を
思
う
と
、
教

科
書
的
な
議
論
は
気
が
引
け
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
開
放
経
済
下
で
は
、
①
独
立
し
た
金
融
政

策
、
②
為
替
レ
ー
ト
の
固
定
、
③
自
由
な
国
際
資

本
移
動
、
の
三
つ
を
同
時
に
達
成
で
き
な
い
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
は
①
と
③
を
選
ん

で
い
る
以
上
、
為
替
レ
ー
ト
は
、
基
本
的
に
市
場

に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
政
府
・
日
銀
が
が
ん
ば

れ
ば
、
為
替
レ
ー
ト
は
い
か
よ
う
に
で
も
で
き

る
」
か
の
ご
と
き
幻
想
を
振
り
撒
き
続
け
る
論
者

た
ち
は
、
ず
い
ぶ
ん
罪
つ
く
り
な
も
の
だ
と
い
つ

も
思
う
。
先
日
の
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
ホ

ン
ダ
の
伊
藤
社
長
が
、「
為
替
は
時
価
だ
か
ら
、

１
ド
ル
何
円
が
適
正
か
、
わ
れ
わ
れ
が
い
っ
て
も

ム
ダ
。
ど
う
為
替
リ
ス
ク
を
抑
え
る
か
が
大
事

だ
」
と
話
し
て
お
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
企
業
経
営

者
の
見
方
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
現
実
的
で
、
地
に

足
が
着
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
国
の
政
策
当
局
者
の
間
で
は
、

日
本
の「
失
わ
れ
た　

年
」は
、
プ
ラ
ザ
合
意
に
よ

20

る
急
激
な
円
高
容
認
（→

そ
の
後
の
超
低
金
利
持

続→

バ
ブ
ル
の
生
成
・
崩
壊
）
が
最
大
の
敗
因
、

と
い
う
見
方
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
れ
が
、
人
民
元
切
上
げ
に
対
す
る
強
い
抵
抗
感

の
理
由
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日

本
の
経
験
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
む
し
ろ
、
特
定
の
為

替
水
準
を
意
識
し
て
金
融
政
策
を
運
営
す
べ
き
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
で
は
な
い
か
。
人

民
元
高
ア
レ
ル
ギ
ー
を
背
景
と
し
た
、
及
び
腰
の

金
融
政
策
運
営
が
、
最
近
の
中
国
の
イ
ン
フ
レ
や

不
動
産
バ
ブ
ル
の
主
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。
中
国
の
経
済
政
策
運
営
が
失
敗
す
れ

ば
、
い
ま
や
世
界
中
が
迷
惑
す
る
。
中
国
の
政
策

当
局
に
も
、「
為
替
は
時
価
」
と
い
う
冷
静
な
認

識
を
ぜ
ひ
も
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　　　　　政策研究大学院大学
　　　　　教授

為替は時価

… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

沼波　　正 
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２０１０年１１月の消費者物価指数（生鮮
食品を除く総合指数、０５年＝１００）
は前月比０．１％下落、前年同月比０．５
％下落の９９．４、食料（酒類を除く）
およびエネルギーを除く総合指数は
前月比０．２％下落、前年同月比０．９％
下落の９７．６となった。

２０１０年１１月の鉱工業生産指数（速
報、０５年＝１００）は季節調整値で前
月比１．０％上昇の９１．８、在庫指数
（同）は季節調整値で前月比１．７％
低下の９５．０となった。生産指数は６
カ月ぶりで上昇したが、総じて生産
は弱含みで推移している。
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集金代行ビジネス最前線
携帯システムで紛争回避、
コンプライアンスを徹底 １０
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現状と課題 オリエント総合研究所 吉元 利行 １６

集金代行業務と弁護士法７２条を巡る考察
オリックス 池袋 恒明 ２２

p.10
サービサーによる業務範囲拡
大の動きが壁にぶつかる一方
で、コールセンター業界や人
材派遣業界において回収関連
ビジネスに進出する動きがみ
られる。いずれも効率的に債
務者と接触し、スムーズに支
払いにまで誘導するかがカギ
となる回収関連ビジネスとの
親和性は高いといえる。

「携帯システムで紛争回避、コ
ンプライアンスを徹底」

p.28
この数年間、経営トップが次
々に変わったことで、経営に
対する不信感が芽生えてい
る。報酬面においても、現状
の当社の収益状況では、大き
なボーナスを支払うことはで
きない。そこで職員には「少
なくともこの１年間の賞与水
準は厳しいものになる。しか
し、中期経営計画への取組み
を続けていけば、新生銀行は
必ずよくなる。世の中の役に
立つ、働きがいある職場をつ
くることは約束する」といっ
ている。

「単独再建の道――当麻茂樹
新生銀行社長に聞く」

論考・解説

年明けも予断許さぬ欧州情勢 みずほ証券 林 秀毅 ３２

経済制裁措置と外国為替検査の留意点
財務省 和家 泰彦 ３８

地方銀行１０年９月期決算分析 野村証券 佐藤 雅彦 ４３

新連載

ゲーデルの貨幣 � 政策篇�
バランスシートの経済学

一橋大学経済研究所 小林 慶一郎 ６０

インタビュー

単独再建の道
――当麻茂樹 新生銀行社長に聞く ２８

ワンポイント・レク

いま、なぜ第二種金融商品取引業協会設立なのですか？
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 若松 宗継 ３６

付 録

２０１０年年間総索引



金
融
円
滑
化
法
延
長
で
金
融
庁
が
求
め
る

「
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
」
の
中
身

報
告
・
開
示
資
料
は

簡
素
化
へ

金
融
庁
に
よ
る
と
、
２
０
０
９
年

１２
月
の
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法

（
円
滑
化
法
）
施
行
か
ら
１０
年
９
月

末
ま
で
に
全
国
の
金
融
機
関
が
中
小

企
業
か
ら
貸
出
の
返
済
条
件
変
更
の

申
込
み
を
受
け
た
件
数
は
１
１
３
万

３
４
９
４
件
（
貸
出
総
額
３１
兆
２
５

４
２
億
円
）。
こ
れ
に
対
し
、
金
融

機
関
は
９９
万
５
８
６
１
件
（
２７
兆
９

３
５
３
億
円
）
の
条
件
変
更
に
応
じ

て
お
り
、
審
査
中
を
除
い
た
実
行
率

は
８７
・
９
％
に
の
ぼ
る
。

し
か
し
、
金
融
庁
は
「
今
後
も
貸

付
条
件
の
変
更
等
へ
の
一
定
の
需
要

が
あ
る
」（
１０
年
１２
月
１４
日
付
プ
レ

ス
リ
リ
ー
ス
）
と
判
断
し
、
円
滑
化

法
を
１２
年
３
月
末
ま
で
に
延
長
す
る

方
針
。
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
に
よ
る

と
、
１０
年
度
上
半
期
（
４
〜
９
月
）

の
全
国
企
業
倒
産
件
数
（
負
債
額
１

０
０
０
万
円
以
上
）
は
６
５
５
５
件

（
前
年
同
期
比
１５
・
２
％
減
少
）。

減
少
要
因
と
し
て
、
景
気
対
応
緊
急

保
証
制
度
や
政
府
系
金
融
機
関
の
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
、
円
滑
化
法

の
政
策
効
果
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

期
限
延
長
に
伴
い
、
金
融
庁
は
金

融
機
関
が
果
た
す
べ
き
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
機
能
を
具
体
化
し
、
事
業
再

生
に
向
け
た
取
組
み
を
促
す
内
容
に

監
督
指
針
を
改
定
す
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
円
滑
化
法
に
基
づ
く
検

査
を
今
年
９
月
ご
ろ
ま
で
に
一
巡

し
、
そ
の
後
は
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア

ル
「
金
融
円
滑
化
編
」
に
よ
っ
て
通

常
の
検
査
の
な
か
で
実
施
す
る
。

一
方
、
円
滑
化
法
施
行
当
初
か
ら

金
融
機
関
か
ら
「
負
担
が
重
い
」
と

の
批
判
が
多
か
っ
た
開
示
・
報
告
資

料
は
簡
素
化
し
、
事
務
負
担
を
軽
減

す
る
。
金
融
庁
は
同
法
へ
の
対
応
を

含
め
、
全
体
で
２
割
程
度
の
開
示
・

報
告
資
料
削
減
に
向
け
た
調
査
を
開

始
し
て
い
る
。

市
場
は
潜
在
的
な

信
用
コ
ス
ト
に
注
目

金
融
機
関
は
０９
年
１２
月
以
降
、
専

門
部
署
を
設
置
し
、
条
件
変
更
の
受

付
、
審
査
、
実
行
、
報
告
の
態
勢
整

備
を
進
め
、
中
小
企
業
か
ら
の
条
件

変
更
の
申
し
出
に
は
「
細
心
の
注
意

を
は
ら
っ
て
審
査
し
、
対
応
し
て
き

た
」（
メ
ガ
バ
ン
ク
担
当
者
）。
し
か

し
、
条
件
変
更
先
を
不
良
債
権
に
カ

ウ
ン
ト
し
な
い
よ
う
同
法
施
行
と
同

時
に
改
定
さ
れ
た
金
融
検
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
で
、
１
年
間
猶
予
す
る
と
さ
れ

た
経
営
改
善
計
画
の
策
定
期
限
が
到

来
し
て
も
、「
猶
予
先
に
お
け
る
計

画
策
定
は
進
�
し
て
い
な
い
」（
大

手
地
銀
）
と
い
う
現
実
が
あ
る
。

「
中
小
企
業
に
は
依
然
と
し
て
仕
事

が
な
い
」（
都
内
信
金
担
当
者
）
状

況
で
、
中
小
企
業
の
景
況
観
は
厳
し

い
ま
ま
だ
。

地
方
銀
行
が
１０
年
末
に
か
け
て
開

催
し
た
１０
年
９
月
期
決
算
の
決
算
説

明
会
で
は
、
投
資
家
や
ア
ナ
リ
ス
ト

か
ら
与
信
関
係
費
用
や
信
用
リ
ス
ク

の
動
向
に
つ
い
て
の
質
問
が
相
次
い

だ
。
１０
年
９
月
期
決
算
で
は
与
信
費

用
の
減
少
が
利
益
回
復
に
寄
与
し
た

が
、「
そ
の
他
要
注
意
先
」
が
増
加

傾
向
に
あ
る
た
め
、
条
件
変
更
し
て

も
リ
ス
ク
管
理
債
権
と
な
っ
て
い
な

い
、
潜
在
的
な
信
用
コ
ス
ト
の
発
生

源
と
な
る
債
権
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て

い
る
た
め
だ
。

そ
こ
で
、
地
銀
の
な
か
に
は
、
自

主
的
に
潜
在
的
な
信
用
コ
ス
ト
へ
の

対
応
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

る
。
た
と
え
ば
、
京
都
銀
行
、
群
馬

銀
行
で
は
「
条
件
変
更
先
（
経
営
改

善
計
画
策
定
猶
予
先
等
）
に
高
め
の

貸
倒
実
績
率
を
使
用
」、
中
国
銀

金
融
庁
は
、
２
０
１
１
年
３
月
末
で
期
限
を
迎
え
る
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法

（
円
滑
化
法
）
を
１
年
延
長
し
、
１２
年
３
月
末
ま
で
と
す
る
法
案
を
１
月
下
旬
に

も
始
ま
る
通
常
国
会
に
提
出
す
る
。
金
融
庁
は
円
滑
化
法
の
延
長
に
伴
い
、
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
に
力
点
を
お
い
た
検
査
・
監
督
を
実
施
す
る
と
す
る
一
方
、

負
担
感
が
重
か
っ
た
報
告
・
開
示
義
務
を
見
直
す
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。
円
滑

化
法
延
長
で
改
定
さ
れ
る
監
督
指
針
の
内
容
や
今
後
の
検
査
に
対
し
て
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
。
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行
、
第
四
銀
行
で
は
「
破
綻
懸
念
先

の
予
想
損
失
率
に
下
限
を
設
定
」
し

て
お
り
、
下
期
に
向
け
て
「
経
営
改

善
計
画
の
進
�
状
況
に
よ
っ
て
異
な

る
引
当
率
を
適
用
す
る
」
な
ど
の
対

応
を
表
明
し
て
い
る
。

結
果
的
に
、
こ
う
し
た
対
応
を
し

て
い
な
い
金
融
機
関
と
の
間
で
は
市

場
の
評
価
に
差
が
生
じ
て
い
る
よ
う

で
あ
り
、
今
後
、
財
務
面
で
「
勝
ち

組
、
負
け
組
」
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼

ら
れ
る
材
料
に
な
る
懸
念
が
あ
る
。

一
歩
進
め
て
、「
円
滑
化
法
対
応
の

差
が
、
地
銀
再
編

の
背
中
を
押
す
こ

と
に
な
る
の
で

は
」（
東
京
商
工

リ
サ
ー
チ
情
報
部

友
田
信
男
上
席
部

長
）
と
み
る
向
き

も
あ
る
。

コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
機
能

の
充
実
が

課
題

金
融
庁
で
は
年

明
け
か
ら
、
監
督

指
針
の
内
容
を
詰

め
る
た
め
に
金
融

機
関
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
趣
旨
は
、「
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
機
能
の
実
施
を
監
督
指
針
に

盛
り
込
む
に
あ
た
っ
て
、
現
場
で
起

こ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
」

（
銀
行
二
課
）
と
い
う
も
の
。
た
と

え
ば
、
各
金
融
機
関
が
提
供
し
て
い

る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
の
内
容

や
、
企
業
再
生
支
援
機
構
、
商
工
会

議
所
、
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会

と
い
っ
た
外
部
機
関
の
活
用
状
況
に

つ
い
て
聴
取
し
て
い
る
よ
う
だ
。

金
融
庁
と
銀
行
ト
ッ
プ
と
の
意
見

交
換
会
の
場
で
も
、
延
長
さ
れ
る
円

滑
化
法
で
求
め
ら
れ
る
監
督
指
針
や

検
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
が
交

わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
金
融

庁
監
督
局
幹
部
か
ら
「
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
機
能
発
揮
と
は
対
応
件
数
を

カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
で
は
な
い
」

「
目
利
き
力
を
発
揮
し
、
債
権
放
棄

な
ど
を
含
め
た
責
任
あ
る
判
断
を
行

う
の
も
誠
実
な
対
応
だ
」（
同
）
と

い
っ
た
発
言
が
出
た
と
い
う
。
監
督

の
視
点
を
「
量
か
ら
質
へ
移
す
」

（
同
）
こ
と
で
、「
金
融
機
関
の
信

用
コ
ス
ト
管
理
に
も
つ
な
が
る
」

（
同
）
と
の
見
方
を
示
し
た
。
条
件

変
更
先
の
状
況
を
見
極
め
、
債
権
放

棄
等
の
最
終
処
理
を
決
断
す
る
こ
と

を
金
融
機
関
に
対
し
て
促
し
て
い
る

と
も
受
け
取
れ
る
発
言
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
銀
行
側
で
は
か
り

に
監
督
指
針
が
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

業
務
の
具
体
的
内
容
に
ま
で
踏
み
込

む
と
な
れ
ば
、「
実
施
内
容
に
は
強

制
力
が
働
き
、
精
神
論
で
は
す
ま
な

い
」（
メ
ガ
バ
ン
ク
）
と
い
っ
た
懸

念
が
浮
上
し
て
い
る
。
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め
の

マ
ン
パ
ワ
ー
が
な
い
と
い
う
問
題
だ

け
で
な
く
、「
条
件
変
更
を
申
込
む

中
小
企
業
の
側
に
は
、
き
ち
ん
と
し

た
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
実
施
す
る

だ
け
の
企
業
実
態
が
な
い
」（
メ
ガ

バ
ン
ク
）、「
取
引
先
の
経
営
に
過
度

に
関
与
す
る
と
苦
情
に
つ
な
が
る
」

（
同
）、「
利
益
相
反
（
優
越
的
地
位

の
濫
用
な
ど
）
の
可
能
性
が
あ
り
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
リ
ス
ク
が
あ

る
」（
地
銀
）
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
。

円
滑
化
法
は
中
小
企
業
の
倒
産
回

避
に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
た
が
、

も
と
も
と
同
法
策
定
・
審
議
の
過
程

で
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
法
、
返
済
猶
予

法
と
呼
ば
れ
る
な
ど
、「
企
業
と
金

融
機
関
の
緊
張
関
係
を
緩
ま
せ
た
」

（
都
内
信
金
幹
部
）
と
い
っ
た
批
判

も
多
か
っ
た
。
今
回
の
円
滑
化
法
延

長
に
伴
う
監
督
指
針
改
正
は
、
そ
の

緩
ん
だ
緊
張
関
係
を
あ
る
程
度
修
復

す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
と
い
え
る

だ
ろ
う
が
、
薬
が
効
き
す
ぎ
れ
ば
金

融
機
関
の
中
小
企
業
へ
の
対
応
が
厳

し
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
金
融
庁

も
不
良
債
権
の
先
送
り
、
モ
ラ
ル
ハ

ザ
ー
ド
の
惹
起
と
い
っ
た
批
判
を
避

け
な
が
ら
、「
金
融
機
関
の
健
全
性

確
保
と
中
小
企
業
保
護
の
要
請
の
間

で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
、
監
督
指

針
の
書
き
ぶ
り
に
は
頭
を
悩
ま
し
て

い
る
」（
銀
行
二
課
）。
政
局
含
み
の

国
会
審
議
も
あ
り
、
円
滑
化
法
延
長

法
案
の
行
方
に
注
目
が
集
ま
る
。

中小企業には依然、仕事がない
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り
そ
な
Ｈ
Ｄ
、
発
行
済
株
式
総
数
を
上
回
る

最
大
１３
億
株
の
増
資
発
表

り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
Ｈ

Ｄ
）
は
１
月
７
日
、
最
大
１３
億
株
の

普
通
株
増
資
を
実
施
す
る
と
発
表
し

た
。
調
達
額
は
、
１
月
５
日
の
終
値

（
４
７
９
円
）
を
基
準
に
計
算
す
る

と
手
取
概
算
額
ベ
ー
ス
で
５
７
５
２

億
円
。
り
そ
な
Ｈ
Ｄ
は
今
回
調
達
す

る
資
金
に
剰
余
金
３
０
０
０
億
円
程

度
を
加
え
て
９
０
０
０
億
円
程
度
の

公
的
資
金
を
返
済
す
る
計
画
を
打
ち

出
し
て
お
り
、
目
標
と
す
る
５
年
後

の
公
的
資
金
完
済
に
道
筋
を
つ
け

る
。新

規
発
行
す
る
１３
億
株
の
内
訳

は
、
国
内
一
般
募
集
が
６
億
５
２
０

０
万
株
、
海
外
募
集
が
５
億
８
５
０

０
万
株
、
需
要
状
況
に
応
じ
て
国
内

で
追
加
的
に
売
り
出
さ
れ
る
オ
ー
バ

ー
ア
ロ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
６
３
０
０
万

株
。
発
行
価
格
は
１
月
２４
日
か
ら
２６

日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
に
決
定
さ

れ
る
。
現
在
、
り
そ
な
Ｈ
Ｄ
の
発
行

済
株
式
総
数
は
１２
億
１
４
９
５
万
株

で
、
１３
億
株
が
発
行
さ
れ
た
場
合
の

希
薄
化
率
は
１
０
０
％
を
超
え
る
。

り
そ
な
Ｈ
Ｄ
は
昨
年
１１
月
、
普
通

株
増
資
に
よ
り
調
達
し
た
資
金
で
公

的
資
金
を
返
済
し
、
資
本
構
成
を
優

先
株
（
公
的
資
金
）
か
ら
普
通
株
中

心
に
転
換
す
る
「
り
そ
な
資
本
再
構

築
プ
ラ
ン
」
を
発
表
し
た
。
９
０
０

０
億
円
の
公
的
資
金
返
済
が
実
現
す

る
と
、
現
在
残
っ
て
い
る
１
兆
６
８

５
２
億
円
の
公
的
資
金
は
８
０
０
０

億
円
程
度
に
ま
で
減
少
し
、
利
益
積

上
げ
や
市
場
売
却
な
ど
で
５
年
後
の

完
済
を
展
望
で
き
る
と
し
て
い
た
。

ま
た
、
今
回
の
増
資
に
は
、
２
０

１
３
年
か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
る

バ
ー
ゼ
ル
�
へ
の
対
応
と
い
う
狙
い

も
あ
る
。
昨
年
末
の
バ
ー
ゼ
ル
�
最

終
合
意
を
受
け
て
、
金
融
庁
は
今
夏

に
も
銀
行
法
告
示
の
改
正
な
ど
国
内

規
制
の
見
直
し
を
実
施
す
る
予
定
。

現
在
、
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
算
出
に

内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
て
い
る
銀

行
は
、
国
内
基
準
行
で
あ
っ
て
も
国

際
基
準
行
と
同
じ
計
算
方
法
で
８
％

以
上
の
自
己
資
本
比
率
が
求
め
ら
れ

て
お
り
、
新
規
制
で
は
普
通
株
等

T
ier１

の
数
値
基
準
が
導
入
さ
れ
る

可
能
性
も
あ
る
。
同
手
法
を
採
用
し

て
い
る
り
そ
な
Ｈ
Ｄ
は
、
新
規
制
に

確
実
に
対
応
す
る
た
め
に
も
資
本
構

成
の
転
換
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
、
住
基
カ
ー
ド
の
不
正
取
得
情
報
を

口
座
不
正
利
用
防
止
に
利
用

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
１
月
６
日
、
口

座
の
不
正
利
用
防
止
の
た
め
、
地
方

自
治
体
か
ら
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
住
基
カ
ー
ド
）
の
不
正
取
得
情
報

の
提
供
を
受
け
る
と
発
表
し
た
。

地
方
自
治
体
は
住
基
カ
ー
ド
を
発

行
す
る
際
、
運
転
免
許
証
等
に
よ
り

本
人
確
認
を
行
っ
て
い
る
が
、
偽
造

し
た
運
転
免
許
証
等
を
用
い
た
住
基

カ
ー
ド
の
不
正
取
得
が
多
発
し
て
い

る
（
総
務
省
が
把
握
し
て
い
る
範
囲

で
は
、
１０
年
４
〜
１１
月
に
か
け
て
４２

件
の
不
正
取
得
が
報
告
さ
れ
て
い

る
）。
不
正
に
取
得
さ
れ
た
住
基
カ

ー
ド
を
用
い
て
、
振
り
込
め
詐
欺
に

利
用
す
る
口
座
を
開
設
す
る
ケ
ー
ス

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
総
務
省
側
か
ら

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
へ
情
報
共
有
の
提
案

が
な
さ
れ
た
。

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
地
方
自
治
体
か

ら
得
た
情
報
を
も
と
に
、
そ
の
カ
ー

ド
を
用
い
て
開
設
さ
れ
た
口
座
の
凍

結
や
口
座
開
設
の
拒
絶
と
い
っ
た
措

置
を
と
る
。
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
０９
年

３
月
よ
り
警
察
庁
か
ら
振
り
込
め
詐

欺
に
使
用
さ
れ
た
凍
結
口
座
名
義
人

リ
ス
ト
の
提
供
を
受
け
て
お
り
、
昨

年
１２
月
か
ら
は
ヤ
ミ
金
融
業
者
に
不

正
利
用
さ
れ
た
凍
結
口
座
名
義
人
リ

ス
ト
に
つ
い
て
も
情
報
提
供
を
受
け

る
な
ど
、
口
座
の
不
正
利
用
防
止
強

化
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
今
回
、
地

方
自
治
体
と
住
基
カ
ー
ド
の
不
正
取

得
情
報
を
共
有
す
る
の
は
、
金
融
機

〔図表〕 りそなＨＤの公的資金残高 （単位 億円）

１０年１２月末

１，６００

１２，６３５

０

０

２，６１６

１６，８５２

（注） 億円未満切捨て。

０３年９月末
（ピーク時）

８，６８０

１６，６３５

２，０００

１，０００

２，９６４

３１，２８０

早期健全化法優先株式

預金保険法優先株式

金融安定化法劣後ローン

早期健全化法劣後ローン

預金保険法普通株式

公的資金合計
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関
と
し
て
初
め
て
と
な
る
。

総
務
省
は
昨
年
１１
月
２６
日
、
各
地

方
自
治
体
に
対
し
て
、
住
基
カ
ー
ド

を
即
日
発
行
す
る
場
合
に
は
後
日
、

郵
便
で
通
知
を
送
る
な
ど
し
て
、
本

人
確
認
を
徹
底
す
る
よ
う
要
請
。
あ

わ
せ
て
、
携
帯
電
話
の
不
正
取
得
を

防
止
す
る
た
め
に
、
１
月
か
ら
電
気

通
信
事
業
者
協
会
へ
不
正
取
得
情
報

を
提
供
す
る
よ
う
通
知
し
た
。
そ
の

後
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
と
の
合
意
が
な

さ
れ
、
１２
月
２８
日
に
同
行
へ
の
情
報

提
供
に
つ
い
て
通
知
さ
れ
た
。
現

在
、
同
行
以
外
の
民
間
金
融
機
関
へ

の
情
報
提
供
も
検
討
し
て
お
り
、
全

銀
協
と
話
し
合
い
を
も
っ
て
い
る
。

第
一
生
命
が
豪
タ
ワ
ー
社
を
完
全
子
会
社
化
へ

第
一
生
命
は
１０
年
１２
月
２８
日
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
生
保
会
社
タ
ワ
ー

・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
グ
ル
ー
プ
を

１１
年
５
月
に
完
全
子
会
社
化
す
る
と

発
表
し
た
。

タ
ワ
ー
社
の
発
行
済
株
式
７１
・
０４

％
を
総
額
１１
億
９
３
０
０
万
豪
�

（
約
９
９
６
億
円
）、
１
株
当
り
４

豪
�
（
約
３
３
４
円
）
で
取
得
す

る
。
取
得
金
額
は
、
発
表
直
前
の
タ

ワ
ー
社
の
株
価
に
対
し
て
４６
・
５

％
、
過
去
１
カ
月
の
タ
ワ
ー
社
平
均

株
価
に
対
し
て
４６
・
２
％
の
プ
レ
ミ

ア
ム
を
加
え
た
金
額
と
な
る
。
タ
ワ

ー
社
の
経
営
陣
等
に
付
与
さ
れ
て
い

る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
等
の
現
金

化
の
た
め
、
７
０
０
０
万
豪
�
（
約

５８
億
円
）
も
支
払
う
。
国
内
生
保
に

よ
る
海
外
生
保
の
買
収
案
件
と
し
て

は
最
大
規
模
だ
。

第
一
生
命
は
、
０８
年
に
タ
ワ
ー
社

の
株
式
の
約
３
割
を
取
得
し
て
関
連

子
会
社
化
し
、
取
締
役
２
名
を
派
遣

し
て
い
た
。
豪
生
保
市
場
は
日
本
の

１２
分
の
１
程
度
だ
が
人
口
増
加
に
伴

っ
て
保
険
市
場
が
拡
大
し
て
お
り
、

残
り
の
全
株
式
を
保
有
す
る
こ
と
で

豪
市
場
の
成
長
を
享
受
す
る
考
え
。

豪
市
場
は
商
品
と
し
て
は
貯
蓄
型
保

険
が
主
力
だ
が
、
保
障
性
商
品
へ
の

ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て

き
て
お
り
、
保
障
性

商
品
市
場
は
過
去
１５

年
以
上
に
わ
た
り
年

１０
％
以
上
で
成
長
し

て
い
る
。
タ
ワ
ー
社

は
豪
市
場
で
業
界
７

位
の
中
堅
生
保
だ

が
、
死
亡
保
障
商
品

に
強
み
を
も
っ
て
お

り
、
保
障
性
商
品
で

は
業
界
４
位
。
１０
年

９
月
期
の
収
入
保
険

料
は
９
億
４
２
０
０

万
豪
�
（
約
７
８
７

億
円
）、
当
期
利
益

は
８
７
０
０
万
豪
�

（
約
７３
億
円
）。

第
一
生
命
は
こ
れ
ま
で
保
障
性
商

品
市
場
の
伸
長
が
見
込
め
る
先
と
し

て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
他
に
ベ
ト

ナ
ム
、
イ
ン
ド
、
タ
イ
、
台
湾
に
進

出
し
て
い
る
。
１０
年
４
月
の
株
式
会

社
化
の
際
に
設
け
ら
れ
て
い
た
ロ
ッ

ク
ア
ッ
プ
期
間
（
１
８
０
日
）
が
経

過
し
た
こ
と
も
あ
り
、
タ
ワ
ー
社
の

完
全
子
会
社
化
に
踏
み
切
っ
た
。
今

回
の
買
収
に
よ
り
、
第
一
生
命
の
純

利
益
に
占
め
る
海
外
事
業
の
比
率
は

３
％
か
ら
９
％
に
な
り
、
来
期
の
Ｅ

Ｐ
Ｓ
（
一
株
当
り
利
益
）
は
３
３
０

円
程
度
上
昇
す
る
見
込
み
。
第
一
生

命
は
中
国
へ
の
早
期
進
出
も
目
指
し

て
お
り
、
今
後
も
海
外
展
開
を
加
速

す
る
考
え
だ
。

■
み
ず
ほ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
銀
行
は
１２

月
３０
日
、
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー

と
Ｋ
Ｋ
Ｒ
が
保
有
す
る
オ
リ
エ
ン
ト

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
Ｊ
種
優
先
株

式
を
相
対
取
引
で
取
得
す
る
こ
と
で

合
意
し
た
。
取
得
価
額
は
１
株
約
５

９
３
円
（
募
集
時
の
払
込
金
額
は
１

株
１
０
０
０
円
）。
取
得
予
定
日
は

１１
年
２
月
４
日
。

〔図表〕 保有契約保険料（保障性商品）（単位 百万豪ドル）

市場
占有率

１５．７％

１３．７

１２．５

１２．０

８．９

８．８

７．９

７．７

５．０

２．９

４．８

１００．０

（出所） Plan for Life

前年比
伸び率

１２．７％

�２．０
１１．１

４０．５

１８．２

１５．９

７．１

５．８

９．８

�０．８
１８．０

１２．２

１０年６月期
（年間）

１，３６６．６

１，１９２．０

１，０９１．３

１，０４２．４

７７４．７

７６８．０

６９１．０

６７０．７

４３３．８

２５４．２

４１５．８

８，７００．３

National Australia
／ MLC Group

CommInsure Group

ING Australia Group

TOWER Group

AIA Australia

AMP Group

AXA Australia Group

Suncorp Group

BT ／ Westpac Group

MetLife Insurance

Others

Total
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労
働
集
約
的
な
業
務
の
効
率
化
に
工
夫
を
凝
ら
す
民
間
プ
レ
ー
ヤ
ー�

集
金
代
行
ビ
ジ
ネ
ス
最
前
線
�

【特集】�
　

携
帯
シ
ス
テ
ム
で
紛
争
回
避
、�

　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
徹
底�

1
9
9
9
年
2
月
、
「
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
施
行
を
受

け
て
、
日
本
で
も
債
権
回
収
ビ
ジ
ネ
ス
が
花
開
い
た
。
し
か
し
、
2
0
0
8
年
の

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
産
業
界
へ
の
資
金
供
給
を
重
視
す
る
方
向
へ
の
金
融

行
政
の
転
換
、
債
権
流
動
化
案
件
の
激
減
に
よ
り
、
同
ビ
ジ
ネ
ス
は
頭
打
ち
の
様

相
を
み
せ
て
い
る
。
少
額
か
つ
多
数
の
売
掛
債
権
な
ど
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
は
強
い

が
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
裾
野
拡
大
に
は
弁
護
士
法
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
�

債
権
回
収
業
の
裾
野
拡
大

に
ス
ト
ッ
プ

債
権
回
収
ビ
ジ
ネ
ス
が
曲
が
り
角

を
迎
え
て
い
る
。

１
９
９
９
年
２
月
以
降
、
弁
護
士

法
の
特
例
と
し
て
制
定
さ
れ
た
「
債

権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」（
サ
ー
ビ
サ
ー
法
）
に
基
づ

き
、
一
定
の
金
銭
債
権
（
特
定
金
銭

債
権
）
に
つ
い
て
法
務
大
臣
か
ら
許

可
を
得
た
民
間
業
者
（
サ
ー
ビ
サ

ー
）
が
回
収
業
務
を
担
う
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
金
融
機
関
の
不
良
債
権

処
理
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
形
で
日
本
で

も
債
権
回
収
ビ
ジ
ネ
ス
が
花
開
い

た
。
２
０
０
１
年
の
法
改
正
で
は
特

定
金
銭
債
権
の
範
囲
が
拡
大
し
、
同

年
９
月
以
降
、
銀
行
な
ど
金
融
機
関

の
有
す
る
貸
付
債
権
だ
け
で
な
く
、

ノ
ン
バ
ン
ク
の
貸
付
債
権
全
般
、
法

的
倒
産
手
続
中
の
者
が
有
す
る
金
銭

債
権
、
流
動
化
対
象
債
権
な
ど
を
取

り
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
。そ

の
後
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は

不
良
債
権
処
理
が
お
お
む
ね
終
了

し
、
金
融
機
関
か
ら
の
業
務
受
託
・

債
権
譲
受
け
は
頭
打
ち
と
な
っ
た
。

ま
た
、
世
界
金
融
危
機
の
影
響
が
日

本
に
及
び
始
め
た
０７
年
末
以
降
、
流

動
化
案
件
が
激
減
す
る
と
と
も
に
、

金
融
行
政
は
産
業
界
へ
の
円
滑
な
資

金
供
給
に
舵
を
切
り
、
０９
年
１１
月
の

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
制
定
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
金
融
機
関
に
対

し
て
不
良
債
権
の
切
り
離
し
で
は
な

く
窮
境
に
陥
っ
た
借
手
の
支
援
を
要

請
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

サ
ー
ビ
サ
ー
業
界
で
は
家
賃
、
医
業

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
債
務
者
の
居
所
確
認
等
の
調
査
、
通
信
販
売
代
金
・

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
料
金
な
ど
売
掛
金
の
入
金
案
内
、
国
民
年
金
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ

受
信
料
の
収
納
と
集
金
代
行
業
務
の
裾
野
は
広
い
。
民
間
プ
レ
ー
ヤ
ー
は

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
確
保
や
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に
留
意
し
つ
つ
、
労
働
集
約

的
な
業
務
の
効
率
化
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
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未
収
金
、
通
信
販
売
代
金
な
ど
の
売

掛
金
に
ビ
ジ
ネ
ス
の
裾
野
を
広
げ
て

い
こ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
は
特
定
金
銭

債
権
で
は
な
い
た
め
、
回
収
の
一
歩

手
前
ま
で
の
行
為
し
か
で
き
な
い

（
集
金
代
行
と
呼
ば
れ
る
）。
特
定

金
銭
債
権
の
範
囲
を
広
げ
る
べ
く
、

法
改
正
に
向
け
た
働
き
か
け
は
行
わ

れ
て
い
る
が
、
自
民
党
か
ら
民
主
党

へ
政
権
が
交
代
し
た
こ
と
に
よ
り
、

自
由
化
の
流
れ
は
完
全
に
頓
挫
し
て

し
ま
っ
た
。
加
え
て
、
サ
ー
ビ
サ
ー

法
に
は
他
業
禁
止
規
定
が
あ
る
た

め
、
集
金
代
行
は
法
務
大
臣
か
ら
承

認
を
受
け
た
兼
業
の
範
囲
内
で
行
う

こ
と
に
な
る
が
、
０９
年
７
月
以
降
、

法
務
省
は
集
金
代
行
が
兼
業
の
範
囲

を
超
え
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
た

業
務
改
善
命
令
を
次
々
と
発
し
、
安

易
な
業
務
拡
大
を
許
さ
な
い
姿
勢
を

明
確
に
し
た
。

そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
サ
ー
ビ

サ
ー
が
集
金
代
行
業
務
か
ら
の
撤
退

な
い
し
業
務
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
（
図
表
）。

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
や

人
材
派
遣
会
社
の
進
出

し
か
し
、
小
口
か
つ
多
数
の
債
権

の
回
収
に
関
連
す
る
行
為
の
す
べ
て

を
弁
護
士
が
担
う
と
い
う
の
も
非
現

実
的
だ
ろ
う
。
弁
護
士
は
法
律
事
務

の
専
門
家
と
し
て
の
教
育
・
訓
練
を

受
け
て
い
る
は
ず
だ
が
、
対
人
折
衝

の
専
門
家
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の

コ
ス
ト
構
造
か
ら
考
え
て
労
働
集
約

的
な
業
務
を
弁
護
士
の
み
で
遂
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
も
な
い
し
、

効
率
的
な
組
織
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
弁
護
士
が
取

り
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
経
済
社

会
の
少
額
債
権
回
収
ニ
ー
ズ
を
ど
の

よ
う
に
満
た
す
か
と
い
う
問
題
は
解

決
さ
れ
て
い
な
い
。

サ
ー
ビ
サ
ー
に
対
す
る
業
務
改
善

命
令
の
事
案
に
お
い
て
、
法
務
省
が

指
摘
し
た
集
金
代
行
に
関
す
る
不
備

・
過
誤
事
由
を
み
る
と
、
債
務
者
と

の
間
で
何
ら
か
の
紛
争
が
発
生
し
て

い
る
債
権
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
申

出
を
債
権
者
（
委
託
者
）
に
取
り
次

が
な
い
、
あ
る
い
は
支
払
い
を
強
制

す
る
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
が
非

難
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
要

す
る
に
、
サ
ー
ビ
サ
ー
は
集
金
代
行

業
務
に
お
い
て
は
債
権
者
の
手
足
と

し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
債
権

者
と
債
務
者
の
間
に
立
っ
て
主
体
的

に
行
動
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
（
債
権
者
本
人
）

の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
債
務
者
の
居

所
確
認
、
働
き
か
け
、
回
収
ま
で
一

気
通
貫
で
外
部
委
託
で
き
な
い
の
は

不
便
だ
ろ
う
が
、
債
権
回
収
の
第
一

歩
が
債
務
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
債
務
者
の
現

況
を
調
査
し
、
債
務
者
に
対
し
て
未

払
い
の
事
実
や
支
払
方
法
を
伝
え
て

く
れ
る
だ
け
で
も
あ
り
が
た
い
は
ず

だ
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
行
為
（
回

収
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
と
呼
ぼ
う
）
で
あ

れ
ば
弁
護
士
法
違
反
の
問
題
は
生
じ

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
担

い
手
は
サ
ー
ビ
サ
ー
に
限
ら
れ
な
い

の
が
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
。

実
際
、
サ
ー
ビ
サ
ー
に
よ
る
業
務

範
囲
拡
大
の
動
き
が
壁
に
ぶ
つ
か
る

一
方
で
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
界
や

人
材
派
遣
業
界
に
お
い
て
回
収
関
連

ビ
ジ
ネ
ス
に
進
出
す
る
動
き
が
み
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
三
井
物
産
系
の

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
運
営
「
も
し
も
し

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」（
東
証
一
部
）
は

１
０
０
％
子
会
社
の
ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ

ト
で
収
納
代
行
・
各
種
調
査
業
務
等

を
受
託
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
材
派

遣
の
「
バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ
」（
ジ

ャ
ス
ダ
ッ
ク
）
は
１０
年
４
月
、
や
は

り
収
納
代
行
・
各
種
調
査
業
務
等
を

行
う
Ｉ
Ｃ
Ｒ
と
資
本
業
務
提
携
契
約

を
締
結
し
た
（
出
資
持
分
２０
％
）。

い
ず
れ
も
比
較
的
低
コ
ス
ト
で
多

く
の
労
働
力
を
調
達
し
、
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
の
対
人
営
業
を
支
援
す
る
こ
と

を
得
意
と
す
る
業
者
で
あ
り
、
い
か

に
効
率
的
に
債
務
者
と
接
触
し
、
ス

ム
ー
ズ
に
支
払
い
に
ま
で
誘
導
す
る

か
が
カ
ギ
と
な
る
回
収
関
連
ビ
ジ
ネ

ス
と
の
親
和
性
は
高
い
と
い
え
る
。

な
か
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｒ
は
携
帯
電
話
を
活

用
し
た
独
自
の
シ
ス
テ
ム
で
拠
点
を

不
要
と
す
る
と
と
も
に
、
担
当
者
・

【特集】集金代行ビジネス最前線�
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委
託
者
間
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
連
絡

・
報
告
に
よ
っ
て
債
務
者
と
の
紛
争

回
避
、
個
人
情
報
保
護
の
徹
底
を
図

る
ユ
ニ
ー
ク
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を

築
い
て
い
る
。

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
と
携
帯
速
報

シ
ス
テ
ム
を
共
同
開
発

株
式
会
社
ア
イ
・
シ
ー
・
ア
ー
ル

（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
、
本
社
・
名
古
屋
市
）
は

１
９
８
２
年
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

会
社
等
の
委
託
を
受
け
て
強
制
執
行

（
動
産
執
行
）
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

ワ
ー
ク
（
事
前
調
査
・
執
行
立
会

い
）
を
行
う
会
社
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
た
。
強
制
執
行
期
日
が
決
ま
っ
た

後
、
債
務
者
の
も
と
を
訪
れ
て
状
況

を
説
明
し
、
対
応
に
つ
い
て
相
談
に

応
じ
る
。
当
日
も
債
権
者
代
理
人
と

し
て
立
ち
会
い
、
執
行
が
ス
ム
ー
ズ

に
完
了
す
る
よ
う
支
援
す
る
サ
ー
ビ

ス
だ
。

同
社
は
現
在
で
も
名
古
屋
市
、
愛

知
県
、
福
岡
市
、
熊
本
市
な
ど
か
ら

委
託
を
受
け
て
、
公
営
住
宅
の
家
賃

滞
納
者
に
対
す
る
明
渡
執
行
の
ア
レ

ン
ジ
メ
ン
ト
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い

る
。
強
制
執
行
は
裁
判
所
の
執
行
官

が
強
制
的
に
権
利
の
実
現
を
図
る
手

続
だ
が
、
実
情
を
知
ら
な
い
人
間
が

動
産
差
押
え
や
住
居
立
退
き
を
機
械

的
に
実
行
し
よ
う
と
す
る
と
、
債
務

者
の
抵
抗
に
あ
っ
て
コ
ス
ト
ば
か
り

が
か
さ
ん
で
し
ま
う
。
債
務
者
の
生

活
に
も
配
慮
し
て
強
制
執
行
に
つ
い

て
納
得
し
て
も
ら
い
、
債
務
者
が
協

力
す
る
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
す
こ

と
が
実
際
に
は
重
要
な
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
９０
年
代
終
わ
り
に
な

る
と
消
費
財
の
換
価
価
値
下
落
、
生

活
必
需
品
な
ど
差
押
禁
止
財
産
の
範

囲
を
広
げ
る
裁
判
所
の
運
用
に
よ

り
、
動
産
執
行
が
金
銭
債
権
の
実
現

手
段
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
の
た
め
、
同
社
は
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
か
ら
の
調
査
業
務

受
託
に
活
路
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ

た
。
滞
納
し
、
連
絡
が
途
絶
え
て
い

る
債
務
者
の
所
在
を
確
認
、
生
活
状

況
を
調
査
の
う
え
、
実
際
に
面
談
し

て
債
権
者
本
人
に
連
絡
す
る
よ
う
促

す
サ
ー
ビ
ス
だ
。
債
権
回
収
で
は
な

い
の
で
、
債
務
者
に
「
返
済
し
て
く

だ
さ
い
」
と
は
い
わ
な
い
。

こ
こ
で
は
、
全
国
に
散
在
す
る
少

額
多
数
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
債
務

者
に
対
し
、
い
か
に
効
率
的
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
か
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
肝
に

な
る
。
そ
こ
で
、
同
社
は
０５
年
に
Ｋ

Ｄ
Ｄ
Ｉ
と
「
携
帯
速
報
シ
ス
テ
ム
」

を
開
発
し
た
。
調
査
担
当
者
が
使
用

す
る
専
用
の
携
帯
電
話
端
末
と
本
社

サ
ー
バ
と
の
間
を
専
用
無
線
回
線
で

結
び
、
担
当
エ
リ
ア
内
の
訪
問
対
象

者
リ
ス
ト
を
携
帯
電
話
端
末
か
ら
参

照
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

簡
易
な
調
査
結
果
の
報
告
な
ら
携
帯

電
話
端
末
の
ボ
タ
ン
操
作
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い

る
。
担
当
者
は
債
務
者
と
の
面
談
に

成
功
し
た
ら
、
そ
の
携
帯
電
話
端
末

を
使
っ
て
債
権
者
本
人
と
直
接
話
す

よ
う
働
き
か
け
る
。

北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
約
２
０
０

人
の
調
査
担
当
者
が
稼
働
し
て
い
る

が
、
同
社
の
拠
点
は
名
古
屋
市
の
本

社
と
佐
賀
県
鹿
島
市
の
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
だ
け
だ
。
各
地
の
調
査
担
当
者

は
携
帯
電
話
端
末
で
本
社
と
の
間
で

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
を
行
い
、
自
分

の
エ
リ
ア
内
の
調
査
案
件
に
つ
い
て

指
示
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
債
務
者

が
自
宅
に
い
る
可
能
性
が
高
い
土
・

日
曜
日
を
中
心
に
現
地
調
査
を
実
施

し
、
結
果
を
本
社
に
報
告
す
る
。
そ

れ
が
毎
週
繰
り
返
さ
れ
る
。
携
帯
速

報
シ
ス
テ
ム
は
、
モ
バ
イ
ル
コ
ン
ピ

ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
推
進
コ
ン
ソ
ー
シ
ア

ム
（
会
長
・
安
田
靖
彦
東
京
大
学
、

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
）
の

「M
C

P
C

A
W

A
R

D
2007

」
特

別
賞
を
受
賞
し
た
。

委
託
キ
ャ
ン
セ
ル
も

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
可
能
に

Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
今
井
重
好
社
長
は
、
携

帯
速
報
シ
ス
テ
ム
に
は
二
つ
の
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
。

一
つ
は
、
個
人
情
報
保
護
の
徹
底

だ
。
委
託
者
か
ら
債
務
者
の
名
前
・

住
所
・
電
話
番
号
・
年
齢
等
の
個
人

情
報
を
授
受
す
る
際
、
郵
便
・
フ
ァ

ッ
ク
ス
・
ｅ
メ
ー
ル
等
を
使
う
と
紛

失
や
誤
送
付
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
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あ
る
。
携
帯
速
報
シ
ス
テ
ム
で
は
、

委
託
者
が
専
用
端
末
と
通
信
カ
ー
ド

を
使
っ
て
必
要
な
情
報
を
打
ち
込

み
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
の
専
用
無
線
回
線
を

通
じ
て
Ｉ
Ｃ
Ｒ
に
伝
達
さ
れ
る
た

め
、
そ
の
よ
う
な
送
付
途
中
で
の
情

報
漏
れ
の
お
そ
れ
が
な
い
。
調
査
担

当
者
が
も
つ
携
帯
電
話
端
末
も
専
用

に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
、
普
通
の
端

末
よ
り
堅
固
な
つ
く
り
に
な
っ
て
い

る
。調

査
担
当
者
は
指
紋
認
証
と
パ
ス

ワ
ー
ド
入
力
を
経
て
携
帯
電
話
端
末

か
ら
シ
ス
テ
ム
に
接
続
し
、
自
分
の

写
真
を
端
末
で
撮
影
し
て
本
社
に
送

っ
て
か
ら
業
務
開
始
と
な
る
。
担
当

者
以
外
が
当
該
端
末
か
ら
デ
ー
タ
に

ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
所

定
時
間
（
８
〜
２１
時
）
外
の
接
続
も

不
可
能
な
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
担
当
者
が
端
末
か
ら
閲
覧

す
る
調
査
対
象
者
の
デ
ー
タ
は
本
社

サ
ー
バ
内
に
あ
り
（
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

サ
ー
バ
は
鹿
島
市
）、
端
末
に
は
デ

ー
タ
が
残
ら
な
い
。
現
地
調
査
の
結

果
報
告
も
端
末
で
行
う
た
め
、
紙
の

資
料
を
持
ち
歩
く
こ
と
も
な
い
。
報

告
内
容
の
デ
ー
タ
は
、
報
告
「
完

了
」
ボ
タ
ン
を
押
す
と
端
末
か
ら
消

え
て
し
ま
う
。
万
一
、
担
当
者
が
端

末
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
遠
隔
操
作

で
端
末
か
ら
デ
ー
タ
を
消
去
す
る
。

端
末
か
ら
デ
ー
タ
を
消
去
す
る
方
法

に
つ
い
て
は
、
携
帯
速
報
シ
ス
テ
ム

と
と
も
に
特
許
出
願
中
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の

指
示
・
報
告
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
回
避

だ
。
委
託
者
は
携
帯
速
報
シ
ス
テ
ム

を
通
じ
て
、
調
査
担
当
者
の
業
務
遂

行
中
に
依
頼
事
項
を
追
加
す
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
依
頼
を
キ
ャ
ン
セ
ル

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
く
に
ク
レ

ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
債
権
の
場

合
、
弁
護
士
介
入
が
あ
っ
た
ら
債
務

者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
委
託
者
に
と

っ
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
キ
ャ
ン
セ

ル
が
可
能
な
こ
と
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
確
保
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
観
点

か
ら
重
要
だ
。
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た

案
件
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
が
携
帯

電
話
端
末
で
デ
ー
タ
を
参
照
す
る
こ

と
も
で
き
な
く
な
る
。
一
方
、
調
査

担
当
者
は
債
務
者
か
ら
何
ら
か
の
申

出
を
受
け
た
場
合
、
回
答
を
留
保
せ

ず
に
、
そ
の
場
で
委
託
者
へ
電
話
を

か
け
て
（
直
電
）、
委
託
者
と
交
渉

す
る
よ
う
債
務
者
に
働
き
か
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

国
民
年
金
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料

の
徴
収
に
展
開

Ｉ
Ｃ
Ｒ
は
今
後
、
こ
う
し
た
調
査

業
務
で
培
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
、
イ
ン
フ

ラ
を
生
か
し
、
国
民
年
金
保
険
料
や

Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
収
納
業
務
に
力
を

入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

国
民
年
金
保
険
料
は
０６
年
に
制
定

さ
れ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
法
に
よ

り
、
収
納
業
務
を
外
部
に
受
託
す
る

法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
。
受
託
資

格
の
あ
る
民
間
事
業
者
は
サ
ー
ビ
サ

ー
に
限
ら
れ
な
い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料

の
収
納
業
務
は
従
来
か
ら
「
地
域
ス

タ
ッ
フ
」
と
呼
ば
れ
る
個
人
事
業
主

に
外
部
委
託
さ
れ
て
い
た
が
、
０８
年

度
以
降
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
法
に

基
づ
く
市
場
化
テ
ス
ト
に
準
じ
た
公

開
競
争
入
札
に
よ
っ
て
民
間
事
業
者

へ
の
外
部
委
託
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。な

か
で
も
政
府
は
国
民
年
金
保
険

料
に
つ
い
て
、
１２
年
ま
で
に
日
本
全

国
の
収
納
業
務
を
民
間
事
業
者
に
委

託
す
る
方
針
で
あ
り
、
民
間
事
業
者

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
目
指
し
て
ど

の
よ
う
な
体
制
整
備
を
進
め
て
い
く

か
が
課
題
と
な
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
は
１０
年

１０
月
事
業
開
始
分
か
ら
、
バ
ッ
ク
ス

グ
ル
ー
プ
と
の
共
同
事
業
体
（
Ｊ

Ｖ
）
と
し
て
競
争
入
札
に
参
加
し
て

い
る
。
バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ
が
労
働

力
を
調
達
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
が
教
育
・
ノ

ウ
ハ
ウ
提
供
を
担
う
と
い
う
役
割
分

担
だ
。

ち
な
み
に
、
国
民
年
金
保
険
料
収

納
事
業
の
民
間
競
争
入
札
は
、
１０
年

６
月
の
内
閣
府
の
勧
告
（「
日
本
年

金
機
構
の
国
民
年
金
保
険
料
収
納
事

業
に
対
す
る
評
価
」）
を
受
け
て
、

参
加
業
者
の
評
価
基
準
の
大
幅
な
見

直
し
が
行
わ
れ
た
。
０７
年
１０
月
お
よ

び
０８
年
１０
月
事
業
開
始
分
の
実
績
を
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分
析
し
た
と
こ
ろ
、
落
札
金
額
が
毎

年
大
幅
に
低
下
す
る
一
方
で
納
付
率

が
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
民
間
事

業
者
が
経
費
の
か
か
る
戸
別
訪
問
を

十
分
に
実
施
せ
ず
、
電
話
に
よ
る
納

付
督
励
に
事
業
を
集
中
し
て
い
る
こ

と
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
内

閣
府
の
分
析
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
１０
年
１０
月
事
業
開
始
分

の
入
札
で
は
、
技
術
評
価
点
（
企
画

書
の
評
価
）
を
価
格
評
価
点
で
除
し

て
総
合
評
価
を
決
め
る
従
来
の
方
式

を
改
め
、
戸
別
訪
問
の
期
待
水
準
を

明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
技
術
評
価

点
と
価
格
評
価
点
を
加
算
し
て
総
合

評
価
を
決
め
る
こ
と
に
し
た
。
業
者

選
定
に
あ
た
り
、
コ
ス
ト
よ
り
戸
別

訪
問
の
能
力
を
重
視
す
る
姿
勢
を
明

確
に
し
た
わ
け
だ
。
結
果
、
当
該
入

札
で
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
中
心
の
事

者
に
代
わ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
、
ア
イ
ヴ
ィ

ジ
ッ
ト
、
日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
債
権
回

収
と
い
っ
た
戸
別
訪
問
を
得
意
と
す

る
業
者
が
受
託
に
成
功
し
た
。

国
民
年
金
で
は
、
バ
ッ
ク
ス
グ
ル

ー
プ
の
社
員
約
４０
名
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
指

揮
監
督
の
も
と
、
茨
城
県
、
宮
崎
県

の
一
部
、
沖
縄
で
保
険
料
の
収
納
業

務
に
従
事
し
て
い
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら

は
昨
年
６
月
以
降
、
近
畿
、
東
海
、

北
陸
の
衛
星
放
送
受
信
料
の
収
納
業

務
受
託
に
成
功
し
た
。
両
業
務
で
は

対
象
者
に
納
付
書
や
口
座
振
替
の
案

内
を
送
付
す
る
ほ
か
、
実
際
に
対
象

者
の
も
と
を
訪
問
し
て
弁
済
金
を
受

領
す
る
と
い
う
作
業
が
発
生
す
る
。

こ
の
場
合
、
担
当
者
は
翌
日
、
受
け

取
っ
た
現
金
を
所
定
の
口
座
に
振
り

込
む
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
国
民

年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
納
付
免
除

の
申
請
を
案
内
す
る
こ
と
が
多
く
、

現
金
取
扱
い
が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
は

多
く
な
い
と
い
う
。

受
注
量
の
平
準
化
、

業
務
の
効
率
化
に
課
題

Ｉ
Ｃ
Ｒ
の
今
後
の
課
題
は
、
国
民

年
金
保
険
料
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
収

納
業
務
の
受
託
を
拡
大
す
る
一
方

で
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
債
務
の
調

査
業
務
で
培
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
両
業

務
に
生
か
し
、
徹
底
し
た
効
率
化
を

図
る
こ
と
だ
。

同
社
は
現
在
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
債
務
、
国
民
年
金
保
険
料
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
受
信
料
の
間
で
担
当
者
を
分
け
て

い
る
。
年
金
債
務
は
夫
婦
間
で
連
帯

納
付
義
務
が
あ
る
が
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
債
務
は
家
族
に
も
本
人
の
情

報
を
伝
え
て
は
な
ら
な
い
な
ど
、
債

務
の
性
質
に
よ
っ
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
の
ル
ー
ル
に
違
い
が
あ
る
た
め

だ
。
国
民
年
金
保
険
料
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受

信
料
の
収
納
業
務
は
エ
リ
ア
、
受
託

量
が
決
ま
っ
て
い
る
た
め
、
担
当
者

の
給
料
は
固
定
給
だ
が
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
債
務
の
受
託
量
は
変
動
す

る
た
め
、
担
当
者
の
給
料
は
歩
合
給

の
割
合
が
高
い
。

し
か
し
、
複
数
の
債
務
の
種
類
が

異
な
っ
て
い
て
も
、
各
債
務
者
が
同

一
エ
リ
ア
に
住
ん
で
い
る
の
な
ら
、

そ
の
エ
リ
ア
の
同
じ
社
員
が
担
当
し

た
ほ
う
が
効
率
的
に
業
務
を
遂
行
で

き
る
は
ず
だ
。
ま
た
、
社
員
の
規
律

を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
固
定
給
の

割
合
を
高
め
て
長
期
雇
用
を
促
進
し

た
ほ
う
が
い
い
。
い
か
に
ビ
ジ
ネ
ス

の
裾
野
を
広
げ
て
受
注
量
を
平
準
化

す
る
か
、
携
帯
速
報
シ
ス
テ
ム
を
進

化
さ
せ
て
担
当
者
の
作
業
内
容
を
標

準
化
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
・
Ｎ
Ｈ

Ｋ
受
信
料
の
収
納
業
務
で
は
、
債
務

者
デ
ー
タ
が
委
託
者
自
身
の
シ
ス
テ

ム
で
作
成
さ
れ
る
た
め
、
い
っ
た
ん

送
ら
れ
て
き
た
デ
ー
タ
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
本

社
で
携
帯
速
報
シ
ス
テ
ム
用
に
入
力

し
直
す
作
業
が
必
要
に
な
る
。
両
業

務
で
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
債
務
の

調
査
業
務
と
同
様
、
委
託
者
の
も
と

に
専
用
端
末
を
置
く
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
デ
ー
タ
の
入
力
・
更
新
が
容
易

に
な
る
と
と
も
に
、
委
託
者
か
ら
の

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
指
示
が
可
能
と

な
っ
て
債
務
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
回
避

に
役
立
つ
だ
ろ
う
。

受
託
者
の
み
な
ら
ず
、
委
託
者
側

が
自
ら
の
業
務
効
率
化
に
向
け
て
ど

の
よ
う
な
取
組
み
を
行
う
か
も
、
回

収
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
進
化
の
カ
ギ
に
な

る
と
い
え
そ
う
だ
。

（
本
誌

花
岡

博
）
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対応

利息制限法超過債権の集金
代行業務を全面的に停止
し、特定金銭債権に特化

兼業の範囲を逸脱すること
がないよう、委託先と調
整。その結果、兼業の範囲
を逸脱すると想定される場
合は集金代行業務を中止。
→兼業業務は１０年４月３０日
をもって廃止

規則および業務の見直しを
実施し、研修等により、全
社員に規則の周知および運
用を徹底

入金案内業務については
「従業員への研修・教育」
を徹底するとともに検証体
制を構築

（出所） 法務省、各社ＨＰ等。

〔図表〕 サービサーに対する最近の業務改善命令発出事例（集金代行関連）

委託者の了解をつど得るな
ど当局の要求をクリアでき
る形で集金代行業務を継続

業務全般につき、マニュア
ルを整備して内部統制を強
化

不備・過誤事由（集金代行の業務範囲逸脱の内容）

１）債務者が申し出た不払いの理由や分割弁済等の計
画を委託者に取り次いでいない

２）弁済を延滞した債務者に対して約定どおりの弁済
を促したり、弁済金の増額または減額を提示して
弁済を求めるなど請求行為を行っている

３）定期弁済が困難と申し出た債務者に対し、具体的
な弁済計画を策定した後に連絡するよう申し向け
ていたり、約定どおり弁済を行わないことを非難
する発言をしている

４）債務者から一方的に切電されるなど支払案内を拒
む意思がうかがわれるものや債務の存在に疑義を
申し立てられているものなど明らかに事件性や紛
争性が認められる債権について、委託者へ返却し
ていない

１）債務の減額、支払方法の変更、弁済の猶予等の債
務者からの申出を委託者に取り次いでいない

２）債権の存在に疑義を申し立てられていたり、債務
者の死亡が確認されたときなど、事件性・紛争性
またはそれに類する事実が判明した債権を委託者
に返却していない

１）債務者からの分割弁済等の申出を委託者に取り次
いでいないものがある

２）債務者に対し、債務の解決方法を申し出るよう執
拗に促したり、虚偽の説明をして申出を誘導して
いるものがあるほか、債務者が被る可能性のある
不利益をことさら強調する記載のある手紙を送付
などして、実質的に支払を要求しているものがあ
る

３）債務者が債務の存在を否定しており、事件性・紛
争性が認められるにもかかかわらず、委託者に返
却していないものがある

４）債務者が夕方は仕事が忙しいので電話連絡はやめ
てほしいと申し出ているにもかかわらず、それを
拒否している

５）委託者と締結した集金代行業務委託契約書の契約
条項に、支払交渉や請求行為を許容する条項が盛
り込まれているものがある

集金代行について、業務マニュアルに業務範囲を逸脱
した交渉手法が記載されているものがあるほか、
１）債務者に対し、請求行為と同視しうる発言がなさ

れている
２）委託者に対し、債務者の申出を取り次いでいない
３）集金代行業務とともに、承認を受けていない機器

返却案内業務を行っている

１）債務者からの弁済条件変更の申出を委託者に取り
次いでいない

２）債務者に対して請求行為を行っている
３）事件性・紛争性のある債権について取扱いを継続

している
４）集金代行業務とともに、承認を受けていない物品

回収業務を行っている

集金代行業務について、実施基準およびマニュアルに
業務範囲を逸脱する内容が記載されている

名前

エー・シー・エス
債権回収
＊主要株主：イオ
ンクレジットサー
ビス

栄光債権回収

ニッテレ債権回収

ジェーピーエヌ債
権回収
＊クレディセゾ
ン：７１．４％

エム・テー・ケー
債権管理回収

ジャックス債権回
収サービス
＊ジャックス全額
出資

日付

０９年７月
７日

０９年７月
２３日

０９年１１月
９日

０９年１２月
８日

０９年１２月
１５日

１０年５月
１４日

【特集】集金代行ビジネス最前線�
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入
金
案
内
、
集
金
代
行
等
に
関
す
る
�

法
規
制
の
現
状
と
課
題
�

【
特
集
】

集
金
代
行
ビ
ジ
ネ
ス
最
前
線
�

規
制
の
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
十
分
な
回
収
効
果
を�

あ
げ
ら
れ
な
い
ジ
レ
ン
マ
も�

オ
リ
エ
ン
ト
総
合
研
究
所�

専
務
取
締
役
主
席
研
究
員�

　
吉
元
　
利
行�

現
在
み
ら
れ
る

ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル

業
務
ス
タ
イ
ル

現
在
、
筆
者
が
把
握
す
る
入
金
案

内
、
集
金
代
行
等
の
収
納
代
行
ビ
ジ

ネ
ス
（
以
下
「
収
納
代
行
業
務
」
と

い
う
）
は
大
別
す
る
と
以
下
の
ス
キ

ー
ム
に
分
か
れ
る
。

�）
架
電
に
よ
る
入
金
案
内

債
権
者
の
事
務
所
ま
た
は
業
者
の

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
な
ど
か
ら
対
象
者

に
電
話
を
か
け
、
債
権
の
存
在
や
未

納
の
事
実
を
告
げ
、
円
滑
な
支
払
い

を
促
す
と
と
も
に
、
延
滞
事
由
等
の

調
査
を
行
う
。

�）
受
電
に
よ
る
入
金
案
内

債
権
者
が
発
出
し
た
通
知
、
公

報
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
等
の
広
告
な
ど

に
よ
る
告
知
に
よ
り
、
事
務
所
等
に

電
話
を
し
て
き
た
対
象
者
に
対
す
る

入
金
の
案
内
（
対
象
者
が
来
訪
し
た

場
合
を
含
む
）
や
延
滞
事
由
等
の
調

査
を
行
う
。

�）
入
金
依
頼
文
書
お
よ
び
振
込
用
紙

等
の
送
付
に
よ
る
入
金
案
内

債
権
者
名
で
支
払
義
務
の
存
在
や

事
実
関
係
を
記
載
し
、
支
払
を
促
す

通
知
書
面
等
を
発
出
し
、
同
封
し
た

銀
行
の
振
込
用
紙
や
コ
ン
ビ
ニ
送
金

用
紙
を
利
用
し
て
回
収
す
る
。

�）
口
座
振
替
、
カ
ー
ド
利
用
に
よ
る

集
金
代
行

対
象
者
か
ら
口
座
振
替
依
頼
書
ま

た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
代

金
決
済
の
同
意
を
得
て
、
対
象
者
の

預
金
口
座
か
ら
自
動
振
替
を
利
用
し

て
代
金
の
収
納
を
行
う
。

�）
対
象
者
を
訪
問
し
て
の
入
金
の
案

内
債
権
者
か
ら
委
託
の
あ
っ
た
対
象

者
の
自
宅
等
を
訪
問
し
、
支
払
義
務

の
存
在
や
支
払
事
実
関
係
を
告
げ
、

自
発
的
な
支
払
い
を
促
す
と
と
も

に
、
延
滞
事
由
等
の
調
査
を
行
う
。

�）
支
払
い
の
催
促
・
入
金
約
束
を
伴

う
入
金
案
内

何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
支
払
い
を

促
し
て
、
そ
の
支
払
時
期
・
支
払
額

・
支
払
方
法
等
を
決
定
し
、
そ
の
後

の
約
束
の
履
行
を
促
す
。

こ
れ
ら
を
個
別
業
務
に
分
類
す
る

と
、
収
納
代
行
業
務
と
は
、
委
託
元

で
あ
る
債
権
者
の
依
頼
に
よ
り
、
対

象
者
に
対
し
て

�ア
債
務
の
存
在
、
支
払
義
務
の
あ
る

事
実
を
伝
え
る

�イ
入
金
案
内
文
書
や
振
込
用
紙
等
を

「
金
銭
債
権
の
入
金
支
援
・
促
進
ビ
ジ
ネ
ス
」
は
、
集
金
代
行
・
収
納
代
行
・
入
金
案
内
な
ど
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
示
す

よ
う
に
統
一
さ
れ
た
事
業
形
態
で
は
な
い
。
認
可
や
登
録
を
必
要
と
す
る
「
要
許
可
モ
デ
ル
」
も
あ
れ
ば
、
市
場
化
テ

ス
ト
や
法
改
正
に
よ
り
認
可
・
登
録
不
要
で
営
む
こ
と
の
で
き
る
「
市
場
化
モ
デ
ル
」、
経
済
ニ
ー
ズ
・
社
会
環
境
に

対
応
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
モ
デ
ル
」
と
が
混
在
す
る
状
況
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
許
可
や
登

録
の
必
要
な
ビ
ジ
ネ
ス
以
外
の
業
務
に
関
す
る
規
制
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
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送
付
す
る
な
ど
支
払
方
法
を
伝
え
る

�ウ
通
知
手
段
と
し
て
、
架
電
や
訪
問

等
の
行
為
を
行
な
い
、
支
払
い
の
案

内
を
行
う

�エ
支
払
い
が
遅
延
し
た
り
、
支
払
い

が
困
難
と
な
っ
て
い
る
理
由
を
調
査

・
聞
き
取
り
す
る

�オ
支
払
を
促
し
た
り
、
支
払
時
期
・

金
額
な
ど
の
約
束
を
取
り
付
け
、
そ

の
履
行
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る

と
い
う
五
つ
の
業
務
の
す
べ
て
、
ま

た
は
一
部
を
行
う
業
務
と
い
え
る
。

取
扱
対
象
と
な
る

金
銭
債
権
の
内
容

収
納
代
行
業
務
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
金
銭
債
権
の
種
類
と
し
て
は
、

個
人
に
対
す
る
地
方
自
治
体
の
税
金

・
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
料
金
、
公
共
お

よ
び
民
間
の
医
療
費
・
診
療
費
、
公

共
お
よ
び
民
間
の
家
賃
、
電
話
・
通

信
料
、
放
送
受
信
料
、
通
信
販
売
代

金
、
生
命
保
険
・
損
害
保
険
料
、
会

費
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
に

は
、
貸
金
業
者
の
貸
付
債
権
や
リ
ー

ス
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
債
権
、
フ
ァ
ク
タ

リ
ン
グ
債
権
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

な
ど
の
売
掛
債
権
な
ど
、
大
口
の
法

人
向
け
等
の
金
銭
債
権
が
収
納
委
託

さ
れ
て
い
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
債
権
は
、
支
払
期
限
が

到
来
す
る
前
の
金
銭
債
権
（
正
常
債

権
）
と
支
払
期
限
が
す
で
に
経
過
し

た
金
銭
債
権
（
未
収
債
権
）
に
区
分

で
き
、
さ
ら
に
リ
ー
ス
・
ク
レ
ジ
ッ

ト
債
権
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
債
権
、

銀
行
の
貸
付
債
権
等
の
特
定
金
銭
債

権
（「
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」（
サ
ー
ビ
サ
ー
法
））

や
、
国
民
年
金
保
険
料
（「
競
争
の

導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革

に
関
す
る
法
律
」（
公
共
サ
ー
ビ
ス

法
））
な
ど
の
よ
う
に
法
令
に
規
定

の
あ
る
金
銭
債
権
と
、
法
令
に
特
別

の
規
定
の
な
い
金
銭
債
権
に
分
け
ら

れ
る
。

こ
れ
ら
の
債
権
の
う
ち
、
支
払
期

限
到
来
前
の
い
わ
ゆ
る
正
常
債
権
の

収
納
代
行
業
務
は
前
記
�エ
�オ
の
業
務

を
含
ん
で
お
ら
ず
、
格
別
の
問
題
が

生
じ
な
い
。
ま
た
、
延
滞
債
権
で
あ

っ
て
も
サ
ー
ビ
サ
ー
法
な
ど
法
令
に

規
定
の
あ
る
金
銭
債
権
を
対
象
と
す

る
場
合
は
当
該
法
令
に
よ
り
規
律
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
支

払
期
限
が
到
来
し
た
未
収
金
銭
債
権

で
あ
っ
て
、
法
令
で
特
別
の
規
定
の

な
い
一
般
の
金
銭
債
権
を
対
象
と
す

る
収
納
代
行
業
務
を
お
も
な
検
討
の

対
象
と
す
る
。

収
納
代
行
ビ
ジ
ネ
ス

に
関
連
す
る
法
規
制

収
納
代
行
業
務
に
対
す
る

法
規
制

自
己
が
保
有
す
る
金
銭
債
権
の
収

納
業
務
や
回
収
業
務
を
外
部
に
委
託

ま
た
は
請
け
負
わ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
委
託
者
側
は
一
部
の
例
外
を
除

き
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
り
、
法
的

な
制
限
は
少
な
い
（
注
１
）。
し
か

し
、
受
託
者
側
に
は
、
委
託
者
の
利

益
や
委
託
さ
れ
た
業
務
の
相
手
方
の

利
益
の
保
護
な
ど
を
目
的
と
し
て
、

当
該
業
務
を
行
う
能
力
、
ノ
ウ
ハ
ウ

が
あ
っ
て
も
、
免
許
、
登
録
を
有
し

な
い
者
が
受
託
や
請
負
を
禁
止
さ
れ

た
り
、
そ
の
業
務
内
容
に
制
限
が
か

け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
前
記
�ア
�イ
の
業
務

に
つ
い
て
は
、
対
象
者
が
個
人
の
場

合
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
の
適
用
が
あ
る
ほ
か
、
医
療
・
保

健
、
金
融
・
信
用
、
通
信
な
ど
に
関

す
る
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
が
含
ま

れ
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
該
当
省
庁

の
策
定
す
る
事
業
者
向
け
監
督
指
針

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
�ウ
�エ
の
業
務
に
つ
い
て

は
、
そ
の
訪
問
活
動
が
「
探
偵
業
の

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
」

に
規
定
す
る
「
探
偵
業
務
」（
注
２
）

を
伴
う
と
き
は
、
同
法
に
よ
り
営
業

所
ご
と
に
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ

の
届
出
義
務
な
ど
（
同
法
４
条
の
ほ

か
７
条
８
条
の
規
定
あ
り
）
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

最
後
の
�オ
の
業
務
に
お
い
て
、
支

払
義
務
を
認
識
さ
せ
、
自
発
的
な
支

払
い
を
促
す
こ
と
は
正
当
な
業
務
で

あ
る
。
し
か
し
、
未
払
い
に
つ
い
て
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の
事
情
や
抗
弁
が
あ
る
可
能
性
も
あ

り
、
こ
れ
に
無
関
係
に
支
払
い
を
直

截
に
催
促
す
れ
ば
問
題
が
生
じ
る
可

能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
個
別
事
情
に

応
じ
て
支
払
時
期
の
延
長
、
支
払
金

額
の
減
縮
や
免
除
、
分
割
払
い
な
ど

の
合
意
を
受
託
者
が
単
独
で
行
え

ば
、
弁
護
士
法
７２
条
に
抵
触
す
る
可

能
性
が
出
て
く
る
。
弁
護
士
法
で

は
、
７２
条
に
お
い
て
弁
護
士
で
な
い

者
が
報
酬
を
得
て
「
法
律
事
務
」
を

行
う
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
を
禁
止

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
法
律

事
務
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
か

ら
で
あ
る
。

弁
護
士
法
に
よ
る

規
制
内
容

「
法
律
事
務
」
と
な
る
「
法
律
事

件
」
は
、「
法
律
上
の
権
利
義
務
に

関
し
て
争
い
や
疑
義
が
あ
る
案
件
ま

た
は
新
た
な
権
利
義
務
関
係
を
発
生

す
る
案
件
を
い
う
」（
東
京
高
裁
昭

和
３９
・
９
・
２９
判
決
）
と
さ
れ
、

「
事
件
性
必
要
説
」
に
立
っ
て
判
断

し
て
い
る
例
が
多
い
が
、
弁
護
士
会

と
し
て
は
、
弁
護
士
法
７２
条
の
趣
旨

は
「
非
弁
護
士
の
活
動
全
般
を
禁
止

し
よ
う
と
し
て
『
一
般
の
法
律
事

件
』
と
い
う
表
現
を
採
用
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
『
事
件
性
』
と
い

う
要
件
は
不
要
と
解
す
べ
き
で
あ

る
」（『
弁
護
士
法
概
説
（
３
版
）』

（
高
中
正
彦

三
省
堂
・
３
６
０
ペ

ー
ジ
・
０６
年
）
と
「
事
件
性
不
要

説
」
を
と
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
と
く
に
事
件

性
・
紛
争
性
が
疑
わ
れ
る
「
支
払
時

期
の
延
期
や
分
割
、
支
払
金
額
の
減

縮
や
免
除
な
ど
」
の
行
為
を
債
権
者

に
代
わ
っ
て
受
託
者
が
行
う
こ
と
は

避
け
、
収
納
代
行
業
者
自
身
が
代
理

人
と
な
ら
な
い
よ
う
債
権
者
に
連
絡

の
う
え
、
債
権
者
に
対
応
し
て
も
ら

う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
経

営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
が
事
業
再

生
手
段
と
し
て
業
務
委
託
契
約
の
も

と
で
会
社
分
割
を
提
案
し
、
司
法
書

士
を
介
し
て
登
記
手
続
を
行
い
、
報

酬
を
得
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
事
件

が
最
近
発
生
し
た
（
注
３
）。
ま
た
、

親
会
社
の
法
務
部
門
や
債
権
管
理
部

門
が
子
会
社
の
法
律
事
務
を
取
り
扱

う
場
合
に
も
、
１
０
０
％
子
会
社
で

な
い
限
り
、
他
人
の
法
律
事
務
を
取

り
扱
う
と
い
う
要
件
を
満
た
す
（
注

４
）
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
が

「
正
当
業
務
」
と
し
て
違
法
性
が
な

い
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
、
無
償
性
な

ど
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

対
象
金
銭
債
権
に
関
す
る

規
制金

銭
債
権
の
種
類
に
よ
り
法
規
制

が
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、

逆
に
規
制
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
場
合

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
保
険
料

な
ど
は
、
弁
護
士
法
の
改
正
を
受
け

て
２
０
０
６
年
に
「
公
共
サ
ー
ビ
ス

法
」
が
制
定
さ
れ
、
延
滞
し
た
保
険

料
を
回
収
す
る
と
い
う
業
務
が
弁
護

士
法
の
例
外
と
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
法
律
や
条
例
等
の
改
正
や

市
場
化
テ
ス
ト
に
よ
り
、
自
治
体
貸

付
金
、
公
立
病
院
の
診
療
費
や
公
営

住
宅
の
家
賃
等
に
つ
い
て
は
、
入
金

案
内
、
収
納
代
行
な
ど
の
業
務
が
一

般
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
民
間
委
託
が
可

能
と
な
っ
た
の
は
、
地
方
自
治
法
２

４
３
条
で
「
私
人
の
公
金
取
扱
い
の

制
限
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

地
方
自
治
法
施
行
令
１
５
８
条
１
項

で
、
自
治
体
の
収
入
の
確
保
お
よ
び

住
民
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
私
人
に

も
徴
収
ま
た
は
収
納
の
事
務
を
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
、

使
用
料
、
手
数
料
、
賃
貸
料
、
物
品

売
払
代
金
、
貸
付
金
の
元
利
償
還
金

の
収
納
業
務
に
つ
き
民
間
企
業
に
委

託
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
が
導
入
さ
れ
る

な
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
後
、
地
方
自
治
法
施
行
令

１
５
８
条
の
２
第
１
項
に
よ
り
、

「
地
方
税
」
も
収
納
委
託
が
可
能
に

な
っ
た
。

し
か
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
料
金
の

回
収
業
務
す
べ
て
に
弁
護
士
法
の
適

用
が
除
外
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

弁
護
士
法
７２
条
の
規
制
が
外
れ
る
の

は
、「
他
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
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あ
る
場
合
」
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

公
営
住
宅
の
家
賃
収
納
業
務
や
公
立

病
院
の
診
療
費
、
水
道
料
金
な
ど
の

「
債
権
回
収
業
務
」
は
依
然
と
し
て

禁
止
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
私
的
債
権
に
つ
い
て
は
、

債
務
者
の
利
益
を
考
え
て
規
制
が
強

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
貸
金
業
者
の
貸
付
債
権
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
債
権

に
つ
い
て
は
、
債
権
者
自
身
が
債
権

回
収
業
務
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て

も
、
債
務
者
の
平
穏
を
乱
し
、
困
惑

さ
せ
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

と
く
に
貸
付
債
権
に
つ
い
て
は
、
債

権
回
収
の
業
務
を
受
託
し
た
者
や
債

権
の
譲
受
人
に
対
し
て
同
様
な
規
制

が
課
さ
れ
て
い
る
。

債
権
管
理
回
収
会
社
（
サ
ー
ビ
サ

ー
）
は
、
こ
れ
ら
の
債
権
の
回
収
の

受
託
お
よ
び
債
権
の
譲
受
け
が
で
き

る
国
内
唯
一
の
業
態
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
業
者
に
は
厳
し
い
業
務
規
制

と
許
可
制
度
が
課
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
サ
ー
ビ
サ
ー
法
２
条
お
よ

び
政
令
に
列
挙
さ
れ
た
銀
行
の
貸
付

債
権
や
リ
ー
ス
債
権
、
フ
ァ
ク
タ
リ

ン
グ
債
権
な
ど
の
特
定
金
銭
債
権
の

債
権
管
理
回
収
業
務
を
弁
護
士
（
法

人
）
と
許
可
サ
ー
ビ
サ
ー
以
外
に
委

託
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
許
可
サ
ー
ビ
サ
ー
で
あ
っ

て
も
、
債
権
回
収
業
務
に
該
当
し
な

い
収
納
代
行
業
務
に
つ
い
て
は
、
法

務
省
か
ら
兼
業
の
許
可
を
得
な
け
れ

ば
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

収
納
代
行
業
務
を

行
う
場
合
の
留
意
点

公
共
サ
ー
ビ
ス
料
金
の

場
合収

納
代
行
業
者
は
、
法
律
で
弁
護

士
法
７２
条
の
適
用
除
外
が
定
め
ら
れ

て
い
る
社
会
保
険
料
な
ど
の
金
銭
債

権
以
外
に
つ
い
て
、
債
権
回
収
業
務

が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
収
納

代
行
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の

業
務
内
容
が
債
権
回
収
業
務
に
該
当

し
て
い
な
い
か
の
検
討
を
行
っ
た
う

え
で
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
検
討

の
際
に
は
、
公
共
料
金
サ
ー
ビ
ス
の

手
数
料
や
費
用
の
収
納
業
務
の
外
部

委
託
に
関
し
て
、
行
政
庁
か
ら
発
出

さ
れ
て
い
る
通
達
が
参
考
に
な
る
。

﹇
国
土
交
通
省：

公
営
住
宅
家
賃
﹈

住
宅
局
住
宅
総
合
整
備
課
課
長
補
佐

平
成
１９
年
１２
月
２７
日
付
事
務
連
絡

「
公
営
住
宅
の
滞
納
家
賃
の
徴
収
対

策
の
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
」（
要

約
）

【
民
間
事
業
者
に
委
託
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
業
務
】

・
家
賃
の
決
定
、
減
免
、
徴
収
猶

予
、
滞
納
家
賃
の
督
促
、
法
的
措
置

【
委
託
が
可
能
な
事
務
】

・
督
促
に
関
連
す
る
事
実
行
為
、
た

と
え
ば
、
督
促
状
な
ど
の
作
成
・
封

入
・
送
付
な
ど
の
作
業

・
自
主
的
納
付
の
勧
奨
と
し
て
、
滞

納
事
実
の
告
知
、
自
主
的
納
付
の
勧

奨
と
納
付
時
期
・
意
思
の
確
認
、
申

出
内
容
の
記
録
、
滞
納
事
実
の
説

明
、
窓
口
で
の
滞
納
家
賃
の
受
取
業

務・
居
所
不
明
者
の
住
所
等
の
調
査
、

口
座
振
替
を
利
用
し
た
受
領
、
法
的

措
置
の
補
助
的
な
事
務
と
し
て
契
約

解
除
や
強
制
執
行
時
の
立
会
業
務
、

差
押
物
件
の
保
管
等
の
法
的
措
置
に

関
す
る
補
助
的
な
事
務
、
収
入
申
告

書
の
配
布
・
回
収
な
ど

【
要
注
意
業
務
】

・
訪
問
・
呼
び
出
し
に
よ
り
滞
納
者

と
面
談
す
る
場
合
に
は
、
問
題
が
生

じ
た
と
き
の
役
所
担
当
者
の
支
援
態

勢
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
訪
問
時

に
は
、
個
人
情
報
保
護
上
の
万
全
の

措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

﹇
総
務
省：

医
業
未
収
金
﹈

自
治
財
政
局
地
域
企
業
経
営
企
画
室

長
平
成
１９
年
３
月
３１
日
付
「
医
業
未

収
金
の
徴
収
対
策
の
留
意
事
項
に
つ

い
て
」（
要
約
）

【
民
間
事
業
者
に
回
収
を
委
託
で
き

な
い
業
務
】

・
訪
問
面
談
時
の
未
納
の
告
知
を
上

回
る
請
求
行
為

・
訴
訟
等
の
法
的
措
置
を
実
施
し
て

い
る
債
権
、
支
払
い
を
拒
ん
だ
り
、

分
割
納
付
中
・
相
談
中
の
債
権
、
経

済
的
理
由
で
未
払
い
な
の
が
明
ら
か

な
債
権
な
ど
、
事
件
性
・
紛
争
性
を

有
す
る
診
療
債
権
は
、
未
納
事
実
等

の
告
知
で
あ
っ
て
も
委
託
業
務
の
対

象
外
と
す
る
こ
と

【
委
託
で
き
る
業
務
】

・
文
書
や
電
話
に
よ
る
自
主
的
納
付

の
勧
奨
（
納
付
意
思
・
時
期
の
確

認
、
申
出
内
容
の
記
録
、
診
療
債
権

の
滞
納
の
根
拠
と
な
る
事
実
の
説

明
）
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・
居
所
不
明
者
に
係
る
住
所
等
の
調

査・
口
座
振
替
、
カ
ー
ド
利
用
に
よ
る

収
納
事
務
の
委
託

・
督
促
状
の
印
刷
・
作
成
・
封
入
そ

の
他
補
助
的
・
機
械
的
事
務
や
差
押

物
件
の
保
管

た
だ
し
、
委
託
し
て
い
た
診
療
債

権
に
つ
い
て
も
、
事
件
性
・
紛
争
性

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
以
降
、
委
託

を
禁
止
す
る
こ
と
。
支
払
方
法
に
つ

い
て
相
談
が
あ
っ
た
場
合
は
、
委
託

業
者
か
ら
報
告
を
受
け
、
回
答
は
伝

達
に
と
ど
め
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

そ
の
他
の
金
銭
債
権
の

場
合公

共
サ
ー
ビ
ス
料
金
以
外
の
金
銭

債
権
に
関
し
て
は
、
サ
ー
ビ
サ
ー
を

監
督
す
る
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法

制
部
審
査
監
督
課
長
が
集
金
代
行
業

務
に
つ
い
て
、
０８
年
７
月
８
日
付
で

全
国
サ
ー
ビ
サ
ー
協
会
宛
に
発
出
し

た
通
達
が
あ
る
。

﹇
法
務
省：

全
国
サ
ー
ビ
サ
ー
協
会

宛
通
達
﹈

【
レ
タ
ー
の
記
載
に
関
す
る
「
請
求

を
超
え
る
事
務
と
し
て
不
適
切
な

例
」】

・
理
由
な
く
期
限
を
設
け
る
な
ど
し

て
連
絡
を
要
求
す
る
記
載

・
入
金
確
認
レ
タ
ー
に
次
回
の
入
金

・
振
込
・
送
金
等
を
要
求
す
る
記
載

・
案
内
し
た
入
金
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
に
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
記
載
す
る
だ
け
で
な

く
、
不
利
益
部
分
を
強
調
す
る
記
載

（
未
払
い
記
録
が
登
録
さ
れ
ま
す
、

信
用
取
引
に
お
い
て
不
利
益
が
生
じ

ま
す
等
）

・
実
質
的
な
請
求
に
あ
た
る
よ
う
な

記
載
（
解
決
し
て
く
だ
さ
い
等
）

【
請
求
を
超
え
る
事
務
と
し
て
不
適

切
な
行
為
の
例
】

・
債
権
者
に
取
り
次
ぐ
こ
と
な
く
分

割
弁
済
の
相
談
に
応
じ
る
行
為

・
本
人
以
外
の
も
の
に
、
サ
ー
ビ
サ

ー
名
、
委
託
者
名
、
委
託
者
の
業
種

の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て
を

明
示
す
る
行
為
（
留
守
番
電
話
の
録

音
を
含
む
）

・
反
復
継
続
し
て
架
電
、
通
知
す
る

行
為

・
面
談
に
よ
る
集
金
代
行
業
務

今
後
の
見
通
し
と
課
題

業
務
管
理
体
制
の
整
備

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
収
納
代
行

業
務
の
う
ち
、
前
記
�ア
債
務
の
存

在
、
支
払
義
務
の
あ
る
事
実
を
伝
え

る
、
�イ
入
金
案
内
文
書
や
振
込
用
紙

等
を
送
付
し
た
り
、
支
払
方
法
を
伝

え
る
、
�エ
支
払
い
が
遅
延
し
た
り
、

支
払
い
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
理
由

を
聞
き
取
り
す
る
、
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
関
係
を
除
い
て
と
く
に
問

題
は
な
い
。

し
か
し
、
�ウ
通
知
手
段
と
し
て
、

架
電
や
訪
問
等
の
行
為
を
行
っ
て
支

払
い
の
案
内
を
行
う
、
�オ
支
払
い
を

促
し
た
り
、
支
払
時
期
・
金
額
な
ど

の
約
束
を
取
り
付
け
、
そ
の
履
行
を

フ
ォ
ロ
ー
す
る
際
に
は
、
架
電
や
文

書
送
付
の
反
復
継
続
、
理
由
な
く
支

払
期
限
を
設
け
た
り
、
期
日
入
金
が

な
い
場
合
に
不
利
益
な
取
扱
い
を
示

す
等
に
よ
り
、
実
質
的
に
請
求
行
為

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
行
わ

な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
債

務
者
の
延
滞
等
に
か
か
る
事
情
や
そ

れ
に
関
連
す
る
申
出
を
債
権
者
に
取

り
次
が
ず
、
単
独
の
判
断
で
分
割
弁

済
や
支
払
時
期
の
延
期
、
支
払
額
の

変
更
な
ど
の
相
談
に
応
じ
た
り
、
変

更
内
容
に
同
意
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
判
断
基
準
は
、
公
的
私

的
債
権
に
共
通
の
は
ず
で
あ
る
。
収

納
代
行
業
者
と
し
て
は
行
政
通
達
、

法
務
省
通
達
の
記
載
例
を
参
考
に
実

施
可
能
な
業
務
内
容
を
整
理
し
、
業

務
委
託
契
約
書
や
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル

お
よ
び
実
際
の
業
務
を
点
検
す
る
と

と
も
に
、
収
納
代
行
業
務
に
使
用
す

る
文
書
の
体
裁
や
記
載
内
容
、
支
払

い
の
説
明
・
案
内
内
容
に
関
す
る
話

法
や
応
答
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
委
託
元

（
債
権
者
）
と
の
連
絡
・
相
談
手
順

と
そ
の
記
録
の
保
存
な
ど
社
内
体
制

の
整
備
を
行
い
、
定
期
的
に
遵
守
状

況
を
確
認
で
き
る
態
勢
を
構
築
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

業
界
と
し
て
の
自
主
規
制

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
収
納
関
連
業
務

に
つ
い
て
、
そ
の
効
率
性
を
期
待
し

て
民
間
へ
業
務
委
託
す
る
流
れ
は
今

後
も
加
速
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
自
治
体
等
が
自
ら
実
施
す
れ
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ば
問
題
な
く
行
え
る
料
金
の
回
収
等

の
業
務
が
弁
護
士
法
７２
条
の
制
約
か

ら
民
間
業
者
で
は
許
さ
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
民
間
に
委
託
し
て
も
十
分
な

回
収
効
果
が
あ
げ
ら
れ
な
い
と
い
う

ジ
レ
ン
マ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
く
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る

た
め
に
は
、
サ
ー
ビ
サ
ー
法
２
条
の

特
定
金
銭
債
権
の
範
囲
を
公
共
サ
ー

ビ
ス
料
金
全
般
ま
で
拡
大
す
る
必
要

が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
民
間
事
業
者

が
債
権
回
収
業
務
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
個
別
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
関

係
法
に
弁
護
士
法
７２
条
の
例
外
規
定

を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
民
間
業
者
の
有
す
る

金
銭
債
権
で
、
社
会
コ
ス
ト
を
下
げ

る
こ
と
が
社
会
全
体
に
と
っ
て
有
益

な
債
権
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
２
０
１
０
年
末
で
弁

護
士
人
口
が
３
万
人
を
突
破
し
、
弁

護
士
の
就
職
難
と
仕
事
不
足
が
顕
在

化
し
て
き
て
い
る
現
状
で
は
、
こ
れ

ら
の
改
正
は
弁
護
士
会
と
の
利
益
対

立
を
含
ん
で
お
り
、
簡
単
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
い
ま
ま
で
弁
護
士
か

ら
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
収
納
代

行
業
務
に
、
今
後
若
手
弁
護
士
が
参

入
す
る
可
能
性
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
現
在
ま
で
収
納
代
行
業

者
の
数
が
増
加
し
、
そ
の
対
象
債
権

が
拡
大
し
て
き
た
の
は
、
公
共
民
間

を
問
わ
ず
、
効
率
的
な
業
務
遂
行
の

必
要
性
や
社
会
的
分
業
の
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
、
各
業
者
が
本
業
で
培
っ
て

き
た
人
的
・
シ
ス
テ
ム
的
な
資
産
と

ノ
ウ
ハ
ウ
を
応
用
し
、
低
価
格
で
の

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
業
務
処
理
態
勢
を

構
築
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
く

に
広
範
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お

い
て
は
収
納
代
行
業
者
が
低
廉
で
効

率
的
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
そ
の
際
に
は
地
方
自
治
体
の

十
分
な
監
督
を
前
提
に
、
登
録
等
の

要
件
は
今
後
も
必
要
な
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め

に
は
、
収
納
代
行
業
務
に
つ
い
て
統

一
的
な
ル
ー
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

策
定
し
、
委
託
者
に
も
そ
の
ル
ー
ル

や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
遵
守
業
者
か
ら
受

託
者
を
選
定
す
る
よ
う
働
き
か
け
る

な
ど
、
収
納
代
行
関
連
業
務
を
正
当

業
務
と
し
て
確
立
す
る
努
力
を
高
め

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
本
稿
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ

り
、
筆
者
の
所
属
す
る
企
業
グ
ル
ー

プ
、
関
係
す
る
機
関
の
見
解
を
表
明

す
る
も
の
で
は
な
い
）

（
注
）１

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
場
合
、
個

人
情
報
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号

等
を
伴
う
事
務
委
託
に
つ
い
て
は
、

委
託
先
の
個
人
情
報
等
取
扱
い
に
関

す
る
指
導
や
監
督
責
任
が
あ
り
、
地

方
自
治
体
や
貸
金
業
者
等
に
つ
い
て

は
委
託
先
の
選
定
責
任
な
ど
が
付
さ

れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

２

他
人
の
依
頼
を
受
け
て
、
特
定

人
の
所
在
ま
た
は
行
動
に
つ
い
て
の

情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
依
頼
に
関
す

る
も
の
を
収
集
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
面
接
に
よ
る
聞
込
み
、
尾

行
、
張
り
込
み
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
方
法
に
よ
り
実
地
の
調
査
を
行

い
、
そ
の
調
査
の
結
果
を
当
該
依
頼

者
に
報
告
す
る
業
務
を
い
う
。

３

１０
年
９
月
４
日
付
日
本
経
済
新

聞４

０３
年
１２
月
８
日
開
催
の
司
法
制

度
改
革
推
進
本
部
に
お
け
る
「
法
曹

制
度
の
検
討
会
」
に
お
け
る
法
務
省

見
解
は
、
従
来
か
ら
企
業
グ
ル
ー
プ

内
で
法
務
部
門
な
ど
が
子
会
社
を
対

象
に
法
律
事
務
の
有
償
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
場
合
の
弁
護
士
法
７２
条
抵

触
問
題
に
関
し
て
、
完
全
子
会
社
で

あ
っ
て
も
法
人
格
が
別
で
あ
る
以

上
、「
他
人
性
」
の
構
成
要
件
を
満

た
す
が
、
報
酬
が
な
く
、
コ
ピ
ー
代

な
ど
の
実
費
の
請
求
に
と
ど
ま
る
限

り
は
「
有
償
」
と
の
構
成
要
件
を
欠

く
の
で
、
正
当
業
務
と
し
て
可
能
と

す
る
。

よ
し
も
と

と
し
ゆ
き

７８
年
九
州
大
学
卒
、
オ
リ
コ
入
社
。

０２
年
法
務
部
長
、
０６
年
執
行
役
員
。

０８
年
か
ら
現
職
。
法
務
省
法
制
審
議

会
信
託
法
部
会
委
員
、
同
電
子
債
権

法
部
会
委
員
、
経
済
産
業
省
産
業
構

造
審
議
会
支
払
小
委
員
会
委
員
、
金

融
法
学
会
会
員
、
サ
ー
ビ
サ
ー
業
務

研
究
会
幹
事
な
ど
多
数
歴
任
。『
消

費
者
信
用
ビ
ジ
ネ
ス
の
研
究
』（
Ｂ

Ｋ
Ｃ
出
版
、
共
著
）、『
ク
レ
ジ
ッ
ト

取
引
』（
青
林
書
院
、
編
著
）、『
消

費
者
信
用
の
法
務
対
策
３
６
０
講
』

（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
共
著
）

な
ど
著
作
多
数
。
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集
金
代
行
業
務
と
弁
護
士
法
72
条
を
�

巡
る
考
察
�

【
特
集
】

集
金
代
行
ビ
ジ
ネ
ス
最
前
線
�

正
当
業
務
行
為
の
類
型
化
・
明
確
化
が
必
要�

オ
リ
ッ
ク
ス�

執
行
役
（
法
務
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
、
監
査
部
管
掌
）�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
護
士
　

池
袋
　
恒
明�

債
権
回
収
業
務
と

弁
護
士
法

わ
が
国
で
は
、
暴
力
団
等
の
反
社

会
的
勢
力
が
債
権
回
収
に
関
与
す
る

な
ど
の
弊
害
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
弊
害
を
防
止
す
る
手
段
と

し
て
、
弁
護
士
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
）
７２
条
は
、
弁
護
士
ま
た
は
弁

護
士
法
人
（
以
下
、
あ
わ
せ
て
「
弁

護
士
等
」
と
い
い
、
弁
護
士
等
で
な

い
も
の
を
「
非
弁
護
士
等
」
と
い

う
）
で
な
い
者
が
、
報
酬
を
得
る
目

的
で
、
債
権
回
収
等
の
法
律
事
件
に

関
し
て
、
債
権
者
に
代
わ
っ
て
請
求

行
為
を
す
る
等
の
法
律
事
務
を
す
る

こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

法
７３
条
は
、
訴
訟
そ
の
他
の
紛
争
が

助
長
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
法
７２

条
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
行
為
を
防
止

す
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
不
良
債
権

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
他
人
か
ら
譲
り

受
け
て
そ
の
権
利
実
行
を
す
る
こ
と

を
業
と
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。

そ
の
後
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
お
け

る
大
量
の
不
良
債
権
処
理
の
必
要
か

ら
、
１
９
９
８
年
に
弁
護
士
法
の
例

外
と
し
て
、
債
権
管
理
回
収
業
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
サ
ー
ビ

サ
ー
法
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
、

法
務
大
臣
の
許
可
を
得
た
債
権
回
収

会
社
（
以
下
「
サ
ー
ビ
サ
ー
会
社
」

と
い
う
）
に
、
一
定
の
範
囲
の
金
銭

債
権
（
以
下
「
特
定
金
銭
債
権
」
と

い
う
）
に
つ
い
て
の
管
理
回
収
に
か

か
る
受
託
業
務
、
当
該
特
定
金
銭
債

権
の
買
取
り
業
務
を
認
め
た
。
サ
ー

ビ
サ
ー
会
社
の
活
躍
に
よ
り
膨
大
な

不
良
債
権
処
理
が
進
�
し
た
こ
と

は
、
法
務
省
が
公
表
し
て
い
る
「
債

権
回
収
会
社
の
業
務
状
況
」
に
示
さ

れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
サ
ー
ビ
サ
ー
会
社
に
取
扱

い
が
許
さ
れ
て
い
な
い
各
種
売
掛
金

債
権
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の
管
理
回

収
に
か
か
る
業
務
を
サ
ー
ビ
サ
ー
会

社
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
等
の
収
納
代

行
会
社
へ
委
託
し
て
回
収
効
率
を
向

上
さ
せ
た
い
と
の
社
会
経
済
的
ニ
ー

ズ
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
お
り
、
か

か
る
ニ
ー
ズ
は
私
債
権
だ
け
で
は
な

く
、
国
民
年
金
保
険
料
、
公
営
住
宅

の
延
滞
家
賃
、
独
立
行
政
法
人
国
立

病
院
機
構
の
医
業
未
収
金
な
ど
の
公

債
権
に
か
か
る
管
理
回
収
の
場
面
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

弁
護
士
法
７２
条
の
趣
旨

法
７２
条
（
非
弁
護
士
の
法
律
事
務

の
取
扱
い
等
の
禁
止
）
の
趣
旨
に
つ

い
て
、
最
大
判
昭
和
４６
・
７
・
１４
は

「
弁
護
士
は
、
基
本
的
人
権
の
擁
護

弁
護
士
法
７２
条
の
刑
罰
法
規
と
し
て
の
構
成
要
件
は
非
常
に
広
い
。
立
法
当
時
と
異
な
り
、
実
物
経
済
の
社
会
か
ら
信
用

経
済
へ
大
き
く
発
展
し
た
現
在
、
法
７２
条
違
反
に
よ
る
処
罰
可
能
性
の
範
囲
が
拡
大
す
れ
ば
、
正
当
な
経
済
社
会
活
動
が

阻
害
さ
れ
る
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
。
社
会
経
済
的
に
正
当
な
業
務
の
範
囲
内
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
集
金
代
行
業

務
、
支
払
案
内
業
務
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
正
当
業
務
行
為
の
類
型
化
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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と
社
会
正
義
の
実
現
を
使
命
と
し
、

広
く
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
を
そ
の

職
務
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

た
め
に
弁
護
士
法
に
は
厳
格
な
資
格

要
件
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
職

務
の
誠
実
適
正
な
遂
行
の
た
め
必
要

な
規
律
に
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る

な
ど
、
諸
般
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
世
上
に
は
、
こ

の
よ
う
な
資
格
も
な
く
、
な
ん
ら
の

規
律
に
も
服
し
な
い
者
が
、
自
ら
の

利
益
の
た
め
、
み
だ
り
に
他
人
の
法

律
事
件
に
介
入
す
る
こ
と
を
業
と
す

る
よ
う
な
例
も
な
い
で
は
な
く
、
こ

れ
を
放
置
す
る
と
き
は
、
当
事
者
そ

の
他
の
関
係
人
ら
の
利
益
を
そ
こ

ね
、
法
律
生
活
の
公
正
か
つ
円
滑
な

営
み
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
法
律
秩
序

を
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
同
条

は
、
か
か
る
行
為
を
禁
圧
す
る
た
め

に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
取
締
り
対
象
の
行
為
類
型

に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
「
非
弁
護
士

等
が
報
酬
を
得
る
目
的
を
も
っ
て
、

法
律
事
務
を
取
り
扱
い
、
ま
た
は
こ

れ
ら
の
周
旋
を
す
る
こ
と
を
、
そ
れ

ぞ
れ
業
と
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
」

も
の
で
あ
る
と
す
る
一
罪
説
と
、

「
報
酬
を
得
る
目
的
を
も
っ
て
法
律

事
務
を
取
り
扱
う
行
為
類
型
（
業
と

し
て
行
わ
れ
る
必
要
は
な
い
）
と
、

法
律
事
務
の
取
扱
い
を
業
と
し
て
周

旋
す
る
行
為
類
型
（
報
酬
を
得
る
目

的
が
あ
る
こ
と
は
必
要
と
し
な
い
）

を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
罪
と
し
て
禁
止
し

た
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
二
罪
説
が

対
立
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
前
掲
最
判
は
、「
右
の
よ
う
な

弊
害
の
防
止
の
た
め
に
は
、
私
利
を

は
か
っ
て
み
だ
り
に
他
人
の
法
律
事

件
に
介
入
す
る
こ
と
を
反
復
す
る
よ

う
な
行
為
を
取
り
締
ま
れ
ば
足
り
る

の
で
あ
っ
て
、
同
条
は
、
た
ま
た

ま
、
縁
故
者
が
紛
争
解
決
に
関
与
す

る
と
か
、
知
人
の
た
め
好
意
で
弁
護

士
を
紹
介
す
る
と
か
、
社
会
生
活
上

当
然
の
相
互
扶
助
的
協
力
を
も
っ
て

目
す
べ
き
行
為
ま
で
も
取
締
り
の
対

象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示

し
、
一
罪
説
に
従
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

弁
護
士
法
７２
条
の
要
件

本
条
は
刑
罰
法
規
（
法
７７
条
に
処

罰
規
定
を
お
い
て
い
る
）
で
あ
り
、

前
記
一
罪
説
に
従
っ
た
場
合
、
そ
の

構
成
要
件
は
、
�
弁
護
士
ま
た
は
弁

護
士
法
人
で
な
い
者
が
、
�
報
酬
を

得
る
目
的
で
、
�
業
と
し
て
、
�
法

律
事
件
に
関
す
る
法
律
事
務
を
取
り

扱
い
、
ま
た
は
そ
の
取
扱
い
を
周
旋

す
る
こ
と
、
の
４
要
件
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
委
託
を
受
け
て
行
う
債
権
回

収
、
集
金
代
行
業
務
と
の
関
係
で
お

も
に
論
点
と
な
る
の
は
右
�
の
要
件

で
あ
る
。

�
「
法
律
事
件
」
に
つ
い
て

右
�
の
要
件
の
う
ち
「
法
律
事

件
」
と
は
、
法
律
上
の
権
利
義
務
に

関
し
争
い
や
疑
義
が
あ
り
、
ま
た
は

新
た
な
権
利
義
務
関
係
の
発
生
を
も

た
ら
す
案
件
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
法
律
事
件
」
に
関
し

て
、
実
定
法
上
事
件
と
呼
ば
れ
て
い

る
案
件
ま
た
は
こ
れ
と
同
視
で
き
る

程
度
に
争
い
が
あ
る
案
件
に
限
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
が
あ
る

（
事
件
性
必
要
説
。
札
幌
地
裁
昭
和

４５
・
４
・
２４
判
決
の
ほ
か
、
東
京
地

裁
平
成
３
・
４
・
２５
判
決
も
事
件
性

必
要
説
を
前
提
に
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
）。

こ
れ
に
対
し
、
そ
も
そ
も
法
７２
条

は
非
弁
護
士
等
に
よ
る
活
動
を
い
っ

さ
い
禁
止
し
よ
う
と
の
立
法
目
的
を

も
っ
て
制
定
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
法
律
事
件
の
範
囲
を
限
定

的
に
解
釈
す
べ
き
で
な
い
と
し
、
ま

た
事
件
と
呼
ば
れ
て
い
る
程
度
の
案

件
の
範
囲
が
明
確
で
な
く
、
処
罰
の

範
囲
が
曖
昧
と
な
る
こ
と
か
ら
罪
刑

法
定
主
義
に
反
す
る
と
の
意
見
（
事

件
性
不
要
説
。
こ
の
説
に
立
つ
と
思

わ
れ
る
判
決
と
し
て
は
浦
和
地
裁
平

成
６
・
５
・
１３
、
そ
の
控
訴
審
で
あ

る
東
京
高
裁
平
成
７
・
１１
・
２９
が
あ

る
）
が
あ
り
、
現
在
で
は
事
件
性
不

要
説
が
有
力
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
か
か
る
意
見
に
従
え
ば
、「
法

律
事
件
」
と
は
、
事
件
ま
た
は
事
件

と
同
視
で
き
る
程
度
の
紛
争
性
の
あ

る
こ
と
は
要
し
な
い
こ
と
と
な
り
、

社
会
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
無
数
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の
正
常
な
法
律
行
為
の
委
任
等
に
基

づ
く
代
理
行
為
等
の
多
く
が
法
７２
条

に
抵
触
し
か
ね
な
い
こ
と
と
な
る
。

�
「
法
律
事
務
」
に
つ
い
て

次
に
前
記
�
の
要
件
の
う
ち
「
法

律
事
務
」
と
は
、
法
律
上
の
効
果
を

発
生
、
変
更
す
る
事
項
の
処
理
だ
け

で
な
く
、
法
律
上
の
効
果
を
保
全
・

明
確
に
す
る
事
項
の
処
理
も
含
ま
れ

る
と
さ
れ
る
。
判
例
上
で
「
法
律
事

務
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
認
定

さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
債
権
取
立
て

の
委
任
を
受
け
て
行
う
請
求
、
弁
済

金
の
受
領
、
債
務
の
免
除
、
交
通
事

故
の
相
手
方
と
の
示
談
交
渉
、
建
物

の
立
ち
退
き
交
渉
な
ど
が
あ
る
。

集
金
代
行
業
務
運
営
上
の

留
意
点

以
上
の
よ
う
に
、
法
７２
条
は
刑
罰

法
規
の
構
成
要
件
と
し
て
は
非
常
に

広
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
立
法
当

時
と
異
な
り
、
実
物
経
済
の
社
会
か

ら
信
用
経
済
へ
大
き
く
発
展
し
、
社

会
経
済
活
動
の
領
域
も
グ
ロ
ー
バ
ル

化
し
た
現
在
で
は
、
経
済
社
会
活

動
、
消
費
活
動
の
多
く
が
何
ら
か
の

法
律
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
何
ら
か

権
利
義
務
の
相
対
構
造
の
あ
る
案
件

の
す
べ
て
を
「
法
律
事
件
」
に
該
当

す
る
と
し
た
場
合
、
法
７２
条
違
反
に

よ
る
処
罰
可
能
性
の
範
囲
が
著
し
く

拡
大
し
、
正
当
な
経
済
社
会
活
動
が

阻
害
さ
れ
る
可
能
性
を
否
定
し
き
れ

な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
債
権

者
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
行
う
金
銭

債
権
の
集
金
代
行
業
務
を
例
に
、
そ

の
実
態
と
業
務
運
営
上
の
留
意
点
に

つ
い
て
述
べ
た
い
。

�
集
金
代
行
業
務
等
の
社
会
的
ニ
ー
ズ

業
種
を
問
わ
ず
、
事
業
体
が
一
定

の
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
取

引
先
に
対
し
て
何
ら
か
の
売
掛
債
権

そ
の
他
の
金
銭
債
権
を
取
得
し
、
そ

の
管
理
・
回
収
に
か
か
る
所
定
の
業

務
を
処
理
す
る
た
め
に
相
応
の
コ
ス

ト
を
負
担
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
事
業
体
が
営
利
事
業
で
あ
ろ
う
と

公
益
事
業
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
事
業

を
効
率
的
に
実
現
す
る
た
め
に
、
よ

り
低
コ
ス
ト
で
、
か
つ
適
正
な
業
務

運
営
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
実

現
の
方
法
と
し
て
、
当
該
金
銭
債
権

の
管
理
回
収
業
務
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
集
金
代
行
業
者
等
に
委
託
す
る

ニ
ー
ズ
は
多
い
。

実
際
に
、
携
帯
電
話
料
金
、
民
間

賃
貸
住
宅
の
賃
料
等
に
つ
い
て
初
期

未
収
に
か
か
る
支
払
案
内
業
務
が
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
、
集
金
代
行
業
者
等

に
委
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

一
部
の
サ
ー
ビ
サ
ー
会
社
に
お
い
て

は
、
法
務
大
臣
の
兼
業
に
か
か
る
承

認
を
得
て
、
非
特
定
金
銭
債
権
（
サ

ー
ビ
サ
ー
法
２
条
所
定
の
特
定
金
銭

債
権
に
該
当
し
な
い
金
銭
債
権
）
に

か
か
る
集
金
代
行
業
務
が
行
わ
れ
て

い
る
。
民
民
間
の
取
引
に
よ
り
生
じ

た
債
権
だ
け
で
な
く
、
国
立
病
院
の

医
業
未
収
入
金
や
公
営
住
宅
の
滞
納

家
賃
に
つ
い
て
も
、「
競
争
の
導
入

に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関

す
る
法
律
」
に
基
づ
い
て
、
当
該
未

収
債
権
に
関
す
る
支
払
案
内
等
の
業

務
を
民
間
に
委
託
す
る
た
め
の
民
間

競
争
入
札
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

右
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
集
金
代

行
業
務
や
支
払
案
内
業
務
を
委
託
す

る
対
象
債
権
に
は
、
比
較
的
少
額
で

多
数
の
顧
客
に
対
す
る
金
銭
債
権
で

あ
る
こ
と
が
多
く
、
か
か
る
少
額
多

数
の
金
銭
債
権
を
効
率
的
か
つ
適
切

に
管
理
す
る
た
め
に
は
、
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
機
能
等
の
イ
ン
フ
ラ
設
備
と

適
切
に
業
務
を
遂
行
で
き
る
十
分
な

経
験
が
不
可
欠
で
あ
り
、
自
社
で
こ

れ
ら
を
賄
う
よ
り
は
、
こ
れ
ら
の
機

能
と
ス
キ
ル
を
有
す
る
業
者
に
委
託

す
る
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
。

�
集
金
代
行
業
務
等
に
か
か
る
留
意
点

初
期
未
収
債
権
に
か
か
る
集
金
代

行
業
務
、
支
払
案
内
業
務
を
委
託
す

る
社
会
的
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
は
既

述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
他
方
に
お

い
て
、
法
７２
条
に
抵
触
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
事
例
も
あ

る
の
で
、
か
か
る
業
務
を
受
託
す
る

場
合
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
法

７２
条
の
「
法
律
事
件
」
に
つ
い
て
事

件
性
不
要
説
の
考
え
を
前
提
に
し
た

場
合
、
非
弁
護
士
等
が
受
託
で
き
る

業
務
と
し
て
は
、
�
事
件
性
お
よ
び

紛
争
性
の
な
い
事
案
で
あ
っ
て
、
法

律
事
務
に
該
当
し
な
い
事
務
、
�
法
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律
事
務
に
関
連
す
る
補
助
的
、
機
械

的
な
事
務
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

﹇
右
�
の
具
体
例
﹈

�
文
書
や
電
話
に
よ
る
自
主
的
返
済

の
勧
奨

債
務
者
に
対
し
て
支
払
い
が
遅
延

し
て
い
る
事
実
を
告
知
し
、（
請
求

行
為
に
該
当
し
な
い
範
囲
内
で
）
自

主
的
な
返
済
を
呼
び
か
け
る
こ
と
、

返
済
意
思
の
有
無
の
確
認
、
返
済
の

意
思
が
あ
る
旨
の
債
務
者
に
つ
い
て

返
済
予
定
時
期
の
確
認
等
の
業
務
が

こ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
債
務
者
が
自
主
的
に
返
済
期
限

を
定
め
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

一
方
的
に
返
済
期
限
を
設
定
す
る
こ

と
、
支
払
い
が
な
い
場
合
に
は
不
利

益
を
被
る
可
能
性
が
あ
る
旨
を
告
知

す
る
こ
と
等
の
行
為
は
請
求
行
為
に

該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が

高
い
の
で
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
文
書
や
電
話
に
よ
る
方
法

だ
け
で
な
く
、
債
務
者
の
自
宅
等
を

訪
問
し
て
債
務
者
に
対
し
て
直
接
自

主
的
返
済
の
勧
奨
を
行
う
方
法
も
考

え
ら
れ
、
よ
り
明
確
に
債
務
者
の
返

済
意
思
や
債
務
者
の
状
況
が
確
認
で

き
る
長
所
も
あ
る
が
、
他
方
、
債
務

者
と
直
接
面
談
し
た
場
合
に
は
、
会

話
の
進
展
状
況
に
よ
っ
て
は
請
求
行

為
と
判
断
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

面
も
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

特
段
の
留
意
が
求
め
ら
れ
る
。

債
務
者
か
ら
自
主
的
返
済
の
意
思

の
有
無
や
返
済
条
件
等
に
つ
い
て
申

出
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
内
容
を
債

権
者
に
取
り
次
ぐ
必
要
が
あ
り
、
債

権
者
に
取
り
次
ぐ
こ
と
な
く
集
金
代

行
業
者
等
に
お
い
て
分
割
弁
済
の
相

談
に
応
じ
る
こ
と
は
、
当
該
集
金
代

行
業
者
等
が
返
済
交
渉
（
す
な
わ
ち

法
律
事
務
）
に
関
与
す
る
こ
と
と
な

る
。

�
所
在
不
明
者
の
住
所
・
居
所
等
の

調
査か

か
る
調
査
業
務
自
体
は
法
７２
条

の
規
制
対
象
で
は
な
い
も
の
の
、
受

託
業
務
内
容
に
よ
っ
て
は
探
偵
業
の

業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
が
適

用
さ
れ
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ

の
届
出
等
の
手
続
を
要
す
る
こ
と
と

な
る
。

�
支
払
代
行

債
務
者
の
求
め
に
応
じ
て
行
う
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
を
利
用
し
た

支
払
い
な
ど
、
債
務
者
の
利
便
性
を

考
慮
し
た
方
法
が
こ
れ
に
該
当
す

る
。

﹇
右
�
の
具
体
例
﹈

�
請
求
書
、
督
促
状
の
作
成
、
封
入

お
よ
び
発
送
に
関
す
る
機
械
的
事
務

右
各
書
面
の
送
付
名
義
人
は
債
権

者
で
あ
り
、
右
事
務
の
委
任
を
受
け

た
も
の
は
送
付
名
義
人
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
代
理
人
と
し

て
も
表
示
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

違
法
性
阻
却
の
可
能
性

法
７２
条
が
制
定
さ
れ
た
時
代
背
景

・
立
法
事
実
を
振
り
返
れ
ば
、
反
社

会
的
勢
力
が
関
与
し
た
債
権
回
収
や

債
務
者
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
的
利

益
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
回
収
を
行

っ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を

厳
し
く
取
り
締
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
代
が
大
き
く

変
化
し
、企
業
・
国
民
全
体
が「
法
律

事
件
」
と
関
与
し
て
い
る
範
囲
が
拡

大
し
て
い
る
こ
と
、
会
社
法
に
基
づ

く
株
式
会
社
に
お
け
る
内
部
統
制
構

築
制
度
の
創
設
や
、
法
令
そ
の
他
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
を
行
っ
た
一

部
の
企
業
が
倒
産
に
追
い
込
ま
れ
る

な
ど
会
社
を
監
視
す
る
社
会
の
目
が

格
段
に
厳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
会
社
の
法
令
遵
守
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
遵
守
体
制
が
向
上
し
て
い

る
こ
と
な
ど
、
法
７２
条
が
制
定
さ
れ

た
当
時
に
比
較
し
て
、
国
民
の
法
律

生
活
の
安
全
を
保
障
す
る
社
会
的
イ

ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

ま
た
、
一
定
の
事
業
活
動
か
ら
不

可
避
的
に
発
生
す
る
債
権
を
効
率
的

に
、
か
つ
適
切
に
管
理
す
べ
き
こ
と

は
、
資
本
主
義
経
済
社
会
に
お
い
て

は
当
然
の
使
命
で
あ
り
、「
法
律
事

件
」「
法
律
事
務
」
の
該
当
性
の
一

言
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
業
務
の
い

っ
さ
い
を
弁
護
士
等
に
独
占
さ
せ
る

こ
と
の
合
理
性
は
乏
し
い
よ
う
に
も

思
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま

え
る
と
、
は
た
し
て
法
７２
条
を
厳
格

に
適
用
す
る
こ
と
が
現
代
社
会
の
要

請
な
の
か
、
法
７２
条
、
７３
条
の
そ
れ

【特集】集金代行ビジネス最前線�
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い
ま
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な

い
が
、　

年
度
税
制
大
綱
に
銀
行
実

11

務
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
項

目
が
そ
っ
と
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

「
法
定
調
書
の
光
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等

に
よ
る
提
出
義
務
の
創
設
」。
法
定

調
書
と
は
、
各
税
法
に
よ
っ
て
税
務

署
に
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

書
類
の
こ
と
で
、
支
払
調

書
、
源
泉
徴
収
票
、
計
算

書
・
報
告
書
な
ど
だ
が
、

そ
の
代
表
的
な
も
の
に

「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
・
給
与
支
払
報
告
書
」

が
あ
る
。
こ
う
し
た
法
定

調
書
を
年
間
１
０
０
０
枚

以
上
提
出
す
る
場
合
に

は
、
提
出
義
務
者
は
調
書

記
載
事
項
を
電
子
媒
体
デ

ー
タ
で
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
�
義
務
化
�

さ
れ
た
。
現
在
、
法
定
調

書
の
提
出
は
原
則
紙
ベ
ー
ス
だ
が
、

任
意
で
の
電
子
媒
体
提
出
も
認
め
ら

れ
て
お
り
、「
す
で
に
義
務
者
の
半

数
近
く
が
電
子
媒
体
で
提
出
し
て
い

る
」（
霞
ヶ
関
）
と
い
う
。
税
務
事

務
の
効
率
化
か
ら
も
提
出
義
務
者

（
企
業
）
に
と
っ
て
も
、
税
当
局
に

と
っ
て
も
電
子
媒
体
提
出
は
当
然
の

成
り
行
き
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

義
務
化
の
対
象
は
企
業
全
般
だ

が
、
と
く
に
銀
行
に
関
係
し
て
く
る

の
が
、
海
外
送
金
関
係
。
送
金
原
因

に
つ
い
て
の
告
知
書
と
送
金
者
の
氏

名
、
住
所
、
金
額
な
ど
を
記
載
し
た

調
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
為
替
取
引
ご
と
の
提
出
な
の

で
、
総
枚
数
は
不
明
だ
が
、
相

当
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん

本
人
確
認
作
業
を
伴
い
、
マ
ネ

ロ
ン
の
関
門
と
な
っ
て
い
る
。

銀
行
は
事
務
効
率
の
観
点
か
ら

当
然
、
す
べ
て
デ
ー
タ
で
提
出

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、

「
あ
え
て
紙
ベ
ー
ス
で
提
出
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
」（
同
）

と
い
う
。
大
量
の
調
書
は
い
わ

ば
段
ボ
ー
ル
に
箱
詰
め
さ
れ
倉

庫
に
保
管
、
問
題
が
な
い
限
り

調
査
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
見
越
し

て
、�
意
図
�
を
も
っ
て
紙
で
提
出

し
て
い
る
節
も
あ
る
と
い
う
。
デ
ー

タ
と
し
て
処
理
さ
れ
れ
ば
、
さ
ま
ざ

ま
な
検
索
が
可
能
に
な
り
、�
意
図
�

を
見
破
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
、
送
金
原
資
の
税
務
調
査
も
可
能

に
な
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。

ふさがれたマネロンの穴

ぞ
れ
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
判

断
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
正
当

業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
さ

れ
る
べ
き
事
例
が
容
認
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
の
か
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る

を
え
な
い
。

こ
の
点
、
法
７２
条
の
脱
法
行
為
を

防
止
す
る
趣
旨
で
制
定
さ
れ
た
法
７３

条
に
つ
い
て
、
最
高
裁
平
成
１４
・
１

・
２２
は
「
弁
護
士
法
７３
条
の
趣
旨

は
、
主
と
し
て
弁
護
士
で
な
い
者

が
、
権
利
の
譲
渡
を
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
み
だ
り
に
訴
訟
を
誘
発
し

た
り
、
紛
議
を
助
長
し
た
り
す
る
ほ

か
、
同
法
７２
条
本
文
の
禁
止
を
潜
脱

す
る
行
為
を
し
て
、
国
民
の
法
律
生

活
上
の
利
益
に
対
す
る
弊
害
が
生
ず

る
こ
と
を
防
止
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
立

法
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
形
式
的
に

は
、
他
人
の
権
利
を
譲
り
受
け
て
訴

訟
等
の
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
の

実
行
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
行
為

で
あ
っ
て
も
、
前
記
の
弊
害
が
生
ず

る
お
そ
れ
が
な
く
、
社
会
経
済
的
に

正
当
な
業
務
の
範
囲
内
に
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
同
法
７３
条
に

違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
断
し
、
違

法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
の
あ
り
う

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

今
後
、「
法
律
事
件
」「
法
律
事

務
」
の
議
論
と
は
別
に
、
社
会
経
済

的
に
正
当
な
業
務
の
範
囲
内
に
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
集
金
代
行
業
務
、
支

払
案
内
業
務
の
具
体
的
内
容
に
つ
い

て
、
業
務
受
託
者
の
属
性
、
法
令
遵

守
体
制
、
業
務
内
容
お
よ
び
そ
の
実

態
、
受
託
業
務
の
遂
行
方
法
な
ど
詳

細
な
検
証
を
ふ
ま
え
て
正
当
業
務
行

為
の
類
型
化
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
と
く
に
弁
護
士
法
の
例
外
と

し
て
誕
生
し
た
サ
ー
ビ
サ
ー
会
社
の

機
能
を
有
効
活
用
す
べ
く
、
サ
ー
ビ

サ
ー
法
改
正
も
視
野
に
入
れ
た
議
論

が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。

い
け
ぶ
く
ろ

こ
う
め
い

８８
年
４
月
弁
護
士
登
録
。
９９
年
４
月

オ
リ
ッ
ク
ス
債
権
回
収
取
締
役
就

任
。
１０
年
１
月
オ
リ
ッ
ク
ス
執
行
役

就
任
（
現
職
）。
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社
内
に
は
び
こ
っ
た

セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

―
―
改
定
し
た
中
計
で
は
、
２
０
１

０
年
度
を
収
益
安
定
化
に
向
け
た
体

制
整
備
の
年
と
位
置
付
け
て
い
る
。

社
長
に
就
任
し
て
ま
ず
何
か
ら
手
を

つ
け
た
の
か

人
心
の
融
和
だ
。

当
社
の
強
み
は
、
国
籍
も
含
め
さ

ま
ざ
ま
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も

っ
た
人
材
の
融
合
に
よ
っ
て
、
革
新

的
な
商
品
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
生
み
出
し

て
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ

が
、
先
進
的
な
リ
テ
ー
ル
・
バ
ン
ク

の
仕
組
み
を
構
築
す
る
な
ど
の
成
功

に
つ
な
が
っ
た
。

一
方
で
創
設
か
ら
時
間
が
経
つ
に

つ
れ
て
、
将
来
的
に
ど
う
い
う
銀
行

像
を
目
指
す
か
が
、
忘
れ
去
れ
て
し

ま
っ
た
。
し
だ
い
に
「
一
般
企
業
向

け
の
貸
出
は
�
か
ら
な
い
か
ら
や
め

た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
っ
た
考
え
に

陥
っ
て
短
期
的
な
収
益
至
上
主
義
に

走
り
、
投
資
銀
行
業
務
に
傾
注
し
た

結
果
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
で
大
損

失
を
生
ん
だ
。

ま
た
、
各
部
門
間
で
セ
ク
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
、
部
署
ご
と
に
大

き
な
気
持
の
溝
が
で
き
て
し
ま
っ

た
。
社
長
に
就
任
以
来
、
私
は
社
員

に
、「
責
任
の
押
し
付
け
合
い
は
や

め
よ
う
」「
新
生
銀
行
は
も
う
後
が

な
い
の
で
、
危
機
意
識
を
共
有
し
て

ほ
し
い
」「
他
部
門
の
こ
と
は
関
係

な
い
と
い
う
意
識
で
は
企
業
は
成
り

立
た
な
い
」
と
し
き
り
に
伝
え
て
い

る
。
社
員
は
ま
ず
他
の
部
門
を
敵
で

は
な
く
、
頼
り
に
な
る
パ
ー
ト
ナ
ー

だ
と
認
め
て
ほ
し
い
。
新
生
銀
行
が

こ
う
い
う
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た

の
は
、
特
定
の
部
門
・
人
の
責
任
で

は
な
い
。
部
門
の
壁
を
な
く
し
、
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
を
復
活
さ
せ
る
た
め

に
、
部
門
を
超
え
た
会
議
体
を
設
け

る
な
ど
の
取
組
み
を
続
け
て
い
る
。

―
―
収
益
至
上
主
義
の
見
直
し
と
あ

わ
せ
て
、
２
期
連
続
の
健
全
化
計
画

未
達
の
事
態
を
受
け
た
全
執
行
役
に

対
す
る
業
績
連
動
報
酬
の
停
止
、
人

件
費
の
０８
年
３
月
期
比
３
割
減
等
の

合
理
化
策
が
打
た
れ
る
な
か
、
社
員

の
士
気
は
保
て
て
い
る
の
か

社
員
の
仕
事
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
影
響
が
出
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
こ
の
数
年
間
、
経

営
ト
ッ
プ
が
次
々
に
変
わ
っ
た
こ
と

で
、
経
営
に
対
す
る
不
信
感
が
芽
生

え
て
い
る
。
報
酬
面
に
お
い
て
も
、

現
状
の
当
社
の
収
益
状
況
で
は
、
大

き
な
ボ
ー
ナ
ス
を
支
払
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
こ
で
社
員
に
は
「
少
な

く
と
も
こ
の
１
年
間
の
賞
与
水
準
は

厳
し
い
も
の
に
な
る
。
し
か
し
、
中

新
生
銀
行
は
２
０
１
０
年
９
月
、
４
カ
月
前
に
発
表
し
た
ば
か
り
の
中
期
経
営
計
画
（
１０
〜
１２
年
度
）
を

改
定
し
、
事
業
再
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
２
期
連
続
赤
字
、
あ
お
ぞ
ら
銀
行
と
の
統
合
計
画
の
破
談

を
受
け
て
新
社
長
に
就
任
し
た
当
麻
茂
樹
社
長
に
、
今
後
の
戦
略
を
聞
い
た
。
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期
経
営
計
画
へ
の
取
組
み
を
続
け
て

い
け
ば
、
新
生
銀
行
は
必
ず
よ
く
な

る
。
世
の
中
の
役
に
立
つ
、
働
き
が

い
あ
る
職
場
を
つ
く
る
こ
と
は
約
束

す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
収
益
状
況

を
改
善
さ
せ
、
成
果
に
応
じ
た
報
酬

を
支
払
う
仕
組
み
に
し
て
い
く
。

貸
手
不
在
の
市
場
で

レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
追
求

―
―
目
指
す
べ
き
銀
行
像
と
は

他
行
と
の
競
合
が
少
な
い
分
野
、

他
行
が
進
出
し
て
い
な
い
分
野
に
活

路
を
見
出
し
た
い
。
メ
ガ
バ
ン
ク
で

も
地
銀
で
も
な
い
銀
行
と
し
て
、
自

ら
の
存
在
意
義
を
ど
う
見
出
し
て
い

く
か
と
い
う
問
題
だ
。「
金
利
主

義
」「
ロ
ー
ン
至
上
主
義
」、
あ
る
い

は
�
石
橋
を
た
た
い
て
も
渡
ら
な
い

審
査
部
�
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
日

本
の
伝
統
的
な
銀
行
の
あ
り
方
に
、

い
か
に
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

―
―
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
提
案
が

で
き
る
か

通
常
の
銀
行
が
融
資
す
る
の
が
む

ず
か
し
い
企
業
・
人
に
対
し
て
、
生

き
た
お
金
を
ス
ム
ー
ズ
に
貸
す
の

が
、
わ
れ
わ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る

宿
題
だ
。
い
ま
の
邦
銀
は
、
超
優
良

企
業
に
低
い
金
利
で
た
く
さ
ん
資
金

を
借
り
て
も
ら
う
た
め
の
競
争
に
明

け
暮
れ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、

貸
手
が
い
な
い
市
場
、
貸
出
が
む
ず

か
し
い
分
野
に
積
極
的
に
進
出
し
て

い
き
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
銀

行
の
社
会
的
責
任
を
果
た
し
た
い
。

具
体
的
に
は
、
将
来
性
の
あ
る
起

業
家
や
成
長
企
業
に
対
し
て
積
極
的

に
融
資
を
し
た
い
。
い
ま
の
日
本
の

銀
行
で
は
、
黎
明
期
の
グ
ー
グ
ル
や

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
な
ど
の
よ
う
な
将

来
有
望
な
企
業
で
あ
っ
て
も
、
実
績

が
な
け
れ
ば
融
資
し
に
く
い
。
し
か

し
、
本
来
の
銀
行
の
役
目
は
、
い
ま

本
当
に
お
金
が
必
要
な
企
業
・
人
に

生
き
た
お
金
を
貸
す
こ
と
だ
。

ま
た
、
競
合
相
手
が
少
な
い
ソ
リ

ュ
ー
シ
ョ
ン
型
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
力
を

入
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
本
業
以

外
の
事
業
に
手
を
広
げ
て
借
入
れ
過

多
に
な
り
、
財
務
体
質
が
悪
化
し
て

い
る
企
業
に
対
し
て
、
ム
ダ
な
事
業

を
切
り
離
し
、
本
業
回
復
に
資
す
る

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
。
た

と
え
ば
現
在
、
ク
ー
ポ
ン
・
ス
ワ
ッ

プ
等
の
為
替
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
で
多
額

の
損
失
を
抱
え
て
い
る
企
業
が
あ

る
。
当
社
は
こ
の
よ
う
な
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
の
契
約
内
容
を
分
析
し
、
損
失

を
消
す
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
が
、

企
業
と
一
緒
に
解
決
策
を
検
討
し
対

応
策
の
提
案
を
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
。

消
費
者
金
融
事
業
で
い
え
ば
、
利

用
者
が
さ
ら
に
ロ
ー
ン
を
借
り
や
す

い
仕
組
み
を
追
求
し
て
い
く
。
か
つ

て
ノ
ン
バ
ン
ク
業
界
は
多
重
債
務
者

問
題
を
生
み
、
貸
金
業
法
の
改
正
と

い
う
一
種
の
社
会
的
制
裁
を
受
け

た
。
し
か
し
、
業
界
が
き
わ
め
て
困

難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
現
在

は
、
む
し
ろ
社
会
に
必
要
な
、
あ
る

べ
き
ノ
ン
バ
ン
ク
の
姿
を
実
現
し
て

い
く
チ
ャ
ン
ス
が
到
来
し
て
い
る
。

現
在
の
消
費
者
金
融
の
利
用
の
さ

れ
方
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
の
遊
興

費
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
ボ
ー
ナ

ス
支
給
日
前
の
若
い
会
社
員
な
ど
が

ス
キ
ー
に
い
く
た
め
に
１０
万
円
借
り

入
れ
る
と
い
っ
た
気
軽
な
利
用
が
増

え
て
い
る
。
顧
客
に
さ
ま
ざ
ま
な
使

い
方
を
し
て
も
ら
っ
て
「
明
る
い
消

費
者
金
融
」
に
変
え
て
い
き
た
い
。

そ
の
う
え
で
、
ロ
ー
ン
の
金
利
を

さ
ら
に
引
き
下
げ
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
顧
客
が
当
社
の
消
費
者
ロ
ー

ン
を
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
真
剣
に
検
討

し
て
い
る
。
消
費
者
金
融
の
顧
客
に

と
っ
て
は
、
銀
行
本
体
が
提
供
し
て

い
る
カ
ー
ド
ロ
ー
ン
は
、
ま
だ
敷
居

が
高
く
使
い
に
く
い
。
当
社
の
連
結

子
会
社
新
生
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
は
、

１０
年
８
月
末
に
、
東
和
銀
行
と
個
人

向
け
無
担
保
ロ
ー
ン
の
保
証
業
務
で

提
携
を
開
始
し
た
。
消
費
者
金
融
事

業
と
銀
行
の
消
費
者
ロ
ー
ン
の
利
用

手
法
に
は
違
い
も
み
ら
れ
る
。
一
般

の
利
用
者
に
は
、
銀
行
で
消
費
者
ロ

ー
ン
が
借
り
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

ま
だ
あ
ま
り
認
知
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
銀
行
を
も
っ
と
利
用
し
や
す
く

し
て
い
き
た
い
。

住
宅
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
金
利

競
争
で
は
当
社
に
勝
ち
目
が
な
い
。

そ
の
分
、
繰
上
返
済
手
数
料
や
保
証

料
が
か
か
ら
な
い
な
ど
、
金
利
以
外

の
商
品
性
で
勝
負
し
て
い
き
た
い
。

地
銀
と
の
パ
イ
プ
を
生
か
し

運
用
を
サ
ポ
ー
ト

―
―
そ
の
他
、
ど
う
い
っ
た
ビ
ジ
ネ

ス
に
取
り
組
む
か

今
後
注
力
し
て
き
た
い
と
考
え
て

い
る
の
が
、
地
域
金
融
機
関
向
け
ビ

ジ
ネ
ス
だ
。

国
内
の
資
金
需
要
は
こ
れ
か
ら
さ

ら
に
減
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
本
格

的
な
海
外
進
出
が
で
き
な
い
地
銀
の
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営
業
基
盤
は
徐
々
に
崩
れ
つ
つ
あ

る
。
数
年
を
待
た
ず
し
て
、
地
域
金

融
機
関
の
な
か
に
は
預
金
の
運
用
を

ど
う
す
る
の
か
、
真
剣
に
考
え
ざ
る

を
え
な
い
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。
た

と
え
ば
、
一
部
の
地
域
金
融
機
関
が

基
幹
シ
ス
テ
ム
を
共
同
利
用
し
て
い

る
よ
う
に
、
す
で
に
自
発
的
な
提
携

が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
将
来

的
に
は
、
さ
ら
に
本
格
的
な
地
銀
同

士
の
提
携
・
大
連
合
が
必
要
に
な
る

だ
ろ
う
。
当
社
は
、
旧
長
期
信
用
銀

行
時
代
に
地
銀
に
対
し
て
金
融
債
を

販
売
し
て
い
た
た
め
、
地
銀
と
強
固

な
関
係
を
築
い
て
い
る
。
こ
の
リ
レ

ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
を
生
か
し
、
コ
ス

ト
削
減
や
Ｉ
Ｔ
・
営
業
面
で
の
サ
ポ

ー
ト
等
、
地
銀
の
経
営
そ
の
も
の
に

対
す
る
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を

行
っ
て
い
き
た
い
。

さ
ら
に
、
将
来
的
に
は
、
地
域
金

融
機
関
の
運
用
全
般
を
手
伝
う
ビ
ジ

ネ
ス
に
力
を
入
れ
た
い
。
現
状
の
当

社
の
経
営
状
態
で
申
し
上
げ
る
の
は

お
こ
が
ま
し
い
が
、
地
域
金
融
機
関

の
運
用
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
は
、
そ

の
地
域
性
か
ら
リ
ス
ク
の
分
散
が
む

ず
か
し
く
な
か
な
か
う
ま
く
い
っ
て

い
な
い
。
リ
ス
ク
分
散
が
で
き
る
大

き
な
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
当
社
が
組

成
し
、
地
銀
が
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に

資
金
を
投
じ
て
も
ら
う
形
で
、
資
金

運
用
を
代
行
す
る
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス

を
行
え
た
ら
と
考
え
て
い
る
。

―
―
あ
お
ぞ
ら
銀
行
も
地
銀
と
の
提

携
を
重
視
し
て
い
る

旧
長
期
信
用
銀
行
で
あ
る
わ
れ
わ

れ
に
は
地
方
の
店
舗
網
が
小
さ
く
、

一
方
の
地
銀
に
は
運
用
商
品
の
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
が
乏
し
い
。
地
銀
と
協
調

し
な
が
ら
、W

in

―W
in

の
相
互
補

完
関
係
を
築
い
て
い
き
た
い
と
い
う

考
え
が
根
底
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

老
人
ホ
ー
ム
運
営
な
ど
医
療
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
の
分
野
で
は
、
す
で
に
地
銀

と
協
調
し
て
融
資
を
し
て
い
る
。
当

社
が
協
調
関
係
に
あ
る
地
銀
の
融
資

先
に
割
り
込
ん
で
営
業
を
す
る
と
い

っ
た
方
向
に
走
る
こ
と
は
絶
対
に
な

い
。
必
要
が
あ

れ
ば
、
地
銀
と

株
式
を
持
ち
合

っ
て
も
い
い
と

考
え
る
が
、
資

本
面
で
支
配
し

た
り
支
配
さ
れ

た
り
す
る
よ
う

な
関
係
を
築
く

こ
と
は
念
頭
に

な
い
。

―
―
あ
お
ぞ
ら
銀
行
と
の
合
併
計
画

が
破
談
に
な
っ
た
。
そ
の
発
表
時
に

表
明
し
て
い
た
業
務
提
携
の
交
渉

は
、
現
在
ど
う
い
っ
た
形
で
進
ん
で

い
る
か
。
さ
ら
に
、
今
後
の
可
能
性

と
し
て
ふ
た
た
び
統
合
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
る
か

あ
お
ぞ
ら
銀
行
と
の
業
務
提
携
の

交
渉
に
つ
い
て
は
、
お
互
い
に
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
形
で
の
提
携
の
パ
タ
ー

ン
を
模
索
し
て
い
る
が
、
い
ま
に
至

る
ま
で
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。

合
併
計
画
は
一
度
破
談
し
た
が
、

も
は
や
絶
対
に
統
合
は
し
な
い
、
と

は
い
わ
な
い
。
合
併
計
画
が
破
談
し

た
私
が
考
え
る
本
質
的
な
理
由
は
、

あ
お
ぞ
ら
銀
行
に
は
失
礼
だ
が
、
２

行
と
も
ま
だ
弱
か
っ
た
か
ら
だ
。
２

行
が
と
も
に
強
く
な
り
、
互
い
に
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
可
能
性
と
し
て
合
併
は
あ
り
う

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
個
人
的
な
考
え
を
い
え

ば
、
日
本
の
銀
行
業
界
は
も
は
や
、

２
〜
３
行
が
合
併
す
れ
ば
う
ま
く
い

く
と
い
う
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
。
銀
行
の
合
併
に
つ
き
も
の
の
派

閥
争
い
や
、
た
す
き
掛
け
人
事
の
交

渉
と
い
っ
た
不
毛
な
作
業
は
行
い
た

く
な
い
。

―
―
地
銀
は
、
取
引
先
の
海
外
進
出

支
援
に
悩
み
を
深
め
て
い
る
。
地
銀

に
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
し
て
い

く
う
え
で
、
国
際
業
務
体
制
は
十
分

か現
在
、
将
来
の
成
長
が
有
望
な
中

小
企
業
は
、
す
べ
て
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
ほ
ど
海
外
に
進
出
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
一
方
で
当
社
は
い

ま
海
外
に
拠
点
が
な
く
、
現
地
貸
し

が
で
き
る
体
制
に
な
い
。
早
急
に
海

外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
再
構
築
す
る

ヒ
ト
・
カ
ネ
の
余
裕
も
な
い
。
中
国

や
タ
イ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー

シ
ア
と
い
っ
た
国
に
い
ま
か
ら
進
出

し
、
他
の
大
手
行
と
競
争
す
る
と
い

う
の
も
、
す
で
に
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅

す
ぎ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
の
大
手
行
が
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ま
だ
進
出
し
て
い
な
い
、
今
後
の
成

長
が
見
込
め
る
ア
ジ
ア
各
国
に
、
現

地
の
金
融
機
関
と
の
業
務
提
携
と
い

う
形
で
海
外
進
出
し
て
い
く
。
た
と

え
ば
、
１０
年
１１
月
に
ベ
ト
ナ
ム
の
バ

オ
ベ
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
さ
ら

に
イ
ン
ド
の
イ
エ
ス
・
バ
ン
ク
と
業

務
提
携
を
結
ん
だ
。
バ
オ
ベ
ト
は
ベ

ト
ナ
ム
最
大
手
の
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ

リ
ッ
ト
だ
。
ベ
ト
ナ
ム
進
出
を
考
え

る
顧
客
と
同
国
政
府
要
人
の
面
会
を

設
定
し
た
り
、
工
場
用
地
の
手
配
を

す
る
な
ど
、
顧
客
の
さ
ま
ざ
ま
な
要

求
に
応
え
、
当
社
か
ら
も
広
範
な
提

案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｒ
Ｏ
Ａ
２
％

Ｒ
Ｏ
Ｅ
１０
％
台
が
目
標

―
―
株
価
が
長
期
間
低
迷
し
て
お

り
、
公
的
資
金
返
済
の
メ
ド
が
立
た

な
い

現
在
の
株
価
で
は
、
ま
だ
公
的
資

金
返
済
に
向
け
た
絵
が
描
け
る
よ
う

な
状
況
に
な
い
。
ま
ず
は
第
一
歩
と

し
て
、
３
カ
年
の
中
期
経
営
計
画
を

全
う
す
る
こ
と
だ
。
返
済
ま
で
に
少

し
時
間
を
要
す
る
の
は
事
実
だ
が
、

軌
道
に
乗
り
さ
え
す
れ
ば
、
収
益
力

の
多
様
化
・
強
化
の
た
め
の
さ
ら
な

る
ビ
ジ
ネ
ス
の
種
が
い
ろ
い
ろ
と
出

て
く
る
は
ず
だ
。

外
国
人
投
資
家
が
、
い
ま
新
生
銀

行
の
株
式
を
買
う
必
要
性
が
な
い
と

考
え
る
の
も
わ
か
る
。
収
益
性
が
大

手
行
と
同
じ
な
ら
ば
、
投
資
資
金
は

当
然
メ
ガ
バ
ン
ク
に
向
か
う
。
他
の

大
手
行
の
で
は
な
く
当
社
の
株
を
投

資
家
に
買
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

業
務
内
容
・
人
材
レ
ベ
ル
で
他
行
と

差
別
化
し
、
高
い
収
益
性
を
も
つ
銀

行
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
型
の
ビ
ジ
ネ

ス
に
力
を
入
れ
て
非
金
利
収
入
を
増

や
し
、
近
い
将
来
に
Ｒ
Ｏ
Ａ
２
％
、

Ｒ
Ｏ
Ｅ
十
数
％
程
度
の
収
益
性
を
も

っ
た
銀
行
に
し
た
い
。
そ
れ
ぐ
ら
い

の
利
益
水
準
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
当

社
は
投
資
家
に
認
め
て
も
ら
え
な

い
。―

―
株
価
低
迷
の
原
因
と
し
て
、
子

会
社
ア
プ
ラ
ス
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
の

株
価
下
落
に
よ
る
減
損
リ
ス
ク
の
問

題
の
ほ
か
、
不
動
産
ノ
ン
リ
コ
ー
ス

・
ロ
ー
ン
の
残
存
リ
ス
ク
な
ど
に
対

す
る
投
資
家
の
懸
念
が
あ
っ
た

こ
の
ほ
ど
、
効
率
的
に
コ
ン
シ
ュ

ー
マ
ー
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
子
会
社
を
運

営
す
る
た
め
に
、
当
社
が
保
有
す
る

ア
プ
ラ
ス
の
普
通
株
を
完
全
子
会
社

の
新
生
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
に
譲
渡
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
１１
年
３
月
期

決
算
で
株
式
譲
渡
に
伴
う
特
別
損
失

を
銀
行
単
体
で
３
１
７
億
円
計
上
す

る
が
、
ア
プ
ラ
ス
株
の
下
落
に
よ
る

減
損
リ
ス
ク
は
な
く
な
っ
た
。

海
外
投
資
な
ど
の
ノ
ン
コ
ア
資
産

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
残
高
を
減
少

さ
せ
て
い
く
。
も
と
も
と
ノ
ン
コ
ア

資
産
の
残
高
は
ピ
ー
ク
時
で
９
０
０

０
億
円
あ
っ
た
が
６
０
０
０
億
円
程

度
を
処
分
可
能
な
資
産
が
占
め
る
。

そ
の
う
ち
約
３
０
０
０
億
円
は
比
較

的
高
格
付
の
社
債
が
中
心
と
な
っ
て

お
り
、
信
用
リ
ス
ク
の
点
か
ら
は
す

ぐ
に
売
却
す
る
必
要
は
な
い
。

中
期
経
営
計
画
中
に
６
０
０
０
億

円
の
ノ
ン
コ
ア
資
産
を
約
半
分
の
３

０
０
０
億
円
に
減
ら
す
つ
も
り
だ

が
、
す
で
に
、
計
画
初
年
度
で
１
３

０
０
億
円
程
度
売
却
し
て
い
る
。
不

動
産
の
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
・
ロ
ー
ン

も
、
要
注
意
先
を
中
心
に
売
却
を
進

め
て
お
り
、
計
画
ど
お
り
に
減
少
し

て
い
る
。
今
後
、
も
っ
と
処
理
を
加

速
さ
せ
て
い
く
。
た
だ
し
、
国
内
の

不
動
産
融
資
事
業
に
つ
い
て
は
、
残

高
を
現
在
よ
り
圧
縮
し
た
う
え
で
中

身
を
入
れ
替
え
安
全
性
を
高
め
な
が

ら
続
け
て
い
く
。

―
―
１０
年
９
月
期
決
算
が
好
調
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
期
業
績
予

想
を
見
直
し
て
い
な
い
。
１１
年
３
月

期
決
算
は
ど
う
な
る
か

中
間
期
の
連
結
純
利
益
は
１
６
９

億
円
だ
っ
た
が
、
通
期
の
見
通
し
は

１
２
５
億
円
の
ま
ま
据
え
置
い
た
。

こ
れ
は
そ
の
時
点
で
下
期
に
４０
億
円

程
度
の
損
失
を
見
込
ん
で
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
業
務
環
境
に
不
確
定
要

因
が
多
す
ぎ
た
た
め
だ
。
６
月
の
貸

金
業
法
改
正
や
、
９
月
の
武
富
士
倒

産
の
影
響
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
連

鎖
的
な
貸
倒
れ
が
ど
の
程
度
発
生
す

る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
中
間

期
決
算
発
表
時
に
は
、
米
ド
ル
建
て

優
先
出
資
証
券
の
公
開
買
付
け
結
果

も
読
め
な
か
っ
た
。
第
３
四
半
期
の

決
算
発
表
ま
で
に
は
、
通
期
見
通
し

を
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
聞
き
手
・
本
誌

谷
川
治
生
）

と
う
ま

し
げ
き

７２
年
東
大
法
学
部
卒
、
旧
第
一
勧
業

銀
行
（
現
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

グ
ル
ー
プ
）
入
行
。
同
行
常
務
執
行

役
員
、
み
ず
ほ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
銀
行

常
務
執
行
役
員
、
い
す
ゞ
自
動
車
副

社
長
な
ど
を
経
て
、
０９
年
５
月
新
生

銀
行
顧
問
。
６
月
社
長
就
任
。
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救
済
枠
組
み
先
送
り
、�

　
ポ
ル
ト
ガ
ル
4
月
危
機�

み
ず
ほ
証
券�

グ
ロ
ー
バ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト�

　
　
林
　
秀
毅�

問
題
を
先
送
り
し
た

昨
年
末
の
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議

昨
年
末
の
欧
州
で
は
、
１２
月
１６
・

１７
両
日
に
開
催
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
首
脳
会

議
（
Ｅ
Ｕ
サ
ミ
ッ
ト
）
が
高
い
関
心

を
集
め
た
。
財
政
赤
字
拡
大
が
続
き

資
金
調
達
に
問
題
を
抱
え
る
欧
州
域

内
の
国
々
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
救

済
の
枠
組
み
を
つ
く
れ
る
の
か
が
、

会
議
の
最
大
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
背
景

に
は
、
昨
年
半
ば
に
か
け
て
ギ
リ
シ

ャ
に
対
し
Ｅ
Ｕ
を
中
心
に
救
済
支
援

が
行
わ
れ
た
後
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

を
は
じ
め
と
し
て
Ｅ
Ｕ
域
内
の
混
乱

が
収
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

金
融
市
場
で
も
、
欧
州
の
国
債
市

場
で
最
も
安
全
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
と

比
較
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
の

国
債
利
回
り
の
上
昇
が
続
い
た
（
図

表
１
）。
財
政
面
で
問
題
を
抱
え
る

国
に
対
す
る
市
場
の
懸
念
が
高
ま
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
国
の
国
債
価
格
は
値

下
が
り
し
、
利
回
り
は
上
昇
す
る
た

め
、
国
債
に
よ
る
資
金
調
達
コ
ス
ト

が
一
段
と
高
く
な
り
、
財
政
負
担
が

増
す
ば
か
り
か
、
国
債
の
買
手
が
い

な
く
な
り
、
資
金
調
達
が
困
難
に
な

る
事
態
さ
え
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
。
今
回
の
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
で
は
、

あ
る
国
の
資
金
調
達
が
困
難
に
陥
っ

た
場
合
に
、
緊
急
に
対
応
で
き
る
仕

組
み
づ
く
り
が
急
務
に
な
っ
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
緊
急
の
危

機
対
応
に
役
立
つ
よ
う
な
結
論
に
は

至
ら
な
か
っ
た
。
会
議
の
具
体
的
な

内
容
は
、
次
の
三
点
に
集
約
で
き

る
。第

一
に
、
Ｅ
Ｕ
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
よ
る

緊
急
融
資
枠
（
総
額
７
５
０
０
億

ユ
ー
ロ

）
の
増
額
が
実
現
し
な
か
っ
た
。

緊
急
融
資
枠
の
内
訳
と
し
て
は
、
Ｅ

Ｕ
に
よ
る
「
欧
州
金
融
安
定
基
金

（
Ｅ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
）」
が
最
大
４
４
０
０

億
ユ
ー
ロ

を
貸
し
出
す
と
し
て
お
り
、
主

要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
融

資
枠
は
昨
年
５
月
、
ギ
リ
シ
ャ
危
機

を
鎮
静
化
さ
せ
る
た
め
設
置
さ
れ
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
救
済
に
も
用
い
ら
れ

た
。
今
回
の
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
へ
向

け
、
緊
急
融
資
枠
を
増
額
す
る
こ
と

の
是
非
が
議
論
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ

の
反
対
な
ど
で
金
額
を
据
え
置
く
方

向
で
意
見
が
収
束
し
た
。

第
二
に
、「
Ｅ
Ｕ
共
同
債
」
の
発

行
が
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
共

同
債
と
は
、
Ｅ
Ｕ
が
一
括
し
て
債
券

を
発
行
し
、
Ｅ
Ｕ
各
国
が
必
要
と
す

る
資
金
に
充
当
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
全
体
の
信
用
力
に
よ

っ
て
資
金
を
集
め
、
自
力
で
資
金
調

達
を
行
う
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
国

に
割
り
当
て
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

い
た
。
Ｅ
Ｕ
共
同
債
に
つ
い
て
は
ユ

ー
ロ
圏
財
務
相
会
合
で
前
向
き
に
議

論
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ

の
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
反
対
を
表
明

し
、
フ
ラ
ン
ス
も
反
対
す
る
に
及
ん

で
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。

第
三
に
、「
欧
州
版
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国

際
通
貨
基
金
）」
を
２
０
１
３
年
６

月
に
設
立
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。
正
式
名
称
は
Ｅ
Ｓ
Ｍ
（
欧
州
安

定
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
と
い
う
。
先
に
述

べ
た
緊
急
融
資
枠
が
３
年
間
の
期
限

２
０
０
９
年
秋
に
ギ
リ
シ
ャ
の
財
政
赤
字
表
面
化
で
欧
州
債
務
危
機
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
に
波
及
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
昨
年
末
に
開
催
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
は
緊
急
対
応
の
仕
組
み
を
拡
充
で
き
ず
、
課
題
を
先

送
り
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
今
年
４
月
の
国
債
大
量
償
還
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
隣
国
ス
ペ
イ
ン
へ

の
危
機
波
及
が
回
避
さ
れ
る
か
な
ど
、
年
明
け
も
欧
州
情
勢
は
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
が
続
く
。
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付
き
で
あ
る
た

め
、
こ
れ
を
引
き

継
ぐ
形
で
恒
久
的

な
救
済
の
枠
組
み

を
創
設
す
る
こ
と

が
か
ね
て
議
論
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ

が
具
体
化
し
た
形

だ
。
た
だ
し
、
新

た
な
枠
組
み
で
救

済
を
行
う
場
合
に

は
、
保
護
を
受
け

る
投
資
家
に
も
金

利
減
免
な
ど
一
定

の
負
担
を
求
め
る

こ
と
が
定
め
ら
れ

た
。
こ
れ
は
、
従

来
か
ら
ド
イ
ツ
が

主
張
し
て
い
た
点

で
あ
る
。

以
上
の
三
点
を

み
る
と
、
従
来
か

ら
問
題
を
起
こ
し

た
国
の
救
済
に
消

極
的
な
ド
イ
ツ

と
、
Ｅ
Ｕ
全
体
と

し
て
救
済
の
仕
組

み
を
つ
く
ろ
う
と

す
る
動
き
と
の
間

に
あ
る
�
溝
�
は

埋
ま
ら
ず
、
問
題
は
先
送
り
さ
れ
た

と
い
え
る
。
緊
急
対
応
の
仕
組
み
は

拡
充
さ
れ
な
か
っ
た
う
え
に
、
将
来

の
仕
組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
は
合
意

さ
れ
た
も
の
の
、
投
資
家
負
担
が
条

件
と
な
っ
た
た
め
だ
。

深
化
す
る
市
場
不
安

昨
年
末
に
か
け
て
、
個
別
国
の
動

き
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
ギ
リ
シ
ャ

の
次
に
問
題
が
表
面
化
し
た
国
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
だ
。
ギ
リ
シ
ャ
は
長

年
、
国
の
財
政
赤
字
を
正
し
く
計
上

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
、
Ｅ
Ｕ
内
外
か
ら
批
判
さ
れ
、

早
い
段
階
で
救
済
が
必
要
な
状
況
に

ま
で
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
国
全
体
の
高

成
長
を
背
景
に
不
動
産
市
場
で
バ
ブ

ル
が
発
生
し
、
国
内
の
金
融
機
関
の

経
営
が
悪
化
し
た
こ
と
が
危
機
の
主

因
だ
っ
た
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
府
は
０８
年
の
リ

ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
か
ら
国
内
金
融

機
関
を
保
護
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
し

て
お
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
な
る

財
政
赤
字
が
膨
張
し
て
い
た
。
昨

秋
、
同
国
の
財
政
赤
字
が
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
で
３２
％
ま
で
増
加
す
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
直
接
の
き
っ

か
け
と
な
り
、
市
場
の
懸
念
が
強
ま

っ
た
。
こ
の
結
果
、
昨
年
１１
月
下
旬

に
は
、
Ｅ
Ｕ
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
よ
る
緊
急

融
資
枠
か
ら
総
額
８
５
０
億
ユ
ー
ロ

の
金

融
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

た
。Ｅ

Ｕ
首
脳
会
議
と
重
な
っ
た
昨
年

１２
月
１７
日
、
格
付
会
社
ム
ー
デ
ィ
ー

ズ
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
格
付
を
一

挙
に
５
段
階
引
き
下
げ
た
。
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
経
緯
は
、
Ｅ
Ｕ
各
国
の
債

務
に
対
す
る
市
場
の
懸
念
を
一
段
と

深
め
た
と
い
え
る
。

１
月
１０
日
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
救
済

資
金
の
た
め
欧
州
金
融
安
定
基
金
が

発
行
す
る
債
券
を
、
日
本
政
府
が
購

入
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し

か
し
国
際
的
な
支
援
に
加
わ
り
、
実

質
Ｅ
Ｕ
リ
ス
ク
の
債
券
を
購
入
す
る

に
す
ぎ
な
い
。

今
後
の
ポ
イ
ン
ト
�

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン

に
危
機
波
及
す
る
か
？

今
後
の
欧
州
情
勢
を
考
え
る
う
え

で
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ギ
リ
シ

ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
続
い
た
危
機

が
今
後
、
他
の
欧
州
諸
国
に
ど
こ
ま

で
波
及
す
る
か
だ
。
ま
ず
問
題
と
な

〔図表１〕 欧州各国の１０年国債利回り
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る
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
あ
る
。
ポ
ル

ト
ガ
ル
は
発
展
途
上
の
小
国
で
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
と
同
じ
９９
年
に
ユ
ー
ロ

を
導
入
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が

「
ケ
ル
ト
の
虎
」
と
呼
ば
れ
る
高
成

長
を
実
現
し
つ
つ
不
動
産
バ
ブ
ル
を

発
生
さ
せ
た
一
方
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は

成
長
の
原
動
力
と
な
る
産
業
基
盤
に

欠
け
、
輸
出
競
争
力
も
低
い
た
め
、

早
い
時
期
か
ら
財
政
赤
字
を
増
加
さ

せ
た
。

昨
秋
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
は
財
政

赤
字
削
減
計
画
を
発
表
し
た
が
、
市

場
の
反
応
は
弱
か
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ

ル
は
国
債
借
換
え
の
た
め
、
今
年
１

年
間
で
約
２
０
０
億
ユ
ー
ロ

の
国
債
を
発

行
す
る
必
要
が
あ
り
、
と
く
に
４
月

に
は
大
量
償
還
を
控
え
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
今
年
に
入
っ
て
ポ
ル
ト
ガ

ル
が
最
初
の
国
債
入
札
を
実
施
し
た

際
に
は
、
こ
の
大
量
償
還
期
を
乗
り

切
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
懸
念

が
高
ま
っ
て
い
た
。
現
状
、
市
場
で

は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
今
年
４
月
ご
ろ

ま
で
に
ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

と
同
様
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
救
済
を
受

け
る
こ
と
が
織
り
込
ま
れ
つ
つ
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

が
救
済
を
受
け
る
と
し
て
も
、
そ
れ

だ
け
で
は
市
場
に
与
え
る
シ
ョ
ッ
ク

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
ら
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。

問
題
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
救
済
が

必
要
に
な
っ
た
場
合
、
隣
国
で
あ
り

経
済
的
関
係
の
深
い
ス
ペ
イ
ン
に
波

及
し
や
す
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ス

ペ
イ
ン
は
ユ
ー
ロ
圏
で
は
ド
イ
ツ
、

フ
ラ
ン
ス
に
次
ぎ
、
イ
タ
リ
ア
と
ほ

ぼ
肩
を
並
べ
る
経
済
規
模
を
も
つ
。

か
り
に
ス
ペ
イ
ン
も
救
済
が
必
要
に

な
っ
た
場
合
、
現
状
の
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル

の
救
済
の
枠
組
み
だ
け
で
十
分
か
ど

う
か
と
い
う
点
に
対
し
、
市
場
の
懸

念
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
ス
ペ

イ
ン
政
府
は
こ
れ
ま
で
、
政
府
債
務

が
比
較
的
少
な
い
こ
と
と
、
財
政
赤

字
削
減
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る

こ
と
を
繰
り
返
し
訴
え
て
き
た
。
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
同
様
、
ユ
ー
ロ
導
入

後
、
不
動
産
バ
ブ
ル
が
発
生
し
、
そ

の
処
理
に
追
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
一
方
で
、
同
国
に
は
欧

州
の
「
勝
ち
組
」
に
な
っ
て
い
る
企

業
・
金
融
機
関
も
多
く
、
中
南
米
各

国
と
の
経
済
的
な
関
係
も
深
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

ス
ペ
イ
ン
は
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
救
済
を
必

要
と
せ
ず
、
何
と
か
危
機
を
乗
り
切

る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
危

機
が
ス
ペ
イ
ン
に
波
及
す
る
と
い
う

リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
、「
４
月
危
機
」

は
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
な
お
、
中
国
が
ポ
ル
ト
ガ

ル
、
ス
ペ
イ
ン
の
国
債
を
買
い
入
れ

る
と
表
明
し
て
い
る
が
、
市
場
規
模

か
ら
す
れ
ば
、
一
定
の
買
い
支
え
効

果
を
示
す
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い

か
。今

後
の
ポ
イ
ン
ト
�

イ
ン
フ
レ
対
策
と
危
機
対
応

板
挟
み
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
動
向
は
？

か
り
に
「
４
月
危
機
」
が
現
実
と

な
っ
た
場
合
に
、
欧
州
レ
ベ
ル
で

は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
と
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
は
欧
州
中

銀
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
の
動
向
で
あ
る
。
Ｅ

Ｃ
Ｂ
は
昨
年
５
月
、
Ｅ
Ｕ
な
ど
が
緊

急
融
資
枠
を
設
定
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ

に
合
わ
せ
、
ユ
ー
ロ
圏
国
債
の
買
入

れ
を
開
始
し
た
。
従
来
、
ユ
ー
ロ
圏

各
国
政
府
に
対
し
財
政
規
律
を
守
る

こ
と
を
強
く
要
請
し
て
き
た
Ｅ
Ｃ
Ｂ

の
姿
勢
か
ら
の
大
転
換
で
あ
り
、
Ｅ

Ｃ
Ｂ
に
と
っ
て
苦
渋
の
選
択
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

昨
年
末
に
か
け
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
債

を
買
い
入
れ
て
い
る
と
い
う
推
測
も

伝
え
ら
れ
た
。
昨
年
１２
月
初
旬
の
Ｅ

Ｃ
Ｂ
政
策
理
事
会
で
は
、
国
債
の
買

入
れ
を
継
続
す
る
と
同
時
に
、
市
場

に
短
期
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
を
止

め
ず
、「
出
口
政
策
」
へ
の
取
り
組

み
が
実
質
的
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
年
明

け
以
降
、
ユ
ー
ロ
圏
の
イ
ン
フ
レ
率

が
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
目
安
で
あ
る
２
％
を
超

え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
本
来

「
イ
ン
フ
レ
フ
ァ
イ
タ
ー
」
と
し
て

タ
カ
派
的
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
Ｅ
Ｃ

Ｂ
に
と
っ
て
は
、
イ
ン
フ
レ
対
策
と

危
機
対
応
と
の
板
挟
み
と
い
う
困
難

な
状
況
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。

市
場
で
は
、
今
年
１０
月
末
に
予
定

さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｃ
Ｂ
総
裁
の
交
代
人

事
が
早
く
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
タ

カ
派
的
発
言
を
繰
り
返
し
て
き
た
ド

イ
ツ
連
銀
総
裁
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
氏
が

最
有
力
候
補
と
い
う
。
同
氏
は
Ｅ
Ｃ

Ｂ
が
危
機
対
応
を
優
先
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
す
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
的
な

イ
ン
フ
レ
対
策
重
視
の
立
場
も
代
弁

し
て
き
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
首
脳
は
本
来
、

個
別
国
で
な
く
ユ
ー
ロ
圏
全
体
の
利

益
の
た
め
に
行
動
す
べ
き
で
あ
り
、

今
秋
、
実
際
に
総
裁
就
任
に
至
っ
た

場
合
に
は
、
金
融
情
勢
に
も
よ
る
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が
、
よ
り
現
実
的
な
姿
勢
に
転
じ
る

の
で
は
な
い
か
。

今
後
の
ポ
イ
ン
ト
�

ユ
ー
ロ
は
ど
こ
ま
で

下
落
す
る
か
？

最
後
に
、
欧
州
情
勢
が
ユ
ー
ロ
に

与
え
る
影
響
を
検
討
し
た
い
。
ギ
リ

シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
を
中
心

に
ユ
ー
ロ
圏
の
混
迷
が
続
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
ユ
ー
ロ
崩
壊
論
が
取
り

沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
制

度
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
し
て

も
、
一
部
の
国
が
ユ
ー
ロ
圏
か
ら
離

脱
し
自
国
通
貨
を
も
つ
こ
と
の
メ
リ

ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
す
る

と
、
ユ
ー
ロ
崩
壊
の
現
実
性
は
非
常

に
低
い
。

ギ
リ
シ
ャ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど

の
国
々
に
と
っ
て
自
国
通
貨
を
も
つ

こ
と
は
、
通
貨
切
下
げ
に
よ
る
輸
出

テ
コ
入
れ
が
可
能
に
な
る
が
、
海
外

ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
な
ど
か
ら
の
売
り

圧
力
に
対
し
自
国
通
貨
を
防
衛
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
ド
イ
ツ

が
ユ
ー
ロ
か
ら
離
脱
し
た
場
合
、
ド

イ
ツ
に
と
っ
て
他
国
を
救
済
す
る
た

め
の
負
担
は
軽
減
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
自
国
通
貨
が
押
し
上
げ
ら

れ
、
貿
易
面
で
不
利
に
働
く
可
能
性

が
高
ま
る
（
ユ
ー
ロ
が
完
全
に
解
体

さ
れ
消
滅
す
る
と
考
え
た
場
合
も
同

様
）。
ド
イ
ツ
と
貿
易
面
で
も
密
接

な
関
係
に
あ
る
他
の
欧
州
諸
国
と
の

間
で
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
デ
メ
リ
ッ

ト
は
大
き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ユ
ー
ロ
が
崩
壊
し
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
ユ
ー
ロ
に
対
す
る

市
場
の
評
価
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

昨
年
末
か
ら
年
初
に
か
け
、
欧
州
情

勢
の
不
透
明
感
が
ふ
た
た
び
高
ま
っ

た
こ
と
を
受
け
、
ユ
ー
ロ
は
対
ド
ル

１
・
３０
ド
ル
、
対
円
１
１
０
円
と
い

う
ラ
イ
ン
を
割
り
込
ん
だ
。
年
明
け

欧
州
金
融
安
定
基
金
が
発
行
す
る
債

券
を
日
本
政
府
が
購
入
す
る
と
発
表

し
た
際
ユ
ー
ロ
は
反
発
し
た
が
、
外

貨
準
備
の
範
囲
内
で
ユ
ー
ロ
の
資
金

が
用
い
ら
れ
る
方
針
で
あ
り
、
為
替

市
場
へ
の
影
響
は
限
定
的
だ
。
先
述

し
た
シ
ナ
リ
オ
に
沿
え
ば
、
今
春
に

か
け
て
、
ユ
ー
ロ
に
対
し
て
下
落
圧

力
が
強
ま
る
展
開
に
な
り
や
す
い
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
図
表
２
）。

ド
ル
、
ユ
ー
ロ
、
円
と
い
う
三
極
通

貨
間
の
関
係
で
考
え
た
場
合
、
円
が

「
消
去
法
」
に
よ
り
買
わ
れ
、
円
高

圧
力
が
強
ま
り
や
す
く
な
る
点
に
は

注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

は
や
し

ひ
で
き

東
京
大
学
法
学
部
卒
、
日
本
興
業
銀

行
入
行
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
興
銀
を

経
て
、
国
際
金
融
情
報
セ
ン
タ
ー
調

査
企
画
部
長
、
興
銀
調
査
部
主
任
部

員
な
ど
を
担
当
。
０９
年
５
月
か
ら
現

職
。
慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
非
常

勤
講
師
。
著
作
に
『
ユ
ー
ロ
と
日
本

経
済
』『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
論
（
現

代
世
界
経
済
叢
書
）』（
い
ず
れ
も
共

著
）
な
ど
。

〔図表２〕 米独１０年国債利回りとユーロドルレート
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い
ま
、
な
ぜ
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
協
会
設
立
な
の
で
す
か
？�

一
般
社
団
法
人
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
協
会
　
専
務
理
事
　

若
松
　
宗
継�

自
主
規
制
と

業
界
団
体
の
役
割

―
―
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
協
会

（
二
種
業
協
会
）
と
は
何
で
す
か

二
種
業
者
の
自
主
規
制
的
な
機
能

と
業
界
団
体
的
な
機
能
の
両
方
を
担

う
組
織
で
す
。
な
お
、
設
立
に
あ
た

っ
て
は
、
人
材
や
財
務
面
で
日
証
協

か
ら
支
援
を
得
て
い
ま
す
。
１０
年
１０

月
に
設
立
総
会
を
開
き
、
同
１１
月
に

設
立
、
同
１２
月
か
ら
業
務
を
開
始
し

ま
し
た
。
証
券
１７
社
、
メ
ガ
バ
ン
ク

４
行
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
販
売
会
社
２

社
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
１
社

の
計
２４
社
の
正
会
員
で
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。

―
―
設
立
経
緯
を
教
え
て
く
だ
さ
い

０７
年
９
月
に
施
行
さ
れ
た
金
商
法

は
、
一
定
の
有
価
証
券
・
み
な
し
有

価
証
券
の
自
己
募
集
、
み
な
し
有
価

証
券
の
売
買
・
売
買
の
媒
介
等
、
市

場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
二
種
業
と

定
め
ま
し
た
。
ま
た
、
自
主
規
制
の

有
効
性
を
認
め
て
、
自
主
規
制
機
関

の
規
定
も
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
二
種
業
に
含
ま
れ
る
、
い

わ
ゆ
る
フ
ァ
ン
ド
の
自
己
募
集
業
と

信
託
受
益
権
販
売
業
に
つ
い
て
は
金

商
法
施
行
時
か
ら
自
主
規
制
の
な
い

状
況
が
続
い
て
い
た
の
で
す
。
い
わ

ゆ
る
「
自
主
規
制
の
隙
間
」
と
呼
ば

れ
、
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

金
商
法
施
行
に
先
立
っ
て
、
日
証

協
な
ど
自
主
規
制
機
関
が
集
ま
っ
た

「
金
融
商
品
取
引
業
協
会
懇
談
会
」

が
０７
年
６
月
に
論
点
整
理
し
た
結

果
、
こ
れ
ら
自
主
規
制
の
隙
間
は
日

証
協
が
検
討
す
べ
き
だ
と
の
結
論
に

至
り
、
以
来
、
日
証
協
と
し
て
の
課

題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

法
令
違
反
が
頻
発

協
会
の
必
要
性
高
ま
る

―
―
金
商
法
施
行
か
ら
３
年
。
設
立
が

い
ま
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か

こ
こ
１
、
２
年
、
二
種
業
に
お
い

て
投
資
家
保
護
上
、
重
大
な
法
令
違

反
行
為
が
頻
発
し
ま
し
た
。
た
と
え

ば
、
あ
る
証
券
会
社
が
販
売
し
て
い

た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
を
対
象
と
し

た
不
動
産
投
資
フ
ァ
ン
ド
で
は
、
顧

客
へ
の
リ
ス
ク
の
説
明
が
不
十
分
と

の
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
別
の
証
券

会
社
で
は
、
い
わ
ゆ
る
レ
ジ
ャ
ー
ホ

テ
ル
フ
ァ
ン
ド
の
持
分
の
取
得
勧
誘

で
虚
偽
表
示
が
明
ら
か
に
な
り
、
い

ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
行
政
処
分
を
受
け

ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
二

種
業
協
会
設
立
の
必
要
性
が
高
ま
っ

て
い
た
の
で
す
。
証
券
会
社
が
二
種

業
で
問
題
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
、

日
証
協
の
自
主
規
制
の
範
囲
に
は
入

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
協
会
が
２
０
１
０
年
１１
月
に
発
足
し
た
。
フ
ァ
ン
ド

の
自
己
募
集
業
や
信
託
受
益
権
販
売
業
は
、
０７
年
９
月
の
金
融
商
品
取
引
法

（
金
商
法
）
施
行
前
か
ら
、
自
主
規
制
機
関
が
存
在
し
な
い
「
自
主
規
制
の
隙

間
」
と
な
っ
て
い
た
。
二
種
業
協
会
設
立
で
長
年
の
課
題
に
よ
う
や
く
解
決
の

道
筋
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
が
、
二
種
業
は
規
模
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
内
容
が
多
種

多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
協
会
運
営
を
軌
道
に
乗
せ
る
に
は
課
題
も
あ
る
。
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り
ま
せ
ん
か
ら
。

―
―
二
種
業
協
会
は
金
商
法
上
の
自
主

規
制
機
関
な
の
で
す
か

現
在
は
任
意
団
体
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
金
商
法
上
の
自
主

規
制
機
関
に
な
る
に
は
認
可
協
会
か

認
定
協
会
に
な
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
二
種
業
協
会
は
認
定
協
会
を
目

指
し
ま
す
。
国
に
認
定
さ
れ
る
に

は
、
業
務
規
程
や
自
主
規
制
規
則
な

ど
を
整
備
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

し
、
会
員
に
そ
れ
ら
を
守
る
体
制
が

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
主
規
制

機
関
へ
の
移
行
時
期
は
「
で
き
る
だ

け
早
期
に
」
が
目
標
で
す
。

―
―
二
種
業
協
会
に
加
入
す
る
メ
リ
ッ

ト
は
何
で
す
か

会
員
で
あ
る
こ
と
が
、
投
資
家
か

ら
み
て
安
心
の
ブ
ラ
ン
ド
に
な
り
う

る
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
会
員
は
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の
高
い
会
社
で

あ
る
と
広
く
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
す
で
に
、
広
報
活
動
の

一
環
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
が
、
広
く
一
般
の
方
に

も
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
一
般
の
理

解
は
「
二
種
業
っ
て
い
っ
た
い

何
？
」
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
協
会
は
行
政
と
会
員
を
つ

な
ぐ
窓
口
に
な
る
の
で
、
会
員
は
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
ら
れ
ま
す
。
金

融
庁
の
担
当
者
を
招
い
た
勉
強
会
な

ど
も
企
画
し
ま
す
。
二
種
業
者
は
大

手
証
券
か
ら
個
人
ま
で
あ
り
、
内
部

管
理
体
制
の
レ
ベ
ル
に
も
差
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
体
制
構
築
に
悩
ん
で
い

る
業
者
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

多
種
多
様
な
投
資
対
象

規
則
づ
く
り
に
は
課
題
も

―
―
二
種
業
は
投
資
対
象
が
多
様
で
す

比
較
的
認
知
度
の
高
い
ヘ
ッ
ジ
フ

ァ
ン
ド
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
だ

け
で
は
な
く
、
競
走
馬
、
映
画
や
ゲ

ー
ム
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
な
ど
投

資
対
象
は
ま
さ
に
多
種
多
様
。
な
か

で
も
多
い
の
が
不
動
産
で
す
。
約
１

３
０
０
の
二
種
業
者
の
う
ち
不
動
産

会
社
は
７
０
０
程
度
を
占
め
る
と
み

ら
れ
ま
す
。

不
動
産
業
界
に
は
す
で
に
、
自
主

規
制
機
能
を
備
え
た
不
動
産
証
券
化

協
会
な
ど
の
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、

多
様
な
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め

に
、
不
動
産
会
社
も
二
種
業
協
会
に

加
入
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま

す
。
不
動
産
会
社
は
宅
建
業
法
と
い

う
厳
し
い
規
制
の
下
に
あ
り
、
二
種

業
協
会
の
自
主
規
制
も
受
け
る
と
な

る
と
負
担
が
重
い
の
で
、
二
種
業
協

会
の
自
主
規
制
を
受
け
る
こ
と
な
く

情
報
共
有
だ
け
を
可
能
と
す
る
た
め

に
、
議
決
権
を
も
つ
正
会
員
と
は
別

に
、
議
決
権
の
な
い
「
賛
助
会
員
」

と
い
う
資
格
を
設
け
て
い
ま
す
。

―
―
こ
れ
だ
け
多
様
だ
と
、
自
主
規
制

が
む
ず
か
し
い
の
で
は

も
ち
ろ
ん
、
多
様
な
投
資
対
象
に

合
わ
せ
た
ル
ー
ル
づ
く
り
が
必
要
で

す
。
た
と
え
ば
、
コ
ン
テ
ン
ツ
フ
ァ

ン
ド
と
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
で
は

顧
客
へ
の
説
明
が
か
な
り
異
な
り
ま

す
。
い
ま
の
正
会
員
で
す
ら
、
ビ
ジ

ネ
ス
の
中
身
は
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
で

き
る
だ
け
多
く
の
二
種
業
者
に
加
入

し
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
多
様
な
意

見
を
反
映
さ
せ
た
自
主
規
制
づ
く
り

が
可
能
に
な
る
か
ら
で
す
。

た
だ
し
、
投
資
対
象
が
何
で
あ

れ
、
す
べ
て
の
会
員
に
共
通
す
る
基

本
的
な
ル
ー
ル
も
あ
る
は
ず
。
た
と

え
ば
、
投
資
者
保
護
の
基
本
的
な
考

え
方
な
ど
で
す
。
最
初
は
こ
う
し
た

共
通
の
総
則
的
な
ル
ー
ル
づ
く
り
か

ら
始
め
ま
す
。

―
―
会
員
数
に
目
標
は

目
標
と
す
る
数
字
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
会
員
は
増
や
し
ま
す
。
た
だ

し
、
自
主
規
制
規
則
を
き
ち
ん
と
守

れ
る
体
制
な
ど
一
定
の
基
準
を
満
た

し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

し
ば
ら
く
は
、
比
較
的
大
手
の
会
社

が
中
心
に
な
る
で
し
ょ
う
。
な
お
二

種
業
登
録
を
受
け
て
い
て
も
、
当

面
、
法
人
の
み
を
二
種
業
協
会
の
会

員
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

（
聞
き
手
・
本
誌

冨
所
卓
也
）

わ
か
ま
つ

む
ね
つ
ぐ

７５
年
野
村
証
券
入
社
、
９７
年
同
社
取

締
役
（
業
務
管
理
本
部
担
当
）、
００

年
同
社
常
勤
監
査
役
、
０３
年
ジ
ャ
フ

コ
常
務
取
締
役
管
理
部
門
担
当
、
０８

年
同
社
専
務
取
締
役
。
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財
務
省
　
国
際
局
　
調
査
課�

為
替
実
査
室
長
　

和
家
　
泰
彦�

経
済
制
裁
措
置
と
外
国
為
替
検
査
の
留
意
点�

……………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

外
為
法
に
基
づ
く

経
済
制
裁
措
置

２
０
０
１
年
９
月
の
ア
メ
リ
カ
同

時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
、
テ
ロ
資
金

対
策
強
化
の
国
際
的
な
重
要
性
が
飛

躍
的
に
高
ま
り
、
北
朝
鮮
や
イ
ラ
ン

の
核
開
発
問
題
も
核
不
拡
散
体
制
に

対
す
る
大
き
な
脅
威
と
し
て
国
際
社

会
全
体
の
重
要
課
題
と
な
っ
て
い

る
。

わ
が
国
は
国
連
安
保
理
決
議
等
を

受
け
て
、
テ
ロ
資
金
や
大
量
破
壊
兵

器
の
拡
散
に
関
連
し
た
資
金
が
国
際

金
融
シ
ス
テ
ム
を
濫
用
す
る
形
で
移

転
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、

「
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
」

（
外
為
法
）
に
基
づ
き
、
テ
ロ
リ
ス

ト
や
北
朝
鮮
・
イ
ラ
ン
の
核
活
動
等

に
関
与
す
る
者
に
対
す
る
資
産
凍
結

等
の
措
置
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
国

の
核
活
動
等
に
寄
与
す
る
目
的
で
行

わ
れ
る
資
金
移
転
を
防
止
す
る
措
置

（
資
金
使
途
規
制
と
称
し
て
い
る
）

を
講
じ
て
い
る
。

外
為
法
は
対
外
取
引
が
自
由
に
行

わ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
も

の
の
、
国
連
安
保
理
決
議
に
基
づ
く

制
裁
措
置
な
ど
国
際
約
束
の
履
行
の

た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
、
国
際
平

和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
寄
与

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
、
わ

が
国
の
平
和
お
よ
び
安
全
の
維
持
の

た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
、
閣

議
了
解
等
の
所
要
の
手
続
を
経
た
う

え
で
、
資
産
凍
結
な
ど
の
経
済
制
裁

措
置
を
発
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

資
産
凍
結
措
置
な
ど
外
為
法
に
基

づ
く
金
融
面
で
の
制
裁
措
置
は
、
外

務
省
告
示
で
指
定
さ
れ
た
制
裁
対
象

者
（
個
人
・
団
体
）
や
核
開
発
等
の

特
定
目
的
（
資
金
使
途
規
制
）
の
た

め
に
行
わ
れ
る
、
支
払
い
（
銀
行
送

金
等
）、
資
本
取
引
（
預
金
契
約
・

テ
ロ
資
金
や
大
量
破
壊
兵
器
の
拡
散
に
関
連
し
た
資
金
が
国
際
金
融
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
移
転
さ
れ
る
こ

と
を
防
ぐ
た
め
、
外
為
法
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
裁
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
預
金
や
送
金
業
務
に
か

か
わ
る
制
裁
の
実
効
性
を
担
保
す
る
に
は
、
金
融
機
関
が
外
為
法
上
の
義
務
を
適
正
に
履
行
す
る
必
要
が

あ
り
、
財
務
省
は
そ
の
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
外
国
為
替
検
査
を
実
施
し
て
い
る
。
金
融
機
関
に

は
、
国
際
社
会
の
要
請
に
応
え
る
事
務
処
理
体
制
の
整
備
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

38金融財政事情２０１１．１．１７



……………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

……………
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

信
託
契
約
・
貸
付
契
約
）、
役
務
取

引
（
海
上
保
険
・
証
券
の
引
受
け

等
）、
対
内
直
接
投
資
（
わ
が
国
企

業
の
株
式
の
取
得
等
）
な
ど
を
原
則

禁
止
（
財
務
大
臣
に
よ
る
許
可
制
度

等
）
す
る
こ
と
に
よ
り
実
施
さ
れ

る
。
現
在
、
実
施
さ
れ
て
い
る
制
裁

の
概
要
は
図
表
１
の
と
お
り
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
、
外
為
法
に
基
づ
く

輸
出
入
の
禁
止
等
の
措
置
に
つ
い
て

は
経
済
産
業
省
が
所
管
し
て
い
る
。

制
裁
の
実
効
性
を

担
保
す
る
外
為
検
査

１

検
査
の
目
的

外
国
為
替
検
査
は
以
前
、
主
と
し

て
外
国
為
替
公
認
銀
行（
為
銀
）の
健

全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
実
施
し
て

い
た
。
し
か
し
、
１
９
９
８
年
の
外

為
法
改
正
に
よ
り
為
銀
制
度
が
廃
止

さ
れ
、
対
外
取
引
が
自
由
に
な
る
一

方
、
経
済
制
裁
の
実
施
や
資
金
洗
浄

（
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
）対
策

が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
財
務

省
は
０３
年
１
月
の
外
国
為
替
検
査
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
制
定
お
よ
び
同
年
７
月

の
為
替
実
査
室
の
設
置
に
よ
り
、
検

査
体
制
の
整
備
・
強
化
を
図
っ
た
。

前
述
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
制
裁

措
置
は
国
際
的
な
協
力
の
下
で
行
わ

れ
て
お
り
、
わ
が
国
は
こ
れ
を
確
実

に
実
施
し
て
い
く
た
め
、
預
金
や
外

国
送
金
業
務
を
行
っ
て
い
る
金
融
機

関
等
に
対
し
て
外
為
法
令
等
に
基
づ

く
各
種
義
務
を
課
し
て
い
る
。
外
国

為
替
検
査
は
制
裁
実
施
に
よ
り
禁
止

さ
れ
た
送
金
を
扱
っ
て
い
な
い
か
な

ど
金
融
機
関
等
に
お
け
る
外
為
法
令

等
に
基
づ
く
各
種
義
務
の
適
正
な
履

行
状
況
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
内
部
管

理
体
制
の
整
備
を
促
す
こ
と
に
よ

〔図表１〕 外為法に基づく資産凍結等の措置（１０年１２月１０日現在）

対象者数

１０個人

５１８個人・団体

２９７個人・団体

５３個人・団体

２６個人・団体

３個人

４個人

１６個人・団体

１３個人・団体
（うち３団体は１６９５号
に基づいて措置済み）

資金使途規制

１１６個人・団体

資金使途規制

１２７個人・団体

９個人・団体

実施根拠

�
�

�
�

ＥＵ決議２４８８号
など

国連安保理決議
１２６７号ほか

国連安保理決議
１３７３号

国連安保理決議
１４８３号

国連安保理決議
１５３２号

国連安保理決議
１５９６号

国連安保理決議
１５７２号

国連安保理決議
１５９１号

国連安保理決議
１６９５号

国連安保理決議
１７１８号

国連安保理決議
１８７４号

国連安保理決議
１７３７号、１７４７号、
１８０３号、１９２９号

国連安保理決議
１８４４号

実施時期

０１年２月～

０１年９月～

０１年１２月～

０３年５月～

０４年８月～

０５年１１月～

０６年３月～

０６年６月～

０６年９月～

０９年５月～

０９年７月～

０７年２月～

１０年８月～

１０年９月～

１０年６月～

送金規制等の対象

ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大
統領および関係者

タリバーン関係者等

テロリスト等

イラク前政権の機関等・イラク前政
権の高官またはその関係者等

リベリア前政権の高官またはその関
係者等

コンゴ民主共和国に対する武器禁輸
措置等に違反した者等

コートジボワールにおける和平等に
対する脅威を構成する者等

スーダンにおけるダルフール和平阻
害関与者等

北朝鮮のミサイルまたは大量破壊兵
器計画に関連する者等

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊
兵器関連および弾道ミサイル関連計

画に関与する者

北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連
またはその他の大量破壊兵器関連の
計画または活動に貢献しうる活動

イランの拡散上機微な核活動および
核兵器運搬手段の開発に関与する者

イランの核活動および核兵器運搬手
段の開発に関連する活動

核技術等に関連するイランによる投
資を禁止する業種

イランへの大型通常兵器等の供給に
関連する活動

イランの核活動等に寄与しうる者

ソマリアに対する武器禁輸措置等に
違反した者等

外国為替検査の留意点�
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り
、
外
為
法
に
基
づ
く
資
産
凍
結
な

ど
の
経
済
制
裁
措
置
等
の
実
効
性
を

担
保
す
る
た
め
に
実
施
し
て
い
る
。

２

実
施
状
況

外
国
送
金
を
取
り
扱
う
約
２
７
０

の
金
融
機
関
に
対
し
て
、
お
も
に
経

済
制
裁
措
置
の
履
行
状
況
に
関
す
る

検
査
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国

為
替
業
務
の
う
ち
両
替
の
み
を
取
り

扱
う
約
１
６
０
の
金
融
機
関
お
よ
び

非
金
融
機
関
で
あ
る
約
１
７
０
の
両

替
業
者
に
対
し
て
は
、
外
為
法
お
よ

び
「
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止

に
関
す
る
法
律
」（
犯
収
法
）
に
基

づ
く
検
査
（
テ
ロ
資
金
対
策
と
し
て

の
本
人
確
認
義
務
や
疑
わ
し
い
取
引

の
届
出
状
況
等
を
確
認
す
る
検
査
）

を
実
施
し
て
い
る
。

検
査
期
間
は
外
国
為
替
業
務
の
取

扱
量
等
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
つ

の
検
査
対
象
機
関
に
つ
き
１
日
か
ら

１
週
間
程
度
で
あ
る
。
な
お
、
検
査

に
際
し
て
は
「
外
国
為
替
検
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
」
を
制
定
し
、
検
査
に
関
す

る
行
政
当
局
の
基
本
的
な
考
え
方
、

検
査
趣
旨
、
検
査
事
項
、
検
査
方
法

等
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、

検
査
事
項
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

を
明
示
し
て
い
る
。
外
国
為
替
検
査

の
実
施
状
況
は
図
表
２
の
と
お
り
で

あ
る
。

３

対
応
状
況
と
留
意
点

外
為
法
に
基
づ
く
金
融
面
の
制
裁

措
置
の
う
ち
金
融
機
関
に
か
か
わ
る

も
の
は
、
資
本
取
引
（
お
も
に
預
金

取
引
）
規
制
と
支
払
規
制
（
送
金
）

の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
金
融
機
関

は
顧
客
と
の
間
の
預
金
取
引
等
お
よ

び
顧
客
の
送
金
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
規
制
に
抵
触
し
な
い
旨
の
確
認

を
行
う
必
要
が
あ
る
。
外
国
為
替
検

査
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
、
金

融
機
関
に
お
け
る
対
応
状
況
お
よ
び

留
意
点
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

�
資
本
取
引
（
お
も
に
預
金
取
引
）

預
金
取
引
に
関
し
て
は
、
新
た
な

経
済
制
裁
対
象
者
が
追
加
等
さ
れ
た

場
合
に
、
既
存
預
金
口
座
に
当
該
制

裁
対
象
者
の
預
金
口
座
が
紛
れ
て
い

な
い
か
を
確
認
す
る
た
め
の
照
合
、

お
よ
び
新
規
預
金
口
座
を
開
設
す
る

に
あ
た
っ
て
当
該
新
規
顧
客
が
制
裁

対
象
者
か
否
か
の
確
認

を
求
め
て
い
る
。
い
ず

れ
も
金
融
機
関
に
と
っ

て
は
、
重
大
な
外
為
法

違
反
と
な
る
制
裁
対
象

者
と
の
直
接
（
自
己
）

取
引
を
回
避
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
で
あ

る
。
１０
年
９
月
に
発
動

さ
れ
た
イ
ラ
ン
に
対
す

る
制
裁
措
置
で
は
、
資

産
凍
結
の
た
め
の
資
本

取
引
規
制
と
し
て
、
外
務
省
告
示
に

よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
イ
ラ
ン
の
１５
行

と
の
間
の
コ
ル
レ
ス
関
係
の
停
止
を

図
っ
た
。

�
制
裁
対
象
者
が
追
加
等
さ
れ
た
場

合
の
既
存
預
金
口
座
の
照
合

制
裁
対
象
者
が
追
加
・
変
更
さ
れ

た
場
合
に
は
、
財
務
省
国
際
局
調
査

課
外
国
為
替
室
か
ら
金
融
機
関
に
対

し
て
、
当
該
制
裁
対
象
者
名
義
の
預

金
口
座
等
の
有
無
に
つ
き
、
外
為
法

令
に
基
づ
く
特
別
の
報
告
を
求
め
て

い
る
。
金
融
機
関
に
お
い
て
は
、
全

預
金
口
座
（
ま
た
は
全
顧
客
情
報
フ

ァ
イ
ル
）
を
対
象
に
照
合
す
る
こ
と

が
一
般
的
だ
。
外
国
為
替
検
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
で
は
、
外
務
省
告
示
で
指
定

し
て
い
る
制
裁
対
象
者
の
英
字
名
お

よ
び
仮
名
名
に
つ
い
て
単
語
ご
と
の

検
索
を
実
施
す
る
等
の
方
法
で
類
似

す
る
預
金
口
座
名
義
を
抽
出
し
た
う

え
で
、
幅
広
い
候
補
か
ら
順
次
絞
り

込
ん
で
い
く
と
い
っ
た
方
法
に
よ
る

適
切
な
照
合
を
行
い
、
照
合
結
果
を

記
録
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
重
大
な
不
備
と
し

て
、
仮
名
名
の
み
の
完
全
一
致
検
索

し
か
行
わ
な
か
っ
た
た
め
に
制
裁
対

〔図表２〕 外国為替検査の実施状況

検査実施件数（実績）

０９年度

５

２２

３８

９２

２

０

９

１６８

（注）０６年秋の対北朝鮮制裁措置に係る特別検査を含む。

０８年度

１

１３

５１

５２

４

０

１４９

２７０

０７年度

８

２３

５９

５０

６

１

２２

１６９

０６年度

１８

８３

１３３

１０４

１０

２

１０

３６０（注）

０５年度

１０

１９

３０

３１

４

０

７

１０１

都市銀行
信託銀行

在日外国銀行
外資系信託銀行

地方銀行

信用金庫

その他金融機関

証券会社

両替業者

計
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象
者
口
座
を
看
過
し
て
い
た
事
例

（
英
字
名
に
よ
る
単
語
ご
と
の
検
索

を
行
え
ば
発
見
で
き
た
も
の
）
や
、

金
融
機
関
名
義
の
預
金
口
座
を
照
合

対
象
か
ら
除
外
し
た
た
め
に
制
裁
対

象
者
口
座
を
看
過
し
て
い
た
事
例
な

ど
が
あ
っ
た
。
既
存
預
金
口
座
の
照

合
に
つ
い
て
は
、
顧
客
名
義
管
理
シ

ス
テ
ム
の
検
索
機
能
や
英
字
名
お
よ

び
仮
名
名
の
登
録
状
況
等
も
把
握

し
、
保
有
し
て
い
る
預
金
口
座
に
制

裁
対
象
者
口
座
が
紛
れ
こ
ん
で
い
な

い
か
ど
う
か
の
照
合
を
確
実
に
行
う

必
要
が
あ
る
。

�
新
規
預
金
口
座
開
設
の
際
の
制
裁

対
象
者
か
否
か
の
確
認

顧
客
の
新
規
預
金
口
座
開
設
の
際

に
当
該
顧
客
が
制
裁
対
象
者
か
否
か

を
確
認
す
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
日
本
で
設
立
さ
れ
た
法
人
・
団

体
や
日
本
人
名
と
思
わ
れ
る
氏
名
は

制
裁
対
象
者
に
含
ま
れ
て
い
な
い
た

め
、
非
居
住
者
で
あ
る
法
人
・
団
体

・
個
人
お
よ
び
居
住
者
で
あ
る
外
国

人
（
明
ら
か
に
制
裁
対
象
者
で
は
な

い
と
判
断
で
き
る
日
本
人
名
の
者
を

除
く
）
に
つ
い
て
、
検
索
可
能
な
制

裁
対
象
者
リ
ス
ト
を
活
用
し
、
顧
客

の
英
字
名
お
よ
び
仮
名
名
を
単
語
ご

と
に
検
索
す
る
等
の
方
法
で
類
似
す

る
名
義
を
抽
出
し
た
う
え
で
幅
広
い

候
補
か
ら
順
次
絞
込
み
を
行
っ
て
い

く
等
の
確
認
を
行
い
、
確
認
結
果
等

を
記
録
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

金
融
機
関
が
独
自
に
整
備
し
て
い

る
制
裁
対
象
者
リ
ス
ト
に
制
裁
対
象

者
の
別
称
が
入
力
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
事
例
や
、
居
住
者
で
あ
る
外
国
人

に
つ
い
て
確
認
し
て
い
な
い
事
例
が

み
ら
れ
た
が
、
当
然
な
が
ら
制
裁
対

象
者
の
別
称
も
含
め
て
確
認
す
る
と

と
も
に
、
外
国
人
に
つ
い
て
は
居
住

者
で
あ
っ
て
も
念
の
た
め
制
裁
対
象

者
か
否
か
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

�
支
払
規
制
（
送
金
）

顧
客
の
送
金
（
仕
向
・
被
仕
向
送

金
）
に
係
る
確
認
義
務
に
関
し
て

は
、
外
為
法
第
１７
条
に
お
い
て
「
銀

行
等
は
そ
の
顧
客
の
支
払
等
が
経
済

制
裁
等
規
制
に
該
当
し
な
い
こ
と
等

を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該

為
替
取
引
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」

旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
経
済

制
裁
措
置
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た

め
に
、
為
替
取
引
（
送
金
）
を
業
と

し
て
行
う
金
融
機
関
に
対
し
て
、
顧

客
の
支
払
い
等
が
規
制
に
抵
触
し
な

い
こ
と
の
確
認
を
法
令
上
義
務
付
け

た
も
の
で
あ
り
、
送
金
ご
と
に
確
認

義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
原
則
と
し

て
い
る
。
な
お
、
本
確
認
義
務
は
１０

年
４
月
以
降
に
業
務
を
開
始
し
た
外

国
送
金
を
取
り
扱
っ
て
い
る
「
資
金

移
動
業
者
」
に
も
課
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
行
規
制
上
、
顧
客
の
送
金
に
つ

い
て
、
�
制
裁
対
象
者
に
対
す
る
支

払
い
等
で
は
な
い
こ
と
、
�
貿
易
・

役
務
・
資
本
取
引
等
の
規
制
に
抵
触

す
る
支
払
い
等
で
は
な
い
こ
と
、
�

資
金
使
途
規
制
に
抵
触
す
る
支
払
い

等
で
は
な
い
こ
と
、
の
３
点
に
つ
い

て
適
切
に
確
認
義
務
を
履
行
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

�
制
裁
対
象
者
に
対
す
る
支
払
規
制

へ
の
対
応

本
規
制
に
関
し
て
は
、
多
く
の
金

融
機
関
に
お
い
て
、
制
裁
対
象
者
リ

ス
ト
等
を
組
み
込
ん
だ
い
わ
ゆ
る
自

動
照
合
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
ス
イ

フ
ト
電
文
の
確
認
を
行
っ
て
お
り
、

外
国
為
替
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、

自
動
照
合
シ
ス
テ
ム
で
検
出
さ
れ
た

案
件
に
つ
い
て
慎
重
な
確
認
を
経
て

送
金
の
可
否
の
判
断
を
行
い
、
記
録

を
残
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

自
動
照
合
シ
ス
テ
ム
は
金
融
機
関

独
自
で
開
発
し
て
い
る
場
合
と
、
外

部
業
者
か
ら
シ
ス
テ
ム
を
購
入
し
て

い
る
場
合
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、

制
裁
対
象
者
の
名
称
に
つ
い
て
先
頭

の
単
語
が
省
略
さ
れ
た
場
合
に
は
検

出
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
例
が
多
く

み
ら
れ
た
。
少
な
く
と
も
わ
が
国
と

関
係
の
深
い
制
裁
対
象
国
の
対
象
者

名
義
に
つ
い
て
は
、
登
録
方
法
等
を

工
夫
し
て
適
切
に
検
出
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
お
、

自
動
照
合
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い

な
い
金
融
機
関
は
、
検
索
可
能
な
制

裁
対
象
者
リ
ス
ト
を
活
用
し
て
送
金

の
受
取
人
等
に
つ
い
て
単
語
ご
と
の

確
認
を
行
い
、
確
認
結
果
等
を
記
録

外国為替検査の留意点�
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す
る
必
要
が
あ
る
。

�
貿
易
規
制
（
主
と
し
て
輸
入
等
禁

止
措
置
）
へ
の
対
応

貿
易
規
制
の
う
ち
最
も
代
表
的
な

も
の
は
北
朝
鮮
関
連
で
、
同
国
と
の

間
の
輸
出
入
は
外
為
法
に
基
づ
き
経

済
産
業
省
に
よ
り
全
面
的
に
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
０６
年
１０

月
以
降
、
北
朝
鮮
を
原
産
地
ま
た
は

船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
お
よ

び
仲
介
貿
易
が
禁
止
さ
れ
、
０９
年
６

月
に
は
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸

出
お
よ
び
仲
介
貿
易
に
つ
い
て
も
全

面
的
に
禁
止
さ
れ
た
。
金
融
機
関
は

輸
入
代
金
等
の
送
金
の
際
に
、
当
該

規
制
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。
確
認
の
方
法
と
し

て
は
、
送
金
の
際
に
顧
客
か
ら
当
該

貨
物
の
原
産
地
等
の
申
告
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
、
本
規
制
に
抵
触
し
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
。

本
規
制
に
つ
い
て
は
、
送
金
先
に

関
係
な
く
す
べ
て
の
輸
入
代
金
等
の

送
金
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
必
要
が

あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
Ｗ
Ｅ

Ｂ
送
金
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を

活
用
し
て
顧
客
か
ら
送
金
を
受
け
付

け
る
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
も
１
件
ご

と
に
本
規
制
に
抵
触
し
な
い
か
確
認

す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
必
要
に

応
じ
て
顧
客
に
対
し
て
規
制
の
概
要

を
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
送
金
受
付
画
面
等
で
）

説
明
の
う
え
、
当
該
規
制
に
抵
触
し

な
い
旨
、
顧
客
か
ら
申
告
を
受
け
る

こ
と
も
許
容
し
て
い
る
。

�
資
金
使
途
規
制
へ
の
対
応

本
規
制
は
、
０７
年
２
月
の
イ
ラ
ン

の
核
開
発
等
、
０９
年
７
月
の
北
朝
鮮

の
核
開
発
等
、
１０
年
８
月
お
よ
び
９

月
の
イ
ラ
ン
へ
の
大
型
通
常
兵
器
供

給
活
動
等
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
て
い

る
。
北
朝
鮮
規
制
に
関
し
て
は
す
べ

て
の
仕
向
・
被
仕
向
送
金
、
イ
ラ
ン

規
制
に
関
し
て
は
す
べ
て
の
仕
向
送

金
・
イ
ラ
ン
か
ら
の
被
仕
向
送
金
に

つ
い
て
確
認
す
べ
き
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

仕
向
送
金
の
確
認
方
法
は
、
す
べ

て
の
送
金
に
つ
い
て
顧
客
か
ら
当
該

規
制
に
抵
触
し
な
い
旨
の
申
告
を
受

け
る
方
法
が
基
本
で
あ
る
が
、
顧
客

が
記
入
し
た
送
金
目
的
等
か
ら
当
該

規
制
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
方
法
も
認
め
て
い
る
。
海
外
の
受

取
人
住
所
や
、
被
仕
向
銀
行
お
よ
び

過
去
の
取
引
実
績
な
ど
か
ら
当
該
規

制
に
抵
触
す
る
疑
い
の
あ
る
送
金
の

場
合
に
は
、
必
要
な
資
料
の
提
示
等

を
求
め
る
な
ど
慎
重
な
確
認
を
行
う

こ
と
も
求
め
て
い
る
。

一
方
、
被
仕
向
送
金
の
確
認
方
法

は
、
送
金
到
着
時
に
受
取
人
に
連
絡

し
、
送
金
目
的
等
を
把
握
す
る
こ
と

が
一
般
的
と
思
わ
れ
る
が
、
自
動
照

合
シ
ス
テ
ム
に
資
金
使
途
規
制
に
関

連
す
る
単
語
を
登
録
し
、
海
外
の
送

金
人
住
所
や
仕
向
銀
行
等
が
北
朝
鮮

な
い
し
イ
ラ
ン
関
連
で
は
な
い
こ
と

を
確
認
し
、
当
該
規
制
に
関
係
す
る

送
金
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
場
合
に
は

慎
重
な
確
認
を
行
う
と
い
う
方
法
も

許
容
し
て
い
る
。

国
際
社
会
の
要
請

金
融
機
関
は
理
解
を

国
連
安
保
理
決
議
等
に
基
づ
く
経

済
制
裁
措
置
や
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン

ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策

に
関
す
る
金
融
活
動
作
業
部
会
」

（
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
）
の
勧
告
な
ど
、
テ
ロ

資
金
供
与
対
策
等
に
関
す
る
国
際
社

会
か
ら
の
要
請
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ

て
い
る
。
経
済
制
裁
措
置
へ
の
対
応

に
関
し
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容
も

複
雑
・
多
様
化
し
て
お
り
、
こ
う
し

た
国
際
的
な
要
請
に
適
切
に
応
え
る

た
め
の
事
務
処
理
体
制
の
整
備
の
重

要
性
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
に
ぜ
ひ

理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
検
査
に

お
い
て
も
取
引
の
実
態
等
を
的
確
に

把
握
し
つ
つ
、
機
動
的
に
、
効
率
的

か
つ
実
効
性
の
あ
る
検
査
を
引
き
続

き
目
指
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

（
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、

筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
）

〔
参
考
〕

経
済
制
裁
措
置：

http
://w

w
w

.m
of.

go
.jp

/jouhou
/kokkin

/keizaiseisai

soti.htm

外
国
為
替
検
査：

http
://w

w
w

.m
of.

go
.

jp
/

jouhou
/

kokkin
/

gai

tam
ekensa.htm

（
わ
け

や
す
ひ
こ
）
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全
体
的
に
は
堅
調
な
内
容
、�

現
在
の
収
益
基
盤
を
い
か
に
守
る
か
に
注
目�

野
村
証
券
金
融
経
済
研
究
所�

ア
ナ
リ
ス
ト
　
佐
藤
　
雅
彦�

与
信
費
用
減
少
で
増
益

コ
ア
業
純
減
少
が
続
く

上
場
地
銀
６０
行
合
計
の
連
結
純
利

益
は
前
年
同
期
比
２８
％
増
益
と
、
２

０
１
０
年
３
月
期
初
か
ら
続
く
利
益

回
復
傾
向
が
継
続
し
た
形
と
な
っ
た

（
図
表
１
）。

利
益
回
復
に
最
も
大
き
く
寄
与
し

た
の
は
、
与
信
費
用
が
同
４９
％
減

（
実
質
ベ
ー
ス
）
と
大
幅
に
減
少
し

た
点
で
あ
り
、
実
質
与
信
費
用
比
率

は
１６
ｂ
ｐ
と
、
金
融
危
機
前
の
０８
年

３
月
期
を
も
下
回
る
水
準
に
ま
で
低

下
し
た
。
与
信
費
用
が
各
地
域
の
景

況
回
復
に
先
行
す
る
形
で
減
少
し
て

い
る
背
景
に
は
、
政
策
効
果
が
あ

る
。
緊
急
保
証
制
度
に
よ
る
中
小
企

業
向
け
の
資
金
繰
り
支
援
の
浸
透

は
、
中
小
企
業
の
倒
産
減
少
に
効
果

を
発
揮
し
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
改
定
や
金
融
円
滑
化
法
の
施
行
に

よ
り
、
地
銀
各
行
で
は
債
務
者
区
分

の
下
方
遷
移
が
従
来
に
比
べ
て
発
生

し
に
く
く
な
っ
た
。

コ
ア
業
務
純
益
は
上
場
地
銀
６０
行

合
計
で
、
前
年
同
期
比
５
％
減
と
減

益
傾
向
に
歯
止
め
は
か
か
ら
な
か
っ

た
（
図
表
２
）。
資
金
利
益
減
少
の

影
響
が
最
も
大
き
く
、
経
費
を
減
少

さ
せ
た
銀
行
が
少
な
か
っ
た
点
も
影

響
し
て
い
る
。

１０
年
度
通
期
の
業
績
計
画
で
は
、

全
体
で
は
足
も
と
の
与
信
費
用
減
少

か
ら
業
績
予
想
を
小
幅
に
引
き
上
げ

る
銀
行
が
多
か
っ
た
。
一
方
で
資
金

利
益
が
計
画
対
比
減
少
し
た
点
を
ふ

ま
え
、
コ
ア
業
務
純
益
計
画
を
下
方

修
正
す
る
銀
行
も
目
立
つ
。
大
手
地

銀
を
中
心
に
貸
出
金
利
回
り
が
想
定

以
上
に
低
下
し
、
利
ザ
ヤ
の
縮
小
は

こ
の
９
月
期
決
算
で
も
注
目
さ
れ

た
。貸

出
金
利
回
り
は
、
日
本
銀
行
の

追
加
金
融
緩
和
に
よ
る
Ｔ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ

低
下
を
主
因
に
、
大
手
地
銀
を
中
心

に
計
画
を
軒
並
み
下
回
っ
た
（
図
表

３
）。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
向
け

融
資
や
変
動
金
利
の
住
宅
ロ
ー
ン
が

大
き
く
増
加
し
た
地
域
で
は
、
貸
出

金
利
回
り
の
低
下
幅
は
さ
ら
に
大
き

か
っ
た
。
金
利
改
定
の
進
�
に
伴
い

預
金
金
利
も
低
下
し
た
た
め
、
影
響

は
一
定
程
度
減
殺
さ
れ
た
が
、
預
貸

金
利
回
差
は
上
場
６０
行
平
均
で
前
年

同
期
比
４
ｂ
ｐ
縮
小
し
、
資
金
利
益

な
ら
び
に
コ
ア
業
務
純
益
減
少
の
大

き
な
要
因
と
な
っ
た
。

貸
出
金
末
残
は
１０
年
３
月
末
比
ほ

ぼ
横
ば
い
と
な
っ
た
（
図
表
４
）。

２
０
１
０
年
９
月
期
の
地
銀
決
算
は
、
全
体
で
は
与
信
費
用
減
少
に
伴
う
利
益
回
復
が
続
き
、
堅
調
な
内

容
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
コ
ア
業
務
純
益
の
水
準
低
下
は
続
き
、
利
益
回
復
後
の
収
益
動
向
に
は
不
安
も

残
る
。
大
幅
な
増
益
シ
ナ
リ
オ
を
描
く
要
素
に
乏
し
い
な
か
で
、
地
銀
各
行
が
現
在
の
収
益
基
盤
を
い
か

に
守
る
か
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
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内
訳
で
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
同
１
％

増
、
大
・
中
堅
企
業
向
け
が
地
方
公

共
団
体
向
け
を
中
心
に
同
２
％
増
と

な
っ
た
が
、
中
小
企
業
向
け
は
同
２

％
減
と
な
っ
た
。
住
宅
ロ
ー
ン
は
フ

ラ
ッ
ト
３５
Ｓ
の
急
拡
大
の
影
響
が
大

都
市
圏
以
外
を
中
心
に
広
が
り
つ
つ

あ
り
、
民
間
の
住
宅
ロ
ー
ン
の
増
勢

を
鈍
化
さ
せ
て
い
る
。
中
小
企
業
向

け
は
設
備
資
金
需
要
が
乏
し
く
、
運

転
資
金
需
要
も
緊
急
保
証
制
度
導
入

後
の
反
動
減
が
続
い
て
い
る
が
、
大

〔図表１〕 決算概況 （単位 百万円、％）
会社予想連結純利益

進�率
―

４６．７
８２．７
７０．７
―
―

５２．４
４８．５
６９．８
４２．９
５０．５
５３．３
６０．０
９６．３
４３．０
５６．２
５９．２
２５．０
４８．１
５５．８
７４．９
８１．３
４９．１
―

１５１．０
６２．９
６５．４
４９．４
４３．１
６１．６
５９．３
６１．３
３７．２
５８．４
３４．１
６４．４
６５．０
５８．４
８６．０
５９．５
５２．３
６２．３
４９．４
―

５９．１
４３．１
６２．８
７０．９
―

８９．２
４３．９
５６．６
６７．５
―

６４．１
７０．２
４５．２
４９．１
５１．５
５８．８

（注） 一部行の経常利益・純利益は単体を代用。連結ベースで明示されていない銀行は「―」。
（出所） 会社資料等から野村証券金融経済研究所作成、以下の表同じ。

１１年３月期通期
―

３，１００
１，８００
２，５００
―
―

４，３００
５，３２０
６００

１５，０００
６，６００
１８，５００
１９，０００
２，０００
６，３００
４１，５００
７，０００
２，９００
４４，０００
７，５００
４，２００
６，６００
１７，８００

―
３１０
４，２００
５，０００
３３，５００
１４，７００
４，０００
７，７００
７，４００
３，２００
６，２００
５，０００
１８，６００
８，０００
６，０００
６，３００
１，２００
８，６００
１２，５００
１４，４００

―
３，７００
４，４００
１４，２００
３，６００
―

５２，５００
７６０
３，７００
７，０００
―

９，０４０
５，４００
５，０００
９，３００
４，８００
５，６００

会社予想連結経常利益
進�率

―
５４．６
４８．１
６７．２
―
―

５６．４
４７．６
８５．７
５９．７
５２．２
５６．６
５６．６
９４．３
５０．６
５５．４
５２．６
２２．６
４７．７
５２．７
５２．２
６８．０
５２．５
―

７５．６
７４．３
６９．２
５１．４
４１．９
５５．２
５７．５
５８．９
４２．１
５１．８
５５．２
６６．１
６５．９
６４．０
５８．２
５４．２
５８．３
６１．２
４８．８
―

５７．２
４１．９
６７．７
８３．９
―

６０．８
４２．６
６４．５
５８．０
―

５３．２
６３．８
４４．８
４８．９
４８．２
５６．４

１１年３月期通期
―

５，７００
４，０００
６，１００
―
―

７，７００
８，８２０
１，０００
２２，０００
１１，１００
３２，５００
３０，０００
２，６００
１１，４００
６６，０００
６，４００
５，３００
７６，５００
１３，０００
５，３００
１０，３００
３５，０００

―
７００
６，９００
９，４００
５８，０００
２３，０００
４，２００
１４，１００
１４，７００
５，７００
１１，２００
９，０００
３２，６００
７，０００
１１，５００
１０，９００
２，１００
１７，８００
２１，５００
２５，６００

―
６，９００
７，０００
２３，５００
４，４００
―

３２，０００
１，６００
８，０００
７，５００
―

１５，７００
１０，４００
７，７００
１６，５００
７，５００
１１，１００

連結純利益
前年同期比

４．０
６８．１
５７．０
�３８．１
３２．７
２７．２
７９．８
�１７．４
２９．３
５７．７
１０．７
１４．３
５３．７
�５．９
９８．２
４０．２
４８．９
�４７．８
６４．９
�１４．９
３５．３
３．０倍
６．４
�４．８
２．０
�３５．６
�２．７
�５．２
�７．７
�１２．０
３２．０
�１．０
�０．２
５４．０
�３８．４
４４．２
�１３．６
�２８．１
２．５倍
�３１．１
８．３
２．０倍
４０．４
２２．８
２８．２
２．３倍
２．１倍
５０．６
�４４．６
５．２倍
３７．４
�３．２
５１．５
２．１倍
３６．９
１６．４
�６６．１
�７．９
�１４．６
�２３．７

３，９７４
１，４４７
１，４８８
１，７６８
１，００６
１，０７９
２，２５３
２，５７８
４１９
６，４３３
３，３３２
９，８５２
１１，４００
１，９２６
２，７１２
２３，３２１
４，１４６
７２５

２１，１５４
４，１８４
３，１４５
５，３６３
８，７４４
７，２２３
４６８
２，６４２
３，２６９
１６，５６３
６，３２９
２，４６２
４，５６６
４，５３３
１，１９０
３，６２１
１，７０５
１１，９７８
５，１９９
３，５０５
５，４１９
７１４
４，５０１
７，７８８
７，１１０
８，６７６
２，１８５
１，８９７
８，９１３
２，５５３
１４，３０４
４６，８４６
３３４
２，０９３
４，７２８
６，７３８
５，７９５
３，７９１
２，２６１
４，５６９
２，４７２
３，２９２

連結経常利益
前年同期比

５３．２
２．７倍
８．０
�１２．８
２４．５
３２．５
８４．１
�１５．３
３３．５
８７．１
２２．８
２５．３
７６．６
１９．４
２．３倍
５９．０
２．６
�４５．１
７０．２
３．０
�１０．９
２．３倍
１８．２
２３．４
１７．８
８７．０
１４．６
３．７
�１１．３
１８．１
５１．４
３．０
１５．５
２４．０
�９．４
４５．８
�４１．４
１５．６
５８．８
�４１．７
１１．８
７３．３
４４．５
１４．０
２２．１
２．９倍
２．４倍
６．２倍
５０．０
３４．１
５．６
４３．５
１９．９
２．１倍
２４．２
５．０
�４９．６
�１．９
�２０．７
�６．４

６，６９７
３，１１１
１，９２３
４，０９８
１，５６５
１，８９７
４，３４４
４，１９５
８５７

１３，１３６
５，７８９
１８，３９６
１６，９７９
２，４５１
５，７７０
３６，５９５
３，３６９
１，１９７
３６，５０８
６，８５７
２，７６５
７，００５
１８，３７０
１２，１５５
５２９
５，１２５
６，５０１
２９，７９５
９，６２６
２，３１８
８，１０９
８，６６０
２，４０１
５，７９６
４，９６９
２１，５６３
４，６１３
７，３６５
６，３４１
１，１３８
１０，３８２
１３，１５９
１２，５０４
１３，２００
３，９４５
２，９３４
１５，９０８
３，６９２
２３，００８
１９，４４２
６８１
５，１５８
４，３５１
６，７８３
８，３５８
６，６３９
３，４５２
８，０６４
３，６１５
６，２５６

北海道
青森
みちのく
秋田
北都
荘内
山形
岩手
東北
七十七
東邦
群馬
常陽
筑波
武蔵野
千葉
千葉興業
東京都民
横浜
第四
北越
山梨中央
八十二
北陸
富山
北国
福井
静岡
スルガ
清水
大垣共立
十六
三重
百五
滋賀
京都
池田泉州
南都
紀陽
鳥取
山陰合同
中国
広島
山口
阿波
百十四
伊予
四国
福岡
西日本シティ
筑邦
佐賀
十八
親和
肥後
大分
宮崎
鹿児島
琉球
沖縄
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〔図表２〕 本業収益状況（単体） （単位 百万円、％）

株式等
関係損益

�８１５
�５０７
�３９９
１，５１６
�１２
２３
�２８９
２５７
�１１７
�１４７
�４２４
�１，００２
�６４６
�７９９
�９９６
�８３１
�３２９
１，４８７
�１，８６２
�６４３
�８５
�９７６
�３，９９６
�１，３７９
�８０

�１，３５７
�１４

�１，７５３
�９０６
�２７７
�１，０７１
�１，８４１
�１９１
�１，１９８
�７５６
�１２６
�１，６０１
�１，３２６
�２，７６７
�１１８
�８６８
�１，３０１
�４，５２９
�２７１
�２４

�３，９６４
�７９６
�２０１
�１３３
�１，６１０
�１９５
�１６９
�１，２３６

８
�２，７７４
�２０２
�２，７４１
１０
�４４
�９４６

国債等
関係損益

３，７１９
６２１
�１３０
６５９
３０２
�２３
６８２
３５４
６１７
４０４
２，５７４
７４１
２，９０３
１，４４０
�１，３８８
２，４１０
２５３
２，８６０
�２０４
�２０４
�５９０
１，０９６
３，５１５
�６７７
２７７
７０３
２９３
５，２０９
３４２
１，１９３
２，９６０
１，１１１
�２９１
１，１６２
２，３５７
３，５２１
６，６２０
３，２９３
３，６６３
８０９
１，１１４
８０８
３，５３６
５，４２６
４４４
１，９１０
�２２６
５０２
６０４
�１１２
９１

１，６８４
�１２３
２，９７９
３２８
�１２９
１，５１６
３９１
�２５９
２，０６８

コア業務純益
前年
同期比
�２２．６
２４．７
�１８．５
�３４．７
８．３
３４．８
０．０
�４．７
�９．３
３．３
�３．３
３．４
�１０．５
�３８．１
１１．０
�９．８
�１２．４
４８．４
�８．６
�１２．５
２５．５
０．５
�１０．４
�１０．０
�１１．７
１．８
�６．１
�２．２
６．８
２０．４
�２３．９
�９．０
１４．８
�９．１
４．７
�３．２
１．５
�１１．６
�１６．６
�５６．１
�２．２
�４．８
８．１
�２９．４
２．５
�１．３
１０．８
２４．５
�４．６
３．７
�２４．１
�１６．１
�１．０
�６．３
５．１
�３．０
�２５．４
８．２
�２１．４
�１１．３

１０，０３８
４，２７０
２，９５７
３，４３５
２，２６２
２，１７０
３，５２９
５，７２８
９３５

１３，１４５
５，６９９
２０，８１２
２０，６８０
２，５７７
１１，４３３
３８，８２０
５，３９８
３，８９３
５３，７６４
９，３１９
４，２０９
６，２８０
１５，８４９
１７，５７２
６５６
８，３４８
６，６８２
３０，９６９
１７，０５０
１，７３８
７，０４１
８，８７９
２，９７０
６，４１１
９，０２０
１９，２８６
７，２２９
７，２４５
７，７１５
７８９

１０，０９２
１７，４００
２０，１２９
１０，０８７
９，５６５
９，６９３
１８，０４２
７，３５９
２９，３５５
２４，０２６
８２０
３，６８７
５，６１２
４，４６１
１１，０４６
６，７８６
４，５０１
８，８３８
３，７８２
５，１９１

コア
OHR

６８．５
７５．３
８０．５
８０．６
７６．５

�０．５ ７５．３

７０．０
８３．５
６８．５
７５．９
５９．１
６３．１
８５．９
６１．１
５０．８
６９．７
８０．７
４８．０
７０．４
７３．５
６９．６
６５．９
６０．２
７９．９
６５．６
５９．５
５６．９
５５．１
８３．０
７６．３
７３．７
７６．６
７７．５
７１．４
５９．１
７８．２
７７．６
７２．２
８７．１
６６．０
６２．８
５９．３
７２．６
５９．４
６６．１
５７．２
６４．２
５４．９
６０．５
８４．６
７７．２
７１．１
７２．６
６３．０
６８．４
７２．８
６８．７
７４．２
６４．１

経費（除臨時処理）
前年
同期比

２．６
�５．７
２．０
６．３
�３．２

７５．７１．１
�２．０
�０．３
�０．４
�０．２
�０．３
�０．８
０．８
�０．７
０．６
２．３
�２．２
�０．４
２．１
�７．９
０．３
０．１
２．８
２．６
�１．４
０．９
�１．３
�０．３
０．９
７．５
４．５
４．０
２．５
�１．４
２．４
４．１
�０．０
８．２
０．０
２．２
２．０
�２．５
１９．４
３．０
１．６
０．１
�１．９
�３．４
０．０
５．１
５．７
�０．８
�０．３
�０．８
３．２
３．５
�１．３
３．５
１．５

２１，８６９
１２，９９４
１２，１９５
１４，２８７
７，３７６
６，６１６
１１，０１９
１３，３５４
４，７３０
２８，５５９
１７，９８４
３０，１２０
３５，４２２
１５，７２４
１７，９４２
４０，０１３
１２，４１９
１６，２９６
４９，５６９
２２，２０９
１１，６５０
１４，３７６
３０，５６８
２６，５３９
２，６１２
１５，８８７
９，８１０
４０，９４６
２０，９４０
８，４５９
２２，７１３
２４，８３５
９，７４９
２２，０５９
２２，５４８
２７，８５８
２５，９１６
２５，０８８
２０，０７３
５，３１６
１９，６０１
２９，４１９
２９，３２０
２６，７４８
１３，９７０
１８，８７１
２４，０６７
１３，１８０
３５，７２０
３６，８６０
４，４９２
１２，４５２
１３，７８９
１１，７９３
１８，８１３
１４，７１８
１２，０６３
１９，４００
１０，９０４
９，２７５

役務取引等利益
前年
同期比
�５．３
�４．１
５４．９
６．７
１０．６
６５．７
�０．３
０．７
１７．２
�３．７
６．０
�３．５
�３．５
３．０
１４．４
８．８
２０．７
１２．０
６．３
２．４
�１．４
３．３
２．６
�４．１
１．２
０．０
０．８
�０．４
―

１２．５
０．１
４．８
�７．８
３．０
�１．８
３．８
５８．２
１９．７
�５．９
２０．６
４．９
４．４
１４．４
�４．２
�０．９
８．８
１０．６
３．９
３．１
２．９
�３．５
�２．１
１２．８
�１８．２
�２．７
５．０
４．７
３．０
�１６．４
１３．３

４，１６５
１，３２３
７３１
１，５９７
１，３８５
１，２７６
１，８６８
１，９０６
５５１
４，７４２
２，５９３
４，７４３
５，８９６
１，６１５
２，２１２
７，３９０
１，４２２
２，０８５
１６，０２０
３，８８１
１，１３０
２，３０６
５，２１７
６，６８０
２５６
２，９７３
１，６７０
７，４２９
�７２
１，１６２
３，１２０
３，３３１
１，８４５
３，５１２
３，１０８
３，４３５
１，９９８
３，５０３
２，０５７
５５１
２，４２５
７，１３６
７，４５１
３，３６７
２，３２４
３，００３
２，６２５
２，０６７
７，７２６
６，３０４
４９１
１，５２８
１，８５６
２，００２
３，４９１
２，６５０
２，６５５
３，６８１
８１５
９３９

資金利益
前年
同期比
�０．１
０．９
�５．２
�５．１
２．６
２．２
０．８
�１．４
�３．６
１．６
�０．９
１．８
�４．８
�７．１
１．８
�４．５
�３．０
�０．７
�７．９
�２．０
�１．６
�０．１
�２．７
�１．１
�１．１
�０．３
�２．２
�１．７
１．９
２．９
�０．４
０．１
６．３
�０．７
�０．３
�０．０
�１．０
�４．８
�０．１
�１．６
２．４
�２．６
�０．６
５．８
２．７
�１．７
２．９
６．０
�３．１
１．７
�０．４
�０．６
�２．７
�０．３
１．６
０．５
０．７
１．８
�３．５
�４．４

２８，７３１
１５，８９４
１４，２７９
１６，１７８
８，０７１
７，４０５
１２，６０５
１７，０９４
５，１０８
３６，７３７
２１，０４３
４５，７３５
４９，７５７
１６，６１９
２５，７３５
６９，５２６
１５，９１８
１６，６４６
８３，８２０
２７，１３８
１４，３７１
１８，２７７
４１，２９５
３６，１８６
２，９９６
２１，１０６
１４，６９３
６３，４６５
３８，０２６
９，０１０
２６，３０１
２９，７７２
１０，４０５
２４，８５２
２８，００１
４３，３１５
３０，５４２
２８，７９０
２５，４７５
５，８４６
２７，９０８
３８，７０６
４０，４２４
３４，６７７
２１，０４０
２４，７０５
３８，５７５
１８，２７７
５５，８０４
５４，０９３
４，８１７
１４，３１６
１７，１３０
１４，０１９
２６，２７３
１８，７６９
１４，０３３
２４，４７１
１３，７４２
１３，４１１

北海道
青森
みちのく
秋田
北都
荘内
山形
岩手
東北
七十七
東邦
群馬
常陽
筑波
武蔵野
千葉
千葉興業
東京都民
横浜
第四
北越
山梨中央
八十二
北陸
富山
北国
福井
静岡
スルガ
清水
大垣共立
十六
三重
百五
滋賀
京都
池田泉州
南都
紀陽
鳥取
山陰合同
中国
広島
山口
阿波
百十四
伊予
四国
福岡
西日本シティ
筑邦
佐賀
十八
親和
肥後
大分
宮崎
鹿児島
琉球
沖縄
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都
市
圏
な
ど
一
部
地
域
で
は
製
造
業

の
運
転
資
金
需
要
に
好
転
の
兆
し
が

み
え
る
。
預
金
残
高
は
同
１
％
増

で
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
か
ら
の
流
入
や

団
塊
世
代
の
退
職
金
の
流
入
が
依
然

続
い
て
い
る
。

地
銀
各
行
の
１０
年
９
月
期
決
算
に

お
い
て
は
、
債
券
関
係
損
益
の
改
善

が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
メ
ガ
バ
ン
ク

各
行
に
比
べ
収
益
貢
献
は
限
定
的

で
、
こ
の
点
が
メ
ガ
バ
ン
ク
各
行
と

地
銀
各
行
の
今
決
算
に
お
け
る
最
大

の
差
異
で
あ
っ
た
。
地
銀
各
行
で
は

債
券
売
却
益
を
積
極
的
に
計
上
す
る

動
き
は
少
な
く
、
株
式
関
係
損
益
の

悪
化
を
補
う
形
で
の
計
上
も
目
立
っ

た
。

潜
在
的
な
与
信
費
用
へ
の

対
応
が
課
題

今
後
の
地
銀
各
行
の
収
益
環
境
を

巡
る
論
点
と
し
て
は
、
ま
ず
与
信
費

用
の
潜
在
化
が
あ
げ
ら
れ
る
（
図
表

５
）。
与
信
費
用
減
少
の
背
景
に

は
、
政
策
効
果
の
影
響
が
大
き
い
。

０８
年
の
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改

定
に
よ
っ
て
、
中
小
企
業
保
護
の
色

彩
が
明
確
に
な
り
、
結
果
と
し
て
債

務
者
区
分
の
下
方
遷
移
は
構
造
的
に

発
生
し
に
く
く
な
り
、
与
信
費
用
は

減
少
し
た
。
０９
年
の
金
融
円
滑
化
法

の
制
定
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
後
押
し

し
た
。
ま
た
、
緊
急
保
証
制
度
は
制

度
導
入
か
ら
約
２
年
で
２０
兆
円
を
超

え
る
資
金
を
中
小
企
業
に
供
給
し
、

中
小
企
業
の
倒
産
抑
制
に
強
い
効
果

を
発
揮
し
た
。

社
会
的
存
在
と
し
て
の
銀
行
の
役

割
を
考
え
れ
ば
、
金
融
庁
や
各
銀
行

が
中
小
企
業
保
護
に
注
力
し
、
結
果

〔図表３〕 預貸金利回りの状況 （単位 ％）
有価証券利回り

前年同期比
増減
�０．０２
�０．０１
�０．５２
�０．１６
�０．０９
�０．１４
０．０４
�０．１２
�０．１８
０．０１
�０．０３
０．０５
０．００
０．０３
�０．０２
�０．０６
�０．３６
�０．２１
�０．２４
�０．１０
�０．０２
�０．０７
０．１０
０．１２
�０．３８
�０．０８
０．０４
０．１３
�０．２２
�０．０９
�０．１２
�０．１１
�０．０２
�０．０４
�０．１７
�０．２８
�０．０６
�０．０６
０．００
�０．３０
�０．０３
�０．０８
０．０４
０．１８
�０．０９
�０．２４
�０．２２
０．００
�０．１０
�０．０５
�０．２２
�０．０４
�０．０１
０．００
�０．０４
�０．０２
�０．０１
�０．０１
�０．１８
�０．４３

（注） 一部行の自己資本比率・Tier１比率は単体を代用。

０．９２
１．２１
１．１３
１．２８
０．９９
０．８７
１．１１
１．３７
０．７７
１．１２
１．０７
１．４２
１．０４
１．０７
１．１４
０．９９
１．０４
０．８３
０．９４
１．１０
１．１２
１．２０
１．３９
１．１５
１．５６
１．２４
１．１２
１．３７
０．４４
０．７６
１．２４
１．２０
１．１９
１．１８
１．１７
１．４０
１．０５
１．０３
１．３８
０．７９
１．５３
１．０８
１．１３
１．５３
１．３８
１．２９
１．５７
１．２８
０．９５
１．０１
１．１２
１．２３
１．２１
０．９８
１．２４
１．２３
１．１５
１．１６
０．８１
０．８５

�－�

�０．０６
�０．０４
�０．０２
�０．０６
�０．０２
�０．０６
�０．０７
�０．０４
�０．０４
�０．０７
�０．１１
�０．０３
�０．０９
０．１３
�０．０１
�０．１１
�０．０６
�０．０３
�０．０７
�０．０６
�０．０３
�０．０７
�０．１１
�０．０４
０．０２
０．００
０．０２
�０．０２
０．００
０．０３
�０．０４
�０．０４
０．０４
�０．０４
�０．０１
�０．０６
�０．０９
�０．０６
�０．１２
�０．０２
�０．０４
�０．０５
�０．０７
�０．０４
０．０７
０．０１
�０．０２
�０．０１
�０．０６
�０．０２
�０．０１
�０．０５
�０．１３
�０．０５
�０．０２
�０．０２
�０．０５
�０．０１
�０．０７
�０．０５

貸出金利回り
前年同期比
増減�
�０．１２
�０．１０
�０．０９
�０．１２
�０．０８
�０．１２
�０．１１
�０．１２
�０．１４
�０．１３
�０．１７
�０．０８
�０．１５
０．０４
�０．０９
�０．１６
�０．１４
�０．１０
�０．１２
�０．１２
�０．０９
�０．１４
�０．１７
�０．１１
�０．０７
�０．０９
�０．０７
�０．０９
�０．０９
�０．０８
�０．１０
�０．１０
�０．０８
�０．１２
�０．０８
�０．１５
�０．１７
�０．１２
�０．１６
�０．１１
�０．１１
�０．１１
�０．１３
�０．１３
�０．０２
�０．０８
�０．１０
�０．１０
�０．１２
�０．１１
�０．０８
�０．１２
�０．２０
�０．１５
�０．１０
�０．０８
�０．１１
�０．０８
�０．０６
�０．０３

１．８８
１．９４
２．１３
１．７８
２．１３
２．０７
１．８０
１．７８
２．１９
１．６５
１．７２
１．７６
１．７３
２．３３
１．８６
１．８１
１．８９
１．９７
１．８７
１．６９
１．８９
１．７７
１．６８
１．７１
１．９０
１．７４
１．８３
１．７０
３．３１
１．８４
１．７３
１．７８
１．７１
１．６２
１．８２
１．７０
１．７２
１．７６
１．８９
１．９３
１．８９
１．６９
１．７３
１．６５
２．１２
１．７４
１．８９
１．８８
１．７７
２．０８
２．１９
１．９７
２．０２
２．０１
１．８２
１．７８
１．９９
１．９７
２．５１
２．５０

預金利回り
前年同期比
増減�
�０．０６
�０．０６
�０．０７
�０．０６
�０．０６
�０．０６
�０．０４
�０．０８
�０．１０
�０．０６
�０．０６
�０．０５
�０．０６
�０．０９
�０．０８
�０．０５
�０．０８
�０．０７
�０．０５
�０．０６
�０．０６
�０．０７
�０．０６
�０．０７
�０．０９
�０．０９
�０．０９
�０．０７
�０．０９
�０．１１
�０．０６
�０．０６
�０．１２
�０．０８
�０．０７
�０．０９
�０．０８
�０．０６
�０．０４
�０．０９
�０．０７
�０．０６
�０．０６
�０．０９
�０．０９
�０．０９
�０．０８
�０．０９
�０．０６
�０．０９
�０．０７
�０．０７
�０．０７
�０．１０
�０．０８
�０．０６
�０．０６
�０．０７
０．０１
０．０２

０．１４
０．１３
０．１５
０．１２
０．１５
０．２０
０．１４
０．１３
０．１１
０．１１
０．１１
０．０９
０．０９
０．１７
０．１２
０．１０
０．１１
０．１５
０．０８
０．１３
０．１５
０．１０
０．１１
０．１７
０．１６
０．１４
０．１０
０．０９
０．１５
０．１２
０．１６
０．１６
０．１５
０．１６
０．１７
０．１５
０．２７
０．１５
０．２４
０．１７
０．１５
０．１０
０．１４
０．１８
０．１４
０．１２
０．１７
０．１３
０．１０
０．１５
０．１１
０．１０
０．１０
０．１０
０．１０
０．１１
０．１０
０．０９
０．２７
０．２８

国内業務部門

北海道
青森
みちのく
秋田
北都
荘内
山形
岩手
東北
七十七
東邦
群馬
常陽
筑波
武蔵野
千葉
千葉興業
東京都民
横浜
第四
北越
山梨中央
八十二
北陸
富山
北国
福井
静岡
スルガ
清水
大垣共立
十六
三重
百五
滋賀
京都
池田泉州
南都
紀陽
鳥取
山陰合同
中国
広島
山口
阿波
百十四
伊予
四国
福岡
西日本シティ
筑邦
佐賀
十八
親和
肥後
大分
宮崎
鹿児島
琉球
沖縄
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〔図表４〕 預金・貸出金残高 （単位 百万円、％）
大・中堅企業向け

貸出末残
１０年３
月末比
１２．２
�２．１
�０．６
８．９
６．６
３．０
�０．４
�１．０
６．７
４．３
５．４
�０．３
１．８
２．７
４．６
１．０
２．５
４．９
１．２
０．６
２．９
１．９
０．７
３．７
�１．９
３．０
�２．５
�０．７
�１２．８
�１．２
０．２
１．３
２．３
５．６
�０．４
０．０
２．５
�２．２
�５．７
�１．７
３．７
０．８
３．９
１．３
�０．３
�５．８
２．２
�３．０
１５．８
１．３
�２４．５
１．７
４．８
�０．３
３．８
４．４
７．４
�３．６
�３．７
�１０．８

（注） 中小企業向け：中小企業等向け－消費者向け、大・中堅企業向け：貸出金末残－中小企業等向け。

９４５，０４０
６１３，４５７
３９９，４９０
６０４，６４７
２４１，７０９
１８６，０６８
４６６，５５６
６３０，７７２
１０４，４９７
１，５９２，２５９
８８６，１７３
１，０１２，４８１
１，８９０，３０３
３５７，８００
５４３，０７３
１，５８８，４９６
２７１，７５８
２５２，１４５
１，６０２，１４０
１，０９７，６２９
３８０，８４３
６２５，８４３
１，７３８，２１８
１，３０７，４０１
７２，３４７
８４８，９１７
５１８，５４９
１，５２８，２４７
１１９，０３０
１８３，９７２
５９４，８９８
６８６，８３８
４０２，１１６
１，０２４，３４８
７６７，６５４
１，００２，１５６
５３２，８１７
９４３，４１７
５４９，１２６
２４７，１５３
８３６，０９２
１，０６２，３１６
１，３７９，８３３
１，６７８，７１７
１４９，３５２
７２８，４９１
７７１，７６７
４６１，０３７
２，２１０，５９８
９７９，３８０
３６，１７７
３３３，４７８
４１０，６８０
３７４，１７１
８１８，２６６
６６７，９０４
３８１，５７９
６４１，３０６
２２２，６２０
１８３，３４６

中小企業向け
貸出末残

１０年３
月末比
�８．５
�２．６
０．１
２．９
�０．５
�３．０
�１．９
�９．６
�１．０
０．１
�０．７
０．４
�５．９
�３．６
�４．１
０．５
０．５
�０．６
０．７
�１．８
�４．２
�６．２
�０．９
�５．０
０．５
�５．４
�７．０
１．４
�３．０
�０．１
�０．６
０．５
�３．３
�１．７
�１．５
�２．８
０．３
�４．３
２．８
�０．２
�１．９
�３．７
�３．４
�１．１
�３．５
�２．４
�１．２
�４．６
�０．１
�２．８
�１．４
�３．３
�４．４
�２．５
�１．３
０．０
０．３
�０．１
�３．２
�２．３

９７１，６９３
４１９，２７８
４４７，２４２
５０４，６８１
２６０，７６５
２２９，２５５
３９３，１３８
４２０，１４５
２５５，４１２
１，１７６，５５０
６４０，２２１
１，５９６，８３０
１，５１３，５１４
７１９，１７２
１，０２７，６５２
３，０４８，６００
７７０，８２４
９４０，５７５
２，９１６，３２６
９２１，３３２
５５０，４７２
４７０，５８９
１，４４４，４００
１，７６８，２４２
１４０，７７１
７５２，５１２
４４４，７６０
２，６６２，３４７
３４１，４５０
４９３，３６０
１，２８０，６１０
１，５０８，９２２
４４３，６９０
８９６，１０４
１，１５８，３７４
１，４８４，６５９
１，１４２，３５７
８７１，７００
１，０４３，０８２
１７９，１５７
８６６，９７０
１，４２０，５０３
１，８５０，５００
１，５９５，１８０
１，１２０，３８７
１，１１７，８００
１，７５８，９３２
８３２，１８８
２，５５４，１０７
２，０６７，３３１
２８４，３５４
５３４，９３８
５２７，１４７
５０３，２１０
８９８，８６５
６０７，０４４
４８７，６０１
８５８，８７０
５８９，４２６
５００，６３０

住宅ローン末残

１０年３
月末比
�０．７
�０．６
�０．６
�９．６
１．２
２．０
０．４
０．６
�１．９
１．６
０．７
３．８
１．９
１．６
１．８
２．０
０．８
１．４
１．９
�０．４
�１．２
�０．７
�０．５
１．５
�１．４
１．８
�１．５
２．５
１．５
１．９
４．０
４．５
２．５
０．０
０．７
２．１
０．６
０．８
１．２
１．０
�１．５
１．３
０．５
０．３
�１．１
１．５
０．５
�１．３
１．７
１．７
�２．０
�１．３
�２．１
３．３
１．７
０．７
２．２
１．３
１．７
２．１

８９０，５１４
２９１，０８８
３３３，４４９
２８２，２５１
１５４，３５５
２８８，４７６
３３３，５６６
３０７，２２２
８７，４０２
７０５，１８４
５１３，７２３
１，３３２，０６１
１，００５，０３６
３２３，７８２
７９３，４３４
２，４９４，９００
４８８，５９１
２９７，９０７
３，７７２，３４１
４３８，１９９
３０５，０７９
３６４，３９５
８３０，９００
９７４，８９２
５１，９１３
５０１，６２７
４１５，７７０
１，９６８，６９７
１，７２４，０４７
１６７，８４９
９２６，５４０
８４８，２７８
２８７，８６０
４８０，４１０
７５０，４９６
１，３１７，４４８
１，７５９，０９５
７５５，７００
７４１，７８２
１７５，８９９
４０６，６１８
６７７，７５５
８１１，７００
４６４，６４１
２６７，３５５
３６９，６５４
６４０，８６６
２２０，４０７
１，５５８，４５７
１，７４４，８２６
５７，５６８
２８９，２２０
３０８，１７３
２６９，２３６
５３７，００１
３８１，０４０
３４４，０１１
５３９，４９５
３１６，００２
３７２，４０４

貸出金末残

１０年３
月末比
０．２
�１．９
�０．３
２．４
２．３
０．５
�０．７
�３．５
０．４
２．２
２．１
１．３
�０．９
�１．０
０．１
１．１
０．９
０．６
１．３
�０．５
�１．４
�１．５
�０．２
�０．８
�０．６
�０．４
�３．７
１．１
０．２
�０．２
０．９
１．７
０．１
１．５
�０．６
�０．４
０．５
�２．１
０．３
�０．４
０．４
�１．１
�０．３
０．１
�２．８
�２．９
０．０
�３．７
５．３
�０．３
�４．２
�１．６
�１．０
�０．７
１．２
１．７
２．９
�０．８
�１．９
�２．３

２，８５７，４７３
１，３５７，０３６
１，２３８，３４４
１，４１０，０９０
６８９，１５４
７２４，６０５
１，２１３，０５６
１，３７９，０４０
４５４，３４５
３，５２７，３７９
２，０９４，２４８
３，９９７，６９５
４，７９６，８００
１，４５０，５０６
２，７２６，２６９
７，２３３，９９６
１，５４４，４７１
１，６３０，１１８
８，６３６，２２４
２，５０３，１４４
１，２６５，０３６
１，４８０，２３４
４，０９６，９１８
４，１０９，２２９
２６８，２１６
２，１１７，６１１
１，３９３，６６０
６，３７２，９６９
２，４４９，１８６
９６４，２１５
２，８４６，０３８
３，０７３，１００
１，１３９，００１
２，４５４，２４８
２，７０３，９６０
３，８２７，３０８
３，４８１，５４２
２，６８５，５１７
２，４５９，８６０
６２１，９６５
２，１６３，２３９
３，３０９，３９５
４，３４０，３３３
３，８３６，０９９
１，５５９，７５２
２，２９８，６９３
３，４２０，９５２
１，５２７，１１９
６，４３４，４４１
４，９１５，１７６
３８５，３７９
１，１９９，４８３
１，２７２，１０９
１，１７３，７５２
２，２８６，５０４
１，６９５，５３３
１，２３３，６５９
２，０７４，８００
１，１８６，２１２
１，１１２，５５７

預金・譲渡性預金
末残

１０年３
月末比
３．１
３．５
１．０
２．９
４．９
１．９
�２．３
�１．５
２．８
０．９
０．６
１．１
０．１
１．２
１．３
�０．５
１．２
３．２
�０．９
�２．９
�１．６
１．１
０．８
�０．３
４．０
１．２
�２．９
０．３
１．３
０．２
１．３
１．８
�１．１
０．５
１．６
１．６
０．５
１．６
�２．１
�０．８
�０．９
�０．６
�１．３
３．２
�１．１
�２．２
２．１
１．５
�１．１
２．４
３．４
�１．５
１．２
�１．１
４．３
１．０
０．４
０．７
２．５
５．０

３，９３１，３４５
２，１３７，７２８
１，７６１，８７２
２，２６１，６８９
１，１１８，５７３
９０３，２４７
１，８２２，９８２
２，２７７，００９
６４２，６０２
５，４１２，７２４
２，９８７，６８３
５，５２９，０９１
６，７１２，３５４
１，９６５，９２３
３，３６１，２３７
８，９５１，４６７
２，０３５，３７７
２，３６７，７２２
１０，４２７，３５２
３，９６０，８７７
２，０２５，５７４
２，５００，７９７
５，５２４，０３３
５，２９２，６０３
３７７，４４４
２，９３２，８９２
１，９２６，０８４
７，４９８，９７６
３，０９８，２９７
１，２５８，２６６
３，６４６，９３４
３，９８５，１４６
１，４８５，５５８
３，８５５，５３９
３，９５２，６０８
６，４１４，７２９
４，２８８，４３２
４，１９５，１８７
３，３４１，８８７
７７１，３６７
３，４１４，１２５
５，２５６，１３２
５，５２６，２７９
５，３２９，５５７
２，３６３，９６９
３，３５４，８３８
４，７０４，５３４
２，３８１，０６２
７，４８４，４９４
６，４５３，５１４
５７２，９５９
１，８３３，９９４
２，１４０，３２３
１，８７９，９１９
３，６４３，４０５
２，４９３，６５８
１，８０５，５１４
３，０２２，９４１
１，５６１，９２４
１，５０８，５７７

北海道
青森
みちのく
秋田
北都
荘内
山形
岩手
東北
七十七
東邦
群馬
常陽
筑波
武蔵野
千葉
千葉興業
東京都民
横浜
第四
北越
山梨中央
八十二
北陸
富山
北国
福井
静岡
スルガ
清水
大垣共立
十六
三重
百五
滋賀
京都
池田泉州
南都
紀陽
鳥取
山陰合同
中国
広島
山口
阿波
百十四
伊予
四国
福岡
西日本シティ
筑邦
佐賀
十八
親和
肥後
大分
宮崎
鹿児島
琉球
沖縄
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と
し
て
多
く
の
中
小
企
業
の
倒
産
を

防
い
だ
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
、

こ
の
非
常
対
応
の
な
か
で
副
作
用
が

生
じ
て
い
な
い
か
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

政
策
効
果
に
よ
る
与
信
費
用
の
減

少
は
、
各
銀
行
に
よ
る
個
々
の
中
小

企
業
対
応
の
積
み
重
ね
で
あ
り
、
政

策
効
果
な
か
り
せ
ば
、
こ
の
う
ち
ど

れ
ほ
ど
の
与
信
費
用
が
実
際
に
生
じ

た
の
か
を
外
部
か
ら
推
計
す
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
。「
貸
出
条
件
緩
和

債
権
の
要
件
変
更
に
よ
る
債
務
者
区

分
の
上
方
遷
移
分
」
を
与
信
費
用
が

潜
在
化
し
た
部
分
と
す
る
論
も
あ
る

が
、
個
人
的
に
は
や
や
議
論
の
矮
小

化
に
映
る
。
各
種
の
政
策
効
果
に
よ

っ
て
債
務
者
区
分
の
下
方
遷
移
を
免

れ
た
層
も
多
く
あ
り
、
こ
れ
が
与
信

費
用
減
少
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た

た
め
で
あ
る
。

与
信
費
用
の
潜
在
化
の
一
側
面
を

示
す
デ
ー
タ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

「
そ
の
他
要
注
意
先
」
の
残
高
比
率

の
増
加
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
与
信

費
用
が
低
下
す
る
際
に
は
、
債
権
の

質
の
改
善
に
伴
い
「
そ
の
他
要
注
意

先
」
の
残
高
比
率
も
低
下
し
、「
正

常
先
」
が
増
加
す
る
。
し
か
し
、
直

近
の
与
信
費
用
低
下
局
面
に
お
い
て

は
、「
そ
の
他
要
注
意
先
」
の
増
加

と
「
正
常
先
」
の
減
少
が
続
い
て
お

り
、
与
信
費
用
低
下
の
一
方
で
債
権

の
質
の
劣
化
も
並
行
し
て
い
る
。

景
気
後
退
に
伴
っ
て
「
正
常
先
」

が
減
少
し
た
一
方
で
、
金
融
検
査
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
改
定
で
「
要
管
理
先
」

以
下
の
債
務
者
区
分
へ
の
下
方
遷
移

も
生
じ
に
く
く
な
っ
た
こ
と
が
、
こ

う
し
た
現
象
の
要
因
と
と
ら
え
ら
れ

る
。「
そ
の
他
要
注
意
先
」
の
増
加

分
を
そ
の
ま
ま
潜
在
化
し
た
与
信
費

用
と
み
な
す
こ
と
も
適
切
で
は
な
い

が
、
与
信
費
用
の
潜
在
化
の
一
側
面

を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

先
行
的
な
引
当
積
み
増
し

に
走
る
銀
行
も

金
融
円
滑
化
法
の
期
限
延
長
が
発

表
さ
れ
た
一
方
で
、
緊
急
保
証
制
度

は
３
月
末
で
新
規
融
資
が
停
止
さ
れ

る
見
込
み
で
あ
る
。
財
政
事
情
も
に

ら
み
つ
つ
中
小
企
業
保
護
政
策
の
段

階
的
な
縮
小
が
始
ま
っ
て
い
る
と
も

解
せ
よ
う
が
、
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
大
幅
な
揺
り
戻
し
な
ど
中
小
企

業
保
護
の
優
先
順
位
が
一
気
に
下
が

る
よ
う
な
政
策
転
換
も
短
期
的
に
は

考
え
に
く
く
、
与
信
費
用
の
大
幅
な

反
動
増
は
想
定
し
に
く
い
。
金
融
庁

や
各
銀
行
の
中
小
企
業
保
護
姿
勢
は

継
続
し
、
与
信
費
用
は
引
き
続
き
低

水
準
で
の
推
移
を
続
け
る
と
予
想
す

る
。一

方
で
、
地
銀
各
行
の
な
か
に

は
、
与
信
費
用
の
潜
在
化
に
対
応
す

る
た
め
恣
意
的
な
引
当
を
実
施
す
る

銀
行
も
増
え
始
め
て
い
る
。
具
体
的

な
対
応
は
各
行
各
様
で
あ
る
が
、
い

わ
ゆ
る
実
抜
計
画
の
策
定
先
や
策
定

猶
予
先
に
高
め
の
貸
倒
実
績
率
を
使

用
す
る
例
や
、
実
抜
計
画
の
進
�
率

が
低
い
先
の
債
務
者
区
分
を
引
き
下

げ
る
例
、
債
務
者
区
分
は
変
え
ず
に

Ｄ
Ｃ
Ｆ
で
の
引
当
を
活
用
す
る
例
、

破
綻
懸
念
先
の
予
想
損
失
率
の
低
下

を
ふ
ま
え
て
予
想
損
失
率
の
下
限
を

設
定
す
る
例
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し

た
対
応
を
実
施
す
る
銀
行
は
増
加
し

つ
つ
あ
り
、
今
後
の
与
信
費
用
は
低

水
準
な
が
ら
も
現
状
よ
り
は
若
干
増

加
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
コ
ア
業
務
純
益
に
反
転
の
動
き

が
み
え
な
い
な
か
で
は
、
最
終
利
益

が
減
益
に
転
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。

安
定
し
て
い
た
預
金
や

住
宅
ロ
ー
ン
に
も
変
化

今
後
の
地
銀
の
収
益
環
境
を
巡
る

論
点
と
し
て
、
預
金
や
住
宅
ロ
ー

ン
、
債
券
投
資
な
ど
相
対
的
に
安
定

し
て
い
た
部
分
の
変
化
も
あ
げ
ら
れ

る
。地

銀
各
行
で
安
定
し
た
増
加
が
続

く
預
金
は
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
か
ら
の

資
金
流
入
や
団
塊
世
代
の
退
職
金
の

流
入
の
影
響
が
大
き
い
。
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
に
つ
い
て
は
、
高
金
利
の
定
額

貯
金
の
満
期
償
還
が
ほ
ぼ
終
息
し
つ

つ
あ
り
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
貯
金
残

高
の
減
少
幅
は
急
速
に
縮
小
し
て
い

る
。
１０
年
周
期
の
大
量
満
期
の
一
巡

や
、
預
入
限
度
額
の
引
上
げ
な
ど
が

重
な
れ
ば
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
か
ら
地

銀
各
行
へ
の
預
金
流
入
の
継
続
は
見

込
み
に
く
く
な
る
。

退
職
金
に
つ
い
て
も
団
塊
世
代
の

大
量
退
職
が
一
巡
し
、
預
金
を
取
り

崩
す
側
に
回
る
こ
と
で
、
預
金
流
入

の
要
因
と
し
て
は
弱
く
な
る
。
個
人

向
け
国
債
の
償
還
開
始
な
ど
、
預
金

動
向
に
若
干
プ
ラ
ス
と
な
る
事
象
も

あ
る
が
、
全
体
的
に
地
銀
に
集
ま
る

預
金
は
、
従
来
の
よ
う
な
人
口
動
態

を
大
き
く
上
回
る
伸
び
は
見
込
み
に

く
く
な
る
だ
ろ
う
。

住
宅
ロ
ー
ン
で
は
、
こ
れ
ま
で
地

銀
各
行
は
安
定
し
た
残
高
増
を
享
受
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〔図表５〕 与信関係費用と自己資本の状況
Tier１比率
（連結）（％）

１０．３期
比増減
（％）
０．２６
０．２９
�０．８０
０．１５
０．３０
０．３７
０．６２
０．７４
０．２０
０．０３
０．１３
０．８６
０．７１
０．３０
０．２０
０．７５
０．３１
０．０１
０．０１
０．４４
０．４６
０．９６
１．２５
０．３５
０．１１
０．４５
０．６９
０．１０
０．１３
０．２７
０．１９
０．０９
０．２１
０．１５
０．６４
０．５８
―

０．４８
０．３８
０．２９
０．５４
０．７６
０．３３
０．１４
０．１１
０．２２
０．４５
０．４８
０．２６
０．４０
０．１５
０．５５
０．７８
０．８６
０．２１
０．３８
０．２１
０．１９
�０．２２
０．４４

７．０７
９．８１
８．３６
１１．６６
７．６８
７．７２
１３．３５
１２．６８
８．１２
１２．７４
９．５７
１１．５５
１２．１１
４．７３
８．０３
１２．１４
９．２７
６．５１
９．８６
１２．０４
７．４２
１５．５７
１３．９８
７．１１
９．２７
１２．８０
１０．０５
１４．１６
１０．５１
９．２５
７．７０
８．０３
９．５６
９．６７
９．６３
９．８６
７．３３
１０．０５
８．６０
９．００
１５．９６
１４．００
７．８８
１１．０４
１０．３６
９．５１
９．３１
６．７０
９．９０
７．３７
８．３９
８．４７
１０．０９
８．１２
１２．２０
９．９１
８．９８
１３．２６
８．７７
１２．６３

自己資本比率
（連結）（％）

１０年３月
末比増減
（％）
０．４９
０．３５
０．４５
０．０７
０．３４
０．５２
０．５３
０．７４
０．１９
０．０７
０．１０
０．８４
０．６２
０．３５
０．２４
０．７５
０．２６
�０．１５
�０．０５
０．０１
�０．６０
０．９６
１．５３
０．４７
０．０９
０．４８
０．７９
０．０５
０．１３
０．１８
０．１９
０．０９
０．２６
０．１２
０．８５
０．４７
―

�０．５２
０．３７
０．１９
０．５２
１．００
�０．０７
０．１７
０．３３
０．２４
０．３４
０．４９
０．９４
０．３０
０．１４
０．５６
０．８５
０．１６
０．１６
０．３７
０．２８
０．１９
�０．３２
０．４５

１０．６８
１３．０６
１２．４０
１２．４３
９．３９
９．４５
１４．００
１４．０１
１０．９７
１３．３２
１１．０６
１３．２４
１３．３２
８．１５
１０．８２
１３．５５
１０．０４
１０．３３
１２．１５
１３．５６
１０．５３
１６．１９
１５．８２
１１．２７
１０．１４
１４．８８
１３．１０
１５．３７
１１．１０
１１．４０
１０．９８
１１．１９
１１．１２
１２．０７
１３．２７
１２．８０
１０．１２
１１．６０
１１．２７
１２．７７
１６．６０
１５．３２
１１．４７
１１．７３
１２．４３
１１．７６
１２．２１
１０．１０
１２．７４
１０．７２
９．５５
１１．９４
１２．９７
１１．５５
１３．０９
１１．８６
１２．５１
１４．５２
１０．３７
１３．２１

国際統一
基準
採用行

○

○

○

○

○

○

○

○

○

開示債権比率（％）

１０年３月
末比増減
（％）
０．０１
０．０８
０．２１
�０．３５
�０．６２
�０．１９
０．０９
�０．０４
０．１０
�０．０３
�０．０３
０．０３
０．０６
０．２１
０．０７
�０．０５
�０．１４
�０．２２
�０．２０
�０．０９
�０．０９
�０．５７
�０．５３
０．０１
�０．１５
�０．１７
０．２０
０．０６
０．０１
�０．０１
０．０５
�０．２２
０．２７
�０．０３
０．０１
０．３０
�０．１９
０．１２
�０．１９
�０．０１
�０．０６
０．０６
�０．０２
０．０１
０．０８
０．０５
０．１１
０．８０
�０．１５
�０．２５
０．６６
�０．０１
�０．５０
�０．２４
�０．０９
�０．１１
�０．０４
０．０１
０．０５
�０．１０

２．３３
２．９５
４．０９
４．２２
３．０５
２．１３
２．５４
３．１４
３．６４
２．９７
３．０７
２．１８
２．５０
５．３１
２．６０
１．９１
２．８８
２．９３
２．５０
３．３７
２．８９
３．６４
３．９１
３．４３
４．０３
３．７４
４．２３
３．６４
２．２１
２．８７
３．１１
３．５０
２．６３
３．１１
２．３３
４．３８
１．８３
３．２４
３．６０
２．４１
３．２９
３．３９
２．４８
２．９４
２．３４
２．６９
２．３０
３．９７
２．５７
３．２１
４．２８
３．１９
３．８９
２．４２
２．０９
４．７７
２．８０
２．７６
１．７２
１．８１

金融再生法
開示債権
（単体）
（百万円）

６８，２５３
４１，０１２
５１，３１５
６０，０８９
２１，３９７
１５，８６６
３１，４９６
４３，８３３
１６，７８８
１０６，１７８
６４，９９５
８８，２０８
１２１，２８１
７７，５５０
７１，７０３
１４０，５６３
４６，００８
４７，６５８
２２３，９３６
８６，２２２
３７，６２２
５４，３３５
１６３，５２５
１４６，１０３
１０，９９０
８０，６８３
６０，００３
２３６，８４３
５４，７６８
２７，９２２
９０，０６３
１１０，４８７
３１，２６８
７７，８３６
６４，０１４
１６９，９４０
６５，１２６
８７，８００
８９，９１０
１５，４６５
７２，９５７
１１３，９６８
１１０，０５４
１１４，２０８
３６，７５６
６３，１３１
８１，８８７
６１，２８７
１６７，６６８
１６０，０２４
１６，９１４
３８，９３９
５０，０３３
２８，７４０
４８，１４２
８２，７４１
３４，７５５
５８，２４３
２０，６３１
２０，６３６

実質与信費用
比率（単体）
（年率換算・bp）

３７．８
１８．９
１１．３
１９．８
２１．６
０．６
１．４
２４．３
３８．４
１．８
１９．２
１６．６
２４．９
５．４
１９．６
１０．８
１７．２
１９．４
３９．２
１１．６
２０．９
�２０．７
１．４
１４．８
２７．２
２３．８
１３．２
２２．６
４２．０
５．８
７．５
４．６
８．２
�８．８
４８．３
１３．４
３９．６
６．５
�１５．９
１４．３
１０．８
３３．７
２８．０
１７．２
７３．３
３８．５
７．５
４３．９
１３．３
７．５
３．９
４．４
�５３．１
�０．７
�１１．９
１．２
�３．７
１４．４
�１７．６
６．０

実質与信費用
（単体）

前年同期比
（％）

�４５．０
�３１．６
�６１．１
３６．９
�２０．９
８３．３
�９１．３
３．６倍
�７．３
�９３．０
２．２倍
�１１．１
�３４．４
�７１．２
�６５．６
�７６．７
�５２．８
�５７．１
�５２．５
―
―
―

�９２．０
�５７．４
―

�４８．５
�６５．５
�１．８
�８．２
―

�８２．３
�７４．１
�５３．１
―

８８．３
�４０．４
２．４倍
�６７．９
―

�４４．７
�５３．８
�２０．５
�３２．１
�４４．０
�０．８
�４９．９
�８３．２
８．７
�５８．５
�７２．０
�７０．４
�８５．９
―
―
―

�８５．１
―

２７．６倍
―
２．２倍

（百万円）

５，３７５
１，２８０
６８６
１，３４７
７２７
２２
８６

１，６７５
８６４
３１１
１，９９１
３，２７１
６，０２３
３８８
２，６４４
３，９１７
１，２７４
１，５３０
１６，７２１
１，４１８
１，２９４
�１，５３１
２９７
２，９９７
３６１
２，５２２
９４２
７，０７２
５，０２７
２７５
１，０５５
６９２
４５６

�１，０７５
６，４６０
２，５０６
６，８０６
８７９

�１，９２９
４４１
１，１４２
５，６００
６，１４０
３，１３８
５，７３３
４，４５０
１，２６９
３，３８４
４，１５９
１，８３４
７６
２６８

�３，４１２
�４１

�１，３３４
１０４
�２２３
１，４９０
�１，０１８
３２９

北海道
青森
みちのく
秋田
北都
荘内
山形
岩手
東北
七十七
東邦
群馬
常陽
筑波
武蔵野
千葉
千葉興業
東京都民
横浜
第四
北越
山梨中央
八十二
北陸
富山
北国
福井
静岡
スルガ
清水
大垣共立
十六
三重
百五
滋賀
京都
池田泉州
南都
紀陽
鳥取
山陰合同
中国
広島
山口
阿波
百十四
伊予
四国
福岡
西日本シティ
筑邦
佐賀
十八
親和
肥後
大分
宮崎
鹿児島
琉球
沖縄
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し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
住
宅
金
融
支

援
機
構
の
残
高
が
長
期
低
落
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
住

宅
金
融
支
援
機
構
の
フ
ラ
ッ
ト
３５
Ｓ

の
足
も
と
で
の
急
拡
大
は
、
こ
の
構

図
を
崩
す
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い

る
。
と
く
に
長
期
固
定
の
住
宅
ロ
ー

ン
が
主
流
の
地
方
圏
で
の
フ
ラ
ッ
ト

３５
Ｓ
に
よ
る
シ
ェ
ア
の
拡
大
は
著
し

く
、
全
国
で
も
住
宅
ロ
ー
ン
の
新
規

融
資
の
う
ち
２
割
程
度
の
シ
ェ
ア
を

も
つ
ま
で
に
至
っ
て
い
る
と
み
ら
れ

る
。
地
方
圏
で
は
対
抗
措
置
と
し
て

変
動
金
利
へ
の
誘
導
を
図
る
動
き
も

み
ら
れ
る
が
、
利
ザ
ヤ
縮
小
に
拍
車

を
か
け
る
こ
と
を
嫌
う
地
銀
も
少
な

く
な
い
。
フ
ラ
ッ
ト
３５
Ｓ
の
金
利
引

下
げ
期
間
は
１１
年
末
ま
で
延
長
さ
れ

た
た
め
、
影
響
の
拡
大
が
懸
念
さ
れ

る
。債

券
投
資
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お

き
た
い
。
各
地
銀
は
預
貸
ギ
ャ
ッ
プ

の
拡
大
を
受
け
て
債
券
投
資
へ
の
傾

斜
を
進
め
、
資
金
利
益
確
保
の
た
め

に
デ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
長
期
化
、
な

か
に
は
５
年
を
超
え
る
デ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
の
地
銀
も
増
加
し
、
各
地
銀
で

は
金
利
リ
ス
ク
へ
の
対
応
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
長
期
金
利
が
１
％
上
昇

す
る
と
、
債
券
価
格
の
下
落
に
伴

い
、
地
銀
平
均
で
自
己
資
本
は
約
１

割
減
少
す
る
と
試
算
さ
れ
る
。
財
政

悪
化
懸
念
な
ど
が
浮
上
し
、
金
利
上

昇
と
株
価
上
昇
が
連
動
し
な
か
っ
た

場
合
の
リ
ス
ク
も
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。
１
・
５
％
程
度
ま
で
長
期
金

利
が
上
昇
す
れ
ば
、
債
券
の
評
価
損

益
が
含
み
損
に
転
じ
る
銀
行
も
少
な

く
な
く
、
長
期
金
利
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ

テ
ィ
が
直
近
上
昇
し
て
い
る
な
か

で
、
金
利
リ
ス
ク
の
影
響
が
注
目
さ

れ
る
。

こ
れ
以
外
の
論
点
と
し
て
は
、
生

損
保
等
を
含
む
金
融
機
関
の
保
有
株

式
の
削
減
動
向
や
、
国
内
基
準
採
用

行
へ
の
適
用
も
含
む
バ
ー
ゼ
ル
�
の

動
向
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
一
過
性

の
話
題
な
が
ら
、
法
人
税
減
税
に
伴

う
繰
延
税
金
資
産
の
取
崩
し
も
地
銀

各
行
へ
の
影
響
は
小
さ
く
な
い
。

増
益
を
頼
る
奇
策
も
見
つ
け
に
く

い
な
か
で
、
ま
ず
は
現
在
の
収
益
基

盤
を
い
か
に
盤
石
な
も
の
と
す
る

か
、
地
銀
各
行
の
動
向
に
注
目
し
た

い
。さ

と
う

ま
さ
ひ
こ

０６
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
日
本
銀

行
を
経
て
現
職
。
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新連載�

わたなべ　よしみ�
1952年栃木県生まれ。早稲
田大学政経学部、中央大学
法学部卒後、渡辺美智雄秘
書、通産相・外相秘書官を
経て、96年衆院初当選。安
倍内閣で06年行政改革・規
制改革担当大臣、07年金融
・行政改革担当大臣を務め
る。09年に自民党離党、み
んなの党立上げ。�

み
ん
な
の
党
代
表�

衆
議
院
議
員
　
渡
辺
　
喜
美�

親
父
ミ
ッ
チ
ー
か
ら
受
け
継
い
だ�

熱
い
想
い�

第１回�
�

「
不
良
債
権
は
日
本
の
ガ
ン
だ
」
―
１
９

９
１
年
の
秋
、
父
で
あ
る
故
・
渡
辺
美
智

雄
は
、
不
良
債
権
問
題
を
放
置
す
る
と
大

恐
慌
型
不
況
に
突
入
す
る
と
予
言
し
て
い

ま
し
た
。
思
い
返
せ
ば
、
資
産
デ
フ
レ
か

ら
始
ま
っ
た
大
不
況
の
退
治
が
ミ
ッ
チ
ー

か
ら
私
へ
と
受
け
継
が
れ
た
最
重
要
課
題

で
し
た
。

　

新
人
議
員
だ
っ
た　

年
、
金
融
シ
ス
テ
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ム
全
体
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と

き
、
私
は
金
融
機
関
に
公
的
資
金
を
注
入

し
て
、
優
先
株
の
買
取
機
構
を
つ
く
る
こ

と
を
提
案
し
ま
し
た
。
住
専
問
題
で
批
判

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
当
時
の
大
蔵
省
は
、

私
の
案
を
つ
ぶ
す
た
め
根
回
し
し
て
い
ま

し
た
。
金
融
危
機
に
際
し
て
非
常
時
対
応

よ
り
組
織
の
論
理
を
優
先
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
私
も
め
げ
ま
せ
ん
。
渡
辺
プ

ラ
ン
を
あ
ち
こ
ち
に
配
っ
て
歩
き
、
本
会

議
場
で
人
目
も
は
ば
か
ら
ず
、
中
曽
根
大

勲
位
の
よ
う
な
総
理
経
験
者
に
も
ビ
ラ
を

配
る
感
じ
で
説
明
し
て
ま
わ
り
ま
し
た
。

ミ
ッ
チ
ー
は
、
よ
く
い
っ
て
い
ま
し
た
。

「
宴
会
の
席
次
は
序
列
に
従
え
。
発
言
は

自
由
だ
」
と
。

　

結
局
、
山
一
証
券
や
北
海
道
拓
殖
銀
行

が
破
綻
す
る
に
及
ん
で
金
融
危
機
の
深
刻

さ
が
広
く
認
識
さ
れ
、
梶
山
プ
ラ
ン
や
宮

沢
プ
ラ
ン
が
自
民
党
内
か
ら
出
て
き
て
、

政
府
も
重
い
腰
を
上
げ
た
と
い
う
の
が
真

相
で
す
。

　

２
０
０
７
年
８
月
か
ら
約
１
年
弱
、
金

融
担
当
大
臣
も
務
め
ま
し
た
。　

年
９
月

08

の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
約　

カ
月
前
、

10

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
東
京
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
、

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
の
問
題
で
揺
れ
る
米
欧
の

金
融
問
題
に
関
し
、「
流
動
性
の
危
機
は

ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
（
支
払
能
力
）
の
問
題
で

あ
り
、
こ
れ
が
日
本
の
歴
史
の
教
訓
だ
」

と
演
説
し
ま
し
た
。
中
央
銀
行
に
よ
る
資

金
提
供
だ
け
で
は
足
り
ず
、
公
的
資
金
注

入
が
不
可
避
と
い
う
意
味
で
す
。

　

公
的
資
金
な
ど
と
ん
で
も
な
い
と
い
う

当
時
の
雰
囲
気
の
な
か
で
、
参
加
者
か
ら

衝
撃
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

い
ま
、
各
国
は
財
政
金
融
一
体
政
策
に
よ

り
こ
と
な
き
を
得
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま

す
が
、
欧
州
の
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｇ
Ｓ
ソ
ブ
リ
ン
リ

ス
ク
の
顕
在
化
が
示
す
よ
う
に
、
問
題
の

本
質
は
１
９
３
０
年
代
の
通
貨
切
下
げ
競

争
同
様
、
通
貨
問
題
へ
発
展
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。

　

２
０
１
０
年
は
、
資
本
の
質
の
向
上
を

目
指
し
て
自
己
資
本
規
制
を
強
化
す
る
バ

ー
ゼ
ル
Ⅲ
が
公
表
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
は

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
制
定
に
よ
り
、

グ
ロ
ー
バ
ル
で
金
融
規
制
が
強
化
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
国
際
展
開
す
る
邦
銀

の
活
動
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

非
常
時
対
応
で
は
、
未
来
を
先
取
り
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
民

主
党
政
権
は
、
官
製
金
融
肥
大
化
路
線
を

突
き
進
み
、
民
間
金
融
振
興
を
図
る
ど
こ

ろ
か
手
か
せ
足
か
せ
を
重
く
し
、
デ
フ
レ

克
服
を
は
じ
め
と
し
た
経
済
の
難
局
へ
の

対
処
能
力
を
著
し
く
欠
い
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　

私
の
政
策
は
一
貫
し
て
、
民
間
金
融
重

視
、
大
胆
な
金
融
緩
和
と
非
常
時
プ
ラ
ン

実
施
で
す
。
昨
年
来
、
私
の
事
務
所
や
み

ん
な
の
党
は
、
民
主
党
政
権
に
失
望
し
た

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
や
海
外
の
投
資
家
の
駆
け

込
み
寺
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
金
融
の

建
て
直
し
の
た
め
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
重
要

性
を
強
く
感
じ
ま
す
。
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業
務
推
進
と
並
ぶ
支
店
経
営
の
重
要
な

テ
ー
マ
と
し
て
内
部
管
理
態
勢
の
強
化
が

あ
げ
ら
れ
る
。
当
店
で
も
職
員
の
若
年
化

が
進
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
喫
緊
の
課
題
と

と
ら
え
て
い
る
。

　

地
域
に
愛
さ
れ
、
存
在
価
値
の
あ
る
支

店
づ
く
り
に
お
い
て
、
正
確
か
つ
迅
速
な

内
部
管
理
態
勢
と

職
場
づ
く
り

事
務
処
理
、
親
切
丁
寧
な
窓
口
応
対
、
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
の
っ
と
っ
た
内
部
管

理
態
勢
の
構
築
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た

め
の
施
策
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の

徹
底
の
実
践
を
目
指
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
厳
正
な
事
務
処
理
の
徹
底
で
あ

る
。

①
全
係
の
事
務
処
理
が
事
務
取
扱
要
領
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
の
っ
と
り
励
行
し
て
い

る
か
。
で
き
て
い
な
い
場
合
は
適
時
勉
強

会
等
に
よ
り
全
員
に
徹
底
す
る
。

②
内
部
職
員
は
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り
一
人
三
つ
の
係
の
兼
務
を
目
指

し
、
手
薄
な
人
員
時
で
も
正
確
・
迅
速
な

事
務
処
理
が
行
え
る
よ
う
に
す
る
。

　

第
二
に
、
相
互
牽
制
機
能
の
徹
底
。

①
伝
票
は
当
日
中
に
役
席
者
・
店
長
席
で

ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
る
口
座
相
違
、
金

額
相
違
等
の
点
検
を
実
施
す
る
。

②
依
頼
し
た
ほ
う
も
正
し
い
事
務
処
理
が

で
き
て
い
る
か
を
必
ず
チ
ェ
ッ
ク
し
、
事

務
ミ
ス
の
防
止
を
相
互
で
確
認
す
る
。

③
毎
月
の
自
主
検
査
を
厳
正
に
行
い
、
正

確
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
点

検
す
る
。

　

そ
し
て
、
第
三
に
適
切
な
人
事
管
理
の

徹
底
で
あ
る
。
店
長
席
で
職
員
へ
の
積
極

的
な
声
か
け
を
実
施
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
た
明
る
い
職
場
環
境

を
つ
く
る
。

　

私
た
ち
サ
ー
ビ
ス
業
に
と
っ
て
、
最
後

は
職
員
一
人
ひ
と
り
の
能
力
の
発
揮
で
差

が
つ
く
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
人
を
育
て
る

こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
自
己
啓
発

の
で
き
る
職
場
環
境
を
つ
く
る
こ
と
は
支

店
長
の
責
務
で
あ
る
。
私
は
常
日
ご
ろ
か

ら
�
最
小
の
コ
ス
ト
で
最
大
の
効
果
を
発

揮
す
る
�
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
早
く
帰

宅
し
て
心
身
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
、
自
己

啓
発
の
時
間
を
つ
く
っ
て
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
図
る
。
そ
し
て
中
身
の
濃
い
仕
事
を
し

て
成
果
を
あ
げ
る
。
こ
の
好
循
環
が
私
の

目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 　

武
蔵
中
原
支
店
が
か
わ
し
ん　

番
目
の
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店
舗
と
し
て
開
設
さ
れ
た
の
は
１
９
９
２

年
６
月
で
あ
る
。
同
年
３
月
に
は
当
庫
で

預
金
量
１
兆
円
を
達
成
し
、
職
員
一
同
の

意
気
が
大
い
に
盛
り
上
が
っ
て
い
た
と
き

だ
。
し
か
し
そ
の
後
、
日
本
の
景
気
は
バ

ブ
ル
崩
壊
に
よ
り
悪
化
の
一
途
を
た
ど

り
、
さ
ら
に
近
年
で
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
以
降
、
日
本
の
景
気
は
ま
す
ま
す
悪
化

す
る
一
方
で
あ
る
。
当
庫
の
取
引
先
で
あ

地
域
と
と
も
に

川
崎
信
用
金
庫

武
蔵
中
原
支
店
長

武
士　

優
氏
の
巻
（
下
）
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る
中
小
企
業
、
自
営
業
者
は
困
難
な
時
代

に
苦
し
ん
で
い
る
。

　

２
０
１
０
年
６
月
に
中
小
企
業
憲
章
が

閣
議
決
定
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
「
中
小
企

業
は
経
済
を
牽
引
す
る
力
で
あ
り
社
会
の

主
役
で
あ
る
。
地
域
社
会
と
住
民
生
活
に

貢
献
し
、
伝
統
技
能
や
文
化
の
継
承
に
重

要
な
機
能
を
果
た
し
、
地
域
社
会
の
安
定

を
も
た
ら
す
国
家
の
財
産
と
も
い
う
べ
き

存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
中
小
企
業
、
自
営
業
者
を
支
援
し
て
き

た
の
は
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
信
用
金
庫
で
あ

り
、
今
後
も
地
域
に
根
差
し
た
活
動
、
地

域
の
活
性
化
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
は
当

然
の
使
命
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

現
在
、
金
融
機
関
本
来
の
預
金
、
貸
出

金
業
務
に
加
え
、
取
引
先
の

経
営
を
幅
広
く
サ
ポ
ー
ト
す

る
取
組
み
を
開
始
し
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
売
上
げ

の
減
少
に
苦
し
ん
で
い
る
顧

客
へ
の
経
営
改
善
計
画
書
作

成
や
販
路
拡
大
の
相
談
、
ま

た
事
業
継
承
問
題
な
ど
に
対

し
、
中
小
企
業
診
断
士
等
の

専
門
家
を
交
え
な
が
ら
、
お

客
さ
ま
と
一
緒
に
考
え
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。

　

当
店
の
事
例
で
ち
ょ
っ
と

変
わ
っ
た
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ

た
の
で
紹
介
し
た
い
。
そ
れ

は
、
取
引
先
で
あ
る
地
元
居

酒
屋
の
社
長
と
の
会
話
が
き

っ
か
け
で
あ
っ
た
。「
最
近

は
居
酒
屋
も
チ
ェ
ー
ン
店
化

し
低
価
格
競
争
と
な
っ
て
い

る
が
、
私
は
地
元
で
長
く
愛

さ
れ
る
居
酒
屋
を
目
指
し
、

お
い
し
い
も
の
を
安
く
提
供
す
る
こ
と
に

こ
だ
わ
り
た
い
。
い
ま
は
地
産
地
消
に
興

味
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
話
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
聞
い
て
み
る
と
、
野
菜
は
近

郊
に
あ
る
農
園
か
ら
一
部
取
り
寄
せ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
私
は
す
ぐ
に
、

「
社
長
、
本
当
の
地
産
地
消
と
は
、
お
店

の
あ
る
中
原
区
下
小
田
中
の
野
菜
で
す
よ

ね
。
取
引
先
の
農
家
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う

か
」。
話
は
と
ん
と
ん
拍
子
に
進
み
、
居

酒
屋
と
地
元
農
家
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
が
成

立
し
た
。
居
酒
屋
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

農
家
に
も
新
た
な
販
路
拡
大
で
喜
ば
れ
た

事
例
で
あ
る
。
今
後
も
人
縁
、
地
縁
を
生

か
し
信
用
金
庫
で
し
か
で
き
な
い
よ
う
な

サ
ポ
ー
ト
を
数
多
く
実
施
し
て
い
く
こ
と

が
本
当
の
地
域
貢
献
で
あ
る
と
思
っ
て
い

る
。

営
業
エ
リ
ア
の
基
盤

営
業
エ
リ
ア
で
あ
る
中
原
区
は
、
川
崎
市
で

最
も
人
口
が
多
い
区
で
あ
り
、
１
９
８
２
年

の
行
政
区
再
編
に
よ
り
毎
年
人
口
は
増
加
し

て
い
る
。
店
周
に
は
商
業
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ

ン
が
建
ち
並
び
、
テ
リ
ト
リ
ー
内
で
も
賃
貸

住
宅
や
建
売
住
宅
が
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、

一
方
で
、
花
や
野
菜
栽
培
、
梨
園
を
生
業
と

す
る
農
家
も
点
在
し
て
い
る
。
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（本欄は現役支店長による匿名対談です）�（本欄は現役支店長による匿名対談です）�

貸
金
獲
得
が
至
上
命
題

 

貸
出
金
が
ど
の
程
度
伸
ば
せ
て
い

る
か
が
、
い
ま
支
店
に
課
さ
れ
て

い
る
重
要
な
使
命
だ
。
い
ま
の
ご
時
世
で

は
、
預
金
は
何
も
し
な
く
と
も
自
然
に
集

ま
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
貸
金
を
い
か

に
増
や
し
て
い
る
か
が
非
常
に
重
視
さ
れ

て
い
る
。
目
標
の
点
数
配
分
も
こ
の
と
こ

ろ
、
断
ト
ツ
で
融
資
の
平
残
が
大
き
な
割

合
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
小
企
業

金
融
円
滑
化
法
が
施
行
さ
れ
た
あ
た
り
か

ら
は
と
く
に
、
新
規
借
入
れ
を
止
め
て
し

ま
っ
て
い
る
企
業
が
多
い
。
銀
行
側
も
新

し
い
融
資
先
を
探
さ
な
い
と
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

　

一
昔
前
ま
で
は
「
新
し
い
融
資
先
を
開

拓
す
べ
し
」
と
部
下
に
命
じ
る
と
、
銀
行

合
併
前
に
取
引
し
て
い
た
古
い
な
じ
み
の

取
引
先
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
選
ぶ
営
業
マ
ン

が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に

取
引
が
解
消
さ
れ
た
先
、
金
融
機
関
と
し

て
嫌
わ
れ
て
し
ま
っ
た
先
と
の
関
係
修
復

は
困
難
だ
。
営
業
マ
ン
が
日
々
ア
ン
テ
ナ

を
張
っ
て
将
来
に
わ
た
っ
て
銀
行
と
強
固

な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
優

良
企
業
を
、
足
で
探
し
、
新
し
く
開
拓
し

て
い
く
必
要
性
が
強
ま
っ
て
い
る
。

 

当
行
で
は
、
新
規
融
資
先
獲
得
の

た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
熱
心
に

行
っ
て
い
る
。
融
資
・
営
業
の
担
当
者
全

員
に
一
定
数
の
企
業
を
訪
問
す
る
ノ
ル
マ

を
課
し
、「
当
行
は
地
域
密
着
の
経
営
方

針
で
、
年
金
や
相
続
な
ど
あ
ら
ゆ
る
サ
ー

ビ
ス
を
ト
ー
タ
ル
に
提
供
で
き
ま
す
」
と

い
っ
た
う
た
い
文
句
で
、
新
し
い
融
資
先

を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
銀
行
を

あ
げ
て
取
り
組
む
と
、
成
果
が
あ
が
る
営

業
マ
ン
と
成
績
が
さ
え
な
い
営
業
マ
ン
の

差
が
顕
著
に
出
て
く
る
。
成
績
を
比
較
す

る
と
、
い
つ
も
同
じ
人
が
上
位
に
並
ぶ

し
、
０
点
に
な
っ
て
し
ま
う
人
は
い
つ
も

０
点
に
終
わ
る
。
新
規
融
資
先
の
獲
得

は
、「
で
き
る
人
と
で
き
な
い
人
」
が
露

骨
に
分
か
れ
る
シ
ビ
ア
な
分
野
だ
。

 

優
れ
た
営
業
成
績
を
あ
げ
て
表
彰

を
受
け
て
い
る
当
店
の　

代
の
行

20

員
は
、
３
メ
ガ
か
ら
中
心
的
に
融
資
を
受

け
て
い
る
優
良
企
業
に
積
極
的
に
飛
び
込

ん
で
、
う
ま
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
営
業
を
か

け
て
い
る
。
彼
に
「
ど
の
よ
う
な
判
断
で

融
資
で
き
る
企
業
を
み
つ
け
て
い
る
の

か
」
と
聞
い
て
み
た
と
こ
ろ
、「
借
入
先

金
融
機
関
を
よ
く
分
析
し
て
い
ま
す
。
メ

ガ
バ
ン
ク
以
外
に
も
、
そ
の
他
の
大
手
行

や
地
銀
・
信
金
か
ら
借
入
れ
が
あ
る
よ
う

な
先
を
狙
っ
て
セ
ー
ル
ス
し
て
い
ま
す
」

と
答
え
た
。「
当
行
は
い
ざ
と
い
う
と

き
、
逃
げ
て
い
き
ま
せ
ん
。
有
事
に
備

え
、
う
ち
か
ら
も
少
し
借
り
て
い
た
だ
け

な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
、

■
新
規
顧
客
獲
得
の
極
意

融
資
獲
得
の
必
要
条
件
は

攻
め
と
守
り
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚

（昨年11月、於東京都内。甲氏、乙氏と
も東京下町支店の現役支店長）
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新
規
案
件
を
獲
得
し
て
い
る
よ
う
だ
。
バ

ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
問
題
が
浮
上
し
、
メ
ガ
バ
ン

ク
３
行
は
い
ま
、
都
心
で
融
資
に
積
極
的

に
な
り
き
れ
な
い
よ
う
だ
。

 

当
店
に
も
、
今
年
度
上
半
期
に
全

営
業
店
で
ト
ッ
プ
の
成
績
を
と
っ

た
優
秀
な
営
業
マ
ン
が
い
る
。
営
業
担
当

者
は
皆
、「
私
も
い
つ
か
彼
の
よ
う
に
な

り
た
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
彼
の
仕
事
ぶ

り
の
特
徴
は
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
他
人

に
も
非
常
に
厳
し
い
こ
と
だ
。
自
分
の
成

績
を
日
々
厳
密
に
管
理
し
て
お
り
、
毎
日

必
ず
何
か
し
ら
案
件
を
と
っ
て
く
る
。

　

全
員
が
彼
に
一
目
お
い
て
い
る
が
、
こ

う
い
う
人
は
仕
事
に
対
す
る
プ
ロ
意
識
が

強
す
ぎ
る
こ
と
が
玉
に
瑕
だ
。
た
と
え
部

下
が
若
い
事
務
の
女
性
で
あ
っ
て
も
容
赦

せ
ず
、
厳
し
く
仕
事
を
注
文
す
る
か
ら
、

ど
う
し
て
も
一
部
か
ら
は
煙
た
が
ら
れ
て

し
ま
う
。
だ
が
、
厳
し
く
自
分
を
律
し
て

結
果
を
残
し
て
い
る
か
ら
、
だ
れ
も
彼
に

文
句
が
い
え
な
い
。
こ
う
い
う
営
業
マ
ン

が
支
店
に
一
人
い
て
く
れ
る
と
支
店
が
引

き
締
ま
り
、
支
店
長
は
本
当
に
助
か
る
。

 

以
前
に
も
ま
し
て
、
学
歴
が
り
っ

ぱ
な
人
よ
り
も
、
社
交
的
で
物
お

じ
し
な
い
体
育
会
系
の
明
る
い
性
格
の
行

員
が
、
取
引
先
に
好
か
れ
る
傾
向
が
強
ま

っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
企
業
に
積
極
的
に

飛
び
込
ん
で
融
資
を
獲
得
す
る
の
が
得
意

な
人
は
、
総
じ
て
体
育
会
系
だ
。
同
時

に
、
人
に
好
か
れ
て
し
ま
う
天
性
の
素
質

を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
だ
と
思
う
。

取
引
先
の
会
社
の
社
長
か
ら
「
う
ち
の
娘

を
も
ら
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
わ
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
感
じ
の
い
い
人
物
が
、
い

ち
ば
ん
多
く
新
規
案
件
を
と
っ
て
い
る
。

支
店
長
の
後
に
人
は
い
な
い

 

た
だ
、
こ
う
し
た
「
攻
め
」
だ
け

で
は
な
く
、「
守
り
」
を
固
め
る

こ
と
も
重
要
だ
。
当
店
の
営
業
エ
リ
ア
に

は
幸
い
、
中
小
・
零
細
企
業
が
多
く
、
チ

ャ
ン
ス
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
、「
新
規
開
拓
は
い
く
ら
で
も
で
き
る

は
ず
な
の
に
、
支
店
長
は
リ
ス
ク
を
と
っ

て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
的
な
視
線
を
、

部
下
か
ら
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

だ
が
、
支
店
長
に
な
る
と
、
疑
い
深
く

な
っ
て
し
ま
う
の
は
し
か
た
が
な
い
。
副

支
店
長
や
課
長
の
と
き
に
は
、
背
後
に
自

分
の
仕
事
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
る
人
、

責
任
を
と
る
人
が
控
え
て
い
た
。
上
席
者

に
後
を
任
せ
る
甘
え
が
許
さ
れ
た
。

　

支
店
長
の
よ
う
な
部
門
長
の
立
場
に
な

る
と
、
自
分
の
後
に
責
任
を
負
う
人
が
い

な
い
こ
と
の
重
み
を
感
じ
る
。
と
く
に
、

新
規
の
会
社
の
融
資
の
審
査
な
ど
に
関
し

て
は
、
ど
う
し
て
も
猜
疑
心
が
芽
生
え
て

し
ま
う
し
、
ま
ず
は
相
手
を
疑
っ
て
か
か

る
と
い
う
姿
勢
が
強
く
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ア
ク
セ
ル
を
踏
ま
ず
、
ブ

レ
ー
キ
だ
け
を
踏
む
よ
う
な
支
店
長
は
論

外
だ
。
し
か
し
、
実
際
に
つ
い
先
日
も

「
支
店
長
、
こ
れ
は
本
当
に
い
い
取
引
先

で
す
」
と
部
下
が
推
薦
す
る
会
社
が
粉
飾

し
て
い
る
こ
と
に
、
最
後
の
決
裁
の
段
階

で
気
が
つ
い
て
、
危
う
く
難
を
逃
れ
た
ば

か
り
だ
。
長
年
の
経
験
か
ら
３
期
前
の
決

算
書
の
数
字
の
フ
ォ
ン
ト
が
微
妙
に
怪
し

い
こ
と
に
勘
づ
い
た
が
、
本
当
に
冷
や
汗

を
か
い
た
（
苦
笑
）。

 

ま
っ
た
く
、
他
人
事
と
は
思
え
な

い
ね
。
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説
明
義
務�

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
　

資
産
運
用
商
品
部
　

マ
ネ
ジ
ャ
ー�

青
山
　

直
子�

第４回�
顧
客
の
理
解
あ
っ
て
の 

誠
実
義
務
の
履
行

　

説
明
に
つ
い
て
の
内
部
管
理
で
は
、
説

明
す
べ
き
事
項
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
化

や
、
理
解
し
た
か
ど
う
か
顧
客
に
よ
る
チ

ェ
ッ
ク
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
説
明

義
務
は
説
明
が
理
解
さ
れ
て
初
め
て
顧
客

に
誠
実
に
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な

る
。
説
明
義
務
に
関
す
る
法
規
則
と
、
他

の
原
則
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
、
内
部
管

理
上
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
た
い
。

　

１
９
９
２
年
の
証
券
取
引
法
改
正
前
は

顧
客
に
対
す
る
誠
実
・
公
平
に
つ
い
て
直

接
的
な
規
定
は
な
く
、
業
者
の
禁
止
行
為

を
規
定
す
る
こ
と
で
、
顧
客
利
益
の
保
護

を
図
っ
て
い
た
。
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
行
為
規

範
原
則
の
制
定
を
受
け
て
同
法
改
正
の

際
、「
顧
客
に
対
す
る
誠
実
義
務
」（
第　
３３

条
）
が
明
記
さ
れ
た
。
金
商
法
で
は
第　
３６

条
が
当
該
規
定
を
受
け
継
い
で
い
る
。
誠

実
義
務
は
抽
象
的
と
も
い
わ
れ
る
が
、
具

体
的
義
務
と
し
て
説
明
義
務
が
生
じ
る
と

い
う
解
釈
も
あ
る
。
説
明
義
務
と
は
、
顧

客
に
投
資
勧
誘
や
販
売
を
行
う
際
、
十
分

な
情
報
提
供
を
行
い
商
品
の
内
容
等
を
明

確
に
説
明
す
る
義
務
で
あ
る
。

　

具
体
的
規
定
と
し
て
、
銀
行
法
施
行
規

則
お
よ
び
日
本
証
券
業
協
会
の
規
則
に
お

け
る
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
規
定
、
金
融

商
品
販
売
法
上
の
説
明
す
べ
き
「
重
要
事

項
」
の
指
定
が
整
備
さ
れ
る
。
重
要
事
項

と
は
、
①
マ
ー
ケ
ッ
ト
リ
ス
ク
、
②
ク
レ

ジ
ッ
ト
リ
ス
ク
、
③
そ
の
他
の
元
本
欠
損

リ
ス
ク
、
④
権
利
行
使
の
権
限
（
投
信
販

売
で
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
期
間
等
）
で
あ
る
。

適
合
性
原
則
と
の
関
係

　

適
合
性
の
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
適
合
性
の
原
則
（
広
義
）

は
、
顧
客
の
属
性
に
即
し
た
勧
誘
・
説
明

を
行
う
義
務
で
あ
り
、
説
明
義
務
を
尽
く

し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て

の
解
釈
基
準
は
、
い
わ
ゆ
る
適
合
性
の
原

則
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
適
合
性
原
則
は
顧
客
の
知
識

・
経
験
・
能
力
に
基
づ
く
「
理
解
」
に
関

す
る
問
題
で
あ
り
、
説
明
義
務
と
密
接
に

関
連
す
る
。

　

投
資
判
断
は
最
終
的
に
投
資
家
自
身
が

下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
己
責
任
は
基

本
原
則
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
投
資
商

品
に
関
す
る
情
報
提
供
と
顧
客
の
十
分
な

理
解
が
必
要
で
あ
り
、
顧
客
ご
と
に
理
解

の
程
度
や
能
力
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
な
か

で
自
己
責
任
原
則
を
確
立
す
る
に
は
、
顧

客
に
合
わ
せ
た
説
明
が
必
要
と
な
る
。
理

解
力
と
は
顧
客
の
現
実
の
理
解
力
で
は
な

く
、
知
識
・
経
験
・
能
力
ま
た
財
産
の
状

況
、
契
約
締
結
の
目
的
か
ら
客
観
的
に
推

定
さ
れ
る
理
解
力
で
あ
る
。
属
性
か
ら
み

て
理
解
力
が
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
る
場

合
、
通
り
一
遍
の
説
明
で
は
足
り
な
い
こ

と
に
な
り
、
顧
客
に
合
わ
せ
た
説
明
と
い

う
高
度
な
ス
キ
ル
が
求
め
ら
れ
る
。

販
売
側
の
理
解
不
足
が 

問
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も

　

説
明
者
側
の
理
解
力
に
つ
い
て
判
示
さ

れ
た
例
を
み
て
み
た
い
。
一
つ
は
銀
行
が
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販
売
し
た
ノ
ッ
ク
イ
ン
型
投
信
に
よ
る
損

失
の
損
害
賠
償
請
求
で
あ
る
。
販
売
時
に

は
、
条
件
付
き
で
元
本
保
証
さ
れ
る
こ
と

や
、
定
期
預
金
よ
り
高
い
利
回
り
が
期
待

で
き
る
こ
と
の
ほ
か
、
預
金
で
は
な
く
投

信
で
あ
る
こ
と
、
グ
ラ
フ
を
示
し
な
が
ら

の
ワ
ン
タ
ッ
チ
水
準
の
意
味
な
ど
、
担
当

者
か
ら
顧
客
に
説
明
が
あ
っ
た
。
一
応
の

説
明
は
認
定
さ
れ
た
が
、
判
決
は
「
担
当

者
ら
は
各
投
資
信
託
の
投
資
対
象
や
運
用

益
に
つ
い
て
の
知
識
は
持
ち
合
わ
せ
て
お

ら
ず
、
そ
の
研
修
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
販
売
す
る
側
に

知
識
不
足
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
が
十

分
説
明
を
で
き
る
か
は
疑
わ
し
い
」
と
指

摘
。
さ
ら
に
、「
勧
誘
を
受
け
た
顧
客
が

不
安
も
述
べ
ず
に
そ
の
場
で
た
だ
ち
に
購

入
を
決
め
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
投

資
信
託
の
内
容
を
具
体
的
に
理
解
で
き

ず
、
ま
た
、
そ
の
リ
ス
ク
を
、
現
実
味
を

帯
び
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
て
い
な
か

っ
た
と
認
め
ら
れ
る
」
と
判
断
し
て
、
説

明
義
務
違
反
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
立
を

認
め
た
。

　

ま
た
、
証
券
会
社
の
社
員
が
説
明
資
料

上
の
専
門
用
語
を
十
分
に
理
解
し
な
い
ま

ま
説
明
し
、
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
以
上
に
運

用
方
針
や
そ
れ
に
伴
う
リ
ス
ク
が
十
分
説

明
で
き
て
い
た
か
甚
だ
疑
わ
し
い
と
指
摘

さ
れ
た
判
示
も
あ
る
。

管
理
者
は
販
売
者
の 

能
力
を
把
握
す
べ
き

　

こ
の
判
例
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、
形
式
で

は
な
く
実
態
と
し
て
何
が
必
要
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
だ
。
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
基

づ
く
説
明
と
い
っ
た
確
認
の
徹
底
は
不
可

欠
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
形
式
的
確
認

だ
け
で
は
な
く
、
理
解
を
伴
う
実
質
的
な

説
明
を
記
録
す
る
た
め
に
は
普
段
か
ら
の

顧
客
と
の
対
応
記
録
が
重
要
に
な
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、「
投
資
経
験
が
豊
富
な
顧
客

に
販
売
す
る
場
合
と
投
資
経
験
の
少
な
い

顧
客
に
販
売
す
る
場
合
と
で
説
明
内
容
・

方
法
を
一
律
と
す
る
必
要
は
な
い
」（
金

融
庁
質
疑
応
答
集
）
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は

初
心
者
を
想
定
し
た
説
明
内
容
・
方
法
を

確
立
し
た
う
え
で
、
知
識
、
経
験
等
の
顧

客
の
属
性
に
照
ら
し
て
説
明
方
法
・
程
度

に
柔
軟
性
を
も
た
せ
る
方
法
が
適
応
力
を

も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

説
明
義
務
の
大
前
提
に
は
、
社
員
の
説

明
力
、
社
員
に
よ
る
顧
客
の
理
解
度
を
計

る
能
力
が
重
要
で
あ
る
。
管
理
者
は
社
員

の
研
修
履
歴
の
確
認
や
特
性
、
理
解
度
、

説
明
力
を
常
に
把
握
し
、
説
明
義
務
が
履

行
で
き
る
か
ど
う
か
の
認
識
と
、
そ
の
た

め
の
管
理
者
か
ら
の
補
足
説
明
等
個
別
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
講
じ
る
こ
と
が
、

内
部
管
理
者
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
よ
う
。

証券監督者国際機構（IOSCO）行為規範原則
①誠実・公平　会社は、その営業にあたっては、顧客
の最大の利益及び市場の健全性を図るべく、誠実かつ
公平に行動しなければならない。（略）

金融商品取引法
第３６条　（顧客に対する誠実義務）金融商品取引業者
等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実か
つ公正に、その業務を遂行しなければならない。

銀行法施行規則
第１３条の５　（金銭債権等と預金等との誤認防止）
第１項　銀行は、（略）業務の方法に応じ、顧客の知
識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、
顧客に対し、（略）預金等との誤認を防止するための
説明を行わなければならない。
（略）

に、顧客に対し、次に掲げる事項（以下「重要事項」
という。）について説明をしなければならない。
第１号　当該金融商品の販売について金利、通貨の価
格、金融商品市場（略）における相場その他の指標に
係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ
があるときは、次に掲げる事項
イ　元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ　当該指標
ハ　ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損
が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係
る取引の仕組みのうちの重要な部分
（略）

日本証券業協会規則「協会員の投資勧誘、顧客管理等
に関する規則」
第４条　（自己責任原則の徹底）
協会員は、投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資
は投資者自身の判断と責任において行うべきものであ
ることを理解させるものとする。
第１０条　（預金等との誤認防止）
第１項　特別会員は、（略）業務の方法に応じ、顧客
の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、
（略）これら有価証券と預金等との誤認を防止するた
めの説明を行わなければならない。
（略）

金融商品の販売等に関する法律
第３条　（金融商品販売業者等の説明義務）
第１項　金融商品取引業者等は、（略）当該金融商品
の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間
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経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
大
西
　
良
雄�

　

民
主
党
は
政
権
初
年
度
の
２
０
１
０
年

度
に
公
共
事
業
関
係
予
算
を　

％
も
削

18

減
、「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
人
へ
」
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
強
烈
に
印
象
付
け
た
。
ス
ロ

ー
ガ
ン
は
ま
だ
生
き
て
い
た
。
政
権
２
年

目
の　

年
度
公
共
事
業
関
係
予
算
は
約
５

11

・
５
兆
円
（
一
括
交
付
金
化
を
含
む
）、

約
５
％
の
削
減
と
な
っ
た
。
ピ
ー
ク
の　
97

年
度
９
・
７
兆
円
か
ら
４
・
２
兆
円
（　
43

％
減
）
も
の
激
減
で
あ
る
。

　

こ
の
予
算
を
み
て
頭
を
よ
ぎ
る
の
が
多

発
し
て
い
る
市
街
地
洪
水
。
老
朽
化
し
た

上
水
管
が
自
動
車
の
振
動
で
破
裂
し
て
洪

水
を
起
こ
す
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
襲
わ
れ
容

量
不
足
の
下
水
管
が
あ
ふ
れ
て
床
下
浸
水

を
引
き
起
こ
す
と
い
う
光
景
だ
。

　

昨
秋
発
表
さ
れ
た
「
国
土
交
通
白
書
」

に
よ
る
と
、
今
後　

年
以
内
に
建
設
後　

20

50

年
以
上
経
過
す
る
社
会
資
本
の
割
合
は
、

道
路
橋
約　

％
、
河
川
管
理
施
設
（
水
門

51

等
）
約　

％
、
下
水
道
管
渠
約　

％
、
港

51

22

湾
岸
壁
約　

％
に
も
な
る
と
い
う
。
下
水

48

道
管
渠
は
地
方
へ
の
敷
設
期
が
新
し
い
た

め
全
体
比
率
が
低
く
出
て
い
る
が
、
敷
設

が
早
か
っ
た
大
都
市
圏
で
は
老
朽
化
が
ど

ん
ど
ん
進
み
、
そ
れ
が
市
街
地
洪
水
を
も

た
ら
し
て
い
る
の
だ
。

　

心
配
な
の
は
高
速
道
路
や
新
幹
線
の
延

伸
予
算
で
は
な
く
、
過
去
に
建
設
さ
れ
た

社
会
資
本
を
維
持
管
理
・
更
新
す
る
た
め

の
予
算
確
保
だ
。
今
後
、
高
度
成
長
期
に

建
設
さ
れ
た
社
会
資
本
の
多
く
が
続
々
と

更
新
（
補
修
）
期
を
迎
え
る
。
同
じ
「
国

土
交
通
白
書
」
に
よ
る
と
、
国
交
省
所
管

の
公
共
投
資
総
額
に
占
め
る
維
持
管
理
・

更
新
費
の
割
合
は　

年
度
で
す
で
に　

％

10

50

に
達
し
て
い
る
。
公
共
事
業
関
係
予
算
伸

び
率
を
ゼ
ロ
と
す
る
と
、　

年
度
に
は
毎

37

年
の
公
共
投
資
額
の
す
べ
て
を
維
持
管
理

・
更
新
費
に
回
さ
な
け
れ
ば
老
朽
化
し
た

社
会
資
本
を
維
持
更
新
で
き
な
く
な
る
と

白
書
は
予
測
し
て
い
る
。

　

地
方
自
治
体
も
学
校
、
病
院
、
文
化
施

設
、
上
下
水
道
、
道
路
な
ど
社
会
資
本
の

重
要
な
担
い
手
だ
。
日
本
総
研
に
よ
る
と

「
全
国
の
７
割
以
上
の
自
治
体
で
社
会
資

本
ス
ト
ッ
ク
の
更
新
・
維
持
管
理
が
財
政

上
の
課
題
と
し
て
す
で
に
顕
在
化
、　

年
10

以
内
に
顕
在
化
す
る
見
込
み
も
含
め
る
と

９
割
超
に
の
ぼ
る
」（　

年
度
「
今
後
の

10

社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
戦
略
的
維
持
管
理

等
に
関
す
る
調
査
」）
と
い
う
。
地
方
自

治
体
の
ほ
う
が
国
に
先
行
し
て
社
会
資
本

の
更
新
・
維
持
管
理
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い

る
と
い
え
そ
う
だ
。

　

生
活
に
最
低
限
必
要
な
道
路
や
橋
、
上

下
水
道
な
ど
を
維
持
、
管
理
、
補
修
、
更

新
す
る
予
算
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
。
だ

が
、
国
と
地
方
合
わ
せ
た
長
期
債
務
残
高

が
８
６
８
兆
円
（　

年
度
末
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

10

１
８
０
％
）
に
達
す
る
と
い
う
悲
惨
な
財

政
事
情
の
下
で
は
、
公
共
事
業
関
係
予
算

が
さ
ら
に
削
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
。
い
ま

あ
る
す
べ
て
の
社
会
資
本
を
更
新
・
補
修

す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
、
な
か
に
は
補
修

で
き
ず
に
朽
ち
果
て
る
道
路
や
橋
、
病
院

や
学
校
も
出
て
く
る
に
違
い
な
い
。

　

身
近
な
生
活
を
支
え
る
社
会
資
本
の

「
更
新
・
補
修
」
予
算
の
捻
出
が
政
府
に

求
め
ら
れ
る
。一
方
、高
速
道
路
、ダ
ム
、新

幹
線
な
ど
の
大
型
公
共
事
業
で
飯
を
食
っ

て
き
た
地
方
ゼ
ネ
コ
ン
は
、
生
活
道
路
や

橋
の
補
修
、
上
水
道
、
下
水
道
の
更
新
、

学
校
な
ど
公
共
施
設
の
建
て
替
え
な
ど
細

か
い
「
更
新
・
補
修
」
工
事
の
受
注
で
生

き
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
ま
ま
で
は
橋
や
学
校
が
朽
ち
果
て
る

 第５回

公
共
事
業
予
算
「
激
減
」
の
帰
結
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証
券
事
件
で
は
監
視
委
に
も

「
公
訴
権
」を
与
え
る
べ
し

外
資
系
証
券
会
社

… …………………………………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………………………………

 　

プ
レ
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
（
上
場
会

社
が
証
券
を
発
行
す
る
と
き
、
引

受
幹
事
証
券
会
社
が
機
関
投
資
家

に
対
し
て
潜
在
的
な
需
要
動
向
を

図
る
た
め
に
市
場
調
査
す
る
行

為
）
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の

温
床
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
疑
惑

が
高
ま
っ
て
い
る
。
引
受
幹
事
証

券
会
社
が
特
定
の
投
資
家
に
情
報

を
漏
ら
し
、
貸
株
を
与
え
て
空
売

り
を
さ
せ
、
そ
の
反
対
売
買
で
新

規
発
行
の
証
券
を
与
え
る
こ
と
を

約
束
し
、
増
資
後
に
決
済
さ
せ

る
。
機
関
投
資
家
も
濡
れ
手
に
粟

の
利
益
を
得
る
し
、
引
受
幹
事
証

券
も
新
規
発
行
株
式
を
さ
ば
け
る

と
い
う
手
口
だ
。
東
京
電
力
、
日

本
板
硝
子
、
国
際
石
油
開
発
帝
石

プ
レ
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
が

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
温
床
？

な
ど
、
増
資
発
表
前
に
株
価
が
急

落
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

　

今
回
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
疑

惑
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
の
は
、

ル
ー
ル
に
厳
格
な
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン

ド
が
、
同
取
引
を
常
習
す
る
ヘ
ッ

ジ
フ
ァ
ン
ド
を
証
券
取
引
等
監
視

委
員
会
に
告
発
し
た
と
い
う
ウ
ワ

サ
が
、
証
券
市
場
を
駆
け
巡
っ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
す
で
に
証
券

会
社
の
取
引
履
歴
に
つ
い
て
監
視

委
の
調
査
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

健
全
な
市
場
の
回
復
を
願
う
証
券

関
係
者
や
投
資
家
は
、
告
発
さ
れ

た
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
司
直
の
メ

ス
が
入
る
と
期
待
し
て
い
る
。

 　

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
監
視

委
の
調
査
に
よ
る
立
件
は
期
待
薄

だ
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
の
監
視

委
が
米
国
証
券
取
引
委
員
会
の
よ

「
小
悪
を
眠
ら
せ
な
い
」

制
度
づ
く
り
を

う
な
逮
捕
権
や
公
訴
権
を
与
え
ら

れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
刑
事

事
件
と
し
て
起
訴
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
検
察
官
の
み
で
あ

る
。
日
本
の
監
視
委
が
刑
事
事
件

を
調
査
し
た
場
合
、
東
京
地
検
特

捜
部
に
告
発
す
る
と
い
う
手
続
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
特
捜
部
は
、
大
阪
地
検
の
検

事
に
よ
る
押
収
資
料
改
ざ
ん
事
件

の
影
響
で
、
目
下
、
開
店
休
業
状

態
だ
。
監
視
委
は
事
件
の
在
庫
を

か
か
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
否
認
事
件
は
も
っ
て
く
る
な
」

―
―
。
検
察
庁
が
監
視
委
に
そ
ん

な
意
向
を
伝
え
た
と
も
ウ
ワ
サ
さ

れ
て
い
る
。　

月
上
旬
、
西
友
の

12

社
外
取
締
役
の
夫
が
犯
し
た
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
事
件
は
、
本
人
が
認
め

た
た
め
に
在
宅
起
訴
と
な
っ
た

が
、
妻
は
否
認
し
て
い
る
た
め
に

立
件
が
見
送
ら
れ
た
。
約　

人
し

30

か
い
な
い
特
捜
検
事
だ
け
で
は
、

細
か
い
証
券
取
引
の
事
件
な
ど
カ

バ
ー
し
き
れ
な
い
。
少
人
数
で
成

果
を
求
め
る
た
め
に
、
勢
い
、
大

物
狙
い
と
ス
ト
ー
リ
ー
捜
査
に
陥

り
や
す
い
。
一
昨
年
は
、
母
親
か

ら
カ
ネ
を
も
ら
っ
た
大
物
政
治
家

を
、
昨
年
は
「
父
親
か
ら
カ
ネ
を

も
ら
っ
た
」
と
主
張
す
る
元
与
党

幹
事
長
を
追
い
掛
け
回
し
、
元
秘

書
の
起
訴
だ
け
で
終
わ
っ
た
。

「
巨
悪
は
眠
ら
せ
な
い
」
と
い
う

理
念
は
、
権
力
が
集
中
し
や
す
い

発
展
途
上
段
階
の
日
本
で
は
妥
当

だ
っ
た
が
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

発
達
し
、
権
力
が
分
散
さ
れ
て
い

る
現
在
の
日
本
で
は
も
は
や
成
り

立
た
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ

る
。
公
訴
権
を
分
散
し
、
き
め
細

か
く
刑
事
事
件
を
立
件
す
る
制
度

が
望
ま
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
く

だ
ん
の
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
よ
う

な
「
小
悪
」
も
排
除
す
る
こ
と
が

可
能
だ
ろ
う
。 　
　
　
　
 
（
天
童
）
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第
一
回
　�

バ
ラ
ン
ス
シ
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経
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―
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一
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大
学
経
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教
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キ
ヤ
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研
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主
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小
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政策�バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
映
る

経
済
政
策
の
課
題

２
０
０
８
年
秋
の
金
融
危
機
か
ら

２
年
あ
ま
り
過
ぎ
た
が
、
欧
米
経
済

の
先
行
き
に
は
不
透
明
感
が
つ
き
ま

と
っ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
の
国
内

は
政
権
交
代
を
経
て
も
財
政
再
建
と

社
会
保
障
改
革
の
先
行
き
が
は
っ
き

り
せ
ず
、
将
来
へ
の
不
確
実
性
は
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
日
本
で
も

欧
米
で
も
、
不
安
と
不
確
実
性
が
非

常
に
高
い
レ
ベ
ル
で
続
い
て
い
く
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

こ
と
に
日
本
の
現
状
は
不
可
解
で

あ
る
。
財
政
破
綻
の
リ
ス
ク
が
日
増

し
に
高
ま
る
な
か
で
、
金
融
危
機
後

は
一
貫
し
て
円
高
が
続
い
て
い
る
。

為
替
レ
ー
ト
は
他
の
通
貨
と
の
相
対

関
係
で
決
ま
る
こ
と
と
は
い
え
、
通

貨
の
本
源
的
な
価
値
を
保
証
す
る
も

の
は
財
政
の
健
全
性
で
あ
る
。
財
政

悪
化
と
円
高
持
続
が
併
存
す
る
現
状

を
ど
う
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
財
政

の
持
続
可
能
性
と
、
為
替
や
通
貨
に

関
す
る
政
策
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付

け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

世
界
経
済
が
問
題
を
抱
え
た
状
態

が
続
け
ば
、
政
治
や
思
想
に
も
質
的

な
変
化
が
起
こ
る
。
た
と
え
ば
、
１

８
７
０
年
代
か
ら
四
半
世
紀
続
い
た

世
界
不
況
が
欧
州
列
強
の
膨
張
的
な

帝
国
主
義
を
生
み
出
し
、
そ
の
帝
国

主
義
的
支
配
体
制
が
１
９
３
０
年
代

の
大
恐
慌
を
経
て
全
体
主
義
に
変
質

し
て
い
っ
た
、
と
い
う
説
が
あ
る

（
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
『
全
体
主
義

の
起
源
』）。
今
回
の
世
界
的
な
金
融

危
機
も
、
政
治
や
社
会
思
想
の
面

で
、
こ
れ
ま
で
と
大
き
く
質
的
に
異

な
っ
た
新
し
い
思
想
を
生
み
出
す
こ

と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
連
載
で
は
、
ま
ず
日
本
と
世
界

が
直
面
す
る
経
済
政
策
上
の
課
題
を

で
き
る
だ
け
長
期
的
な
枠
組
み
で
、

整
合
性
の
と
れ
た
か
た
ち
で
論
じ
た

い
。
関
連
し
て
、
金
融
危
機
後
の
経

済
学
研
究
や
政
策
論
争
に
つ
い
て
の

最
近
の
動
向
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
、

経
済
思
想
や
政
治
思
想
に
つ
い
て
も

考
察
を
加
え
た
い
。

世
界
や
わ
が
国
の
経
済
政
策
の
課

題
を
考
察
す
る
際
に
、「
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と

し
て
議
論
を
整
理
す
る
と
見
通
し
が

よ
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
と
い
う
と
、
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ク
ー
氏
の
「
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
不
況
論
」
が
欧
米
で
も
注
目

を
集
め
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
資

産
バ
ブ
ル
の
崩
壊
に
よ
っ
て
企
業
や

家
計
が
過
剰
な
負
債
を
背
負
い
こ
ま

さ
れ
る
と
、
借
金
を
返
済
し
よ
う
と

必
死
に
な
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
消

費
や
設
備
投
資
が
低
迷
す
る
。
こ
う

し
て
不
況
が
悪
化
す
る
の
で
、
資
産

価
格
が
ま
す
ま
す
下
が
り
、
企
業
や

家
計
の
も
つ
資
産
の
価
値
が
下
が
っ

て
、
債
務
の
負
担
が
増
大
す
る
、
と

い
う
議
論
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
ア

ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の

「
デ
ッ
ト
・
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
理

論
」
と
同
じ
構
造
の
議
論
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
政
策
論
と
し
て
は
、
財

政
支
出
の
大
幅
拡
大
と
い
う
ケ
イ
ン

ズ
経
済
学
の
処
方
箋
を
力
強
く
サ
ポ

ー
ト
す
る
議
論
と
し
て
欧
米
で
注
目
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を
集
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ク
ー
氏
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
不
況

論
は
、
金
融
危
機
の
重
要
な
側
面
を

描
写
し
た
議
論
で
あ
る
が
、
民
間
部

門
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問
題
に
関
心

が
集
中
し
て
い
て
、
政
府
部
門
の
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問
題
の
困
難
さ
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
重
視
し
て
い
な
い
。

本
稿
で
論
じ
た
い
の
は
、
企
業
や

銀
行
だ
け
で
は
な
く
、
政
府
の
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
（
さ
ら
に
は
海
外
部
門

の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
）
も
含
め
た
全

体
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
な

ど
の
民
間
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問
題

に
つ
い
て
も
、「
財
政
政
策
か
／
構

造
改
革
か
」
と
い
う
現
在
の
欧
米
で

の
政
策
論
争
に
、
新
た
な
論
点
を
提

示
し
た
い
。

政
府
の
危
機
対
策
が

正
当
化
さ
れ
る
理
由

金
融
危
機
と
は
、「
民
間
経
済
の

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
大
き
な
穴
が
あ

い
た
状
態
」
と
表
現
で
き
る
。

危
機
前
に
、
不
動
産
バ
ブ
ル
な
ど

が
発
生
し
、
資
産
と
負
債
が
両
建
て

で
膨
張
す
る
。
バ
ブ
ル
が
続
い
て
い

る
間
は
、
経
済
全
体
に
存
在
す
る
資

産
（
不
動
産
、
銀
行
預
金
、
企
業
株

式
な
ど
）
の
価
値
と
負
債
（
企
業
や

家
計
の
債
務
）
の
価
値
は
釣
り
合
っ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
に
バ
ブ

ル
が
崩
壊
し
て
状
況
が
一
変
す
る
。

資
産
の
価
値
は
急
落
す
る
一
方
、
負

債
は
名
目
額
で
固
定
さ
れ
て
い
る

（
簡
略
化
の
た
め
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

上
の
資
本
は
と
り
あ
え
ず
無
視
す

る
）。
イ
ン
フ
レ
が
起
こ
ら
な
い
限

り
、
負
債
の
実
質
価
値
は
下
が
ら
な

い
の
で
、
民
間
の
経
済
で
集
計
し
た

資
産
総
額
を
負
債
総
額
が
上
回
る
状

態
に
な
る
。
こ
の
負
債
と
資
産
の
差

額
を
、「
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
に
あ
い

た
穴
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
後
、
政
府
・
中
央
銀
行
は
危

機
対
策
と
し
て
財
政
政
策
や
金
融
機

関
の
救
済
を
実
施
し
、
経
済
を
浮
揚

さ
せ
よ
う
と
す
る
。

財
政
政
策
な
ど
に
よ
る
金
融
危
機

対
策
は
、
政
府
部
門
か
ら
民
間
部
門

に
資
源
を
移
転
し
、
民
間
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
に
あ
い
た
穴
を
「
穴
埋

め
」
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
は
民
間

の
主
体
が
倒
産
処
理
や
破
産
を
通
じ

て
自
己
資
本
を
使
っ
て
バ
ラ
ン
ス
シ

ー
ト
の
穴
埋
め
を
す
べ
き
だ
が
、
日

本
の
９０
年
代
や
現
在
の
欧
米
経
済
の

よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
巨
額
の

「
穴
」（
過
剰
債
務
）
が
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
に
あ
い
た
状
態
で
は
、
民
間

に
存
在
す
る
自
己
資
本
だ
け
で
は
、

「
穴
埋
め
」
を
し
き
れ
な
い
。
民
間

の
自
己
資
本
で
処
理
し
き
れ
な
い
過

剰
債
務
に
つ
い
て
は
、
民
間
債
権
者

が
損
失
を
負
担
し
て
処
理
す
る
の
が

本
筋
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ラ
ン
ス

シ
ー
ト
不
況
の
状
況
で
は
、
二
つ
の

理
由
か
ら
、
政
府
に
よ
る「
穴
埋
め
」

が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
一
の
理
由
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ク
ー
氏
ら
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に

「
デ
ッ
ト
・
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を

止
め
る
こ
と
で
あ
る
。
債
務
の
返
済

を
急
ぐ
企
業
や
家
計
が
手
持
ち
の
不

動
産
な
ど
を
投
げ
売
り
す
る
と
、
資

産
価
格
が
過
剰
に
下
落
し
、
債
務
負

担
が
増
大
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
外

部
不
経
済
効
果
な
の
で
、
政
府
の
介

入
が
正
当
化
さ
れ
る
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
本
連
載
の

第
二
部
で
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
民
間
債
務
の
か
な
り
の
部
分

が
「
貨
幣
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
銀
行
な
ど
の
債
務
が

取
引
の
決
済
に
使
わ
れ
る
こ
と
（
貨

幣
と
し
て
の
機
能
）
は
、
民
間
債
務

が
一
種
の
外
部
経
済
効
果
を
発
揮
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
民
間
債

務
の
一
部
が
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問

題
の
た
め
に
消
滅
す
る
こ
と
は
、
貨

幣
の
消
滅
と
い
う
外
部
不
経
済
効
果

が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら

に
、「
一
部
の
債
務
が
切
り
捨
て
ら

れ
る
」
と
い
う
懸
念
が
市
場
で
広
が

る
と
、
銀
行
取
り
付
け
（bank

run

）
と
同
様
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
、

債
務
総
量
が
急
激
に
収
縮
す
る
。
そ

の
結
果
、
外
部
不
経
済
の
ダ
メ
ー
ジ

も
大
き
く
増
幅
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
外
部
不
経
済
を
除
去
あ

る
い
は
緩
和
す
る
た
め
に
、
政
府
が

民
間
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
穴
埋
め

を
行
う
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
。
�
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といった市場の景況判断に影響を与え得る外

生的要因は存在する。だが、欧州財政危機に

ついては、ギリシャに続きアイルランドが金

融支援に追い込まれたものの、グローバル金

融市場に強いストレスがかかることはなかっ

た。中国の金融引締めも、むしろ８％程度と

される安定成長レベルにソフトランディング

するうえで重要な措置と前向きに受け止めら

れている。円高ドル安バイアスも、その遠因

である米ＦＲＢによるＱＥ２（量的緩和第２

弾）の継続には批判的な議論が多く、需給面

から一段のドル安を加速させるという見方は

いまのところメインシナリオとなっていな

い。総括すると、いずれも市場参加者の景況

判断を下方に大きく屈折させるような要因と

はいいにくい。これら要因により、踊り場局

面の脱却時期が「後ずれ」させられる可能性

はあるとしても、二番底議論にまで発展する

とは考えにくいように思われる。

もっとも、忘れてはならないのは、市場参

加者の間で年央以降の循環的な景気回復シナ

リオがすでに織り込まれているという「事

実」である。

６月に期限を迎える米ＦＲＢによるＱＥ２

の打切りが視野に入れば、米１０年債利回りも

４％程度までの上昇は避けられない。足もと

の水準からは６０～７０bp程度の上昇となる。
だが、当社長期金利モデルによれば、米１０年

債利回りの６０～７０bp程度の上昇がわが国１０
年債利回りに与える影響はおおよそ１２～１５

bp程度。それこそ景気回復期待が加速し、
米ＦＲＢの出口政策議論が前倒しでもされな

い限り、米債市場発の大幅金利上昇シナリオ

も描きにくい。そして、米経済に景気回復を

加速させるようなファクターは見当たらな

い。また、新興国経済も金融引締めがタイム

ラグを伴って経済成長を抑制することをふま

えると、アメリカ以外の要因でわが国景気回

復期待を加速させることもむずかしい。

したがって、「１％を割り込んだ翌年の１０

年債利回りはさらに上昇する」というジンク

スが額面どおり働かない可能性もある。ジン

クスどおりいかないのも市場であることを認

識しておきたい。

〔図表〕 日本１０年国債利回りの推移（複利ベース、月末値）
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２０１０年は１０年債利回りが久方ぶりに１％を

割り込むという象徴的な年であった。９８年、

０３年に次いで３度目であり、歴史に残る金利

低下であった。ちなみに、１０年債利回りが１％

を割り込んだ翌年には、前年を上回って金利

上昇するという「ジンクス」のようなものが

市場には存在する（図表）。年初から１１年の

債券市場において金利上昇を予想する声が比

較的多いのは、この点も影響していると考え

られる。事実、９９年は２．４４％まで、０４年は

１．９４０％まで上昇した。

足もとの市場環境を振り返ると、無担保コ

ール翌日物金利は０．０～０．１％以下ともはや下

がりようがなく、かりに昨年に続き１１年も１０

年債利回りが１％を割り込む事態となれば、

イールドカーブ形状はブル・フラット化（長

短金利差の縮小）となる。もっとも、１０年は

２度にわたる１０年１％割れが示現したが、

１％未満で長く滞留することはできなかっ

た。１１年もジンクスどおりの展開となるの

か、それともジンクスは破られるのだろうか。

そのカギを握るのは市場の景況判断であ

る。９９年も０４年も金利上昇があったのは景気

回復軌道が明確化した時期であった。ちなみ

に、昨年１０月ごろから始まった景気踊り場局

面は、早くて１～３月期、遅くて４～６月期

には脱却可能という見方がコンセンサス化し

ている。また、年後半には１％程度とされる

潜在成長率を上回る動きに復するというイメ

ージができあがっている。このようなパスが

「後ずれ」するか、もしくは実現することな

く二番底へ下方屈折するか否かが焦点となっ

てくる。

３月のエコポイント終了とともに、政策依

存の景気回復というパスもいよいよ途切れ

る。内需にはあまり期待できない。それにも

かかわらず、遅くとも４～６月期には踊り場

を脱するという見方が有力なのは、やはり外

需、とくに米中経済の回復に伴う輸出増加と

いうシナリオがあるからにほかならない。外

需のサポートで年央以降は設備投資も回復、

そして、１２年後半にはデフレ脱却というシナ

リオがある。このような見方が覆されない限

り、ジンクスが破られるという議論が債券市

場で主導権を握ることはむずかしいのかもし

れない。

それでは、外需の屈折を想定させるトリガ

ーはあるのだろうか。昨年は欧州財政危機、

そして未曾有の円高ドル安の進行、すなわち

外生的ショックがあった。１１年においても同

様の外生的ショックが訪れるか否かが焦点と

なる。

現段階では、欧州財政危機の継続、中国の

金融引締め、円高ドル安バイアス再燃リスク

２０１１年の債券市場を読む
「１％割れの翌年は金利上昇」？

みずほ証券金融市場調査部チーフマーケットアナリスト三浦哲也

債券市場
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>> 金融マーケット動向�
�

本欄は第1週「主要経済指標」第2週「金融マーケット動向」�
　　　第3週「金融機関業態別預貸金速報」第4週「貸出金利動向」�

『合理的市場という神話』

「
市
場
の
合
理
性
」
と
い
う
観
点

に
対
し
厳
し
い
疑
問
を
投
げ
か
け

る
書
物
で
あ
る
。
市
場
が
合
理
的

に
動
く
と
い
う
神
話＝

効
率
的
市

場
仮
説
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
ウ

ォ
ー
ル
街
の
強
欲
な
ト
レ
ー
ダ
ー

や
投
資
銀
行
家
で
は
な
く
、
ノ
ー

ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
す
る
よ
う

な
優
秀
な
理
論
家
で
あ
る
と
氏
は

主
張
す
る
。
そ
し
て
、
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
そ
の
仮
説
が
崩

れ
去
っ
た
と
考
え
る
。

確
か
に
、
効
率
的
市
場
仮
説
に

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｍ

基
づ
い
て
資
本
資
産
価
格
モ
デ
ル

や
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
シ
ョ
ー
ル
ズ
モ

デ
ル
を
構
築
し
た
の
は
有
名
な
フ

ァ
イ
ナ
ン
ス
理
論
家
で
、
実
務
者

た
ち
が
効
率
的
市
場
仮
説
を
信
奉

し
た
わ
け
で
は
な
い
。

多
額
の
富
を
失
う
こ
と
に
な
っ

た
彼
ら
の
損
失
の
原
因
は
、
多
く

の
人
々
が
「
上
が
る
か
ら
買
う
。

買
う
か
ら
上
が
る
」
と
い
う
、
お

よ
そ
合
理
性
か
ら
か
け
離
れ
た
投

資
行
動
を
と
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
現
象
を
み
る
限
り
、「
効
率

的
市
場
の
神
話
は
崩
れ
た
」
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
忘
れ
ら
れ
て

い
る
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

�
時
間
の
観
念
�
だ
。
短
期
的

に
、
市
場
は
理
論
ど
お
り
に
動
か

な
い
の
は
間
違
い
な
い
。
一
方
、

十
分
に
長
い
時
間
を
と
っ
て
み
る

と
、
市
場
は
、
理
論
的
に
適
正
な

価
格＝

フ
ェ
ア
バ
リ
ュ
ー
に
均
衡

す
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
つ
ま
り
、
効
率
的
市
場
仮

説
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
金
融
工
学

の
理
論
も
、
基
本
的
に
は
長
期
の

均
衡
理
論
を
考
え
る
べ
き
な
の
だ

ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
フ
ォ
ッ
ク
ス

氏
が
い
う
よ
う
に
、
効
率
的
市
場

仮
説
に
基
づ
く
金
融
工
学
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
が
存
続
意
義
を
失
う
こ

と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
長

期
的
な
均
衡
点
を
導
出
す
る
た
め

の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
重
要
性
を
失

う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
を

読
ん
で
、
そ
の
意
を
強
く
し
た
し

だ
い
で
あ
る
。

（
評
者
・
信
州
大
学
経
済
学
部
教

授

真
壁
昭
夫
）

ジャスティン・フォッ
クス 著／遠藤真美 訳
／東洋経済新報社刊／
３，３６０円（税込）

新発１０年国債

利回り

１．１５０
１．２００
１．２０５
―
―

１．１６０
１．１７０
１．２３０
１．２６５
１．１８５
―
―

１．２４０
１．２５０
１．２５５
１．２７０
１．１９５
―
―

１．１８０
１．１６０
１．１３５
―

１．１５０
―
―

１．１６５
１．１３５
１．１５５
１．１１０
―

（注） 直物相場は日銀公表ベース。

コ ー ル
無 担
翌日物

０．０８７
０．０９２
０．０９４
―
―

０．０９３
０．０９１
０．０９５
０．０８９
０．０９０
―
―

０．０９０
０．０８９
０．０９０
０．０８６
０．０８３
―
―

０．０８６
０．０８５
０．０８３
―

０．０７９
―
―

０．０８３
０．０８０
０．０８０
０．０７９
―

東京外国為替市場
対ドル相場（円）
直 物

買い

８３．５８
８４．１５
８３．６５
―
―

８２．７８
８２．６２
８３．８８
８３．８２
８３．７３
―
―

８４．２１
８３．３８
８３．９５
８４．２４
８３．９４
―
―

８３．８７
８３．７４
８３．７０
―

８２．９８
―
―

８２．７７
８２．４３
８２．０７
８１．５２
―

売り

８３．５７
８４．１４
８３．６４
―
―

８２．７７
８２．６１
８３．８７
８３．８１
８３．７２
―
―

８４．２０
８３．３７
８３．９４
８４．２３
８３．９２
―
―

８３．８６
８３．７３
８３．６８
―

８２．９６
―
―

８２．７５
８２．４１
８２．０５
８１．５０
―

ニューヨーク株式

ＮＡＳＤＡＱ
総合指数

２，５４９．４３
２，５７９．３５
２，５９１．４６

―
―

１１，３６２．１９
１１，３５９．１６
１１，３７２．４８
１１，３７０．０６
１１，４１０．３２

―
―

１１，４２８．５６
１１，４７６．５４
１１，４５７．４７
１１，４９９．２５
１１，４９１．９１

―
―

１１，４７８．１３
１１，５３３．１６
１１，５５９．４９
１１，５７３．４９

―
―
―

２，６６７．２７
２，６６２．８８
２，６６６．９３
２，６６２．９８
２，６５２．８７

ダウ平均
（ドル）

１１，２５５．７８
１１，３６２．４１
１１，３８２．０９

―
―

１１，３６２．１９
１１，３５９．１６
１１，３７２．４８
１１，３７０．０６
１１，４１０．３２

―
―

１１，４２８．５６
１１，４７６．５４
１１，４５７．４７
１１，４９９．２５
１１，４９１．９１

―
―

１１，４７８．１３
１１，５３３．１６
１１，５５９．４９
１１，５７３．４９

―
―
―

１１，５５５．０３
１１，５７５．５４
１１，５８５．３８
１１，５６９．７１
１１，５７７．５１

東京株式（東証第１部）

出来高
（万株）

１７１，２９１
１８５，６９６
１５６，１７４

―
―

１４８，０７９
１７２，６４４
１９２，８００
２１２，０２５
３１１，８５９

―
―

２０５，６９１
２３８，６１６
２０６，８８９
２０２，１５１
２０５，７４５

―
―

１７０，９０６
１６０，９７３
１９３，２２５

―
１２８，３１１

―
―

１２５，４１９
１０８，３３７
１３０，８５９
１４６，８１４

―

日経平均
（円）

９，９８８．０５
１０，１６８．５２
１０，１７８．３２

―
―

１０，１６７．２３
１０，１４１．１０
１０，２３２．３３
１０，２８５．８８
１０，２１１．９５

―
―

１０，２９３．８９
１０，３１６．７７
１０，３０９．７８
１０，３１１．２９
１０，３０３．８３

―
―

１０，２１６．４１
１０，３７０．５３
１０，３４６．４８

―
１０，２７９．１９

―
―

１０，３５５．９９
１０，２９２．６３
１０，３４４．５４
１０，２２８．９２

―

ＴＯＰＩＸ

８６６．０７
８７７．２１
８７９．２２

―
―

８８１．４１
８７９．１０
８８７．３９
８９１．６０
８８８．２２

―
―

８９７．４０
９０１．８９
９０２．４２
９０３．８４
９０３．１４

―
―

８９８．５５
９０６．２１
９０５．７８

―
９０１．６６

―
―

９０４．６８
９０２．８３
９０８．０１
８９８．８０

―

月日

１２．１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１

％

（３１０／３１２回債）

）
％

（
１０年
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>> 金融機関業態別預貸金速報�
�

本欄は第1週「主要経済指標」第2週「金融マーケット動向」�
　　　第3週「金融機関業態別預貸金速報」第4週「貸出金利動向」�

次号予告�

金融法務事情

１１年１月１０日号（１９１３号）

特集
安曇野・地公体融資に係る東京高裁判決
インパクト
�第三セクター等の債務の状況と自治体
財政運営上の課題 中野祐介／�安曇野
判決が地方財政運営・金融機関経営に与
える影響 河村小百合／�座談会・地公
体による損失補償契約を無効とした東京
高裁判決の射程と金融実務に与える影響
碓井光明／宇野太賀慶／松井秀樹／森永

雅彦／�安曇野判決が金融機関の資産査
定等に与える影響 森 公高／�第三セ
クター損失補償問題と事業再生ＡＤＲに
よる解決 須藤英章

※一部変更になる場合がございます。

全国ＪＡ貯金・貸出金 （億円、％）

貸 出 金
２２７，２０５（０．５）
２２７，４０３（０．３）
２２６，９６７（０．１）
r２２５，８７４（�０．２）
２２５，７６３（�０．１）
２２５，６１１（�０．２）

貯 金
８５９，８６３（１．４）
８５８，４３７（１．６）
８５９，５１３（１．４）
r８５３，９４３（１．５）
８５７，１３７（１．３）
８５６，７７３（１．５）

全国信用組合預金・貸出金（億円、％）
貸 出 金
９３，４０４（０．１）
９３，６６８（０．２）
９３，５０４（０．１）
９４，０２１（０．２）
９３，７８０（０．０）
９３，６２０（�０．１）

預 金
１７０，６７４（２．９）
１７０，４４７（３．１）
１７０，９３９（３．０）
１７１，６０７（３．１）
１７１，４１９（３．１）
１７１，２５９（３．１）

全国信用金庫預金・貸出金（億円、％）
貸 出 金
６３４，２６０（�１．２）
６３６，１９８（�０．９）
６３３，０７０（�１．２）
６３７，０６９（�１．１）
６３５，３９０（�１．１）
６３２，８１６（�１．１）

預 金
１，１９６，８７７（１．７）
１，１９２，６１３（２．０）
１，１９６，７０４（１．８）
１，１９５，７４３（１．８）
１，１９７，６４５（１．９）
１，１９４，７９５（１．８）

月末

１０．６
７
８
９
１０
１１

全国銀行預金・貸出金
―１２月末― （億円、％）

債券純発行高
１５，９８２
（�４６．４）
９，２９５

（�４６．０）
―

―

―

貸出金
４，１６４，２８８
（�２．１）

１，７８０，０８７
（�４．８）

１，５５９，８７４
（０．８）
４３６，６２３
（０．８）
３２０，３３３
（�２．６）

ＣＤ
３４２，８３２
（６．４）
２１３，２０７
（６．９）
６８，６７０
（１５．３）
８，０９２
（３２．７）
４９，２８１
（�５．４）

実質預金
５，６４６，３５８
（１．５）

２，５４８，１５４
（１．９）

２，０９４，０９６
（２．３）
５７５，２４６
（１．０）
３４２，４７９
（�１．９）

総預金
５，６５８，２４５
（１．４）

２，５５７，１５６
（１．８）

２，０９６，０９８
（２．３）
５７５，８０４
（１．０）
３４２，７９６
（�２．０）

全 国 銀 行

都 銀

地 銀

第 二 地 銀

信 託

かんぽ生命保有契約残高 （億円、％）

年 金 保 険
１８，５８０※２
１７，６６０（７２．７）
１８，３７５（６１．３）
１８，９７５（６６．６）
１９，５６８（６３．６）
２０，０６３（６０．８）

（注）１．カッコ内は前年同月比伸び率。２．ｒは今回修正値。３．ゆうちょ銀行・かんぽ生命の旧勘定は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管
理機構の承継分（※１は１０年１２月、※２は１０年１１月）。ゆうちょ銀行貯金には同機構承継分も含む。

保 険
１，０３２，９９８※２
１３６，９６４（６４．７）
１４１，２１５（５２．４）
１４５，７１９（５７．２）
１５０，１２６（５４．２）
１５４，１８４（５１．４）

ゆうちょ銀行貯金
残 高
４８９，３０１※１

１，７６８，０５５（�０．８）
…
…

１，７５０，４０４（�０．８）
…

月末

旧勘定
１０．６

７
８
９
１０

全国労働金庫預金・貸出金 （億円、％）

貸 出 金
１１２，４９０（３．７）
１１２，５０５（３．２）
１１２，５６９（２．７）
１１３，０７２（２．４）
r１１３，２９７（１．９）
１１３，３６２（１．９）

預 金
１６６，０３５（４．５）
１６５，８４７（４．４）
１６５，２６４（４．６）
１６５，７１２（４．６）
１６５，０８５（４．５）
１６８，４８８（４．２）

月末

１０．７
８
９
１０
１１
１２

信用金庫上位１０金庫預貸金
―１２月末― 編集部調べ（億円）

貸出金
２１，８６８
１９，５１９
１４，１５３
１３，３３９
１２，０５０
１２，６３２
１５，２１４
１０，８５８
１３，０３５
９，７０５

預 金
４０，４６２
３３，９９４
２４，６９８
２３，６７４
２２，８６４
２２，６９１
２２，４９３
２２，３０１
２０，５６３
１６，８７５

京 都 中 央
城 南
岡 崎
埼 玉 県
城 北
尼 崎
京 都
多 摩
岐 阜
川 崎

１月２４日号
特集

ソリューション営業のススメ
「地産外消」を目指すアグリ支援
東北銀行 五十洲 篤
感性価値創造推進室の取組み
愛媛銀行 小池陽一郎
財務改善から持続的成長支援へ
信金中央金庫 地域・中小企業研究所 間下 聡
動産評価を軸にリレバン再構築
アビーム 多胡秀人／日本動産鑑定 久保田清
【りそな銀行】女性モニターを取引先
のマーケティングに活用 編集部

主要論考
「公正ナル会計慣行」と税法基準
成蹊大学 武田昌輔

第２１９１回 １月１４日１２：２０～１３：４０
会場 本社ビル２階
平成２３年度予算のポイント
財務大臣政務官 吉田 泉氏
第２１９２回 １月２１日１２：２０～１３：４０
会場 本社ビル２階
当面の金融行政の方向と課題
金融庁長官 三國谷 勝範氏

金曜例会のご案内
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本欄は金融界有識者が執筆しています。�

�
「
宙
蛸
」
は
、
と
く
に
深

い
意
味
も
な
く
つ
け
た
筆
名

だ
が
、
昨
年
を
振
り
返
る

と
、「
宙
」
と
「
蛸
」
に

ま

つ
わ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。「
宙
」

に
つ
い
て
は
、
小
惑
星
探
査
機
「
は

や
ぶ
さ
」
が
数
々
の
ト
ラ
ブ
ル
を

乗
り
越
え
、
小
惑
星
「
イ
ト
カ

ワ
」
の
岩
石
質
微
粒
子
を
採
取
し

た
カ
プ
セ
ル
を
無
事
地
球
に
送
り

届
け
た
。
こ
う
し
た
活
動
が
ふ
た

た
び
若
い
世
代
の
宇
宙
へ
の
関
心

を
高
め
、
間
接
的
に
将
来
の
先
端

技
術
を
担
う
人
材
を
増
や
す
の
で

は
な
い
か
、
と
期
待
さ
れ
る
�
一

方
で
、
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

（
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）
の
広
報
施
設
「
Ｊ

Ａ
Ｘ
Ａ
ｉ
」（
東
京
・
大
手
町
）

は
昨
年
末
で
閉
鎖
さ
れ
た
。
筆
者

は
た
ま
た
ま
閉
鎖
の
数
日
前
に
訪

れ
た
が
、
子
ど
も
た
ち
が
輝
く
目

で
見
学
し
て
い
た
だ
け
で
は
な

く
、
閉
鎖
を
惜
し
む
大
人
の
訪
問

者
も
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
先
端
宇

宙
科
学
へ
の
関
心
を
高
め
る
施
設
を

閉
鎖
に
追
い
込
ん
だ
の
は
、
事
業
仕

分
け
の
「
輝
か
し
い
成
果
」
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
財
政
面
で
の
冗
費
は

削
る
べ
き
だ
が
、
先
端
技
術
支
援
に

一
種
の
「
遊
び
」
は
必
要
だ
。
他
の

科
学
技
術
予
算
の
み
な
ら
ず
、
ス
ポ

ー
ツ
関
連
に
ま
で
削
減
の
手
を
伸
ば

し
た
の
に
、
総
額
で
は
公
約
倒
れ
に

終
わ
っ
た
点
は
「
蓮
舫
仕
分
け
シ
ョ

ー
」
と
の
非
難
を
浴
び
て
も
し
か
た

が
な
い
�
「
蛸
」
に
つ
い
て
は
、
サ

ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
、
蛸
の

パ
ウ
ル
君
が
勝
敗
を
正
し
く
予
想
で

き
た
、
と
話
題
に
な
っ
た
。
株
価
や

景
気
も
占
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
と
の

冗
談
ま
で
聞
か
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん

蛸
が
勝
敗
を
正
し
く
予
想
で
き
る
根

拠
は
な
い
�
一
方
、
ア
ナ
リ
ス
ト
の

評
価
に
つ
い
て
も
、
根
拠
は
と
も
か

く
結
果
が
当
た
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、

と
の
風
潮
が
強
い
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
直
後
は
「
百
年
に
一
度
の
大
恐

慌
間
違
い
な
し
」
と
力
説
す
る
向
き

が
横
行
し
た
が
、
実
際
に
は
普
通
の

不
況
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

「
株
価
が
下
が
る
、
景
気
が
悪
く
な

る
と
い
う
方
向
性
は
当
た
っ
た
」
と

反
省
の
な
い
専
門
家
が
少
な
く
な

い
。
極
論
に
惑
わ
さ
れ
必
要
以
上
に

生
産
を
カ
ッ
ト
し
た
製
造
業
者
は
多

々
あ
っ
た
よ
う
で
、
恐
慌
論
に
迷
惑

し
た
企
業
や
家
計
は
多
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 　
　
　
 
（
宙
蛸
）

昨年の宙と蛸
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■本号では、「集金代行ビジネス」という地味なテ
ーマの特集を担当しました。面倒くさくて誰もやり
たがらない業務のようですので、当該分野でノウハ
ウとローコストオペレーションを確立したプレーヤ
ーが出てくれば、国内の雇用増加にも一定の寄与が
可能ではないかと思いました■それにしても、当該
業務が正当なビジネスとしての社会的な評価を受け
るためには、弁護士法の壁が厚いようです。民間プ
レーヤーの動向を探るために、いくつかのサービサ
ーや人材派遣会社等に取材を申し込みましたが、断
られることが多かったというのが実情です。弁護士
法との関係から、痛くもない腹を探られたくないと
いうことかと推測しますが、周辺取材から業務を行
っていることは明らかなのに、「当社は集金代行に
はあまり興味がありませんので」などと答えられる
と、実は探られたくない「痛い腹」があるのかなど
と邪推してしまいます■法律事務は弁護士の独占業
務であり、債権回収業務は法律事務を含むために弁
護士以外の者が行ってはならないとのことですが、
弁護士は本当に多数の個人に対する数千円、数万円
の回収業務を引き受けるのでしょうか。いくら弁護
士の数が増えたとしても、彼らの主戦場は消費者金
融会社などディープポケット（豊かな財布）の探索
にとどまるような気がするのですが。 （花岡）
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人
口
減
少
社
会
と
地
域
金
融

〈
北
東
北
ル
ポ
〉
地
域
経
済
の
規
模
に
合
わ

　

せ
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
ス
リ
ム
化 
…
…
…
…
…
１
�
４
・　
１２

広
域
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で
人
・
企
業
の
動
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え
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…
１
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・　
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「
地
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」
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…

　
 
…
…
…
…
…
ル
ー
ト
エ
フ　

大
庫　

直
樹
…
１
�
４
・　
２８

人
口
当
り
店
舗
数
で
み
た
オ
ー
バ
ー
バ
ン
キ

　

ン
グ
は
か
な
り
解
消
…
…
…
…
…
…
…
…
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人
…
１
�
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【
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状
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も
が
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地
方
の
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金
庫
…
…
…
…
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…
地
域
金
融
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雅
信
…
１
�
４
・　
３８

高
齢
率
と
不
良
債
権
比
率
の
相
関
は
近
年
逆

　

転 
…
…
…
…
…
九
州
大
学　

堀
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康
熙
…
１
�
４
・　
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域
金
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に
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る
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地
力
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長
へ
の
役
割
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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地
域
共
創
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　
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本　

忠
弘
…
１
�
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経
済
力
の
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散
と
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様
性
が
国
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成
長
力
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集
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源
泉
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
み
ず
ほ
総
合
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究
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哲
郎
…
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�
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■　

グ
リ
ー
ン
ニ
ュ
ー
デ
ィ
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ル
の
風
に
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れ

先
進
地
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―
滋
賀
、
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こ
の
取
組
み 
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…
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１
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「
環
境
格
付
」
が
金
融
機
関
選
別
理
由
に
な

　

る 
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

村
上　
　

芽
…
１
�
４
・　
６４

急
速
に
ビ
ジ
ネ
ス
化
が
進
む
ア
メ
リ
カ
の
エ

　

コ
バ
ン
キ
ン
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グ
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バ
ル
リ
サ
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青
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武
…
１
�
４
・　
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電
気
自
動
車
時
代
の
到
来
が
変
え
る
金
融
戦

　

略  

Ａ
・
Ｔ
・
カ
ー
ニ
ー　

星
野　

真
戸
…
１
�
４
・　
７２

国
内
排
出
量
取
引
の
統
合
市
場
誕
生
…
…
…

　
 
…
環
境
金
融
ア
ナ
リ
ス
ト　

川
崎　

摂
郎
…
１
�
４
・　
７６

■　

金
融
円
滑
化
法
の
す
べ
て

中
小
企
業
金
融
・
住
宅
ロ
ー
ン
の
現
場
―
コ

　

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
の
拡
充
、
相
談
窓

　

口
の
周
知
を
急
ぐ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
１８

１０

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
―
中
小
企
業
融
資

　

・
経
営
改
善
へ
の
取
組
み
を
強
化
す
る
四

　

つ
の
柱 
…
…
…
…
金
融
庁　

高
木　

悠
子
…
１
�　

・　
１８

１７

監
督
指
針
―
法
の
実
効
性
を
高
め
る
監
督
上

　

の
着
眼
点
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
金
融
庁　

小
長
谷
章
人
／
藤
岡
由
佳
子
…
１
�　

・　
１８

２０

金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
―
「
リ
ス
ク
管
理
中

　

心
」
の
組
み
立
て
か
ら
、「
金
融
円
滑
化
」

　

と
「
健
全
性
の
維
持
・
向
上
」
の
二
本
柱

　

へ 
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

森　
　

拡
光
…
１
�　

・　
１８

２４

円
滑
化
対
応
と
健
全
経
営　

両
立
へ
の
視
点

　

地
域
共
創
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

坂
本　

忠
弘
…
１
�　

・　
１８

２８

弊
害
多
い
過
剰
な
公
的
支
援
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
中
央
大
学　

原
田
喜
美
枝　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

千
葉
商
科
大
学　

鯉
渕　
　

賢
…
１
�　

・　
１８

３２

■　

目
前
に
迫
る
改
正
貸
金
業
法
完
全
施
行

総
量
規
制
導
入
は
延
期
を
、
上
限
金
利
引
下

　

げ
の
凍
結
は
不
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
大
阪
大
学　

筒
井　

義
郎
…
１
�　

・　
２５

１０

貸
金
業
者
に
と
り
、
存
在
意
義
と
将
来
性
を

　

証
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
念
場
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
Ｕ
Ｂ
Ｓ
証
券　

藤
本　

佳
恵　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
槻　

奈
那
…
１
�　

・　
２５

１６

完
全
施
行
が
前
提　

金
融
庁
Ｐ
Ｔ
の
着
地
は

　

五
里
霧
中 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
２５

２２

■　

支
店
長
の
た
め
の

　

２
０
１
０
年
版　

金
融
を
読
む
キ
ー
ワ
ー
ド

【
金
融
危
機
と
出
口
】
市
場
は
安
定
化
し
た

　

が
、
規
制
強
化
が
ビ
ジ
ネ
ス
を
制
約
か 
…
…
２
�
１
・　
１０

【
バ
ー
ゼ
ル
金
融
規
制
改
革
案
】「
資
本
基

　

盤
の
強
化
」
と
「
流
動
性
規
制
」
の
２
本

　

柱
で
、
金
融
危
機
の
再
発
を
防
止 
…
…
…
…
２
�
１
・　
１２

【
エ
ク
イ
テ
ィ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
】
今
年
も
主

　

役
は
金
融
セ
ク
タ
ー
、
ラ
イ
ツ
・
イ
ッ
シ

　

ュ
ー
の
活
用
も 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
１４

【
国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）】「
単
一
か

　

つ
高
品
質
の
グ
ロ
ー
バ
ル
基
準
」
を
目
指

　

し
て
歩
み
続
け
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
１６

【
郵
政
改
革
】
株
式
売
却
凍
結
法
の
成
立
に

　

続
き
、
郵
政
改
革
法
の
行
方
が
最
大
の
焦

　

点 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
１８

【
協
同
組
織
の
資
本
増
強
制
度
】
外
部
資
本
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融
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住
宅
ロ
ー
ン
ビ
ジ
ネ
ス
】
住

　

宅
着
工
戸
数
は　

年
ぶ
り
に
１
０
０
万
戸

４２

　

割
れ
へ
、
住
宅
ロ
ー
ン
も
急
ブ
レ
ー
キ 
…
…
２
�
１
・　
３０

【
保
険
窓
販
】�
販
売
停
止
�
変
額
年
金
に

　

代
わ
る
主
力
商
品
の
模
索
続
く 
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
３２

【
電
子
記
録
債
権
】
企
業
は
支
払
事
務
の
省

　

力
化
、
コ
ス
ト
削
減
を
評
価 
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
３４

【
資
金
決
済
法
】
送
金
業
務
を
銀
行
以
外
に

　

開
放
、
拡
大
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス 
…
…
２
�
１
・　
３６

■　

金
融
規
制
改
革
の
衝
撃

銀
行
セ
ク
タ
ー
の
強
靱
性
を
強
化
す
る
た
め

　

の
バ
ー
ゼ
ル
委
市
中
協
議
文
書
…
…
…
…

　
 
…
金
融
庁　

北
野　

淳
史
／
青
崎　
　

稔
…
２
�
８
・　
１０

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
に
重
要
な
金
融
機
関
を
巡
る

　

国
際
的
な
議
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

下
田　

知
行
…
２
�
８
・　
２０

ア
メ
リ
カ
で
は
「
オ
バ
マ
・
リ
ス
ク
」
が
急

　

拡
大
…
…
…
…
大
和
総
研　

深
谷　

羊
子

　
　
　

ア
メ
リ
カ
大
和
証
券　

塩
田　
　

淳
…
２
�
８
・　
２６

ロ
ン
ド
ン
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
の
地
位
は
揺

　

ら
が
な
い
の
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所　

小
立　
　

敬
…
２
�
８
・　
３０

「
や
や
行
き
過
ぎ
」
感
も
あ
る
規
制
強
化
に

　

み
る
英
国
流
国
家
戦
術
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

清
水　

季
子
…
２
�
８
・　
３４

too
big

to
fail

   　
   　
  　
    
と
コ
ス
ト
負
担
を
巡
る

　

議
論 
…
…
…
…
東
京
大
学　

石
田　

晋
也
…
２
�
８
・　
３８

新
自
己
資
本
比
率
規
制
が
示
す
邦
銀
の
歩
む

　

べ
き
道
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
バ
ー
ク
レ
イ
ズ
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
久
保
清
和
…
２
�
８
・　
４２

■　

政
策
金
融
改
革
の
行
方

危
機
局
面
で
頼
ら
れ
す
ぎ
、
民
営
化
へ
の
道

　

遠
の
く 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
１５

１０

日
本
の
将
来
戦
略
で
変
わ
る
新
・
産
業
金
融

　

像 
…
…
…
…
学
習
院
大
学　

宮
川　
　

努
…
２
�　

・　
１５

１８

平
時
と
危
機
時
に
お
け
る
官
民
の
リ
ス
ク
負

　

担
と
意
思
決
定
の
切
り
分
け
の
議
論
が
必

　

要 
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

翁　
　

百
合
…
２
�　

・　
１５

２０

■　

「
つ
ぶ
せ
な
い
企
業
」
の
根
拠

� �T
O
O
B
IG
T
O
F
A
IL

 
 
 
  
  
  
 
  
 
  

� �

の
経
済
学
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
東
京
大
学　

柳
川　

範
之
…
２
�　

・　
２２

１０

リ
ー
マ
ン
破
綻
と
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク

　
 
…
…
…
…
…
金
融
評
論
家　

広
瀬　

美
央
…
２
�　

・　
２２

１４

預
金
取
扱
金
融
機
関
に
お
け
る
破
綻
処
理
の

　

日
米
比
較
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
預
金
保
険
機
構　

杉
原　

正
之
…
２
�　

・　
２２

１８

銀
行
が
倒
産
す
る
と
何
が
起
こ
る
の
か
…
…

　

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所　

松
嶋　

英
機
…
２
�　

・　
２２

２３

ア
メ
リ
カ
が
目
指
す
新
た
な
金
融
破
綻
処
理

　

法
制
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所　

関　
　

雄
太
…
２
�　

・　
２２

２７

窮
境
事
業
会
社
に
対
す
る
国
（
公
的
機
関
）

　

の
再
生
支
援 
…
…
弁
護
士　

高
木
新
二
郎
…
２
�　

・　
２２

３０

■　

底
冷
え
の
住
宅
市
場

住
宅
ロ
ー
ン
ビ
ジ
ネ
ス
、
来
年
度
以
降
が
正

　

念
場 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�
１
・　
１０

到
来
し
た
新
設
着
工
１
０
０
万
戸
割
れ
時
代

　
 
…
…
…
建
設
経
済
研
究
所　

丸
谷　

浩
明
…
３
�
１
・　
１５

慎
重
に
用
地
取
得
を
再
開
し
た
大
手
マ
ン
シ

　

ョ
ン
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
都
市
未
来
総
合
研
究
所　

浦
上　
　

健
…
３
�
１
・　
１９

価
格
調
整
を
追
い
風
に
活
況
の
中
古
市
場
…

　
 
…
…
住
宅
金
融
支
援
機
構　

松
家　

真
一
…
３
�
１
・　
２３

■　

郵
政
改
革
の
論
点

日
本
郵
政
が
描
く
新
し
い
事
業
展
開 
…
…
…
…
３
�
８
・　
１０

「
郵
政
改
革
に
関
す
る
私
ど
も
の
考
え
方
」

　

（
概
要
）  
…
…
…
…
…
…
全
国
銀
行
協
会
…
３
�
８
・　
１４

か
ん
ぽ
の
利
用
者
に
「
暗
黙
の
政
府
保
証
」

　

観
は
厳
然
と
存
在
す
る
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
生
命
保
険
協
会　

駒
田　

勇
人
…
３
�
８
・　
１８

ゆ
う
ち
ょ　

民
間
銀
行　

棲
み
分
け
の
解
を

vs

　

探
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

野
�　

浩
成
…
３
�
８
・　
２２

■　

保
険
ビ
ジ
ネ
ス
の
明
日

大
手
寡
占
時
代
に
突
入
し
た
損
害
保
険
マ
ー

　

ケ
ッ
ト
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

メ
リ
ル
リ
ン
チ
日
本
証
券　

岡
本　

光
正
…
３
�　

・　
１５

１０

チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
傘
下
に
入
る
富
士
火
災
…
…

　
 
…
…
富
士
火
災
海
上
保
険　

近
藤　
　

章
…
３
�　

・　
１５

１４

変
額
年
金
に
替
わ
り
医
療
保
険
ビ
ジ
ネ
ス
が

　

主
戦
場
…
…
ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
輪　

昌
彦
…
３
�　

・　
１５

１７

主
力
は
引
き
続
き
営
業
職
員
だ
が
新
チ
ャ
ネ

　

ル
で
窓
口
へ
の
誘
導
を
推
進 
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

２２

■　

Ｊ－

Ｓ
Ｏ
Ｘ　

導
入
か
ら
定
着
へ

財
務
報
告
リ
ス
ク
の
軽
減
と
い
う
制
度
目
的

　

は
達
成
で
き
た
の
か
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
あ
ず
さ
監
査
法
人　

宮
田　

世
紀
…
３
�　

・　
２２

１０

金融財政事情２０１１．  １．  １７ 付　�



〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ

　

に
よ
り
有
効
性
と
効
率
性
の
両
立
が
図
ら

　

れ
て
い
る 
…
…
…
金
融
庁　

三
井　

秀
範
…
３
�　

・　
２２

１５

〈
地
銀
統
括
担
当
者
座
談
会
〉
評
価
範
囲
、

　

キ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
絞
り
込
み
に
よ
る

　

一
層
の
効
率
化
が
課
題 
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２２

１８

投
資
フ
ァ
ン
ド
に
と
っ
て
の
内
部
統
制
の
意

　

義
…
…
大
和
ク
オ
ン
タ
ム
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
島　
　

正
…
３
�　

・　
２２

２３

金
融
危
機
を
経
て
変
化
す
る
内
部
監
査
の
役

　

割 
…
日
本
内
部
監
査
協
会　

毛
利　

直
広
…
３
�　

・　
２２

２６

■　

デ
フ
レ
日
本
の
財
政
金
融
政
策

デ
フ
レ
の
歴
史 
…
政
策
工
房　

高
橋　

洋
一
…
３
�　

・　
２９

１０

量
的
緩
和
は
実
体
経
済
指
標
を
統
計
的
に
有

　

意
に
刺
激
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
ド
イ
ツ
証
券　

松
岡　

幹
裕
…
３
�　

・　
２９

１６

景
気
刺
激
策
の
長
期
化
・
固
定
化
が
経
済
成

　

長
を
妨
げ
て
い
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
証
券　

河
野
龍
太
郎
…
３
�　

・　
２９

２２

■　

地
方
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
活
路

〈
対
談
〉
地
銀
系
Ｖ
Ｃ
は
も
っ
と
地
元
に
貢

　

献
で
き
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
日
本
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

呉　
　

雅
俊

　
　
　
　
　

ア
ビ
ー
ム
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
胡　

秀
人
…
４
�
５
・　
１０

宮
崎
、
千
葉
の
地
銀
な
ら
で
は
の
地
元
振
興

　

投
資 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�
５
・　
１７

〈
ベ
ン
チ
ャ
ー
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
セ
ン
タ

　

ー
調
査
報
告
〉
Ｉ
Ｐ
Ｏ
減
―
―
新
規
投
資

　

減
の
悪
循
環 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�
５
・　
２２

■　

法
的
整
理
と
金
融
機
関

実
践
的
・
再
建
型
倒
産
手
続
選
択
論 
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

１０

[
]

 
参
考 　

２
０
０
１
年
９
月　

日
（
金
）
マ

１４

　

イ
カ
ル
臨
時
取
締
役
会
（
抄
）  
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

１９

会
社
更
生
法
運
用
の
指
針
は
「
債
権
者
全
体

　

の
利
益
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
東
京
地
方
裁
判
所　

菅
野　

博
之
…
４
�　

・　
１２

２１

窮
境
企
業
の
再
建
は
「
私
的
自
治
」
を
基
本

　

と
す
べ
し 
…
…
…
弁
護
士　

清
水　
　

直
…
４
�　

・　
１２

２２

金
融
機
関
、
法
曹
関
係
者
は
旧
来
の
意
識
を

　

変
え
よ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

２６

■　

「
シ
ス
テ
ム
共
同
化
」
の
行
方

�
ど
の
陣
営
に
参
加
す
る
か
�
か
ら
�
ど
こ

　

に
移
る
か
�
が
焦
点
に
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
日
経
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ　

大
和
田
尚
孝
…
４
�　

・　
１９

１０

勘
定
系
以
外
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
も
共
同
化
が

　

本
格
始
動 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１９

１４

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
世
界
で
通
用
す
る
、
標

　

準
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
…
…
…

　
 
…
日
本
銀
行
金
融
研
究
所　

富
永　
　

新
…
４
�　

・　
１９

１８

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
検
査
の
着
眼
点
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

屋
敷　

利
紀
…
４
�　

・　
１９

２２

■　

な
ぜ
い
ま
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
か

規
制
監
督
強
化
と
並
行
し
て
進
む
国
際
的
議

　

論 
…
…
…
…
…
東
京
大
学　

石
田　

晋
也
…
４
�　

・　
２６

１０

企
業
の
持
続
的
成
長
に
向
け
社
外
の
目
を
活

　

用
せ
よ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

実
践
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
研
究
会

　
　
　
　
　
　

門
多　
　

丈
／
安
田　

正
敏
…
４
�　

・　
２６

１４

金
融
安
定
化
の
た
め
の
銀
行
経
営
者
報
酬
の

　

あ
り
方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

野
�　

浩
成
…
４
�　

・　
２６

１８

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の

　

一
部
改
正
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

谷
口　

義
幸
…
４
�　

・　
２６

２３

■　

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン　

の
人
事
制
度

up

V
alue

「
み
ず
ほ 
    
」
を
実
践
し
、
働
き
方
を

　

変
革
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤　

雅
哉
…
５
�
３
・
８

「
人
材
育
成
」
で
「
品
格
の
あ
る
強
い
銀
行
」

　

を
実
現
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

島
本　

武
彦
…
５
�
３
・　
１２

成
長
で
き
る
環
境
を
用
意
、
若
手
の
成
長
を

　

促
す 
…
…
三
井
住
友
銀
行　

林　
　

孝
敏
…
５
�
３
・　
１６

〈
匿
名
座
談
会
〉
管
理
職
層
の
尽
き
ぬ
悩
み
…
５
�
３
・　
２０

�
人
が
資
産
�
戦
略
を
具
現
化
す
る
コ
ン
ピ

　

テ
ン
シ
ー
型
評
価
制
度
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
Ｈ
Ｒ
Ｍ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
橋　

辰
明
…
５
�
３
・　
２５

米
投
資
銀
行
に
お
け
る
プ
ロ
人
材
へ
の
報
い

　

方 
…
…
…
…
…
九
州
大
学　

久
原　

正
治
…
５
�
３
・　
２９

■　

地
域
振
興
に
銀
行
が
果
た
す
役
割

第
四
銀
行
が
取
り
組
む
観
光
支
援
事
業
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
第
四
銀
行　

真
藤　

高
明
…
５
�
３
・　
３８

地
域
金
融
機
関
こ
そ
６
次
産
業
の
シ
ス
テ
ム

　

イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
埼
玉
大
学　

田
邉　

敏
憲
…
５
�
３
・　
４３

農
商
工
連
携
の
推
進
で
地
域
経
済
の
活
性
化

　

を 
…
…
日
本
商
工
会
議
所　

福
田　

康
司
…
５
�
３
・　
４８

■　

ハ
イ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
経
営
へ
の
再
挑
戦

Ｓ
Ｍ
Ｆ
Ｇ
は
連
結
Ｒ
Ｏ
Ｅ　

％
を
目
指
す
…

１０

　

…
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
山　

禎
介
…
５
�　

・　
１７

１０

新
し
い
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
移
行
で
戦

　

略
的
コ
ス
ト
削
減
を
図
れ
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア　

市
岡　
　

修　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
田　
　

智
…
５
�　

・　
１７

１５

■　

本
業
は
資
金
利
益

７
期
連
続
増
収
増
益
の
秘
密
は
預
貸
業
務
へ

　

の
集
中
と
バ
ル
ク
セ
ー
ル
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
広
島
市
信
用
組
合　

山
本　

明
弘
…
５
�　

・　
２４

１０

利
ザ
ヤ
拡
大
へ
の
選
択
肢
…
…
…
…
…
…
…

　

…
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
澤　

亮
二
…
５
�　

・　
２４

１５

収
益
力
強
化
を
狙
う
「
全
体
最
適
」
の
銀
行

　

Ａ
Ｌ
Ｍ
…
…
デ
ー
タ
・
フ
ォ
ア
ビ
ジ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　

栗
谷　

修
輔
／
野
口　

雅
之
…
５
�　

・　
２４

２１

■　

地
域
金
融
の
い
ま　

北
九
州
編

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
な
ぜ
新
銀
行
設
立
を
決

　

断
し
た
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　

山
口
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
田　

浩
一
…
５
�　

・　
３１

１０

山
口
Ｆ
Ｇ
「
両
翼
経
営
」
の
総
仕
上
げ
は
、

　

地
元
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
北
九
州
リ
テ
ー
ル

　

市
場
へ
の
進
攻 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

１５

「
北
九
州
」
の
知
名
度
ア
ッ
プ
と
「
関
門
連

　

携
」
の
進
展
を
期
待
す
る
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
北
九
州
商
工
会
議
所　

重
渕　

雅
敏
…
５
�　

・　
３１

１６

地
域
融
資
シ
ェ
ア
の
ト
ッ
プ
を
奪
還
す
る
…

　
 
…
…
…
…
…
…
福
岡
銀
行　

谷　
　

正
明
…
５
�　

・　
３１

１９

北
九
州
市
を
重
視
す
る
姿
勢
に
変
化
な
し
…

　
 
…
…
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行　

久
保
田
勇
夫
…
５
�　

・　
３１

２２

■　

医
療
機
関
取
引
の
可
能
性

コ
ン
サ
ル
・
情
報
提
供
で
地
元
病
院
を
支
え

　

る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・　
１２

運
転
資
金
不
足
を
防
ぐ
事
業
計
画
の
進
捗
チ

　

ェ
ッ
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
藤
田
保
健
衛
生
大
学　

福
永　
　

肇
…
６
�
７
・　
１６

成
長
期
待
分
野
で
あ
り
な
が
ら
伸
び
悩
む
不

　

動
産
流
動
化
市
場
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
ラ
イ
フ
タ
イ
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
子　

洋
文
…
６
�
７
・　
２２

地
域
金
融
機
関
と
の
相
互
補
完
に
よ
る
医
業

　

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
の
取
組
み
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
あ
お
ぞ
ら
銀
行　

桑
野　

浩
二
…
６
�
７
・　
２４

■　

良
い
公
共
事
業
、
悪
い
公
共
事
業

地
域
の
実
情
を
反
映
し
た
要
否
の
判
断
軸
を

　

つ
く
れ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
１４

１０

地
方
分
権
の
確
立
が
、
必
要
に
し
て
効
率
的

　

な
社
会
資
本
整
備
の
条
件
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
み
ず
ほ
総
合
研
究
所　

千
野　

珠
衣
…
６
�　

・　
１４

１４

埼
玉
県
に
み
る
建
設
業
者
の
苦
境
…
…
…
…

　

ぶ
ぎ
ん
地
域
経
済
研
究
所　

鈴
木　

源
柱
…
６
�　

・　
１４

１９

建
設
会
社
の
「
複
業
化
」
が
地
域
活
性
化
の

　

カ
ギ
を
握
る 
…
慶
応
大
学　

米
田　

雅
子
…
６
�　

・　
１４

２３

■　

不
安
の
幕
開
き　

完
全
施
行
さ
れ
た
改
正
貸
金
業
法

「
過
払
い
金
返
還
請
求
は
不
当
！
」　

業
者

　

か
ら
の
国
家
賠
償
請
求
は
広
が
る
か 
…
…
…
６
�　

・　
２１

１０

狂
っ
た
シ
ナ
リ
オ
―
―
残
存
者
利
益
に
賭
け

　

る
３
メ
ガ
バ
ン
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

野
�　

浩
成
…
６
�　

・　
２１

１４

上
限
金
利
規
制
対
応
で
、
す
で
に
６
兆
円
の

　

名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
喪
失
し
た
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
札
幌
大
学　

飯
田　

隆
雄　
　
　
　
　

　
　
　
　

北
海
道
教
育
大
学　

加
藤　
　

晃
…
６
�　

・　
２１

２０

Ｎ
Ｐ
Ｏ
バ
ン
ク
は
「
受
け
皿
」
た
り
う
る
か

　

…
…
…
…
…
全
国
Ｎ
Ｐ
Ｏ
バ
ン
ク
連
絡
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
賀　

俊
二
…
６
�　

・　
２１

２４

■　

地
銀
系
証
券
の
存
在
感

証
券
子
会
社
を
や
る
選
択
、
や
ら
な
い
選
択

　
 
…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

高
橋　

克
英
…
６
�　

・　
２８

１０

浜
銀
Ｔ
Ｔ
証
券
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は　

兆
円
超

１０

　

の
県
内
証
券
市
場
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
浜
銀
Ｔ
Ｔ
証
券　

池
田　

鉄
伸
…
６
�　

・　
２８

１５

１
０
０
％
子
会
社
方
式
で
銀
行
顧
客
の
投
資

　

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
常
陽
証
券　

稲
葉　

伸
一
…
６
�　

・　
２８

１８

地
銀
が
主
導
権
を
握
る
合
弁
証
券
会
社
モ
デ

　

ル
に
手
応
え
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
東
海
東
京
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
田　

建
昭
…
６
�　

・　
２８

２０

〈
激
戦
地
・
中
国
地
方
ル
ポ
〉
設
立
経
緯
や

　

仲
介
手
法
は
異
な
っ
て
も
リ
テ
ー
ル
中
心

　

に
存
在
感
高
め
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２８

２２

　

野
村
も
乗
り
出
し
た
証
券
子
会
社
設
立
支

　
　

援 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２８

２５

■　

株
価
変
動
リ
ス
ク
か
ら
の
解
放

銀
行
は
株
の
呪
縛
か
ら
放
た
れ
る
か
…
…
…

　
 
…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

野
�　

浩
成
…
７
�
５
・　
１０

持
合
株
の
放
出
に
伴
う
買
収
懸
念
を
巡
る
規

　

制
・
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
…
…
…
…
…
…
…
…

　

Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所　

中
川　

秀
宣
…
７
�
５
・　
１５

上
場
投
資
信
託
は
持
合
株
式
解
消
の
受
け
皿

　

に
な
り
う
る
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
国
際
投
信
投
資
顧
問　

松
尾　

健
治
…
７
�
５
・　
２０

「
日
本
版
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｐ
」
の
現
状
と
課
題
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
野
村
証
券　

橋
本　

基
美
…
７
�
５
・　
２６

持
合
解
消
信
託
、
信
託
各
社
は
「
ガ
バ
ナ
ン

　

ス
懸
念
」
を
ク
リ
ア
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

策
定
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・　
３１

多
様
化
す
る
地
方
銀
行
の
資
本
政
策 
…
…
…
…
７
�
５
・　
３２

■　

漂
流
す
る
個
人
マ
ネ
ー

今
後
２
年
間
に
発
生
す
る　

兆
円
浮
動
マ
ネ

３０

　

ー
は
ど
こ
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
住
友
信
託
銀
行　

青
木　

美
香
…
７
�　

・　
１２

１０

顧
客
起
点
の
Ｅ
Ｂ
Ｍ
が
営
業
プ
ロ
セ
ス
を
変

　

え
た 
…
…
…
…
横
浜
銀
行　

加
藤　
　

毅
…
７
�　

・　
１２

１５

生
涯
取
引
銀
行
と
し
て
メ
イ
ン
化
を
推
進
…

　
 
…
…
…
…
…
八
十
二
銀
行　

藤
野　

貞
夫　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林　

正
樹
…
７
�　

・　
１２

２０

差
別
化
・
メ
イ
ン
化
に
知
恵
を
絞
る
地
方
銀
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行 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１２

２５

〈
匿
名
座
談
会
〉
預
り
資
産
営
業
の
最
前
線
…
７
�　

・　
１２

３２

■　

銀
証
Ｆ
Ｗ
規
制
見
直
し
か
ら
１
年　

変
化
へ
の
脈
動

兼
職
・
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
採
用
で
対
応
分
か
れ

　

た
３
メ
ガ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１９

１０

ニ
ー
ズ
乏
し
き
規
制
緩
和
の
帰
結
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
野
村
証
券　

田
中　
　

浩
…
７
�　

・　
１９

１５

実
務
上
、
使
い
に
く
い
規
制
見
直
し
、
積
極

　

的
な
活
用
は
考
え
て
い
な
い
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
モ
ル
ガ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
草　

史
幸
…
７
�　

・　
１９

１６

〈
匿
名
座
談
会
〉
ユ
ー
ザ
ー
、
金
融
機
関
が

　

み
た
規
制
見
直
し
１
年 
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１９

２０

■　

欧
州
動
乱　

峠
は
越
え
た
の
か

根
深
い
財
政
・
経
常
・
金
融
の
複
合
問
題
…

　
 
…
…
み
ず
ほ
総
合
研
究
所　

長
谷
川
克
之
…
７
�　

・　
２６

１０

�
甘
い
�
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト　

欧
州
金
融
機

　

関
の
信
頼
回
復
に
は
力
不
足
か
…
…
…
…

　
 
…
…
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
証
券　

中
空　

麻
奈
…
７
�　

・　
２６

１６

ユ
ー
ロ
の
行
方
―
―
安
値
メ
リ
ッ
ト
を
享
受

　

し
た
後
、
よ
り
強
い
通
貨
と
し
て
復
活
す

　

る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
通
貨
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト　

新
橋
富
士
太
…
７
�　

・　
２６

２２

拡
大
す
る
ソ
ブ
リ
ン
Ｃ
Ｄ
Ｓ
市
場
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

篠　

潤
之
介
…
７
�　

・　
２６

２４

■　

地
銀
海
外
業
務
の
真
価

優
良
顧
客
を
追
っ
て
新
発
展
段
階
へ
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
ド
イ
ツ
証
券　

山
田　

能
伸
…
８
�
２
・
８

支
店
、
コ
ン
サ
ル
現
法
、
メ
ガ
・
外
銀
提
携

　

自
行
に
と
っ
て
最
適
の
取
引
先
支
援
モ
デ

　

ル
を
模
索 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�
２
・　
１３

ア
ウ
ェ
ー
で
が
ん
ば
る
地
元
取
引
先
を
�
グ

　

ロ
ー
カ
ル
�
に
支
援
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
北
陸
銀
行　

高
山　

光
男
…
８
�
２
・　
１７

地
の
利
を
生
か
し
た
ロ
シ
ア
極
東
戦
略
…
…

　
 
…
…
…
…
…
北
海
道
銀
行　

天
間　

幸
生
…
８
�
２
・　
１９

　

年
に
及
ぶ
中
国
ビ
ジ
ネ
ス　

南
通
支
店
開

３０
　

設
で
加
速 
…
名
古
屋
銀
行　

綱
島　

正
樹
…
８
�
２
・　
２２

　

上
海
工
場
設
立
で
心
強
か
っ
た
銀
行
の
ア

　
　

ド
バ
イ
ス 
…
Ａ
Ｉ
Ｈ
Ｏ　

宮
�　

眞
嗣
…
８
�
２
・　
２３

人
民
元
を
取
り
扱
え
る
強
み
を
生
か
す
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
山
口
銀
行　

兼
重　

清
史
…
８
�
２
・　
２５

ベ
ト
ナ
ム
進
出
企
業
の
期
待
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
ジ
ェ
ト
ロ　

森　
　

太
一
…
８
�
２
・　
２８

提
携
先
ス
タ
ン
ド
バ
イ
Ｌ
／
Ｃ
に
よ
る
バ
ー

　

ツ
建
て
貸
出
を
推
進
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
バ
ン
コ
ッ
ク
銀
行　

小
澤　
　

仁
…
８
�
２
・　
３０

■　

民
主
党
経
済
政
策
の
正
念
場

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
ヒ
ト
へ
」
は
意
義
あ

　

る
問
題
提
起 
…
東
洋
大
学　

賀
来　

景
英
…
８
�
２
・　
４４

建
設
的
政
策
論
争
を
誘
導
す
る
菅
政
権
の
豹

　

変 
…
…
…
武
者
リ
サ
ー
チ　

武
者　

陵
司
…
８
�
２
・　
４８

子
ど
も
手
当
の
制
度
見
直
し
が
不
可
避
…
…

　
 
…
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所　

櫨　
　

浩
一
…
８
�
２
・　
５２

高
速
道
路
無
料
化
の
政
策
効
果
は
疑
問
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
法
政
大
学　

武
藤　

博
己
…
８
�
２
・　
５６

戸
別
所
得
補
償
制
度
の
光
と
陰
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

三
輪　

泰
史
…
８
�
２
・　
６０

「
新
成
長
戦
略
」
と
金
融
機
関
経
営
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ａ
Ｔ
カ
ー
ニ
ー

　
　
　
　
　
　

辻
井　

隆
司
／
松
村　
　

亮
…
８
�
２
・　
６４

■　

金
融
円
滑
化
法
の
折
返
し
点

〈
メ
ガ
バ
ン
ク
〉
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
体
制

　

が
軌
道
に
乗
る
一
方
、
開
示
負
担
、
信
用

　

コ
ス
ト
増
に
課
題 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
１６

１０

検
査
指
摘
事
例
集
に
み
る
円
滑
化
法
対
応
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

黒
澤　

利
武
…
８
�　

・　
１６

１６

〈
地
域
銀
行
〉
相
次
ぐ
再
リ
ス
ケ
に
く
す
ぶ

　

る
「
法
律
延
長
も
や
む
な
し
」
の
声 
…
…
…
８
�　

・　
１６

１７

業
績
回
復
伴
わ
な
い
リ
ス
ケ
、
返
済
再
開
後

　

の
倒
産
増
は
必
至
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク　

江
藤　

哲
宏
…
８
�　

・　
１６

２０

〈
信
用
金
庫
〉
条
件
変
更
対
応
は
宿
命
も
、

　

実
効
あ
が
ら
ぬ
経
営
改
善
支
援
、
重
い
報

　

告
負
担
が
悩
み 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
１６

２４

■　

グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
規
制
―
―
枠
組
み
固
ま
る

バ
ー
ゼ
ル
委
「
包
括
的
な
規
制
改
革
案
」
に

　

関
す
る
見
直
し
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
金
融
庁　

青
崎　
　

稔
／
北
野　

淳
史
…
８
�　

・　
２３

１０

利
益
の
積
上
げ
と
資
本
増
強
で
邦
銀
も
最
低

　

基
準
の
達
成
に
一
応
の
メ
ド
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
Ｕ
Ｂ
Ｓ
証
券　

大
槻　

奈
那
…
８
�　

・　
２３

１６

政
治
的
妥
協
の
末
、
辛
く
も
成
立
し
た
米
金

　

融
規
制
改
革
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

石
原　

哲
夫
…
８
�　

・　
２３

２１

ソ
ブ
リ
ン
リ
ス
ク
を
抱
え
な
が
ら
も
包
括
的

　

な
金
融
制
度
改
革
を
目
指
す
欧
州
…
…
…

　
 
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所　

小
立　
　

敬
…
８
�　

・　
２３

２８

■　

地
域
金
融
の
い
ま　

沖
縄
編

米
軍
基
地
の
存
在
は
経
済
活
動
に
と
っ
て
も

　

マ
イ
ナ
ス
の
ほ
う
が
大
き
い
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
沖
縄
銀
行　

安
里　

昌
利
…
８
�　

・　
３０

１０

沖
縄
の
独
自
性
と
は
何
か
（「
沖
縄
手
帳
」

　

に
つ
い
て
）  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

１３

公
的
資
金
を
完
済
し
、
営
業
の
哲
学
・
推
進

　

体
制
を
革
新 
…
琉
球
銀
行　

大
城　

勇
夫
…
８
�　

・　
３０

１４

オ
ー
ル
沖
縄
の
サ
ー
ビ
サ
ー 
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

１７

「
自
立
型
経
済
」
構
築
に
向
け
て
主
要
な
役

　

割
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫　

金
井　

照
久
…
８
�　

・　
３０

１８

米
軍
基
地
跡
地
の
再
開
発
に
向
け
た
取
組
み
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…
…
…
…
…
…
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫

　
　
　
　
　
　

玉
那
覇
通
男
／
大
嶺　
　

豪

　
　
　
　
　
　

小
野　

雅
春
／
上
江
洲　

博
…
８
�　

・　
３０

２０

「
沖
縄
特
別
措
置
」
の
概
要 
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

２８

Ｊ
Ｔ
Ａ
（
新
・
南
西
航
空
）
の
独
立
と
沖
縄

　

の
再
生 
…
…
ト
リ
ニ
テ
ィ　

樋
口
耕
太
郎
…
８
�　

・　
３０

３０

「
沖
縄
金
融
特
区
」
の
取
組
み
を
振
り
返
っ

　

て
…
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学
大
学
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西　

龍
治
…
８
�　

・　
３０

３６

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券
の
沖
縄
コ
ン
タ
ク

　

ト
セ
ン
タ
ー 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

３８

■　

危
機
後
の
金
融
新
秩
序
と
世
界
経
済
の
構
造
変
化
へ

ど
う
対
応
す
る
か

《
問
題
提
起
と
基
調
報
告
》

日
本
経
済
は
潜
在
成
長
率
の
低
下
、
デ
フ
レ

　

の
継
続
、
財
政
赤
字
の
三
重
苦
…
…
…
…

　

日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー　

深
尾　

光
洋
…
９
�
６
・　
１０

政
策
の
失
敗
で
ア
メ
リ
カ
も「
デ
フ
レ
の
罠
」

　

に
入
り
つ
つ
あ
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
元
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
理
事

　
　
　
　
　
　
　

ロ
ー
レ
ン
ス
・
リ
ン
ゼ
ー
…
９
�
６
・　
１２

日
米
の
失
敗
に
学
ん
だ
中
国
政
府
は
不
動
産

　

バ
ブ
ル
を
看
過
で
き
な
い
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
中
国
世
界
経
済
学
会　

余　
　

永
定
…
９
�
６
・　
１４

悲
観
的
に
な
ら
ず
、
さ
れ
ど
危
機
感
を
も
っ

　

て
生
産
性
向
上
に
立
ち
上
が
れ
…
…
…
…

　

…
…
キ
ヤ
ノ
ン
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井　

俊
彦
…
９
�
６
・　
１７

金
融
規
制
に
は
、
各
国
の
相
違
を
ふ
ま
え
た

　

フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保
が
不
可
欠
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

奥　
　

正
之
…
９
�
６
・　
１９

《
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
》

閉
塞
状
況
の
先
進
国
経
済　

民
主
導
で
次
の

　

成
長
モ
デ
ル
を
描
け 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・　
２３

■　

口
座
開
設
ま
で
１
年
、
日
本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
研
究

税
制
改
正
を
注
視
し
つ
つ
、「　

年
実
施
」

１２

　

へ
そ
ろ
り
準
備
開
始 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
１３

１０

新
し
い
少
額
投
資
非
課
税
制
度
は
こ
う
な
る

　
 
…
…
…
…
…
…
大
和
総
研　

鳥
毛　

拓
馬
…
９
�　

・　
１３

１４

「
ど
ん
な
金
融
商
品
」
を
「
ど
う
販
売
す
べ

　

き
」
な
の
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
投
信　

野
尻　

哲
史
…
９
�　

・　
１３

１９

金
融
所
得
一
体
課
税
の
導
入
と
日
本
版
Ｉ
Ｒ

　

Ａ
（
個
人
所
得
年
金
）
の
提
案
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
中
央
大
学　

森
信　

茂
樹
…
９
�　

・　
１３

２４

■　

深
化
す
る
コ
ス
ト
・
カ
ッ
ト

収
益
低
下
で
緊
縮
運
営
に
拍
車
が
か
か
る
地

　

域
銀
行 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２０

１７

北
國
銀
行
の
聖
域
な
き
コ
ス
ト
削
減 
…
…
…
…
９
�　

・　
２０

２０

常
陽
銀
行
の
営
業
店
事
務
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク

　

ト 
…
…
…
…
…
常
陽
銀
行　

金
丸　
　

愼
…
９
�　

・　
２０

２４

Ｉ
Ｔ
コ
ス
ト
削
減
の
ゴ
ー
ル
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア　

中
野　

将
志
…
９
�　

・　
２０

２９

経
費
率
の
抑
制
に
は
資
産
規
模
の
拡
大
が
有

　

効
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
ア
ン
ド
・
プ
ア
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
澤　

亮
二
…
９
�　

・　
２０

３４

■　

地
域
金
融
の
い
ま　

大
阪
編

低
迷
す
る
資
金
需
要
―
せ
や
け
ど
大
阪 
…
…
…
９
�　

・　
２７

１０

高
品
質
リ
テ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築

　

を
目
指
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
関
西
ア
ー
バ
ン
銀
行　

北　
　

幸
二
…
９
�　

・　
２７

１４

付
加
価
値
で
府
外
地
銀
の
攻
勢
に
対
抗
す
る

　

信
用
金
庫 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２７

１８

潜
在
成
長
力
豊
か
な
関
西
の
資
金
需
要
掘
り

　

起
こ
し
に
期
待
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

早
川　

英
男
…
９
�　

・　
２７

２１

■　

年
間　

兆
円
が
動
く
相
続
市
場

５０

リ
テ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
主
戦
場
に
な
る
相

　

続
資
産
…
…
…
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本
佐
知
子
…　

�
４
・　

１０

１０

り
そ
な
銀
行
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
型
サ
ー

　

ビ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

１６

「
遺
言
書
キ
ッ
ト
」
が
大
ヒ
ッ
ト　

裾
野
広

　

が
る
相
続
ニ
ー
ズ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

１８

地
域
金
融
機
関
の
相
続
サ
ー
ビ
ス
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

１９

悩
み
多
き
資
産
家
・
個
人
事
業
主
―
―
銀
行

　

に
求
め
ら
れ
る
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

２２

不
動
産
と
税
務
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積

　

が
地
主
囲
い
込
み
の
必
要
条
件
…
…
…
…

　

…
…
…
相
続
支
援
ネ
ッ
ト　

江
里
口
吉
雄
…　

�
４
・　

１０

２４

■　

自
己
資
本
比
率
規
制　

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
へ

バ
ー
ゼ
ル
委
「
よ
り
高
い
国
際
的
な
最
低
自

　

己
資
本
基
準
」
に
関
す
る
発
表
の
内
容
に

　

つ
い
て
…
…
…
…
金
融
庁　

池
田　

賢
志
…　

�　

・　

１０

１１

１０

邦
銀
の
対
応
力
と
経
営
課
題
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
ド
イ
ツ
証
券　

山
田　

能
伸
…　

�　

・　

１０

１１

１５

コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
投

　

資
魅
力
は
ど
う
な
る
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

高
橋　

克
英
…　

�　

・　

１０

１１

２０

銀
行
自
己
資
本
規
制
の
マ
ク
ロ
経
済
に
対
す

　

る
影
響
…
…
…
大
和
総
研　

原
田　
　

泰
…　

�　

・　

１０

１１

２４

マ
ク
ロ
的
視
点
が
加
わ
っ
た
新
規
制
の
意
図

　

…
…
金
融
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト　

入
居　
　

智
…　

�　

・　

１０

１１

２９

■　

国
債
大
量
保
有
の
理
由
と
リ
ス
ク

過
去
最
高
残
高
を
更
新
す
る
銀
行
の
国
債
保

　

有
は
必
然
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
橋　

英
敏
…　

�　

・
９

１０

１８

地
銀
格
付
の
視
点
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
＆
プ
ア
ー
ズ
・

　
　
　
　
　
　

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
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吉
田　

百
合
…　

�　

・　

１０

１８

１４

山
陰
合
同
銀
行
の
有
価
証
券
運
用
戦
略
…
…

　

…
…
…
…
山
陰
合
同
銀
行　

岩
本　
　

勉
…　

�　

・　

１０

１８

１９

生
保
の
投
資
行
動
と
Ｊ
Ｇ
Ｂ
市
場
…
…
…
…

　

…
…
…
キ
ャ
ピ
タ
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本　

祐
司
…　

�　

・　

１０

１８

２３

■　

売
れ
る
仕
組
み
の
つ
く
り
方

顧
客
に
伝
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略

　

…
…
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
エ
ク
セ
レ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
谷　

圭
子
…　

�　

・
８

１０

２５

顧
客
セ
グ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
新
機
軸
…
…

　

…
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所　

栗
林　

敦
子
…　

�　

・　

１０

２５

１２

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
経
営
戦
略
そ
の
も
の
…

　

…
…
Ｐ
Ｃ
Ａ
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
瀬　

康
令
…　

�　

・　

１０

２５

１６

な
ぜ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
消
費
者
の
心
を
つ
か

　

む
の
か
…
…
…
…
ア
サ
ツ
ー
デ
ィ
・
ケ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
本　

之
克
…　

�　

・　

１０

２５

１９

銀
行
ブ
ラ
ン
ド
を
生
か
し
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
の

　

イ
メ
ー
ジ
を
統
一
〈
み
ず
ほ
銀
行
〉
…
…
…　

�　

・　

１０

２５

２４

県
・
道
ご
と
の
ブ
ラ
ン
ド
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
地

　

域
密
着
を
ア
ピ
ー
ル
〈
北
陸
銀
行
〉
…
…
…　

�　

・　

１０

２５

２６

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
チ
ャ
ネ
ル
を
活
用
し
た
顧

　

客
層
の
拡
充
〈
三
井
住
友
銀
行
〉
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行

　
　
　
　
　
　

斉
藤　

康
彦
／
佐
野　

宏
行
…　

�　

・　

１０

２５

２８

女
性
の
視
点
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
医
療
保
険
を
企

　

画
〈
り
そ
な
銀
行
〉
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

２５

３３

新
商
品
専
用
キ
ャ
ラ
を
介
し
て
絆
づ
く
り

　

〈
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ァ
ミ
リ
ー
生
命
保
険
〉
…　

�　

・　

１０

２５

３４

他
行
で
は
発
せ
ら
れ
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届

　

け
る
〈
ソ
ニ
ー
銀
行
〉
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
ソ
ニ
ー
銀
行　

河
原
塚　

徹
…　

�　

・　

１０

２５

３６

顔
の
み
え
る
顧
客
接
点
を
充
実
、
ネ
ッ
ト
専

　

業
の
弱
み
を
克
服〈
ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
生
命
〉

　

…
…
ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
生
命　

松
岡　

洋
平
…　

�　

・　

１０

２５

３９

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
を
ど
う
使
う
？
…
…　

�　

・　

１０

２５

４２

提
携
会
社
を
前
面
に
出
し
た
傷
害
保
険
販
売

　

モ
デ
ル
〈
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
保
険
〉
…
…
…
…　

�　

・　

１０

２５

４４

■　

こ
の
秋
か
ら
備
え
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

大
手
行
は
、
強
制
適
用
を
前
提
に
課
題
の
洗

　

い
出
し
作
業
に
着
手
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

２５

５４

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
よ
る
基
準
設
定
は
来
年
ク
ラ
イ

　

マ
ッ
ク
ス
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
崎　

伸
哉
…　

�　

・　

１０

２５

５６

経
営
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
再
構
築
の
チ
ャ
ン

　

ス
を
と
ら
え
よ
…
…
…
野
村
総
合
研
究
所

　
　
　
　
　
　

三
宅　

将
之
／
有
村　

康
哉
…　

�　

・　

１０

２５

６１

■　

利
用
者
保
護
の
新
し
い
視
点

法
と
監
督
の
隙
間
が
増
幅
す
る
住
宅
ロ
ー
ン

　

破
綻
…
…
…
…
金
融
消
費
者
問
題
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

楠
本
く
に
代
…　

�
８
・　

１１

１０

日
本
に
網
羅
的
な
借
入
者
保
護
法
制
は
必
要

　

か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所　

松
尾　

直
彦
…　

�
８
・　

１１

１６

ス
タ
ー
ト
し
た
７
団
体
の
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
…
…
…　

�
８
・　

１１

２０

味
の
素
「
お
客
様
相
談
セ
ン
タ
ー
」
の
役
割
…　

�
８
・　

１１

２３

■　

口
座
管
理
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

金
融
界
が
直
面
す
る
三
つ
の
課
題
―
暴
排
条

　

例
、
マ
ネ
ロ
ン
、
米
国
税
法
改
正
…
…
…
…　

�　

・　

１１

１５

１０

暴
力
団
排
除
条
例
、
新
た
な
マ
ネ
ロ
ン
法
制

　

が
銀
行
実
務
に
及
ぼ
す
影
響
…
…
…
…
…

　

…
…
…
三
宅
法
律
事
務
所　

渡
邉　

雅
之
…　

�　

・　

１１

１５

１２

テ
ロ
資
金
・
マ
ネ
ロ
ン
規
制
の
国
際
的
な
要

　

請
と
と
も
に
日
本
の
実
情
に
も
配
慮
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
警
察
庁　

阿
武　

孝
雄
…　

�　

・　

１１

１５

１９

「
外
国
口
座
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
法
」

　

（
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ａ
）
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
概
要
…

　

…D
eloitte

T
ax

LLP

 
       　
 
  　
   
　

生
田
ひ
ろ
み

　
　

税
理
士
法
人
ト
ー
マ
ツ　

前
田　

幸
作
…　

�　

・　

１１

１５

２２

■　

増
殖
す
る
不
祥
事
件

〈
座
談
会
〉
な
ぜ
意
図
的
な
不
正
行
為
を
根

　

絶
で
き
な
い
の
か
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
長
島
・
大
野
・
常
松
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
澤　
　

拓

　
　
　
　

有
限
責
任
監
査
法
人　

ト
ー
マ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
岡　
　

茂

　
　
　
　

弁
護
士
法
人
御
堂
筋
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
西　

拓
人

　
　
　
　
　
　
　

十
六
銀
行　

宇
佐
美　

豊
…　

�　

・　

１１

２２

１０

犯
意
を
殺
ぐ
�
手
作
り
研
修
�
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
中
国
銀
行　

立
森　

伸
康
…　

�　

・　

１１

２２

１９

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
不
正
抑
止
効
果
…
…
…
…

　

…
…
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ　

Ｆ
Ａ
Ｓ　

堀
田　

知
行

　
　
　
　
　
　

有
限
責
任
あ
ず
さ
監
査
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
�　

千
春
…　

�　

・　

１１

２２

２３

管
理
職
に
よ
る
不
正
は
長
期
に
わ
た
り
多
額

　

の
損
失
を
も
た
ら
す
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
日
本
公
認
不
正
検
査
士
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甘
粕　
　

潔
…　

�　

・　

１１

２２

２７

■　

成
長
戦
略　

い
ま
だ
描
け
ず

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
分
配
あ
り
き
で
痛
み
を

　

避
け
続
け
れ
ば
、
５
年
後
に
は
破
綻
す
る

　

…
…
…
…
…
東
京
証
券
取
引
所
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
藤　
　

惇
…　

�　

・　

１１

２９

１０

本
質
的
視
点
と
金
融
機
関
の
役
割
…
…
…
…

　

…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

内
田　

和
人
…　

�　

・　

１１

２９

１４

生
産
年
齢
人
口
減
少
に
目
を
向
け
、
効
果
的

　

な
内
需
拡
大
策
を
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
日
本
政
策
投
資
銀
行　

藻
谷　

浩
介
…　

�　

・　

１１

２９

１９

公
的
セ
ク
タ
ー
を
含
め
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
供

金融財政事情 ２０１１．  １．  １７付　�



　

給
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券

　
　
　
　
　
　

高
田　
　

創
／
柴
崎　
　

健
…　

�　

・　

１１

２９

２５

■　

銀
行
の
ノ
ン
バ
ン
ク
戦
略　

正
念
場
へ

増
援
か
退
却
か
―
―
大
手
行
が
迫
ら
れ
る
経

　

営
判
断
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

１０

「
全
件
通
知
」
が
寝
た
子
を
起
こ
す
？　

武

　

富
士
利
用
者
へ
の
通
知
方
法
巡
り
綱
引
き
…　

�
６
・　

１２

１８

金
融
庁
、
過
払
い
金
返
還
請
求
の
実
態
把
握

　

に
本
腰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

２２

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
個
人
金
融
の
収
縮
は
改

　

正
貸
金
業
法
の
趣
旨
に
反
す
る
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
衆
議
院
議
員　

後
藤
田
正
純
…　

�
６
・　

１２

２３

大
手
消
費
者
金
融
の　

年
９
月
期
決
算
分
析

１０

　

…
…
…
…
…
ド
イ
ツ
証
券　

清
水　

純
一
…　

�
６
・　

１２

２５

■　

銀
行
の
戦
略
的
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

金
融
機
関
の
不
動
産
活
用
は
合
理
的
か
…
…

　

…
…
…
シ
ー
ビ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
エ
リ
ス

　
　
　
　
　
　

田
村　

貴
之
／
新
谷　

保
大
…　

�　

・　

１２

１３

１０

り
そ
な
Ｈ
Ｄ
、
ふ
く
お
か
Ｆ
Ｇ
、
筑
波
銀
行

　

―
―
本
社
移
転
の
三
者
三
様
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

１３

１４

最
大
の
投
資
効
果
を
得
ら
れ
る
店
舗
ネ
ッ
ト

　

ワ
ー
ク
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
ベ
イ
ン
・
ア
ン
ド
・
カ
ン
パ
ニ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　

ジ
ャ
パ
ン　

長
谷
部
智
也
…　

�　

・　

１２

１３

２０

■　

ど
う
な
る
２
０
１
１
年
の
金
融
・
経
済

【
金
融
規
制
・
監
督
】
動
き
出
す
グ
ロ
ー
バ

　

ル
新
金
融
秩
序
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

島
根　

祐
一
…　

�　

・　

１２

２０

１０

【
国
際
通
貨
制
度
改
革
】
不
均
衡
が
限
界
に
、

　

高
ま
る
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
３
へ
の
移
行
機

　

運
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

宿
輪　

純
一
…　

�　

・　

１２

２０

１５

【
金
融
・
財
政
政
策
】
最
悪
期
を
脱
し
た
日

　

本
経
済
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

末
澤　

豪
謙
…　

�　

・　

１２

２０

２０

 
〈
緊
急
解
説
〉
バ
ー
ゼ
ル
委
、
包
括
的
規
制

　

改
革
案
を
公
表 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�
４
・
８

〈
座
談
会
〉
業
法
か
ら
迫
る
顧
客
保
護　

法

　

令
・
監
督
指
針
・
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
読

　

み
方
・
使
い
方
�
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
ブ
レ
ー
ク
モ
ア
法
律
事
務
所　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
方　

洋
一

　
　
　
　

長
島
・
大
野
・
常
松
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
澤　
　

拓

　
　
　
　
　
　

森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田　

大
輔

　
　
　
　
　
　
　

の
ぞ
み
総
合
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田　

桂
公

　
　
　
　
　
　
　

十
六
銀
行　

宇
佐
美　

豊
…
１
�
４
・　
５１

欧
州
排
出
量
取
引
所
（
Ｅ
Ｃ
Ｘ
）
の
特
色
…

　
 
…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

宿
輪　

純
一
…
１
�
４
・　
８０

再
点
検
・
外
資
系
金
融
グ
ル
ー
プ
の
コ
ン
プ

　

ラ
イ
ア
ン
ス
…
…
…
プ
ロ
モ
ン
ト
リ
ー
・

　
　
　
　
　

フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル　

ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
本　

善
雄
…
１
�
４
・　
８４

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
社
債
ス
プ
レ
ッ

　

ド
の
要
因
分
析
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
青
山
学
院
大
学　

白
須　

洋
子
…
１
�
４
・　
８９

欧
州
の
フ
ァ
ン
ド
規
格
が
ア
ジ
ア
、
南
米
、

　

中
東
等
に
も
拡
大
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
  
…D

IA
M
International

 
  
 
　
             　

大
原　

啓
一
…
１
�
４
・　
９４

実
体
経
済
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
依
拠
す
る

　

イ
ス
ラ
ー
ム
金
融
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
日
本
学
術
振
興
会　

長
岡　

慎
介
…
１
�
４
・　
９９

〔
論
考
・
解
説
〕

arrow
head

東
証
次
世
代
売
買
シ
ス
テ
ム     
    

稼

　

働 
…
…
東
京
証
券
取
引
所　

増
田　
　

剛
…
１
�　

・　
１８

３７

会
計
情
報
か
ら
事
業
戦
略
に
迫
る
③

－

ヤ
マ
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス－

　

「
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
」
を
核
と
し
た

　

多
角
化
、
国
際
展
開
…
…
…
…
…
…
…
…

　

中
央
大
学　

高
田
橋
範
充
・
磯
村　

和
人

　
　
　
　
　
　

久
保
田
國
勝
税
理
士
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
田
一
正
…
１
�　

・　
１８

４１

事
業
再
生
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
事
例
研
究 
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
２５

３２

２
０
１
０
年
の
倒
産
動
向
を
読
む
…
…
…
…

　
 
…
…
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク　

内
藤　
　

修
…
１
�　

・　
２５

３８

見
直
し
進
む
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
基

　

準
…
…
…
…
…
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

�
山　

武
士
／
藤
田　

一
郎
…
１
�　

・　
２５

４６

グ
ロ
ー
バ
ル
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　

シ
ス
テ
ム
（
Ｇ
Ｃ
Ｍ
Ｓ
）
の
現
状
と
課
題

　
 
…
…
…
…
香
港
上
海
銀
行　

康
井　

義
房
…
１
�　

・　
２５

５４

景
気
悪
化
に
よ
る
税
収
減
少
で
自
治
体
財
政

　

の
健
全
化
遠
の
く
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

伴　
　
　

豊
…
２
�
８
・　
４８

世
界
の
銀
行
公
募
増
資
と
所
有
構
造
の
変
化

　
 
…
…
…
名
古
屋
市
立
大
学　

永
野　
　

護
…
２
�
８
・　
５４

提
携
ロ
ー
ン
に
関
す
る
改
正
割
賦
販
売
法
対

　

応
へ
の
提
言
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
田　

大
輔
…
２
�
８
・　
６７

地
球
温
暖
化
対
策
の
真
の
焦
点
は
途
上
国
に

　

お
け
る
環
境
投
資
の
活
性
化
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
国
際
協
力
銀
行　

本
郷　
　

尚
…
２
�　

・　
１５

２３

「
Ｐ
Ｃ
の
家
電
化
」
で
問
わ
れ
る
ネ
ッ
ト
銀

　

行
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策 
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
１５

２８

金
融
危
機
後
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
…
…
…

　
 
…
…
国
際
投
信
投
資
顧
問　

入
村　

隆
秀
…
２
�　

・　
１５

３０
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海
外
投
資
家
の
債
券
所
得
非
課
税
制
度
拡
充

　

の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

森　
　

剛
敏
…
２
�　

・　
２２

３６

出
世
し
た
い
か
ら
権
限
は
も
ち
た
く
な
い
？

　

…
…
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
エ
ク
セ
レ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
谷　

圭
子
…
２
�　

・　
２２

４０

金
融
自
由
化
の
針
を　

年
代
以
前
に
戻
す
ボ

７０

　

ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

高
田　
　

創
…
３
�
１
・　
２９

決
済
シ
ス
テ
ム
の
試
金
石
と
な
っ
た
リ
ー
マ

　

ン
破
綻 
…
…
…
日
本
銀
行　

副
島　
　

豊
…
３
�
１
・　
３４

Ｅ
Ｕ
の
財
政
規
律
重
視
の
下
で
進
む
ギ
リ
シ

　

ャ
の
財
政
再
建
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

林　
　

秀
毅
…
３
�
８
・　
２８

Ｃ
Ｖ
Ａ
に
よ
る
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ

　

ス
ク
管
理
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
安　

弘
毅
…
３
�
８
・　
３２

欧
州
フ
ァ
ン
ド
市
場
に
お
け
る
オ
ル
タ
ナ
テ

　

ィ
ブ
投
資
規
制
を
巡
る
議
論
…
…
…
…
…

　
  
…D

IA
M
International

 
  
 
　
             　

大
原　

啓
一
…
３
�
８
・　
３７

Ｔ
Ｏ
Ｂ
規
制
の
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
Ｊ

　

Ｃ
Ｏ
Ｍ
株
騒
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
野
村
総
合
研
究
所　

大
崎　

貞
和
…
３
�　

・　
１５

２８

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
課
題
に
関
す
る
実

　

務
家
意
識
調
査
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
東
京
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー
懇
談
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
井　

健
司
…
３
�　

・　
１５

３３

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
破
綻
と
デ
リ
バ
テ

　

ィ
ブ
契
約
（
上
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所　

仲
田　

信
平
…
３
�　

・　
１５

３８

事
業
再
生
に
係
る
Ｄ
Ｅ
Ｓ
の
税
務
上
の
評
価

　

方
法
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
経
済
産
業
省　

藤
井　

敏
央
…
３
�　

・　
２２

３０

世
界
的
金
融
危
機
へ
の
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
対
応
…

　
 
…
…
…
…
国
際
協
力
銀
行　

藤
田　

豊
明
…
３
�　

・　
２２

３４

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
破
綻
と
デ
リ
バ
テ

　

ィ
ブ
契
約
（
下
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所　

仲
田　

信
平
…
３
�　

・　
２２

３８

〈
Ｂ
Ｏ
Ｊ
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
〉
日
銀
、
新
型
オ

　

ペ
拡
充
を
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
東
短
リ
サ
ー
チ　

加
藤　
　

出
…
３
�　

・　
２９

２７

米
国
商
業
用
不
動
産
市
場
と
中
小
金
融
機
関

　

経
営
…
…
オ
フ
ィ
ス　

セ
ン
ト
ポ
ー
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
渕　

治
好
…
３
�　

・　
２９

３０

「
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
」
政
令
・
内
閣

　

府
令
の
ポ
イ
ン
ト
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

三
島　

聖
子
…
３
�　

・　
２９

３４

保
険
会
社
の
時
価
総
額
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
…

　

…
…
…
ボ
ス
ト
ン　

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　

加
藤　

広
亮
／
佐
々
木　

靖
…
３
�　

・　
２９

３９

三
井
住
友
銀
行
が
取
り
組
む
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ

　

ロ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
〈
概
念
編
〉
…
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

入
道　

正
久
…
４
�
５
・　
２４

会
計
基
準
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
金
融
機

　

関
の
財
務
諸
表
に
及
ぼ
す
影
響
…
…
…
…

　
 
…
東
京
共
同
会
計
事
務
所　

三
沢　

信
敬
…
４
�
５
・　
３０

少
数
株
主
か
ら
み
た
、
関
連
当
事
者
取
引
の

　

問
題
点
…
…
…
…
…
…
日
本
Ｃ
Ｆ
Ａ
協
会

　
　
　

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ラ
ッ
チ
ャ
ー
…
４
�　

・　
１２

３１

「
リ
ス
ク
・
リ
タ
ー
ン
マ
ッ
プ
」
に
よ
る
有

　

効
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
作
成
の
必
要
性
…
…
…

　

…
…
…
…
…
ア
ー
ル
・
ビ
ー
・
エ
ス
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
沼　

邦
彦
…
４
�　

・　
１２

３５

三
井
住
友
銀
行
が
取
り
組
む
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ

　

ロ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
〈
実
務
編
〉
…
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

入
道　

正
久
…
４
�　

・　
１２

３９

資
産
運
用
ビ
ジ
ネ
ス
で
個
人
向
け
国
債
の
満

　

期
償
還
が
注
目
さ
れ
る
ワ
ケ
…
…
…
…
…

　
 
…
…
国
際
投
信
投
資
顧
問　

松
尾　

健
治
…
４
�　

・　
１９

２８

企
業
年
金
衰
退
の
歯
止
め
と
し
て
確
定
拠
出

　

年
金
の
拡
充
を
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所　

野
村
亜
紀
子
…
４
�　

・　
１９

３４

着
地
が
見
通
せ
な
い
期
待
損
失
モ
デ
ル
と
プ

　

ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
を
巡
る
議
論
…
…
…

　

…
…
…
…
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桑
原　

大
祐
…
４
�　

・　
１９

３９

企
業
会
計
審
「
監
査
基
準
の
改
訂
に
関
す
る

　

意
見
書
」
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

野
村　

昭
文
…
４
�　

・　
２６

２８

投
資
家
は
企
業
と
の
さ
ら
な
る
対
話
の
促
進

　

を
望
む 
…
生
命
保
険
協
会　

加
藤　

貞
男
…
４
�　

・　
２６

３１

問
題
再
燃
の
火
種
く
す
ぶ
る
米
住
宅
ロ
ー
ン

　

ビ
ジ
ネ
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

李　
　

立
栄
…
４
�　

・　
２６

３５

「
投
信
窓
販
白
書
２
０
１
０
」
管
理
職
の　
２４

　

％
が
投
信
販
売
の
知
識
で
「
部
下
よ
り
劣

　

る
」
と
認
識
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
日
興
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
福　

啓
之
…
４
�　

・　
２６

４０

「
小
泉
民
営
化
」
の
目
的
は
郵
政
の
破
綻
を

　

防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
嘉
悦
大
学　

高
橋　

洋
一
…
５
�
３
・　
５１

シ
テ
ィ
バ
ン
ク
銀
行
新
型
店
舗
の
狙
い 
…
…
…
５
�
３
・　
５６

本
邦
初
の
オ
ペ
リ
ス
ク
共
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

　

組
成
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
日
本
リ
ス
ク
・
デ
ー
タ
・
バ
ン
ク

　
　
　
　
　
　

大
久
保　

豊
／
稲
葉　

大
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩
見　

真
実
…
５
�
３
・　
６０

　

年
度
の
企
業
倒
産
は
４
年
ぶ
り
に
減
少
…

０９
　
 
…
…
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ　

友
田　

信
男
…
５
�
３
・　
６４
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黒
字
化
コ
ン
サ
ル
こ
そ
融
資
戦
略
の
主
柱
…

　
 
…
…
…
…
産
業
能
率
大
学　

宮
田
矢
八
郎
…
５
�
３
・　
６８

業
務
継
続
体
制
の
整
備
は
実
効
性
向
上
の
段

　

階
へ 
…
…
…
…
日
本
銀
行　

富
岡　

則
行
…
５
�　

・　
１７

３０

経
営
者
報
酬
に
対
す
る
規
制
と
金
融
機
関
の

　

対
応
（
上
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
タ
ワ
ー
ズ
ワ
ト
ソ
ン　

篠
崎　
　

隆
…
５
�　

・　
１７

３４

２
０
１
１
年
か
ら
の
扶
養
控
除
廃
止
で
住
宅

　

ロ
ー
ン
減
税
の
効
果
拡
大
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
大
和
総
研　

是
枝　

俊
悟
…
５
�　

・　
１７

３９

欧
州
か
ら
世
界
に
広
が
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
危
機

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

林　
　

秀
毅
…
５
�　

・　
２４

２６

規
制
・
制
度
強
化
が
経
済
成
長
に
必
要
な
リ

　

ス
ク
マ
ネ
ー
を
枯
渇
さ
せ
る
…
…
…
…
…

　

ア
ン
ト
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
川　

卓
志
…
５
�　

・　
２４

３６

天
津
エ
コ
シ
テ
ィ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
三
井

　

住
友
Ｆ
Ｇ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

伊
藤　

貴
夫
…
５
�　

・　
２４

４２

経
営
者
報
酬
に
対
す
る
規
制
と
金
融
機
関
の

　

対
応
（
下
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
タ
ワ
ー
ズ
ワ
ト
ソ
ン　

篠
崎　
　

隆
…
５
�　

・　
２４

４５

ソ
ブ
リ
ン
危
機
と
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
…
…
…

　

…
…
…
Ｍ
Ｃ
Ｐ
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
智　

哲
生
…
５
�　

・　
３１

２４

郵
政
改
革
関
連
法
案
の
分
析
…
…
…
…
…
…

　

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所　

松
尾　

直
彦
…
５
�　

・　
３１

３２

コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
考

　

察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
大
和
証
券
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
村　

文
宣
…
５
�　

・　
３１

３７

開
設
１
年
で
上
場
ゼ
ロ
の
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ　

Ａ

　

Ｉ
Ｍ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

４２

保
険
会
社
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
比

　

率
の
算
出
基
準
に
関
す
る
保
険
業
法
施
行

　

規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

相
澤　

浩
也
…
５
�　

・　
３１

４４

米
上
院
、
金
融
制
度
改
革
法
案
を
ス
ピ
ー
ド

　

可
決 
…
…
三
井
住
友
銀
行　

山
崎　

知
洋
…
６
�
７
・　
２９

民
事
再
生
企
業
の
「
そ
の
後
」
…
…
…
…
…

　
 
…
…
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク　

内
藤　
　

修
…
６
�
７
・　
３８

官
民
連
携
で
水
ビ
ジ
ネ
ス
の
競
争
力
強
化
を

　
 
…
…
…
日
本
経
済
研
究
所　

深
澤　
　

哲　
　
　
　
　

　
　
　

日
本
政
策
投
資
銀
行　

荒
井　
　

誠
…
６
�
７
・　
４２

清
算
集
中
を
中
心
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規

　

制
の
動
向 
…
…
大
和
総
研　

鈴
木　

利
光
…
６
�
７
・　
４６

四
半
世
紀
の
『
三
國
格
付
け
』
か
ら
み
え
た

　

風
景 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
児
玉
万
里
子
…
６
�　

・　
１４

３２

欧
州
金
融
機
関
の
資
本
政
策
の
新
潮
流
…
…

　
 
…
…
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
証
券　

中
空　

麻
奈
…
６
�　

・　
１４

３７

Ｓ
Ｂ
Ｊ
銀
行
は
「
日
韓
経
済
の
架
け
橋
」
を

　

目
指
す 
…
…
Ｓ
Ｂ
Ｊ
銀
行　

田　
　

弼
煥　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
葉　

晶
人
…
６
�　

・　
１４

４２

金
融
庁
が
日
本
振
興
銀
行
を
検
査
忌
避
で
刑

　

事
告
発 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２１

２９

新
興
企
業
は
韓
国
取
引
所
を
目
指
す 
…
…
…
…
６
�　

・　
２１

３４

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
イ
ベ
ン
ト
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

　

の
概
要（
上
）…
マ
ー
ク
イ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ

　
　
　

バ
ラ
チ
ン
・
マ
ー
ク
／
長
野　

草
児
…
６
�　

・　
２１

３８

日
銀
の
新
貸
出
制
度
は
、
中
央
銀
行
と
し
て

　

歴
史
的
進
化
の
証
…
プ
ロ
モ
ン
ト
リ
ー
・

　
　
　
　
　

フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル　

ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
井　

卓
也
…
６
�　

・　
２８

２７

郵
政
改
革
関
連
法
案
は
臨
時
国
会
で
仕
切
り

　

直
し
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２８

３０

　

民
営
化
で
生
じ
た
サ
ー
ビ
ス
低
下
の
回
復

　
　

が
急
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
 
…
…
全
国
郵
便
局
長
会　

柘
植　

芳
文
…
６
�　

・　
２８

３１

　

民
営
化
路
線
に
沿
っ
た
形
で
の
見
直
し
を

　
　

求
め
る 
…
参
議
院
議
員　

林　
　

芳
正
…
６
�　

・　
２８

３２

コ
ベ
ナ
ン
ツ
類
型
化
の
有
用
性
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

入
道　

正
久
…
６
�　

・　
２８

３４

ク
レ
ジ
ッ
ト
・
イ
ベ
ン
ト
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

　

の
概
要（
下
）…
マ
ー
ク
イ
ッ
ト
グ
ル
ー
プ

　
　
　

バ
ラ
チ
ン
・
マ
ー
ク
／
長
野　

草
児
…
６
�　

・　
２８

３９

米
財
務
会
計
基
準
審
議
会
、
貸
付
金
等
の
公

　

正
価
値
測
定
を
提
案
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
東
京
共
同
会
計
事
務
所　

三
沢　

信
敬
…
７
�
５
・　
３５

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
取
引
残
高
削
減
、
担

　

保
を
巡
る
紛
争
回
避
を
実
現
…
…
…
…
…

　
  

…T
riO
ptim
a
Japan

 
   
    
 　
     　

今
西　
　

寛
…
７
�
５
・　
４２

日
本
郵
政
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
調
査
専
門
委
員

　

会
報
告
書
の
概
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
日
本
郵
政
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
調
査

　
　
　
　
　
　

専
門
委
員
会　

郷
原　

信
郎
…
７
�　

・　
１２

３６

Ｐ
Ｆ
Ｉ
見
直
し
は
新
し
い
イ
ン
フ
ラ
投
資
市

　

場
を
創
出
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
野
村
総
合
研
究
所　

福
田　

隆
之
…
７
�　

・　
１２

４１

英
国
政
権
交
代
後
、
揺
れ
る
金
融
規
制
…

　
 
…
…
み
ず
ほ
総
合
研
究
所　

三
谷　

明
彦
…
７
�　

・　
１９

２５

少
額
投
資
非
課
税
口
座
（
日
本
版
Ｉ
Ｓ
Ａ
）

　

の
可
能
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
国
際
投
信
投
資
顧
問　

松
尾　

健
治
…
７
�　

・　
１９

２９

充
実
し
た
ア
メ
リ
カ
の
教
育
資
金
積
立
て
・

　

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
手
法
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所　

宮
本
佐
知
子
…
７
�　

・　
１９

３２

米
国
税
制
改
正
「
外
国
口
座
税
務
コ
ン
プ
ラ

　

イ
ア
ン
ス
法
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…D
eloitte

T
ax

LLP

 
       　
 
  　
   
　

生
田
ひ
ろ
み

　
　

税
理
士
法
人
ト
ー
マ
ツ　

前
田　

幸
作
…
７
�　

・　
１９

３６

Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
中
期
戦
略
（
２
０
１
０
〜　

）
１２

　

に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
農
林
中
央
金
庫　

秋
吉　
　

亮
…
７
�　

・　
１９

４０

　

年
度
の
銀
行
投
信
窓
販
分
析
…
…
…
…
…

０９
　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
当
会　

佐
山　

雅
致
…
７
�　

・　
１９

４８

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
法
と
経
済
学
（
上
）

　
 
…
…
…
…
…
…
埼
玉
大
学　

木
下　

信
行
…
７
�　

・　
２６

２８

住
宅
ロ
ー
ン
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
デ
ー
タ

　

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
へ
の
取
組
み
（
上
）
…

　
 
…
…
…
三
菱
総
合
研
究
所　

圷　
　

雅
博　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

市
川　

智
／
河
内　

善
弘
…
７
�　

・　
２６

３３

「
借
り
手
の
目
線
に
立
っ
た　

の
方
策
」
―

１０

　

内
閣
府
令
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
…
…
…
…
…

　
 
…
金
融
庁　

平
岡　

泰
幸
／
佐
藤　

敏
宏
…
７
�　

・　
２６

３７

金
融
機
関
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ド
の
利
用
動
向

　

…
…
…
…
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　

小
峰　

武
之
／
福
間　

裕
至
…
７
�　

・　
２６

４２

日
本
と
ア
ジ
ア
域
内
の
プ
ロ
向
け
債
券
市
場

　

創
設
を
提
言
（
上
）
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学　

犬
飼　

重
仁
…
８
�
２
・　
３４

国
債
の
即
時
グ
ロ
ス
決
済
に
関
す
る
ガ
イ
ド

　

ラ
イ
ン
・
日
証
協
規
則
の
改
正
…
…
…
…

　
 
…
…
…
日
本
証
券
業
協
会　

松
永　

秀
昭
…
８
�
２
・　
３８

資
本
的
劣
後
ロ
ー
ン
（
准
資
本
型
）
を
用
い

　

た
Ｄ
Ｄ
Ｓ
の
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
商
工
中
金　

中
村　

廉
平
…
８
�
２
・　
７２

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
法
と
経
済
学
（
下
）

　
 
…
…
…
…
…
…
埼
玉
大
学　

木
下　

信
行
…
８
�
２
・　
８６

住
宅
ロ
ー
ン
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
・
デ
ー
タ

　

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
へ
の
取
組
み
（
下
）
…

　
 
…
…
…
三
菱
総
合
研
究
所　

圷　
　

雅
博　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

市
川　
　

智
／
河
内　

善
弘
…
８
�
２
・　
９２

金
融
庁
・
財
務
省
幹
部
人
事
異
動
評 
…
…
…
…
８
�　

・　
１６

２８

年
金
受
取
型
死
亡
保
険
の
二
重
課
税
問
題
…

　

ネ
ク
ス
テ
ィ
ア
生
命
保
険　

山
内　

恒
人
…
８
�　

・　
１６

３２

流
動
性
規
制
が
地
域
金
融
機
関
の
マ
ー
ケ
テ

　

ィ
ン
グ
戦
略
を
変
え
る
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
ツ
井
博
樹
…
８
�　

・　
１６

３７

Ａ
Ｔ
Ｍ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
電
子
保
存
に
よ
る
営

　

業
店
業
務
の
効
率
化
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

奥
田　

晃
典
…
８
�　

・　
１６

４３

日
本
と
ア
ジ
ア
域
内
の
プ
ロ
向
け
債
券
市
場

　

創
設
を
提
言
（
下
）
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学　

犬
飼　

重
仁　
　
　
　
　

　
　
　

バ
ー
ク
レ
イ
ズ
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木　

裕
彦
…
８
�　

・　
１６

４７

ム
ー
デ
ィ
ー
ズ
、
中
国
上
場
企
業
の
デ
フ
ォ

　

ル
ト
確
率
モ
デ
ル
を
提
供 
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
２３

３３

ア
ジ
ア
資
本
に
よ
る
再
生
企
業
の
出
口
価
値

　

最
大
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
ア
ビ
ー
ム
Ｍ
＆
Ａ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
澤　

敏
和
…
８
�　

・　
２３

３４

「
総
合
取
引
所
」
構
想
の
焦
点
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
大
阪
証
券
取
引
所　

米
田　

道
生
…
８
�　

・　
２３

３８

上
場
会
社
の
不
正
調
査
に
関
す
る
公
表
事
例

　

の
分
析
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
日
本
公
認
会
計
士
協
会　

坂
上
信
一
郎
…
８
�　

・　
２３

４２

コ
ア
預
金
モ
デ
ル
を
「
活
用
」
し
た
金
利
リ

　

ス
ク
管
理
実
務
の
高
度
化
を
目
指
せ
…
…

　
　
　
　

キ
ャ
ピ
タ
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　
　
　
　
　
　

栗
林　

洋
介
／
伊
藤　
　

優
…
８
�　

・　
３０

４２

「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
の
た
め

　

の
事
業
者
に
よ
る
顧
客
管
理
の
在
り
方
に

　

関
す
る
懇
談
会
報
告
」
概
要
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
同
懇
談
会　

安
冨　
　

潔
…
８
�　

・　
３０

４７

住
宅
ロ
ー
ン
保
証
子
会
社
に
潜
む
リ
ス
ク
と

　

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
の
教
訓
…
…
…
…
…

　

…
プ
ロ
モ
ン
ト
リ
ー
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　

目
黒　

謙
一
／
水
谷　
　

貢
…
９
�
６
・　
４０

日
銀
は
産
業
資
金
フ
ロ
ー
の
担
い
手
で
は
な

　

い 
…
…
…
…
…
東
洋
大
学　

益
田　

安
良
…
９
�
６
・　
４５

リ
テ
ラ
シ
ー
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ

　

ン
グ
戦
略
の
構
築
を
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
村　

哲
二
…
９
�　

・　
１３

３０

広
が
る
住
宅
ロ
ー
ン
実
行
後
の
ク
ロ
ス
セ
ル

　
 
…
農
林
中
金
総
合
研
究
所　

田
口
さ
つ
き
…
９
�　

・　
１３

３４

ソ
ブ
リ
ン
Ｃ
Ｄ
Ｓ
の
常
識
…
…
…
…
…
…
…

　

メ
リ
ル
リ
ン
チ
日
本
証
券　

上
田　

祐
介
…
９
�　

・　
１３

３７

〈
緊
急
解
説
〉
日
本
振
興
銀
行　

破
綻

日
本
が
主
権
回
復
後
、
初
の
預
金
カ
ッ
ト
実

　

施
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
９

２０

ル
ポ　

預
金
が
お
ろ
せ
な
く
な
っ
た
日 
…
…
…
９
�　

・　
２０

１３

新
銀
行
設
立
に
は
大
義
が
あ
っ
た
―
日
本
振

　

興
銀
行
へ
の
追
悼
の
辞
―
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
設
立
関
与
メ
ン
バ
ー
有
志
…
９
�　

・　
２０

１４

【
資
料
】
自
見
庄
三
郎
金
融
担
当
大
臣
の
談

　

話
（　

年
９
月　

日
）  
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　

１０

１０

２０

１５

そ
の
後
の
欧
州
危
機
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

林　
　

秀
毅
…
９
�　

・　
２０

３８

近
藤
道
生
氏
を
悼
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
資
本
市
場
研
究
会　

長
岡　
　

實
…
９
�　

・　
２０

４２

課
題
が
山
積
の
信
用
金
庫
の
新
資
本
注
入
制

　

度 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２７

２８

急
増
す
る
「
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
預
託
証
券
」

　

へ
の
対
処
法
…
…
…
シ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ

　
　
　

ミ
ゲ
ル
・
ペ
レ
ス
・
ラ
フ
ォ
ー
リ
エ
…
９
�　

・　
２７

３０

中
国
に
お
け
る
リ
テ
ー
ル
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の

　

現
状
と
可
能
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
河
原
久
和
…
９
�　

・　
２７

３４

「
反
社
」
と
「
マ
ネ
ロ
ン
」　

統
一
的
な
内
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部
統
制
構
築
に
向
け
て
（
上
）
…
…
…
…

　

…
鈴
木
総
合
法
律
事
務
所　

鈴
木　

仁
史

　
　
　
　
　
　

有
限
責
任
あ
ず
さ
監
査
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
�　

千
春
…
９
�　

・　
２７

３８

一
進
一
退
で
回
復
す
る
米
経
済
…
…
…
…
…

　
 
…
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所　

土
肥
原　

晋
…
９
�　

・　
２７

４２

な
ぜ
日
本
振
興
銀
行
の
中
小
企
業
専
門
融
資

　

ビ
ジ
ネ
ス
は
頓
挫
し
た
の
か
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
信
金
中
央
金
庫　

佐
々
木
城
夛
…
９
�　

・　
２７

４７

「
過
払
い
金
返
還
請
求
」
の
今
後
と
消
費
者

　

金
融
業
界
…
ド
イ
ツ
証
券　

清
水　

純
一
…　

�
４
・　

１０

２８

「
住
宅
ロ
ー
ン
の
収
益
性
評
価
」
の
ポ
イ
ン

　

ト
…
…
三
菱
総
合
研
究
所　

圷　
　

雅
博

　
　
　
　
　
　

市
川　
　

智
／
河
内　

善
弘
…　

�
４
・　

１０

３４

「
反
社
」
と
「
マ
ネ
ロ
ン
」　

統
一
的
な
内

　

部
統
制
構
築
に
向
け
て
（
下
）
…
…
…
…

　

…
鈴
木
総
合
法
律
事
務
所　

鈴
木　

仁
史

　
　
　
　
　
　

有
限
責
任
あ
ず
さ
監
査
法
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
�　

千
春
…　

�
４
・　

１０

３８

最
高
裁
判
決
を
受
け
た
年
金
型
死
亡
保
険
の

　

課
税
の
取
扱
い
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
大
和
総
研　

是
枝　

俊
悟
…　

�　

・　

１０

１１

３３

　

検
査
事
務
年
度
の
金
融
検
査
指
摘
事
例
集

０９
　

の
ポ
イ
ン
ト
（
上
）
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
弁
護
士
法
人
御
堂
筋
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
西　

拓
人

　

の
ぞ
み
総
合
法
律
事
務
所　

吉
田　

桂
公
…　

�　

・　

１０

１１

３８

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
変
わ
る
信
用
リ
ス
ク
管
理
①
…

　

…
…
…
…
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

　
　
　
　
　
　

関
田　

健
治
／
下
田　
　

啓
…　

�　

・　

１０

１１

４２

〈
Ｂ
Ｏ
Ｊ
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
〉「
包
括
緩
和
策
」

　

の
読
み
方
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
東
短
リ
サ
ー
チ　

加
藤　
　

出
…　

�　

・　

１０

１８

２８

日
銀
「
成
長
基
盤
強
化
を
支
援
す
る
た
め
の

　

資
金
供
給
」
の
狙
い

　

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉
金
融
シ
ス
テ
ム
の

　

「
す
く
み
」
解
消
に
最
初
の
一
撃
を
与
え

　

る
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

西
村　
 

彦
…　

�　

・　

１０

１８

３０

　

「
成
長
基
盤
強
化
を
支
援
す
る
た
め
の
資

　

金
供
給
」
の
概
要
と
実
施
状
況
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１８

３４

　

検
査
事
務
年
度
の
金
融
検
査
指
摘
事
例
集

０９
　

の
ポ
イ
ン
ト
（
下
）
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
弁
護
士
法
人
御
堂
筋
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
西　

拓
人

　

の
ぞ
み
総
合
法
律
事
務
所　

吉
田　

桂
公
…　

�　

・　

１０

１８

４０

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
変
わ
る
信
用
リ
ス
ク
管
理
②
…

　

…
…
…
…
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

　
　
　
　
　
　

桑
原　

大
祐
／
藤
谷　

容
生
…　

�　

・　

１０

１８

４５

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
キ
ー

　

ワ
ー
ド
―
「
リ
ス
ク
選
好
度
」
…
…
…
…

　

…
…
…
…
み
ず
ほ
第
一
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
島　

良
治
…　

�　

・　

１０

２５

５０

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
減
損
会
計
の
動
向
と
本
邦
銀
行
実

　

務
へ
の
影
響
…
…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

　
　
　
　
　
　

出
水　

博
章
／
河
井　

治
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
藤　

知
樹
…　

�　

・　

１０

２５

６６

地
域
金
融
機
関
に
求
め
ら
れ
る
中
小
企
業
の

　

新
事
業
開
発
支
援
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
み
ず
ほ
情
報
総
研　

吉
岡　

慎
一
…　

�　

・　

１０

２５

７４

金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
引
上
げ
へ
、
フ
ェ
ス
テ
ィ

　

バ
ル
開
催
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
金
融
広
報
中
央
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
崎　

竜
子
…　

�　

・　

１０

２５

７８

Ｂ
Ｂ
Ｂ
格
社
債
を
対
象
と
す
る
日
銀
資
産
買

　

入
れ
の
意
義
…
野
村
証
券　

町
田　

哲
也
…　

�
８
・　

１１

２６

「
安
曇
野
裁
判
」
に
み
る
損
失
補
償
契
約
の

　

今
後
の
取
扱
い
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

河
村
小
百
合
…　

�
８
・　

１１

２９

地
域
・
中
小
金
融
機
関
は
人
件
費
削
減
圧
力

　

に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
信
金
中
央
金
庫　

佐
々
木
城
夛
…　

�
８
・　

１１

３４

足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

　

バ
ナ
ン
ス
改
革
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学　

松
浦　
　

肇
…　

�
８
・　

１１

３８

日
本
振
興
銀
行
「
平
時
の
破
綻
処
理
」
初
適

　

用
の
教
訓
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

翁　
　

百
合
…　

�　

・　

１１

１５

３０

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
日
本
経
済

　

（
上
）
―
東
京
大
学
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

報
告
…
…
…
…
東
京
大
学　

石
田　

晋
也
…　

�　

・　

１１

１５

３６

保
険
負
債
の
経
済
価
値
評
価
に
対
応
し
た
債

　

券
保
有
区
分
の
創
設
を
提
言
す
る
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
明
治
大
学　

松
山　

直
樹
…　

�　

・　

１１

１５

４２

　

事
務
年
度
監
督
方
針
の
概
要
…
…
…
…
…

１０
　

…
金
融
庁　

伊
藤　

大
介
／
向
井　
　

豪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
瀬
幸
太
郎
…　

�　

・　

１１

１５

４６

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
と
弁
護
士
法
…
…

　

小
沢
・
秋
山
法
律
事
務
所　

香
月　

裕
爾
…　

�　

・　

１１

２２

３８

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
日
本
経
済

　

（
下
）
―
東
京
大
学
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

報
告
…
…
…
…
東
京
大
学　

石
田　

晋
也
…　

�　

・　

１１

２２

４４

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
、
最
終
決
着
へ
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２９

３０

金
融
円
滑
化
法
、
期
限
延
長
も
や
む
な
し
…

　

…
…
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク　

内
藤　
　

修
…　

�　

・　

１１

２９

３２

欧
米
で
浮
上
す
る
「
グ
リ
ー
ン
投
資
銀
行

　

（
Ｇ
Ｉ
Ｂ
）」
構
想
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
上
智
大
学　

藤
井　

良
広
…　

�　

・　

１１

２９

３６

メ
ガ
バ
ン
ク
の
電
子
債
権
記
録
機
関
が
出
揃

　

う
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

３０

中
国
で
診
断
書
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
…
…

　

…
…
…
…
太
陽
生
命
保
険　

細
川　

敏
男
…　

�
６
・　

１２

３３
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「
２
０
１
０
年　

家
計
の
金
融
行
動
に
関
す

　

る
世
論
調
査
」
を
読
む
…
…
…
…
…
…
…

　

…
第
一
生
命
経
済
研
究
所　

熊
野　

英
生
…　

�
６
・　

１２

３８

銀
行
・
事
業
法
人
の
株
式
売
買
動
向
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
大
和
総
研　

土
屋　

貴
裕
…　

�
６
・　

１２

４４

無
登
録
業
者
等
に
関
す
る
金
商
法
１
９
２
条

　

申
立
て
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会　

�
邑　
　

聡
…　

�　

・　

１２

１３

２４

緊
急
保
証
は
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化
に
貢

　

献
…
日
本
政
策
金
融
公
庫　

水
野　

哲
昭
…　

�　

・　

１２

１３

３０

続
・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
減
損
会
計
の
動
向
と
本
邦
銀

　

行
実
務
へ
の
影
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

出
水　

博
章

　
　
　
　
　
　

河
井　

治
彦
／
武
藤　

知
樹
…　

�　

・　

１２

１３

３６

ト
ゥ
・
ビ
ッ
グ
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ル
時
代
の

　

終
焉
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

石
原　

哲
夫
…　

�　

・　

１２

１３

４１

政
治
的
決
着
を
み
た
欧
州
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ

　

投
資
規
制
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…D
IA
M
International

 
  
 
　
             　

大
原　

啓
一
…　

�　

・　

１２

１３

４８

効
果
よ
り
も
副
作
用
が
大
き
い
米
英
金
融
制

　

度
改
革
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
野
村
総
合
研
究
所　

大
崎　

貞
和
…　

�　

・　

１２

２０

２５

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
Ｅ
Ｕ
・
Ｉ
Ｍ
Ｆ
監
視
下
で

　

銀
行
改
革
に
挑
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所　

伊
藤
さ
ゆ
り
…　

�　

・　

１２

２０

３０

住
宅
ロ
ー
ン
市
場
と
債
券
市
場
で
重
要
な
位

　

置
を
占
め
る
機
構
Ｍ
Ｂ
Ｓ
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
新
生
証
券　

松
本　

康
宏
…　

�　

・　

１２

２０

３２

少
額
送
金
ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
と
法
務
…
…

　

…
…
…
ホ
ワ
イ
ト
＆
ケ
ー
ス
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　

大
橋
宏
一
郎
／
新
田　

梨
恵
…　

�　

・　

１２

２０

３８

 
〔
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
・
レ
ク
〕

Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
官
民
の
二
次
損
失
は
ど
の
ぐ
ら
い

　

に
な
り
そ
う
で
す
か
？
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
預
金
保
険
機
構　

永
田　

俊
一
…
１
�　

・　
２５

２８

中
小
企
業
支
援
会
議
の
役
割
は
？
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
衆
議
院
議
員　

中
山　

義
活
…
２
�　

・　
２２

３４

金
融
円
滑
化
法
の
施
行
で
、
金
融
検
査
は
ど

　

う
変
わ
っ
た
の
で
す
か
？
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

屋
敷　

利
紀
…
５
�　

・　
１７

２６

銀
行
の
収
益
性
は
な
ぜ
低
い
の
で
し
ょ
う
か

　

？ 
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

田
中　

洋
樹
…
５
�　

・　
２４

３１

業
態
横
断
的
な
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
必
要
で
す
か

　

？
…
…
…
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
証
券
・
金
融
商
品

　
　
　
　
　
　
　

あ
っ
せ
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野　

正
晴
…
６
�
７
・　
３４

中
小
企
業
憲
章
と
は
な
ん
で
す
か
？
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
中
小
企
業
庁　

宮
本　

昭
彦
…
８
�　

・　
１６

４２

大
阪
府
が
「
小
規
模
金
融
構
造
改
革
特
区
」

　

構
想
を
打
ち
出
し
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
？

　
 
…
…
…
…
…
…
…
大
阪
府　

杉
本　

安
史
…
９
�　

・　
２７

２５

本
事
務
年
度
の
検
査
基
本
方
針
は
ど
う
変
わ

　

り
ま
し
た
か
？
…
金
融
庁　

屋
敷　

利
紀
…　

�　

・　

１０

１８

３６

「
証
券
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
」
の
使
命
は
何
で

　

す
か
？
…
…
…
…
金
融
庁　

石
村　

幸
三
…　

�　

・　

１１

２２

３１

 
ア
イ
フ
ル
事
業
再
生
Ａ
Ｄ
Ｒ
成
立
が
Ｃ
Ｄ
Ｓ

　

市
場
に
残
し
た
課
題 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・
６

１８

資
金
繰
り
対
策
で
十
分
な
の
か
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
破

　

綻
処
理 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・
６

２５

「
く
り
っ
く
３
６
５
」
で
異
常
レ
ー
ト
、
個

　

人
投
資
家
が
問
う
取
引
所
の
責
任 
…
…
…
…
２
�
１
・
６

今
年
の
銀
行
住
宅
ロ
ー
ン
を
蹴
散
ら
す
「
フ

　

ラ
ッ
ト　

Ｓ
」
の
猛
威 
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
８
・
６

３５

〔
新
聞
の
盲
点
〕

累
積
欠
損
金
解
消
で
も
２
０
１
０
年
度
の
預

　

金
保
険
料
率
に
変
更
な
し 
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・
６

１５

い
よ
い
よ
困
難
な
局
面
に
差
し
か
か
る
銀
行

　

の
ノ
ン
バ
ン
ク
戦
略 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・
６

２２

標
的
は
「
ダ
ー
ク
プ
ー
ル
」　

金
融
庁
が
勃

　

興
す
る
市
場
外
取
引
に
投
じ
た
一
石 
…
…
…
３
�
１
・
６

そ
れ
で
も
消
え
な
い
、
新
生
・
あ
お
ぞ
ら
合

　

併
交
渉
の
不
思
議 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�
８
・
６

郵
政
改
革
法
案
、
最
終
段
階　

検
査
・
監
督

　

の
見
直
し
は
金
融
界
と
の
「
バ
ー
タ
ー
取

　

引
」
？ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・
６

１５

日
本
振
興
銀
行
の
�
野
望
�
と
待
ち
受
け
る

　

検
査
結
果 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・
６

２２

地
方
信
販
業
者
を
襲
う
信
用
不
安
に
対
応
を

　

迫
ら
れ
る
地
銀 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・
６

２９

ゆ
う
ち
ょ
・
か
ん
ぽ
限
度
額
拡
大
が
決
着　

　

次
は
免
税
、
業
務
範
囲
拡
大
か 
…
…
…
…
…
４
�
５
・
６

「
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
」
の
議
論
で
変
わ
る
？　

地

　

域
銀
行
の
公
募
劣
後
債 
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・
６

１２

「
対
岸
の
火
事
」
か
？　

Ｅ
Ｕ
運
用
規
制
を

　

巡
る
欧　

英
米
の
主
導
権
争
い 
…
…
…
…
…
４
�　

・
６

vs

１９

新
生
・
あ
お
ぞ
ら
、
合
併
破
談
の
真
相 
…
…
…
４
�　

・
６

２６

「
子
ど
も
手
当
」
の
支
給
を
前
に
、
受
け
皿

　

商
品
の
開
発
・
販
売
も
活
発
化 
…
…
…
…
…
５
�　

・
６

１７

み
ず
ほ
、「
変
革
」
へ
の
正
念
場  
…
…
…
…
…
５
�　

・
６

２４

ベ
ン
ダ
ー
選
び
で
揺
れ
る
地
銀
の
電
子
債
権

　

サ
ブ
シ
ス
テ
ム 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・
６

３１

顧
問
弁
護
士
が
特
別
調
査
委
員
長
？　

日
本

　

振
興
銀
行
に
反
省
の
色
な
し 
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・
６

見
切
り
発
車
の
「
総
量
規
制
」、
財
務
局
は

　

周
知
活
動
に
テ
ン
ヤ
ワ
ン
ヤ 
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
６

１４

売
上
げ
の
大
半
が
架
空
、
エ
フ
オ
ー
ア
イ
事

　

件
で
問
わ
れ
る
「
責
任
」
の
所
在 
…
…
…
…
６
�　

・
６

２１

口
蹄
疫
の
拡
大
で
試
さ
れ
る
、
農
業
金
融
へ
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の
本
気
度 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
６

２８

郵
政
改
革
法
案
の
無
風
成
立
は
、
民
主
獲
得

　

議
席　

以
上　

未
満
？ 
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・
６

５６

６０

来
年
も
ト
ッ
プ
交
代
？　

不
安
材
料
を
抱
え

　

て
走
る
新
生
銀
行
の
�
土
俵
際
�  
…
…
…
…
７
�　

・
６

１２

外
資
系
格
付
会
社
は
従
わ
ず
？　

格
付
規
制

　

の
前
途
多
難 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
６

１９

年
金
払
い
特
約
付
き
生
命
保
険
の
税
金
還
付

　

問
題
で
懸
念
さ
れ
る
生
保
各
社
の
負
担 
…
…
７
�　

・
６

２６

快
進
撃
の
「
フ
ラ
ッ
ト　

」、
来
年
度
も
大

３５

　

幅
金
利
引
下
げ
延
長
の
可
能
性 
…
…
…
…
…
８
�　

・
６

１６

　

年
ぶ
り
の
円
高
ド
ル
安　

緩
和
と
介
入
、

１５
　

ト
リ
ガ
ー
は
ど
こ
に 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・
６

２３

「
貸
金
業
法
改
正
に
伴
う
監
督
指
針
改
正
」

　

に
み
る
金
融
庁
の
銀
行
へ
の
期
待 
…
…
…
…
８
�　

・
６

３０

市
況
回
復
も
、
変
動
利
付
国
債
に
潜
み
続
け

　

る
不
安 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・
６

Ｆ
Ｘ
レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
導
入
１
カ
月　

取
引

　

減
少
を
救
う
の
は
法
人
化
？ 
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
６

１３

保
証
類
似
の
損
失
補
償
契
約
を
無
効
と
宣
言

　

し
た
長
野
「
安
曇
野
裁
判
」  
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
６

２０

６
年
半
ぶ
り
の
円
売
り
・
ド
ル
買
い
介
入
で

　

政
府
・
日
銀
は
「
弱
腰
」
払
拭
に
成
功 
…
…
９
�　

・
６

２７

　

年
経
て
甦
る
亡
霊
、
住
専
「
２
次
損
失
問

１５
　

題
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・
６

１０

銀
行
系
・
日
興
と
独
立
系
・
大
和　

明
暗
分

　

か
れ
た
社
債
引
受
け
の
緒
戦
…
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１０

１１

保
険
窓
販
の
見
直
し
、
迫
る
「
お
お
む
ね
３

　

年
」
の
期
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１０

１８

き
ら
や
か
・
仙
台
が
共
同
持
株
会
社
設
立
へ
、

　

静
か
に
進
む
県
境
を
越
え
た
経
営
統
合
…
…　

�
８
・
６

１１

�
店
ざ
ら
し
�
の
郵
政
改
革
関
連
法
案　

今

　

国
会
で
の
成
立
も
困
難
に
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１１

１５

協
働
組
織
金
融
機
関
に
打
撃　

貸
倒
引
当
金

　

の
無
税
繰
入
割
増
措
置
に
黄
信
号
…
…
…
…　

�　

・
６

１１

２２

過
払
い
ビ
ジ
ネ
ス
最
終
局
面　

弁
護
士
・
司

　

法
書
士
の
活
動
に
規
制
導
入
へ
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１１

２９

　

年
度
税
制
改
正
、
法
人
税
減
税
の
代
替
財

１１
　

源
と
し
て
銀
行
界
に
は
増
税
？
…
…
…
…
…　

�
６
・
６

１２

証
券
優
遇
税
制
つ
い
に
廃
止
？　

株
価
、
毎

　

月
分
配
投
信
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１２

１３

社
債
が
国
債
に
な
っ
た
日　

日
銀
買
入
れ
で

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
バ
ブ
ル
発
生
か
…
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１２

２０

 
商
業
銀
行
へ
の
規
制
強
化
で
は
、
危
機
の
再

　

発
は
防
げ
な
い
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　

プ
ラ
イ
ス
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス

　
　
　
　
　
　
　

ク
ー
パ
ー
ス
総
合
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
味　

廣
文
…
５
�　

・　
１７

２１

１
〜
２
年
後
の
残
存
市
場
で
最
初
に
選
ば
れ

　

る
ノ
ン
バ
ン
ク
に
な
る
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
新
生
銀
行　

大
石　
　

滋　
　
　
　
　

　
　

新
生
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル　

梅
田　

正
太
…
８
�
２
・　
６８

 
観
光
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
農
畜
産
業
…　

自

　

然
環
境
を
活
用
し
た
産
業
育
成
に
注
力
…

　
 
…
…
…
…
…
…
宮
崎
銀
行　

小
池　

光
一
…
１
�
４
・　
５６

タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
未
開
拓
の
県
内
の
潜
在
法
人

　

貸
出
１
９
０
０
億
円
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
岩
手
銀
行　

高
橋　

真
裕
…
２
�
１
・　
３８

�
高
シ
ェ
ア
経
営
�
の
強
い
緊
張
感
の
も
と
、

　

地
域
の
負
託
に
応
え
る
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
飯
田
信
用
金
庫　

池
田　

征
人
…
３
�
１
・　
２６

格
付
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
信

〔
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〕

〔
談
論
風
発
〕

　

頼
関
係
を
強
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
滋
賀
銀
行　

大
道　

良
夫
…
５
�
３
・　
３４

創
業
１
０
０
年
を
機
に
顧
客
基
盤
の
さ
ら
な

　

る
拡
大
を
図
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
愛
知
銀
行　

幅　
　

健
三
…
６
�　

・　
１４

２８

地
元
ト
ッ
プ
バ
ン
ク
の
自
覚
の
も
と
、
地
域

　

経
済
再
生
に
取
り
組
む
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
十
八
銀
行　

宮
脇　

雅
俊
…
９
�
６
・　
３６

危
機
後　

年
、
黒
字
決
算
を
堅
持
し
た
小
口

３０

　

分
散
経
営
…
…
大
光
銀
行　

古
出　

哲
彦
…　

�　

・　

１０

２５

４７

「
貯
蓄
の
地
産
地
消
」
の
実
践
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
富
山
銀
行　

齊
藤　

栄
吉
…　

�　

・　

１１

２２

３４

 
〈
地
方
銀
行
〉
大
幅
増
益
決
算
だ
が
、
リ
ス

　

ト
ラ
型
経
営
へ
転
換
の
兆
し
も
…
…
…
…

　

…
大
和
証
券
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

和
樹
…
１
�　

・　
１８

４７

〈
証
券
会
社
〉
大
手
は
増
資
ラ
ッ
シ
ュ
の
恩

　

恵
で
順
調
、
中
堅
や
ネ
ッ
ト
に
厳
し
さ
残

　

る 
…
…
…
…
…
…
…
当
会　

佐
山　

雅
致
…
１
�　

・　
１８

５５

〈
生
保
〉
有
価
証
券
の
時
価
上
昇
で
ソ
ル
ベ

　

ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
比
率
は
改
善
…
…
…

　

格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ
ー　

植
村　

信
保
…
１
�　

・　
２５

５０

〈
新
形
態
銀
行
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
〉
各
社
が

　

資
金
業
務
を
模
索
、
方
向
性
は
さ
ま
ざ
ま

　
 
…
…
…
日
本
格
付
研
究
所　

炭
谷　

健
志
…
２
�　

・　
１５

３８

〈
第
二
地
銀
〉
前
年
同
期
比
で
大
幅
増
益
だ

　

が
、
引
き
続
き
収
益
力
と
資
本
の
強
化
が

　

課
題
…
…
フ
ィ
ッ
チ
・
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
谷　

礼
子
…
２
�　

・　
２２

４４

 
〈
主
要
行
〉
業
績
は
Ｖ
字
回
復
す
る
も
、
楽

〔
金
融
機
関　

年
９
月
期
決
算
〕

０９

〔
金
融
機
関　

年
３
月
期
決
算
〕

１０
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観
視
で
き
な
い
今
後
の
見
通
し
…
…
…
…

　

ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
証
券　

伊
奈　

伸
一
…
６
�　

・　
１４

４５

〈
証
券
会
社
〉
大
手
３
社
は
黒
字
転
換
し
た

　

が
、
準
大
手
・
中
堅
、
ネ
ッ
ト
の
一
部
は

　

低
迷 
…
…
…
…
…
…
当
会　

佐
山　

雅
致
…
７
�
５
・　
４７

〈
ノ
ン
バ
ン
ク
〉
個
人
向
け
は
業
績
厳
し

　

く
、
事
業
者
向
け
は
堅
調
を
保
持
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

丹
羽　

孝
一
…
７
�　

・　
１２

４６

〈
第
二
地
方
銀
行
〉
平
時
に
戻
り
、
業
務
純

　

益
・
経
常
利
益
・
当
期
純
利
益
が
赤
字
か

　

ら
黒
字
に 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１９

４４

〈
新
形
態
銀
行
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
〉
役
務
収

　

益
が
伸
び
悩
み
資
金
運
用
収
支
の
維
持
・

　

拡
大
が
引
き
続
き
重
要
に
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
日
本
格
付
研
究
所　

炭
谷　

健
志
…
７
�　

・　
２６

４６

〈
地
方
銀
行
〉
黒
字
転
換
だ
が
、
本
業
収
益

　

力
・
資
産
の
質
の
劣
化
に
懸
念
…
…
…
…

　

…
大
和
証
券
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺　

和
樹
…
８
�
２
・　
７７

〈
生
保
〉
引
き
続
き
大
き
い
株
式
保
有
リ
ス

　

ク
と
Ａ
Ｌ
Ｍ
リ
ス
ク
…
…
…
…
…
…
…
…

　

格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ
ー　

山
森　

直
樹
…
８
�　

・　
２３

４６

〈
信
用
金
庫
〉
最
悪
期
は
脱
し
た
の
も
の
の
、

　

引
き
続
き
楽
観
で
き
な
い
経
営
環
境
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
格
付
研
究
所

　
　
　
　
　
　

大
山　
　

肇
／
木
谷　

道
哉
…　

�　

・　

１０

１１

４６

 
〈
主
要
行
８
グ
ル
ー
プ
〉
上
方
修
正
続
出
す

　

る
も
、
資
金
利
益
の
落
ち
込
み
は
続
く
…

　

ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
証
券　

伊
奈　

伸
一
…　

�　

・　

１２

２０

４３

〈
大
手
消
費
者
金
融
〉
過
払
い
金
返
還
は
高

　

止
ま
り
、
体
力
消
耗
戦
が
続
く
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　

ド
イ
ツ
証
券　

清
水　

純
一
…　

�
６
・　

１２

２５

〔
金
融
機
関　

年
９
月
期
決
算
〕

１０

 
全
国
２
７
８
信
用
金
庫
の　

年
度
中
間
期
仮

０９

　

決
算
の
概
要 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�
１
・　
３８

 　
 
…
…
…
経
済
産
業
研
究
所　

小
林
慶
一
郎　
　
　
　
　

�
信
用
と
生
産
性
に
つ
い
て 
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
１８

６８

�
日
本
の
経
済
政
策
の
課
題
（
そ
の
一
）  
…
…
１
�　

・　
２５

６８

�
完　

日
本
の
経
済
政
策
の
課
題（
そ
の
二
）…
２
�
１
・　
６０

 
�
金
融
分
野
に
お
け
る
裁
判
外
紛
争
解
決
手

　

続
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
創
設
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
金
融
庁　

出
原　

正
弘
…
１
�　

・　
２５

４２

�
格
付
会
社
に
対
す
る
規
制
の
導
入
…
…
…

　
 
…
金
融
庁　

野
崎　
　

彰
／
徳
安　

亜
矢
…
２
�
１
・　
４２

�
「
有
価
証
券
の
売
出
し
」
に
係
る
開
示
規

　

制
の
見
直
し 
…
…
金
融
庁　

谷
口　

義
幸
…
２
�
８
・　
７０

 　
 
…
…
…
…
…
…
大
和
総
研　

是
枝　

俊
悟　
　
　
　
　

�
相
続
税
・
贈
与
税 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
４７

�
住
宅
税
制 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
８
・　
７４

�
金
融
・
証
券
税
制 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
１５

３４

 
プ
ロ
モ
ン
ト
リ
ー
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル　

ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　

堀
本　

善
雄
／
目
黒　

謙
一

�
説
明
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
だ
け
で
は
不
十
分
…
２
�　

・　
１５

５２

〔
資
料
〕

〔
ゲ
ー
デ
ル
の
貨
幣
―
自
由
と
文
明
の
未
来
―
危
機
篇
〕

〔　

年
改
正
金
商
法
、
政
令
・
内
閣
府
令
の
ポ
イ
ン
ト
〕

０９
〔
２
０
１
０
年
度
税
制
改
正
大
綱
ポ
イ
ン
ト
解
説
〕

〔
経
営
者
の
た
め
の
金
融
円
滑
化
法
指
南
〕

�
審
査
部
門
・
営
業
店
対
応
の
ポ
イ
ン
ト 
…
…
２
�　

・　
２２

６０

�
営
業
店
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
強
化
が
大
事 
…
…
３
�
１
・　
５２

�
法
令
を
守
る
こ
と
で
生
じ
る
経
営
リ
ス
ク
…
３
�
８
・　
５２

�
償
却
・
引
当
て
と
自
己
資
本
管
理
は
変
わ

　

る
の
か 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

５２

	
事
例
研
究
①　

謝
絶
の
判
断
に
至
る
前
の

　

対
応
は
適
切
だ
っ
た
か 
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２２

５２



事
例
研
究
②　

早
め
の
返
済
猶
予
が
再
建

　

を
軌
道
に
乗
せ
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２９

５２

�
事
例
研
究
③　

旧
債
返
済
の
た
め
の
借
入

　

要
請
へ
の
謝
絶
は
妥
当 
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�
５
・　
４４

�
完　

事
例
研
究
④　

安
易
に
条
件
変
更
対

　

応
保
証
を
約
束
し
た
相
手
が
反
社
勢
力
だ

　

っ
た 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

５２

 
�
資
本
の
質
の
向
上
―
そ
の
意
図
と
帰
結
…

　
 
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所　

小
立　
　

敬
…
４
�　

・　
１９

５２

�
資
本
の
質
の
向
上
―
控
除
項
目
の
拡
充
…

　
 
…
野
村
資
本
市
場
研
究
所　

小
立　
　

敬
…
４
�　

・　
２６

５２

�
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
�
―
総

　

論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
安　

弘
毅
…
５
�　

・　
１７

５２

�
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
�
―
資

　

産
相
関
の
見
直
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ａ
東
京
事
務
所　

森
田　

智
子
…
５
�　

・　
２４

６０

�
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
�
―
Ｃ

　

Ｖ
Ａ
へ
の
資
本
賦
課
…
…
…
…
…
…
…
…

　

モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
安　

弘
毅
…
５
�　

・　
３１

６０

	
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
�
―
清

　

算
機
関
（
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

〔
バ
ー
ゼ
ル
委
「
市
中
協
議
文
書
」
の
批
判
的
検
討
〕
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ャ
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ａ
東
京
事
務
所　

森
田　

智
子
…
６
�
７
・　
６０



カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
�
―
担

　

保
管
理
の
強
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ
証
券

　
　
　
　
　
　

富
安　

弘
毅
／
中
川　

瑞
穂
…
６
�　

・　
１４

６０

�
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
�
―
誤

　

方
向
リ
ス
ク
へ
の
対
応
…
…
…
…
…
…
…

　

モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
安　

弘
毅
…
６
�　

・　
２１

５２

�
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
�
―
バ

　

ッ
ク
テ
ス
ト
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
…
…
…

　

…
…
…
…
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
山　
　

剛
…
６
�　

・　
２８

５２



外
部
格
付
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
�
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
新
生
証
券　

江
川
由
紀
雄
…
７
�
５
・　
６０

�
外
部
格
付
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
�
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
新
生
証
券　

江
川
由
紀
雄
…
７
�　

・　
１２

６０

�
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

柴
崎　
　

健
…
７
�　

・　
１９

６０

�
流
動
性
規
制
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

藤
井　

健
司
…
７
�　

・　
２６

６０

�
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
の
抑
制
…
…
…
…

　
 
…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

野
�　

浩
成
…
８
�　

・　
１６

６０

�
完　

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
山　
　

剛
…
８
�　

・　
２３

６０

 　
 
…
…
…
…
…
…
九
州
大
学　

久
原　

正
治　
　
　
　
　

�
ウ
ォ
ー
ル
街
批
判
を
や
り
過
ご
し
、
復
活

　

へ
の
蠢
動
始
ま
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

６０

�
日
米
の
ス
ク
リ
ー
ン
が
映
す
、
自
己
実
現

〔
続
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
見
果
て
ぬ
夢
〕

　

の
相
違 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・　
６０

�
秋
風
吹
く
オ
バ
マ
政
権
と
ウ
ォ
ー
ル
街 
…
…
９
�　

・　
１３

５２

�
ウ
ォ
ー
ル
街
の
報
酬
は
高
す
ぎ
る
の
か 
…
…
９
�　

・　
２０

５２

�
パ
ニ
ッ
ク
の
宿
命
―
規
制
を
く
ぐ
り
危
機

　

は
繰
り
返
さ
れ
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２７

６０

	
金
融
部
門
主
体
の
成
長
は
錯
覚
だ
っ
た
の

　

か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

５２



金
融
危
機
は
回
避
し
う
る
か
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１１

６０

�
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
米
国
仕
様

　

の
直
輸
入
に
あ
ら
ず
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１８

６０

�
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
の
光
と
影
…
…　

�
８
・　

１１

５２



ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
の
組
織
変
革
…　

�　

・　

１１

１５

６０

�
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
は
激

　

し
い
浮
沈
の
繰
返
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

６０

�
慎
重
な
経
営
で
米
銀
の
リ
ー
ダ
ー
の
座
に

　

つ
い
た
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
・
チ
ェ
ー
ス
…
…
…　

�　

・　

１１

２９

５２

�
大
手
米
銀
の
環
境
変
化
適
応
に
学
ぶ
…
…
…　

�
６
・　

１２

６０

�
グ
ロ
ー
バ
ル
に
通
用
す
る
人
材
が
銀
行
の

　

中
核
資
源
と
な
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

１３

６０

�
地
域
経
済
の
自
立
発
展
と
地
域
金
融
機
関

　

の
責
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

２０

６０

 　

…
…
…
…
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
サ
ー
チ
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木　
　

武

�
お
も
て
な
し
の
心
を
経
験
し
て
も
ら
え
る

　

店
舗 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

２６

�
店
舗
常
駐
者
３
人
で
フ
ル
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ

　

ス
を
提
供 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１９

２６

�
エ
コ
店
舗
で
戦
略
的
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
マ
ー

　

ケ
テ
ィ
ン
グ
を
展
開 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

３０

�
科
学
的
に
最
高
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス
を
目
指

　

す 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・　
４０

〔「
米
国
ま
ち
か
ど
銀
行
最
前
線
」〕

�
中
小
金
融
機
関
で
も
成
果
主
義 
…
…
…
…
…
８
�
２
・　
４２

	
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
バ
ン
キ
ン
グ
人
気
が

　

店
舗
を
超
え
た 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
１３

２８



銀
行
も
積
極
活
用
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ

　

ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１１

３６

�
値
上
げ
に
転
じ
た
預
金
手
数
料
ビ
ジ
ネ
ス
…　

�　

・　

１１

２２

４２

�
中
小
も
大
手
も
こ
ぞ
っ
て
「
リ
レ
ー
シ
ョ

　

ン
シ
ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
」
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

２０

３６

 　

…
…
み
ず
ほ
総
合
研
究
所　

牛
坂　

英
伸

�
長
期
雇
用
を
前
提
に
会
社
へ
の
ロ
イ
ヤ
ル

　

テ
ィ
を
重
視
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

１５

４０

�
全
員
が
支
店
長
を
目
指
す
「
金
太
郎
�
的
」

　

人
材
養
成
制
度
の
崩
壊
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

４８

�
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
実
践
す
る
巣
鴨
信
金

　

の
採
用
活
動
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２９

４０

�
キ
ャ
リ
ア
体
系
を
複
線
化
し
た
り
そ
な
銀

　

行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

４８

�
全
社
員
の
「
役
割
」
を
ポ
イ
ン
ト
化
…
…
…　

�　

・　

１２

１３

４６

	
完　

高
齢
層
に
活
躍
の
場
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

２０

４８

 
▽
市
場
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト

〈
債
券
市
場
〉
財
政
悪
化
は
織
り
込
み
済
み
、

　

金
利
上
昇
は
恐
れ
る
に
足
り
ず
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

三
浦　

哲
也
…
１
�　

・　
１８

７０

〈
株
式
市
場
〉�
円
高
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
�
終

　

焉
は
日
本
株
高
を
後
押
し
す
る
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
武
者
リ
サ
ー
チ　

武
者　

陵
司
…
１
�　

・　
２５

７０

〈
短
期
金
融
市
場
〉
広
義
の
量
的
緩
和
政
策

　

に
お
け
る
市
場
機
能
の
維
持
…
…
…
…
…

〔
競
争
に
勝
つ
人
事
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
〕

〔
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
読
む
〕
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…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

岸
元　
　

努
…
２
�
１
・　
６２

〈
債
券
市
場
〉
日
本
国
債
の
格
付
見
通
し
引

　

下
げ
、
停
滞
す
る
経
済
…
…
…
…
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

末
澤　

豪
謙
…
２
�
８
・　
７８

〈
株
式
市
場
〉
回
復
基
調
の
景
況
感
が
株
価

　

を
サ
ポ
ー
ト
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

小
林　

久
恒
…
２
�　

・　
１５

５４

〈
外
為
市
場
〉
先
進
国
通
貨
に
対
す
る
ド
ル

　

安
誘
導
の
可
能
性
は
低
い
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
大
和
総
研　

亀
岡　

裕
次
…
２
�　

・　
２２

６２

〈
債
券
市
場
〉
米
早
期
利
上
げ
観
測
は
後
退

　
　

再
び
金
利
低
下
余
地
を
探
る
展
開
に
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

三
浦　

哲
也
…
３
�
８
・　
５４

〈
株
式
市
場
〉
年
間
高
値
は
４
〜
５
月
、
安

　

値
は　

月
ご
ろ
と
い
う
経
験
則
の
背
景
…
…

１１

　
 
…
…
…
…
…
…
野
村
証
券　

若
生　

寿
一
…
３
�　

・　
１５

５４

〈
外
為
市
場
〉
Ｇ
７
経
済
政
策
比
較
で
わ
か

　

る
「
買
わ
れ
や
す
い
円
」
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

上
野　

泰
也
…
３
�　

・　
２２

５４

〈
短
期
金
融
市
場
〉
市
場
機
能
低
下
と
裏
腹

　

の
共
通
担
保
資
金
オ
ペ
拡
大
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
上
田
八
木
短
資　

三
好　

健
一
…
４
�
５
・　
４６

〈
債
券
市
場
〉
景
気
回
復
、
海
外
出
口
政
策

　

を
受
け
、
今
年
度
後
半
に
は
長
期
金
利
上

　

昇
へ
…
…
…
…
日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
澤　

豪
謙
…
４
�　

・　
１２

５４

〈
株
式
市
場
〉
日
本
株
高
を
も
た
ら
す
「
中

　

国
異
質
論
」
の
台
頭
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
武
者
リ
サ
ー
チ　

武
者　

陵
司
…
４
�　

・　
１９

５４

〈
外
為
市
場
〉
人
民
元
を
巡
る
米
中
政
治
交

　

渉
の
活
発
化 
…
大
和
総
研　

亀
岡　

裕
次
…
４
�　

・　
２６

５４

〈
債
券
市
場
〉
ギ
リ
シ
ャ
・
シ
ョ
ッ
ク
の
教

　

訓 
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

三
浦　

哲
也
…
５
�　

・　
１７

５４

〈
株
式
市
場
〉
企
業
業
績
は
「
減
収
・
増
益
」

　

か
ら
「
増
収
・
増
益
」
の
局
面
へ
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

小
林　

久
恒
…
５
�　

・　
２４

６２

〈
債
券
市
場
〉
景
気
上
昇
に
か
か
わ
ら
ず
日

　

本
の
長
期
金
利
は
低
位
安
定
続
く
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
フ
ィ
ス
コ　

久
保
田
博
幸
…
６
�
７
・　
６２

〈
短
期
金
融
市
場
〉
デ
フ
レ
問
題
の
変
遷
を

　

と
ら
え
た
、
新
た
な
金
融
政
策
ル
ー
ル
の

　

考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

小
田　

尚
志
…
６
�　

・　
１４

６２

〈
株
式
市
場
〉
低
水
準
の
設
備
投
資
に
ポ
ジ

　

テ
ィ
ブ
サ
プ
ラ
イ
ズ
の
芽
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
野
村
証
券　

若
生　

寿
一
…
６
�　

・　
２１

５４

〈
外
為
市
場
〉
割
高
状
態
が
解
消
さ
れ
た
ユ

　

ー
ロ　

反
転
は
ド
イ
ツ
経
済
し
だ
い
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
大
和
総
研　

亀
岡　

裕
次
…
６
�　

・　
２８

５４

〈
債
券
市
場
〉「
歴
史
的
レ
ン
ジ
相
場
」
の

　

終
焉　

長
期
金
利
１
％
割
れ
の
成
否
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

末
澤　

豪
謙
…
７
�　

・　
１２

６２

〈
株
式
市
場
〉
堅
固
な
成
長
基
盤
と
需
要
の

　

落
ち
込
み　

米
国
株
式
は
長
期
投
資
の
チ

　

ャ
ン
ス 
…
武
者
リ
サ
ー
チ　

武
者　

陵
司
…
７
�　

・　
１９

６２

〈
商
品
市
場
〉
欧
州
財
政
問
題
が
商
品
市
況

　

の
行
方
を
左
右
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
野
村
証
券　

大
越　

龍
文
…
７
�　

・　
２６

６２

〈
債
券
市
場
〉　

年
１
％
割
れ
ト
レ
ン
ド
と

１０

　

現
下
の
政
治
状
況
と
の
整
合
性
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

三
浦　

哲
也
…
８
�　

・　
１６

６２

〈
短
期
金
融
市
場
〉
短
期
金
融
市
場
の
機
能

　

は
顕
著
に
低
下　

日
銀
の
打
ち
手
は
ま
す

　

ま
す
限
定
的
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
上
田
八
木
短
資　

三
好　

健
一
…
８
�　

・　
２３

６２

〈
株
式
市
場
〉
回
復
の
カ
ギ
握
る
円
高
、
世

　

界
景
気
、
企
業
業
績
…
…
…
…
…
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

小
林　

久
恒
…
８
�　

・　
３０

６２

〈
債
券
市
場
〉
一
騎
打
ち
の
民
主
党
代
表
選

　

菅
と
小
沢
の
経
済
政
策
…
…
…
…
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

末
澤　

豪
謙
…
９
�　

・　
１３

５４

〈
株
式
市
場
〉
デ
フ
レ
・
シ
ナ
リ
オ
へ
の
疑

　

念　

過
度
な
リ
ス
ク
回
避
こ
そ
リ
ス
ク
…

　
 
…
…
…
…
武
者
リ
サ
ー
チ　

武
者　

陵
司
…
９
�　

・　
２０

５４

〈
外
為
市
場
〉
介
入
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済
見

　

通
し
改
善
、
米
金
利
上
昇
ま
で
の
時
間
稼

　

ぎ
か 
…
…
…
…
大
和
総
研　

亀
岡　

裕
次
…
９
�　

・　
２７

６２

〈
短
期
金
融
市
場
〉
市
場
機
能
を
保
た
せ
る

　

「
広
義
量
的
緩
和
」
の
工
夫
…
…
…
…
…

　

…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

小
田　

尚
志
…　

�
４
・　

１０

５４

〈
債
券
市
場
〉
根
深
い
円
高
バ
イ
ア
ス
の
下

　

で
金
利
上
昇
に
転
ず
る
可
能
性
は
低
い
…

　

…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

三
浦　

哲
也
…　

�　

・　

１０

１１

６２

〈
株
式
市
場
〉
ア
メ
リ
カ
の
金
利
低
下
が
導

　

く
結
果
は
株
高
・
景
気
回
復
か
、
日
本
病

　

か
…
…
…
武
者
リ
サ
ー
チ　

武
者　

陵
司
…　

�　

・　

１０

１８

６２

〈
債
券
市
場
〉
世
界
的
な
流
動
性
相
場
を
招

　

く
米
中
間
選
挙
と
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
…
…
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

末
澤　

豪
謙
…　

�　

・　

１１

１５

６２

〈
不
動
産
〉
東
京
Ａ
ク
ラ
ス
の
オ
フ
ィ
ス
賃

　

料
は
来
春
ま
で
に
底
入
れ
の
見
通
し
…
…

　

…
…
…
シ
ー
ビ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
エ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賀
藤　

浩
徳
…　

�　

・　

１１

２２

６２

〈
株
式
市
場
〉
体
質
改
善
、
円
高
懸
念
後
退

　

で
日
本
株
の
再
評
価
が
進
む
…
…
…
…
…

　

日
興
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
証
券　

小
林　

久
恒
…　

�　

・　

１１

２９

５４

〈
短
期
金
融
市
場
〉
米
国
金
融
市
場
の
波
乱

　

受
け
金
利
カ
ー
ブ
の
フ
ラ
ッ
ト
化
に
も
異

　

変
…
…
…
上
田
八
木
短
資　

三
好　

健
一
…　

�
６
・　

１２

６２

▽
海
外
経
済
と
金
融
政
策

〈
ア
ジ
ア
〉
資
産
バ
ブ
ル
懸
念
が
台
頭
す
る

　

中
国　

金
融
、
為
替
政
策
の
転
換
は
い
つ

金融財政事情 ２０１１．  １．  １７付　��



　

か
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
第
一
生
命
経
済
研
究
所　

西
�　
　

徹
…
３
�
１
・　
５４

〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〉
高
ま
る
ソ
ブ
リ
ン
・
リ
ス

　

ク　

ユ
ー
ロ
、
ポ
ン
ド
の
下
値
不
安
続
く

　

…
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所　

伊
藤
さ
ゆ
り
…
３
�　

・　
２９

５４

〈
ア
メ
リ
カ
〉
今
年
後
半
に
は
景
気
減
速
の

　

公
算
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
第
一
生
命
経
済
研
究
所　

桂
畑　

誠
治
…
５
�　

・　
３１

６２

〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〉
不
均
衡
拡
大
の
お
そ
れ
を

　

抱
え
つ
つ
財
政
再
建
と
経
済
成
長
を
目
指

　

す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所　

伊
藤
さ
ゆ
り
…
７
�
５
・　
６２

〈
ア
ジ
ア
〉
続
く
ア
ジ
ア
へ
の
資
金
流
入
圧

　

力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
第
一
生
命
経
済
研
究
所　

西
�　
　

徹
…
９
�
６
・　
６２

〈
ア
メ
リ
カ
〉
縮
小
し
な
い
需
給
ギ
ャ
ッ
プ

　

来
年
に
か
け
て
の
成
長
は
鈍
い
…
…
…
…

　

…
第
一
生
命
経
済
研
究
所　

桂
畑　

誠
治
…　

�
８
・　

１１

５４

〈
ア
ジ
ア
〉
物
価
と
為
替
の
安
定
に
苦
慮

　

金
融
政
策
で
は
違
い
も
明
ら
か
に
…
…
…

　

…
第
一
生
命
経
済
研
究
所　

西
�　
　

徹
…　

�　

・　

１２

１３

６２

〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉
減
速
は
一
時
的
、
新
た
な
高

　

度
成
長
期
へ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

藤
井　

英
彦
…　

�　

・　

１２

２０

６２

 
「
金
融
愛
国
主
義
・
金
融
国
粋
主
義
」
と

　

「
金
融
保
護
主
義
」
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
日
本
政
策
金
融
公
庫　

渡
辺　

博
史
…
１
�
４
・
３

「
友
愛
」
と
「
信
託
」
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
預
金
保
険
機
構　

永
田　

俊
一
…
１
�　

・
３

１８

政
治
の
本
気
度
が
試
さ
れ
る
地
方
分
権
改
革

　
 
…
…
…
…
…
伊
藤
忠
商
事　

丹
羽
宇
一
郎
…
１
�　

・
３

２５

〔
時
論
〕

幸
福
を
見
失
っ
て
い
る
不
幸
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
堀
場
製
作
所　

堀
場　

雅
夫
…
２
�
１
・
３

調
整
の　

年
間
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

１０

　

…
…
…
…
…
全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
山　

嘉
昭
…
２
�
８
・
３

転
換
点
を
迎
え
た
金
融
危
機
対
策
…
…
…
…

　
 
…
…
…
野
村
総
合
研
究
所　

安
岡　
　

彰
…
２
�　

・
３

１５

個
の
自
立
な
く
し
て
自
律
的
変
革
な
し
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
一
橋
大
学　

安
田　

隆
二
…
２
�　

・
３

２２

金
融
経
済
と
実
体
経
済
の
リ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

　

日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー　

小
島　
　

明
…
３
�
１
・
３

大
人
虎
変 
…
…
…
滋
賀
銀
行　

�
田　

紘
一
…
３
�
８
・
３

国
家
経
綸
た
る
消
費
税
率
の
引
上
げ
…
…
…

　

ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
証
券　

松
島　

正
之
…
３
�　

・
３

１５

普
及
車
生
産
の
ジ
レ
ン
マ
…
…
…
…
…
…
…

　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ト
ラ
ス
ト
投
資
工
学
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
水　

範
明
…
３
�　

・
３

２２

金
融
規
制
に
全
体
最
適
化
の
配
慮
を
…
…
…

　

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス　

氏
家　

純
一
…
３
�　

・
３

２９

木
の
文
化
、
吉
野
の
心
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
南
都
銀
行　

植
野　

康
夫
…
４
�
５
・
３

韓
国
に
学
べ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
ト
ヨ
タ
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
野　

英
治
…
４
�　

・
３

１２

「
地
域
主
権
」
に
潜
む
危
う
さ
…
…
…
…
…

　

…
ち
ば
ぎ
ん
総
合
研
究
所　

額
賀　
　

信
…
４
�　

・
３

１９

郵
便
事
業
の
将
来
性
が
み
え
て
こ
な
い
…
…

　

信
金
中
央
金
庫　
地
域
・
中
小
企
業
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
尾　

光
司
…
４
�　

・
３

２６

財
政
の
健
全
化
と
公
債
依
存
度
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
弁
護
士　

杉
井　
　

孝
…
５
�
３
・
３

国
際
競
争
力
の
強
化
こ
そ
を
…
…
…
…
…
…

　

ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
生
命
保
険　

出
口　

治
明
…
５
�　

・
３

１７

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
「
異
文
化
力
」
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
東
京
大
学　

江
川　

雅
子
…
５
�　

・
３

２４

ギ
リ
シ
ャ
問
題
が
示
す
第
三
の
道
…
…
…
…

　
 
…
…
み
ず
ほ
総
合
研
究
所　

中
島　

厚
志
…
５
�　

・
３

３１

「
物
価
の
番
人
」
の
呪
縛
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
全
国
地
方
銀
行
協
会　

中
川　
　

洋
…
６
�
７
・
３

仕
分
け
・
包
括
・
政
策
総
合
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
預
金
保
険
機
構　

永
田　

俊
一
…
６
�　

・
３

１４

日
本
企
業
の
価
値
創
造
力
の
劣
化
…
…
…
…

　

東
京
海
上
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
投
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
場　

昭
義
…
６
�　

・
３

２１

投
資
家
は
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
嫌
う
…
…
…
…
…

　
 
…
…
あ
ら
た
基
礎
研
究
所　

安
井　
　

肇
…
６
�　

・
３

２８

中
国
経
済
の
展
望
と
課
題
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
ア
ジ
ア
開
発
銀
行　

黒
田　

東
彦
…
７
�
５
・
３

通
貨
安
へ
の
誘
惑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
山　

嘉
昭
…
７
�　

・
３

１２

正
念
場
を
迎
え
た
欧
米
金
融
機
関
経
営
…
…

　
 
…
…
…
野
村
総
合
研
究
所　

安
岡　
　

彰
…
７
�　

・
３

１９

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
を
目
指
し
て
こ
そ
…
…
…
…

　

日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー　

小
島　
　

明
…
７
�　

・
３

２６

身
近
な
成
長
戦
略
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

リ
コ
ー
経
済
社
会
研
究
所　

稲
葉　

延
雄
…
８
�
２
・
３

基
本
に
帰
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
政
策
研
究
大
学
院
大
学　

沼
波　
　

正
…
８
�　

・
３

１６

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
マ
ク
ロ
政

　

策
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
証
券　

松
島　

正
之
…
８
�　

・
３

２３

フ
ァ
ミ
レ
ス
・
モ
デ
ル
の
崩
壊
…
…
…
…
…

　
 
…
ち
ば
ぎ
ん
総
合
研
究
所　

額
賀　
　

信
…
８
�　

・
３

３０

政
治
の
混
乱
は
金
融
・
経
済
の
混
乱
を
生
む

　

か 
…
…
…
…
…
一
橋
大
学　

安
田　

隆
二
…
９
�
６
・
３

進
行
す
る
国
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ベ
ル
の

　

低
下
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行　

久
保
田
勇
夫
…
９
�　

・
３

１３

財
投
機
関
債
と
暗
黙
の
政
府
保
証
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
東
京
大
学　

江
川　

雅
子
…
９
�　

・
３

２０

為
替
介
入
の
効
果
と
は
何
か
…
…
…
…
…
…

　

…
ト
ヨ
タ
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
野　

英
治
…
９
�　

・
３

２７

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
Ｍ
＆
Ａ
の
大
き
な
波
…
…

　

…
…
…
…
…
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堀
田　

健
介
…　

�
４
・
３

１０

手
本
な
き
政
権
運
営
の
苦
悩
…
…
…
…
…
…

　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ト
ラ
ス
ト
投
資
工
学
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

花
水　

範
明
…　

�　

・
３

１０

１１

ポ
ー
ル
・
ボ
ル
カ
ー
氏
の
懸
念
…
…
…
…
…

　

信
金
中
央
金
庫　
地
域
・
中
小
企
業
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
尾　

光
司
…　

�　

・
３

１０

１８

東
北
新
幹
線
全
線
開
業
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
青
森
銀
行　

加
福　

善
貞
…　

�　

・
３

１０

２５

断
固
と
し
て
財
政
再
建
を
…
…
…
…
…
…
…

　

ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
生
命
保
険　

出
口　

治
明
…　

�
８
・
３

１１

大
河
の
流
れ
を
つ
く
ろ
う
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
コ
モ
ン
ズ
投
信　

渋
沢　
　

健
…　

�　

・
３

１１

１５

新
た
な
建
設
投
資
循
環
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
み
ず
ほ
総
合
研
究
所　

中
島　

厚
志
…　

�　

・
３

１１

２２

定
常
経
済
を
打
破
す
る
に
は
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
山　

嘉
昭
…　

�　

・
３

１１

２９

企
業
の
成
長
な
く
し
て
雇
用
の
拡
大
は
な
い

　

東
京
海
上
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
投
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
場　

昭
義
…　

�
６
・
３

１２

東
西
の
金
融
の
融
和
が
キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
…

　

プ
ロ
モ
ン
ト
リ
ー
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・

　
　
　
　
　
　
　

ジ
ャ
パ
ン　

藤
井　

卓
也
…　

�　

・
３

１２

１３

再
燃
す
る
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
住
宅
ロ
ー
ン
問
題

　

…
…
…
野
村
総
合
研
究
所　

安
岡　
　

彰
…　

�　

・
３

１２

２０

 
大
手
行　

就
職
活
動
中
の
学
生
に
「
銀
行
員
の
仕
事
」
を

問
わ
れ
て
…
３
�　

・　

�
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
自
己
資
本

１５

５１

は
大
き
す
ぎ
る
…
９
�
６
・　
５９

地
方
銀
行　

超
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
…

４
�　

・　

�
中
国
農
村
部
の
人
々
が
「
消
費
者
」
と
な

２６

５１

る
日
…
８
�　

・　

�
消
費
者
向
け
無
担
保
ロ
ー
ン
で
、

３０

５９

銀
行
が
主
役
に
な
る
に
は
…　

�　

・　

１０

１１

５９

第
二
地
銀　

融
資
の
条
件
設
定
は
フ
リ
ー
Ｃ
Ｆ
見
極
め
が

肝
…
２
�　

・　

�
消
滅
時
効
を
援
用
で
き
な
い
自
動
継

２２

５９

続
特
約
付
定
期
預
金
の
益
金
処
理
は
不
適
当
…
６
�　

・
２１

　
５１

信
用
金
庫　

金
融
機
関
だ
け
が
振
り
込
め
詐
欺
防
止
コ
ス

ト
を
負
担
す
る
の
は
納
得
で
き
な
い
…
２
�
８
・　
４７

証
券　

バ
ー
ゼ
ル
市
中
協
議
案
と
劣
後
債
・
優
先
出
資
証

券
へ
の
投
資
リ
ス
ク
…
１
�　

・　

�
取
引
所
は
コ
ス
ト

１８

６７

構
造
に
合
っ
た
料
金
体
系
を
…
２
�　

・　

�
回
復
途
上

１５

５１

に
あ
る
米
銀
、
進
む
コ
ア
資
本
増
強
の
動
き
…
４
�　

・
１９

　

�
東
証
の
昼
休
み
撤
廃
は
夜
間
取
引
へ
の
橋
頭
堡
か

５１…
５
�　

・　

�
１
億
円
以
上
の
役
員
報
酬
開
示
は
ガ
バ

１７

５１

ナ
ン
ス
向
上
の
入
口
に
す
ぎ
な
い
…
７
�　

・　

�
高
齢

２６

５９

化
す
る
ア
ナ
リ
ス
ト
業
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
椅
子
取

り
ゲ
ー
ム
…
９
�　

・　

�
西
暦
２
０
３
０
年
、
禁
株
法

２７

５９

可
決
・
成
立
…　

�　

・　

�
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
は
邦
銀
変
革

１０

１８

５９

の
千
載
一
遇
の
機
会
…　

�
８
・　

�
人
類
に
普
遍
的
な

１１

５１

価
値
の
追
求
が
新
市
場
開
拓
に
不
可
欠
…　

�　

・　

�

１１

２２

５９

邦
銀
版
カ
ノ
ッ
サ
の
屈
辱
…　

�　

・　

１１

２９

５１

系
統
中
央
機
関　

金
融
機
関
に
広
が
る
「
ふ
る
さ
と
部
門

人
事
」
…
５
�　

・　
３１

５９

保
険
会
社　

保
険
事
業
の
海
外
展
開
に
貿
易
交
渉
が
果
た

す
役
割
は
大
き
い
…
６
�　

・　

�
企
業
の
枠
を
超
え

１４

５９

て
、
地
域
に
お
け
る
業
務
継
続
計
画
の
推
進
を
…　

�
１２

〔
視
角
〕

６
・　

�
銀
行
に
お
け
る
保
険
窓
販
の
見
直
し
に
求
め

５９

ら
れ
る
も
の
…　

�　

・　

１２

１３

５９

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト　

ス
ポ
ン
サ
ー
中
心
の
Ｊ－

Ｒ

Ｅ
Ｉ
Ｔ
に
未
来
は
な
い
…　

�　

・　

１１

１５

５９

リ
テ
ー
ル　

過
払
金
支
払
請
求
対
応
業
務
の
現
実
…
３
�

　

・　
２２

５１

取
引
所　

と
り
つ
か
れ
た
ら
�
最
期
�　

企
業
に
忍
び
寄

る
反
社
の
影
…
３
�　

・　

�
会
計
監
査
、
上
場
審
査
の

２９

５１

ス
キ
を
突
く
発
行
市
場
で
の
不
正
…
７
�　

・　

�
総
合

１９

５９

取
引
所
構
想
の
議
論
に
政
治
主
導
の
「
演
出
」
は
不
要

だ
…　

�　

・　

１２

２０

５９

事
業
会
社　

日
本
企
業
の
下
心
を
く
す
ぐ
る
中
国
Ｃ
Ｉ
Ｃ

の
深
慮
遠
謀
…
４
�　

・　

�
報
酬
開
示
で
駆
除
さ
れ
る

１２

５１

日
本
の
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
経
営
者
」
…
６
�　

・　

�
乗
客

２８

５１

は
中
国
投
資
団
、
ツ
ア
コ
ン
は
外
国
証
券
と
い
う
ハ
イ

テ
ク
企
業
バ
ス
ツ
ア
ー
の
不
気
味
…
８
�　

・　
１６

５９

食
品
メ
ー
カ
ー　

「
持
合
い
解
消
」
に
四
苦
八
苦
す
る
銀

行
と
事
業
法
人
…
３
�
１
・　
５１

そ
の
他　

政
権
交
代
の
縁
の
下
で
…　

議
員
秘
書
の
前
途

多
難
…
１
�　

・　

�
業
績
予
想
開
示
は
無
用
、
東
証
は

２５

６７

四
半
期
決
算
の
迅
速
開
示
を
督
促
せ
よ
…
２
�
１
・　

�
５９

中
小
企
業
が
安
心
し
て
活
用
で
き
る
電
子
記
録
債
権
の

環
境
整
備
を
…
３
�
８
・　

�
邦
銀
の
中
国
駐
在
員
事
務

５１

所
に
管
理
強
化
の
動
き
…
４
�
５
・　

�
多
額
の
投
資
損

４３

失
は
「
投
機
的
格
付
」
よ
り
も
「
投
資
適
格
」
か
ら
発

生
す
る
…
５
�　

・　

�
債
権
法
全
面
改
正
の
ニ
ー
ズ
は

２４

５９

本
当
に
あ
る
の
か
…
６
�
７
・　

�
塗
り
か
わ
る
金
融
メ

５９

デ
ィ
ア
地
図
…
７
�
５
・　

�
株
式
持
合
解
消
信
託
の

５９

「
弊
害
」
は
是
正
可
能
だ
…
７
�　

・　

�
競
争
が
な

１２

５９

く
、
停
滞
す
る
地
方
銀
行
の
役
員
処
遇
シ
ス
テ
ム
…
８

�　

・　

�
親
子
会
社
法
制
の
検
討
に
、
銀
行
業
界
の
知

２３

５９

見
を
生
か
せ
…
９
�　

・　

�
柔
軟
な
貸
金
業
者
規
制
を

１３

５１

望
む
…
９
�　

・　

�
デ
フ
レ
を
放
置
す
る
日
本
銀
行
の

２０

５１

姿
勢
に
異
議
あ
り
…　

�
４
・　

１０

５１
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民
主
党
の
深
謀
遠
慮 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�
４
・　
１０６

鳩
山
内
閣
、
政
策
議
論
の
乱
気
流 
…
…
…
…
…
１
�　

・　
１８

７４

Ｊ
Ａ
Ｌ
に
対
す
る
法
的
整
理 
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
２５

７４

虎
の
尾
は
ど
こ
に
？ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
６６

「
坂
の
上
」
を
目
指
せ
バ
イ
ア
ウ
ト
・
フ
ァ

　

ン
ド 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
８
・　
８２

カ
ウ
フ
マ
ン
の
警
告
と
提
言 
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
１５

５８

ペ
イ
オ
フ
実
績
あ
っ
て
こ
そ
の
成
熟
市
場 
…
…
２
�　

・　
２２

６６

金
融
規
制
強
化
以
前
の
教
訓 
…
…
…
…
…
…
…
３
�
１
・　
５８

国
家
財
政
を
支
え
る
「
妙
な
る
調
和
」  
…
…
…
３
�
８
・　
５８

分
配
よ
り
成
長
が
課
題 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

５８

「
郵
政
改
革
」
の
本
質 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２２

５８

会
社
法
改
正
の
視
点 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２９

５８

前
門
の
円
滑
化
法
、
後
門
の
監
査
法
人 
…
…
…
４
�
５
・　
５０

ダ
ム
の
決
壊 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

５８

不
幸
な
ギ
リ
シ
ャ
君 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１９

５８

私
募
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
へ
の
融
資 
…
…
…
…
…
４
�　

・　
２６

５８

Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス 
…
…
…
５
�
３
・　
７４

国
家
像
の
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ 
…
…
…
…
５
�　

・　
１７

５８

ウ
ォ
ー
ル
街
の
利
益
相
反 
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
２４

６６

株
主
の
位
置
付
け
は
？ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

６６

今
回
は
違
う
？ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・　
６６

ギ
リ
シ
ャ
の
教
訓 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
１４

６６

「
経
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に
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わ
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友
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が
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銀
行
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有
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取
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融
庁
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客
情
報
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融
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運
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郵
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革
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連
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案
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４
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経
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支
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９
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費
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害
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の
集
合
訴
訟
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庁
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が
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点
整
理 
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…
…
…
…
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…
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５
�
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・
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融
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が
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に
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事
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・
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…
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５
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・
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郵
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改
革
関
連
３
法
案
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閣
議
決
定
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審
議
開
始
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…
…
…
…
…
…
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５
�　

・
８

１７

Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｇ
傘
下
の
ユ
ニ
オ
ン
・
バ
ン
ク
が
米

　

破
綻
地
銀
２
行
を
買
収 
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・
９

１７

主
要
行　

年
３
月
期
決
算
、
８
グ
ル
ー
プ
の

１０

　

当
期
利
益
は
１
兆
円
に
回
復 
…
…
…
…
…
…
５
�　

・
８
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全
金
融
機
関
で
貸
出
条
件
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況
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
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５
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・
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郵
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改
革
に
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し
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明

　

を
発
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
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・
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日
銀
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成
長
基
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強
化
へ
新
た
な
資
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供
給
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子
案
公
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・
８
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西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
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琉
球
銀
行
が
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資
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を
完
済
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・
９
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証
券
市
場
か
ら
暴
力
団
排
除
へ
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証
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が

　

警
察
庁
の
情
報
を
活
用 
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・
８

政
投
銀
、
商
工
中
金
、
日
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郵
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グ
ル
ー
プ

　

が
２
０
１
０
年
３
月
期
の
決
算
を
公
表 
…
…
６
�
７
・
８

新
規
参
入
銀
行
の
２
０
１
０
年
３
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期
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３
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過
去
最
高
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、
２
行
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赤
字
に 
…
…
６
�
７
・
９

大
手
生
損
保
２
０
１
０
年
３
月
期
決
算　

Ｍ

　

Ｓ
＆
Ａ
Ｄ
が
東
京
海
上
を
抜
い
て
損
保
首

　

位
に 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・
９

民
主
党
と
国
民
新
党
が
郵
政
改
革
関
連
法
案

　

の
今
国
会
成
立
を
合
意 
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
８

１４

釜
山
Ｇ　

声
明
、
自
己
資
本
・
流
動
性
規
制

２０

　

は　

月
合
意
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
８

１１

１４

亀
井
郵
政
改
革
担
当
大
臣
が
辞
任
、
郵
政
改

　

革
法
案
は
臨
時
国
会
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
８

２１

日
本
政
策
金
融
公
庫
の
２
０
１
０
年
３
月
期

　

決
算
は
１
兆
円
超
の
赤
字
に 
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
８

２１

日
銀
の
成
長
基
盤
強
化
資
金
、
１
行
当
り
上

　

限
１
５
０
０
億
円 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
９

２１

バ
ー
ゼ
ル
委
が
証
券
化
等
に
関
す
る
規
制
強

　

化
の
実
施
を
１
年
延
期 
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
８

２８

金
融
庁
、
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ

　

ー
規
制
の
影
響
を
全
保
険
会
社
で
調
査 
…
…
６
�　

・
８

２８

政
府
の
新
成
長
戦
略
に
プ
ロ
社
債
市
場
や
総

　

合
取
引
所 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
８

２８

社
債
市
場
活
性
化
に
向
け
日
証
協
が
報
告
書

　

ま
と
め
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
９

２８

Ｇ　

ト
ロ
ン
ト
首
脳
会
合
、
財
政
健
全
化
と

２０

金融財政事情 ２０１１．  １．  １７付　��



　

金
融
規
制
改
革
で
合
意 
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・
８

み
ず
ほ
Ｆ
Ｇ
、
最
大　

億
株
の
普
通
株
増
資

６０

　

を
発
表 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・
８

課
徴
金
納
付
命
令
の
審
判
手
続
で
初
の
「
違

　

反
事
実
な
し
」
決
定 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・
９

地
銀
協
の
電
子
債
権
シ
ス
テ
ム
共
同
化
ベ
ン

　

ダ
ー
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
へ 
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・
９

大
阪
府
が
上
限
金
利
や
総
量
規
制
を
緩
和
す

　

る
「
貸
金
業
特
区
」
構
想
を
発
表 
…
…
…
…
７
�　

・
８

１２

大
和
が
ベ
ル
ギ
ー
大
手
Ｋ
Ｂ
Ｃ
の
２
部
門
を

　
　

億
ド
ル
で
買
収 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
８

１０

１２

日
銀
成
長
基
盤
強
化
資
金
、
参
加
行
は
７
月

　

９
日
ま
で
に
取
組
方
針
提
出
へ 
…
…
…
…
…
７
�　

・
９

１２

三
井
住
友
銀
行
が
電
子
債
権
記
録
機
関
の
指

　

定
を
取
得
、
開
業
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
９

１２

日
銀
の
成
長
基
盤
強
化
資
金
に
対
応
し
、
フ

　

ァ
ン
ド
等
の
創
設
が
活
発
化 
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
８

１９

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
と
琉
球
銀
行
が
公
的
資

　

金
を
完
済 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
９

１９

バ
ー
ゼ
ル
委
、
自
己
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
の
具

　

体
的
枠
組
み
を
公
表 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
８

２６

日
本
振
興
銀
行
、
７
月　

日
に
二
重
譲
渡
問

２７

　

題
を
巡
る
地
裁
判
決 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
８

２６

日
本
振
興
銀
行
、
二
重
譲
渡
問
題
を
巡
る
地

　

裁
判
決
で
敗
訴 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�
２
・
６

欧
州
銀
行
監
督
者
委
員
会
が
ス
ト
レ
ス
テ
ス

　

ト
の
結
果
を
公
表 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�
２
・
６

警
察
庁
・
マ
ネ
ロ
ン
懇
談
会
、
取
引
目
的
の

　

把
握
等
の
義
務
化
を
提
言 
…
…
…
…
…
…
…
８
�
２
・
７

主
要
行　

年
度
第
１
四
半
期
決
算
、
債
券
損

１０

　

益
拡
大
で
高
水
準
の
利
益
確
保 
…
…
…
…
…
８
�　

・
８

１６

十
六
銀
行
が
岐
阜
銀
行
を
子
会
社
化
、
合
併

　

へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・
９

１６

金
融
庁
が
格
付
会
社
規
制
に
「
グ
ル
ー
プ
指

　

定
制
度
」
を
導
入
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・
８

２３

日
銀
が
第
１
回
目
の
成
長
基
盤
強
化
資
金
の

　

供
給
実
施
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・
８

２３

地
方
銀
行　

年
度
第
１
四
半
期
決
算　

信
用

１０

　

コ
ス
ト
減
少
が
鮮
明
に 
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・
９

２３

不
在
が
続
く
預
金
保
険
機
構
理
事
長
の
同
意

　

人
事
は
９
月
招
集
予
定
の
臨
時
国
会
へ 
…
…
８
�　

・
８

３０

バ
ー
ゼ
ル
委
、
普
通
株
以
外
の
規
制
資
本
に

　

「
元
本
削
減
」「
普
通
株
転
換
」
条
項
を

　

義
務
付
け 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・
８

３０

政
府
・
日
銀
が
円
高
・
株
安
対
応
策
を
公
表
…
９
�
６
・
８

日
本
航
空
３
社
が
東
京
地
裁
に
更
生
計
画
案

　

を
提
出 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・
８

金
融
庁
が
新
事
務
年
度
の
検
査
基
本
方
針
と

　

監
督
方
針
を
公
表 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・
９

日
本
銀
行
が
成
長
基
盤
強
化
資
金
の
第
１
回

　

目
の
貸
付
を
実
行 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
８

１３

年
金
型
保
険
の
二
重
課
税
、
２
年
目
以
降
は

　

元
本
部
分
の
み
を
還
付 
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
８

１３

バ
ー
ゼ
ル
委
、
新
た
な
自
己
資
本
比
率
規
制

　

の
数
値
基
準
と
段
階
的
措
置
を
決
定 
…
…
…
９
�　

・
８

２０

全
国
銀
行
協
会
が
一
般
社
団
法
人
に
組
織
変

　

更
へ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
８

２７

金
融
庁
が
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
７
団

　

体
を
指
定 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
８

２７

武
富
士
が
会
社
更
生
手
続
を
申
請　

金
融
庁

　

は
「
過
払
い
」
の
実
態
把
握
へ
…
…
…
…
…　

�
４
・
８

１０

岐
阜
銀
行
が
経
営
統
合
お
よ
び
資
本
支
援
に

　

つ
い
て
十
六
銀
行
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀

　

行
と
正
式
合
意
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・
９

１０

日
銀
、
追
加
緩
和
策
を
決
定　

「
実
質
ゼ
ロ

　

金
利
」
に
時
間
軸
導
入
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１０

１１

新
生
銀
行
が
中
期
経
営
計
画
を
改
定　
　

年
１３

　

３
月
期
の
当
期
純
利
益
目
標
を
上
方
修
正
…　

�　

・
８

１０

１１

プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
が
Ａ
Ｉ
Ｇ
ス
タ
ー
と
Ａ
Ｉ

　

Ｇ
エ
ジ
ソ
ン
を
買
収
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
９

１０

１１

郵
政
改
革
関
連
法
案
を
あ
ら
た
め
て
閣
議
決

　

定　

組
織
再
編
の
期
日
の
み
を
修
正
…
…
…　

�　

・
８

１０

１８

緊
急
保
証
制
度
は　

年
３
月
末
で
終
了
へ
…
…　

�　

・
６

１１

１０

２５

日
銀
・
地
域
経
済
報
告
公
表　

景
気
判
断
を

　

３
地
域
で
引
下
げ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１０

２５

ウ
ィ
ル
コ
ム
が
東
京
地
裁
に
更
生
計
画
案
を

　

提
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
６

１０

２５

低
金
利
、
フ
ラ
ッ
ト　

の
好
調
で
「
機
構
Ｍ

３５

　

Ｂ
Ｓ
」
の
発
行
額
が
拡
大
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
７

１０

２５

主
要
証
券
上
半
期
決
算
ま
と
ま
る　

４
社
が

　

減
収
、
大
和
は
最
終
赤
字
…
…
…
…
…
…
…　

�
８
・
８

１１

Ｓ
Ｍ
Ｆ
Ｇ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
に

　

Ａ
Ｄ
Ｒ
を
上
場
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
８
・
８

１１

民
主
・
財
務
金
融
部
門
会
議
で
保
険
窓
販
に

　

つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
…
…
…
…
…
…　

�
８
・
９

１１

り
そ
な
、
最
大
６
０
０
０
億
円
増
資
と
公
的

　

資
金
完
済
シ
ナ
リ
オ
を
発
表
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１１

１５

民
主
税
制
改
正
Ｐ
Ｔ
が
重
点
要
望　

郵
政
の

　

消
費
税
「
免
除
」
な
ど
盛
り
込
む
…
…
…
…　

�　

・
８

１１

１５

主
要
行　

年
９
月
期
決
算
、
国
債
売
却
益
を

１０

　

主
因
に
大
幅
増
益
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１１

２２

Ｇ　

、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
と
Ｓ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ｓ
に
対
す

２０

　

る
追
加
規
制
の
枠
組
み
を
承
認
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１１

２２

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ　

Ａ
Ｉ
Ｍ
に
来
春
に
も
プ
ロ
社

　

債
市
場
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
９

１１

２２

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
が
裁
判
所
に
無
登

　

録
業
者
の
株
式
勧
誘
禁
止
を
申
立
て
…
…
…　

�　

・
８

１１

２９

郵
政
グ
ル
ー
プ
の
租
税
特
別
措
置
要
望
が
ゼ

　

ロ
次
査
定
で
Ｄ
判
定
に
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１１

２９

ス
ル
ガ
銀
行
が
ロ
ー
ン
全
額
繰
上
返
済
手
数

　

料
に
か
か
る
消
費
税
を
返
還
へ
…
…
…
…
…　

�　

・
９

１１

２９

Ｈ
Ｓ
Ｂ
Ｃ
が
日
本
の
店
舗
網
を
再
構
築
…
…
…　

�　

・
９

１１

２９
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取
引
時
間
拡
大
、
空
売
り
規
制
な
ど
東
証
が

　

機
能
強
化
策
を
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・
８

１２

中
央
三
井
ア
セ
ッ
ト
信
託
が
「
発
行
保
証
金

　

信
託
」
の
取
扱
い
を
開
始
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・
８

１２

国
内
生
保　

年
９
月
中
間
決
算　

４
社
が
増

１０

　

益
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・
９

１２

金
融
庁
が
金
融
活
性
化
策
を
公
表
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１２

１３

預
金
保
険
機
構
が
日
本
振
興
銀
行
の
概
算
払

　

い
率
を　

％
に
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

２５

１２

１３

臨
時
国
会
が
閉
会　
郵
政
法
案
は
継
続
審
議
、

　

同
意
人
事
は
無
事
承
認
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１２

１３

住
信
・
日
興
ア
セ
ッ
ト
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
Ｄ

　

Ｂ
Ｓ
傘
下
の
運
用
会
社
買
収
…
…
…
…
…
…　

�　

・
９

１２

１３

金
融
円
滑
化
法
が
２
０
１
２
年
３
月
末
ま
で

　

延
長
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１２

２０

武
富
士
が
過
払
い
債
権
者
へ
の
全
件
個
別
通

　

知
を
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１２

２０

政
府
が
国
際
協
力
銀
行
の
機
能
強
化
・
分
離

　

独
立
の
方
針
を
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
８

１２

２０

 
導
入
進
む
か
「
事
業
継
続
計
画
」
策
定
シ
ス

　

テ
ム 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
２５

２７

信
金
中
金
が
「
傷
害
保
険
付
定
期
積
金
」
の

　

販
売
伸
ば
す 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�
８
・　
４２

み
ず
ほ
が
高
速
・
高
精
度
の
リ
ス
ク
計
測
手

　

法
を
開
発
し
日
米
で
特
許
を
取
得 
…
…
…
…
３
�　

・　
２９

５６

配
当
の
変
動
リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
す
る
配
当
指

　

数
先
物
が
東
証
に
上
場 
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�
３
・　
７１

商
工
中
金
が
日
本
貿
易
保
険
の
貿
易
保
険
付
、

　

輸
出
代
金
債
権
担
保
融
資
を
開
始 
…
…
…
…
５
�　

・　
１７

４２

八
十
二
銀
行
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
顧
客
情
報

　

を
管
理
す
る
新
シ
ス
テ
ム
を
稼
働 
…
…
…
…
５
�　

・　
２４

６４

〔
金
融
経
営
の
窓
〕

ア
ク
サ
生
命
が
独
身
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

　

し
た
が
ん
保
険
を
販
売 
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・　
３９

日
本
政
策
金
融
公
庫
が
資
本
性
劣
後
ロ
ー
ン

　

を
ベ
ン
チ
ャ
ー
融
資
に
活
用 
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
１３

４２

フ
ィ
デ
ア
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
が
中
国
銀
聯

　

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ
ト
へ
の
出
店
を
支
援
…　

�　

・　

１０

１８

５０

北
陸
銀
行
、
地
域
活
性
化
に
本
格
寄
席
を
プ

　

ロ
デ
ュ
ー
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

１５

３５

野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
が
農
業
ビ
ジ
ネ
ス

　

に
参
入
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

５０

ア
リ
コ
ジ
ャ
パ
ン
が
子
ど
も
向
け
の
終
身
医

　

療
保
険
を
発
売
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

５０

 
政
府
保
証
が
消
え
て
バ
バ
を
つ
か
む
か
？　

　

再
生
機
構 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�
４
・　
１５

財
務
相
交
代
に
気
を
も
む
霞
ヶ
関
と
本
石
町
…
１
�　

・　
１８

１５

年
金
保
険
に
税
制
改
正
特
需
？ 
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
２５

１５

金
融
円
滑
化
法
は
時
限
で
も
、
行
政
措
置
は

　

恒
久 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
４５

中
国
経
済
「　

年
成
長
論
」  
…
…
…
…
…
…
…
２
�
８
・　

３０

１９

金
融
課
税
か
ら
こ
じ
開
け
る
？　

納
税
者
番

　

号
制
度 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
１５

１３

　

歳
の
失
業
者 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・
９

５５

２２

Ｃ
Ｏ
Ｐ　

破
綻
か
ら
Ｇ
７
非
公
式
化
ま
で 
…
…
３
�
１
・
９

１５

報
酬
個
別
開
示
１
億
円
の
抑
止
力 
…
…
…
…
…
３
�
８
・
９

Ｂ
Ｏ
Ｅ
の
轍 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

２１

暴
力
団
の
共
生
者
を
取
り
締
ま
る
福
岡
条
例
…
３
�　

・
９

２２

内
閣
人
事
局
を
巡
り
官
邸
と
霞
ヶ
関
が
つ
ば

　

ぜ
り
合
い 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２９

３８

消
え
た
不
動
産
売
却
益 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�
５
・　
２１

政
策
公
庫
法
付
帯
決
議
と
「
郵
政
改
革
」
談

　

話
の
符
合 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

１５

〔
オ
ン
レ
コ
オ
フ
レ
コ
〕

「
教
祖
」
か
ら
の
マ
イ
ン
ド
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
…
４
�　

・
９

１９

投
信
販
促
の
あ
の
手
こ
の
手 
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・
９

２６

日
本
郵
政
社
長
が
会
談
し
た
「
総
裁
」
と
は
…
５
�
３
・　
２３

反
社
勢
力
対
応
レ
ベ
ル
の
厳
格
化 
…
…
…
…
…
５
�　

・　
１７

１９

玉
虫
色
の
民
主
党
財
政
健
全
化
策 
…
…
…
…
…
５
�　

・　
２４

２９

今
年
の
霞
ヶ
関
人
事
は
お
盆
明
け 
…
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

１８

ギ
リ
シ
ャ
財
政
問
題
の
シ
ナ
リ
オ 
…
…
…
…
…
６
�
７
・　
１１

事
業
レ
ビ
ュ
ー
で
政
策
金
融
見
直
し
？ 
…
…
…
６
�　

・
９

１４

デ
フ
レ
マ
イ
ン
ド
の
蔓
延
を
助
長
す
る
人
た

　

ち 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・
９

２１

駆
け
込
み
法
案
の
陰
に 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２８

１３

業
者
の
整
理
淘
汰
を
狙
う
？　

総
合
取
引
所

　

構
想 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・　
３３

財
務
省
Ｏ
Ｂ
、
久
々
の
金
融
界
入
り 
…
…
…
…
７
�　

・　
１２

１３

ガ
バ
ナ
ン
ス
が
効
き
は
じ
め
た
？　

信
金
の

　

総
代
会 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
９

１９

現
役
出
向
公
務
員
の
待
遇 
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・
９

２６

消
費
税
率
引
上
げ
の
き
っ
か
け 
…
…
…
…
…
…
８
�
２
・
７

日
銀
当
預
運
用
の
ス
ス
メ 
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
１６

１５

不
明
高
齢
者
の
終
身
年
金
保
険 
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
２３

１５

民
主
・
部
門
会
議
の
実
力 
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・
９

３０

貸
し
�
が
し
て
で
も
外
為
特
会
積
立
取
崩
し

　

？ 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・　
２７

為
替
介
入
経
験
者
が
揃
い
踏
み 
…
…
…
…
…
…
９
�　

・
９

１３

預
金
保
険
料
率
計
算
式
の
解
法 
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２０

１６

金
融
円
滑
化
法
の
出
口
は
あ
る
か 
…
…
…
…
…
９
�　

・
９

２７

為
替
介
入
の
職
権
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

１５

ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
無
利
子
非
課
税
国
債
構

　

想
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
９

１０

１１

武
富
士
�
過
払
い
�
債
権
者
集
会
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１８

２５

法
人
税
減
税
で
企
業
は
国
内
に
残
る
か
…
…
…　

�　

・　

１０

２５

１５

特
会
・
事
業
仕
分
け
を
逆
手
に
と
っ
た
霞
ヶ

　

関
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
８
・　

１１

１５

キ
ャ
ッ
シ
ュ
つ
ぶ
し
、
歯
磨
き
チ
ュ
ー
ブ
絞

金融財政事情 ２０１１．  １．  １７付　��



　

り
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・
９

１１

１５

信
金
・
信
組
、
出
資
金
事
情
の
明
暗
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

１７

金
融
円
滑
化
債
権
の
引
当
金
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２９

１３

斡
旋
禁
止
―
官
庁
Ｏ
Ｂ
の
再
就
職
事
情
…
…
…　

�
６
・　

１２

１５

非
拘
束
預
金
へ
の
対
応
方
針
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

１３

２７

提
出
法
案
の
本
数
を
減
ら
せ
！
…
…
…
…
…
…　

�　

・
９

１２

２０

  　

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ア
ー
ト　

吉
田　

弘
美

�
後
々
ま
で
尾
を
引
く
最
初
の
数
十
秒 
…
…
…
１
�　

・　
１８

５９

�
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
言
葉
を
交
わ
す

　

前
に
始
ま
っ
て
い
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
２５

５９

�
確
実
な
情
報
収
集
に
つ
な
が
る
「
き
き
上

　

手
」  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
５１

�
情
報
の
質
と
量
を
決
め
る
質
問
力 
…
…
…
…
２
�
８
・　
５９

�
簡
潔
な
話
の
ま
と
め
方 
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
１５

４３

	
た
め
ら
い
を
「
そ
う
で
す
か
」
で
終
わ
ら

　

せ
な
い
た
め
に 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
２２

５１



ク
レ
ー
ム
は
期
待
の
表
れ 
…
…
…
…
…
…
…
３
�
１
・　
４３

�
二
次
ク
レ
ー
ム
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト 
…
…
…
…
３
�
８
・　
４３

�
人
材
育
成
の
三
要
素 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

４３



飛
躍
的
に
成
長
さ
せ
る
「
指
導
の
６
ス
テ

　

ッ
プ
」  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２２

４３

�
完　

価
値
観
の
押
し
つ
け
か
ら
始
ま
る
ハ

　

ラ
ス
メ
ン
ト 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２９

４３

 　

日
本
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー
＆
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

風
間　

眞
一

�
起
こ
っ
た
あ
と
の
広
報
活
動
が
す
べ
て
を

　

決
め
る 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�
５
・　
３５

�
や
っ
て
は
い
け
な
い
不
祥
事
対
応 
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

４３

　

営
業
店
コ
ー
ナ
ー

〔
窓
口
Ｃ
Ｓ　

基
本
の
「
き
」〕

〔
ク
ラ
イ
シ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〕

�
危
機
管
理
広
報
を
間
違
わ
な
い
た
め
の
処

　

方
箋 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１９

４３

�
緊
急
記
者
会
見
の
�
肝
�
�
（
緊
急
会
見

　

を
成
功
さ
せ
る
コ
ツ
）  
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
２６

４３

�
緊
急
記
者
会
見
の
�
肝
�
�
（
い
っ
て
は

　

な
ら
な
い
六
つ
の
言
葉
）  
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
１７

４３

	
緊
急
記
者
会
見
の
�
肝
�
�
（
テ
レ
ビ
取

　

材
へ
の
心
構
え
）  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
２４

５１



完　

広
報
担
当
は
情
報
参
謀 
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

５１

 　
 
…
…
…
関
西
外
国
語
大
学　

前
川
洋
一
郎　
　
　
　
　

�
老
舗
の
定
義 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・　
５１

�
た
か
が
老
舗
、
さ
れ
ど
老
舗 
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
１４

５１

�
急
成
長
メ
タ
ボ
は
い
け
な
い 
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２１

４３

�
ゴ
ー
ル
の
な
い
競
争
、
バ
ト
ン
パ
ス
が
要

　

諦 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２８

４３

�
老
舗
の
番
頭
経
営 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�
５
・　
５１

	
老
舗
は
進
化
論
の
優
等
生 
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１２

５１



老
舗
の
守
成
経
営 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１９

５１

�
完　

老
舗
の
生
成
と
永
続 
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
２６

５１

 　
 
…
…
…
…
武
蔵
野
東
学
園　

寺
田　

欣
司　
　
　
　
　

【
第
１
部　

上
司
の
背
中
】

�
「
任
せ
た
よ
」  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
１６

５１

�
叱
咤
激
励 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
２３

５１

�
メ
モ
活
用
の
部
下
管
理 
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

５１

�
タ
イ
ム
コ
ン
シ
ャ
ス 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・　
５１

�
支
店
長
の
ひ
と
言 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
１３

４３

	
飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２０

４３

【
第
２
部　

部
下
の
顔
】



部
下
に
任
せ
な
い
支
店
長 
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２７

５１

�
谷
に
落
と
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

４３

〔
老
舗
学
入
門
〕

〔
人
を
育
て
る
支
店
長
〕

�
上
司
の
目
つ
き
顔
つ
き
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１１

５１



業
務
日
誌
を
つ
け
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１８

５１

�
点
取
り
ゲ
ー
ム
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
８
・　

１１

４３

�
気
に
な
る
部
下
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

１５

５１

【
第
３
部　

部
下
教
育
の
心
】

�
馬
に
水
を
飲
ま
せ
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

５１

�
減
点
主
義
と
先
例
主
義
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２９

４３

�
秘
密
主
義
と
開
示
主
義
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

５１

�
聞
き
上
手
を
育
て
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

１３

５１

�
完　

人
さ
ま
ざ
ま
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

２０

５１

 
百
十
四
銀
行
・
木
内
照
朗 
…
…
…
１
�　

・　
　

１
�　

・　

１８

６０

２５

６０

岡
崎
信
用
金
庫
・
小
林
賢
郎 
…
…
２
�
１
・　
　

２
�
８
・　

５２

６０

栃
木
銀
行
・
橋
本
佳
明 
…
…
…
…
２
�　

・　
　

２
�　

・　

１５

４４

２２

５２

東
邦
銀
行
・
佐
藤
卓
夫 
…
…
…
…
３
�
１
・　
　

３
�
８
・　

４４

４４

静
岡
中
央
銀
行
・
加
賀
国
雄 
…
…
３
�　

・　
　

３
�　

・　

１５

４４

２２

４４

福
井
信
用
金
庫
・
桶
屋
宜
祐 
…
…
３
�　

・　
　

４
�
５
・　

２９

４４

３６

北
都
銀
行
・
佐
藤
純
悦 
…
…
…
…
４
�　

・　
　

４
�　

・　

１２

４４

１９

４４

碧
海
信
用
金
庫
・
国
田　

毅 
…
…
４
�　

・　
　

５
�　

・　

２６

４４

１７

４４

多
摩
信
用
金
庫
・
高
橋
尚
子 
…
…
５
�　

・　
　

５
�　

・　

２４

５２

３１

５２

鳥
取
銀
行
・
泉　

浩
文 
…
…
…
…
６
�
７
・　
　

６
�　

・　

５２

１４

５２

佐
賀
銀
行
・
古
賀
俊
成 
…
…
…
…
６
�　

・　
　

６
�　

・　

２１

４４

２８

４４

愛
知
銀
行
・
鈴
木
規
正 
…
…
…
…
７
�
５
・　
　

７
�　

・　

５２

１２

５２

荘
内
銀
行
・
佐
藤　

勝 
…
…
…
…
７
�　

・　
　

７
�　

・　

１９

５２

２６

５２

千
葉
銀
行
・
関
根
秀
幸 
…
…
…
…
８
�　

・　
　

８
�　

・　

１６

５２

２３

５２

北
國
銀
行
・
中
西　

顕 
…
…
…
…
８
�　

・　
　

９
�
６
・　

３０

５２

５２

筑
邦
銀
行
・
鶴
久
博
幸 
…
…
…
…
９
�　

・　
　

９
�　

・　

１３

４４

２０

４４

埼
玉
縣
信
用
金
庫
・
小
池　

功 
…
９
�　

・　
　
　

�
４
・　

２７

５２

１０

４４

大
分
銀
行
・
下
ノ
村
宏
昭
…
…
…　

�　

・　
　
　

�　

・　

１０

１１

５２

１０

１８

５２

東
濃
信
用
金
庫
・
近
藤
秀
樹
…
…　

�
８
・　
　
　

�　

・　

１１

４４

１１

１５

５２

福
邦
銀
行
・
一
瀬
啓
史
…
…
…
…　

�　

・　
　
　

�　

・　

１１

２２

５２

１１

２９

４４

南
日
本
銀
行
・
吉
留
昌
彦
…
…
…　

�
６
・　
　
　

�　

・　

１２

５２

１２

１３

５２

川
崎
信
用
金
庫
・
武
士　

優
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

２０

５２

〔
私
の
支
店
経
営
論
〕
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金
融
円
滑
化
法
施
行 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
１８

６２

続
・
金
融
円
滑
化
法
対
応 
…
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
２５

６２

支
店
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
５４

い
ま
ど
き
の
住
宅
ロ
ー
ン 
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
８
・　
６２

い
ま
ど
き
の
債
権
管
理 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
１５

４６

瀬
戸
際
に
あ
る
日
本
経
済
と
金
融
機
関 
…
…
…
２
�　

・　
２２

５４

「
貸
せ
な
い
」
現
実 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�
１
・　
４６

企
業
の
資
金
需
要 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�
８
・　
４６

「
実
抜
計
画
」
の
作
成 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

４６

期
末
の
追
い
込
み 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２２

４６

減
退
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン 
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
２９

４６

逆
風
下
で
の
蛇
行 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�
５
・　
３８

変
わ
る
住
宅
ロ
ー
ン
戦
略 
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１２

４６

支
店
長
の
評
価 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
１９

４６

職
場
の
人
間
関
係 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４
�　

・　
２６

４６

仕
事
の
喜
び 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
１７

４６

回
復
基
調
の
投
信
・
保
険
販
売 
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
２４

５４

リ
テ
ー
ル
戦
略 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

５４

競
争
環
境
の
変
化 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・　
５４

若
手
の
育
成 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
１４

５４

か
た
よ
る
年
次
構
成 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２１

４６

ク
レ
ー
ム
対
応 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２８

４６

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
の
弊
害 
…
…
…
…
…
７
�
５
・　
５４

　

年
度
の
目
標 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　

１０

１２

５４

人
材
の
有
効
活
用 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１９

５４

飲
み
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
２６

５４

コ
ス
ト
削
減 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
１６

５４

粉
飾
決
算 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
２３

５４

深
刻
な
人
手
不
足 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

５４

窓
口
対
応
の
極
意 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・　
５４

人
材
育
成
の
む
ず
か
し
さ 
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
１３

４６

悩
ま
し
い
「
セ
ク
ハ
ラ
」  
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２０

４６

〔
支
店
長
室
の
ウ
ラ
・
オ
モ
テ
〕

海
外
業
務
と
個
人
部
門 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２７

５４

人
事
の
理
不
尽
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

４６

収
益
マ
イ
ン
ド
と
は
何
か
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１１

５４

コ
ス
ト
カ
ッ
ト
圧
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１８

５４

顧
客
提
案
力
の
強
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
８
・　

１１

４６

オ
ー
ナ
ー
と
の
付
き
合
い
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

１５

５４

閉
塞
感
を
打
ち
破
れ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

５４

混
迷
す
る
中
小
企
業
金
融
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２９

４６

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

５４

な
く
な
ら
な
い
不
祥
事
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

１３

５４

「
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
」
の
再
生
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

２０

５４

 
�
な
ぜ
い
ま
、
債
権
法
改
正
か
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

�
�
山　

崇
彦
／
辻
岡　

将
基

　
　
　
　
　

全
国
銀
行
協
会　

大
野　

正
文
…
１
�　

・　
１８

６４

�
金
融
取
引
と
債
権
法
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
山　

崇
彦

　
　
　
　
　

全
国
銀
行
協
会　

大
野　

正
文
…
１
�　

・　
２５

６４

�
消
費
者
に
か
か
る
金
融
取
引
と
債
権
法
改

　

正
…
…
…
…
…
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　

�
山　

崇
彦
／
松
下　
　

茜

　
　
　
　
　

全
国
銀
行
協
会　

大
野　

正
文
…
２
�
１
・　
５６

�
契
約
実
務
へ
の
影
響
（
約
款
規
制
等
）
…

　
 
…
…
…
…
…
…
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

�
山　

崇
彦
／
下
江　
　

毅

　
　
　
　
　

全
国
銀
行
協
会　

大
野　

正
文
…
２
�
８
・　
６４

�
預
金
取
引
と
債
権
法
改
正
…
…
…
…
…
…

　
 
…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

井
上　

博
史
…
２
�　

・　
１５

４８

	
貸
出
取
引
と
債
権
法
改
正
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

城
市　

智
史
…
２
�　

・　
２２

５６



債
権
保
全
に
係
る
ル
ー
ル
（
そ
の
１
）

〔
金
融
実
務
か
ら
み
る
債
権
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
〕

　

―
―
相
殺
…
…
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
�
山　

崇
彦

　
　
　
　
　

全
国
銀
行
協
会　

大
野　

正
文
…
３
�
１
・　
４８

�
債
権
保
全
に
係
る
ル
ー
ル
（
そ
の
２
）

　

―
―
詐
害
行
為
取
消
権
・
債
権
者
代
位
権

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

浅
田　
　

隆
…
３
�
８
・　
４８

�
債
権
流
動
化
に
関
す
る
ル
ー
ル
…
…
…

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

浅
田　
　

隆
…
３
�　

・　
１５

４８



決
済
に
係
る
ル
ー
ル
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
山　

崇
彦

　
　
　
　
　

全
国
銀
行
協
会　

大
野　

正
文
…
３
�　

・　
２２

４８

�
完　

債
権
の
時
効
に
よ
る
消
滅
と
債
権
法

　

改
正
…
…
…
…
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
山　

崇
彦

　
　
　
　
　

全
国
銀
行
協
会　

大
野　

正
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

窪
田　

敦
子
…
３
�　

・　
２９

４８

 　

…
…
…
…
…
…
…
…
Ａ
・
Ｔ
・
カ
ー
ニ
ー

�
最
初
の
「
壁
」
を
い
か
に
越
え
る
か
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
安
田　

雄
彦
…
４
�
５
・　
４０

�
顧
客
の
い
ま
の
姿
を
知
る
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
今
野　

正
弘
…
４
�　

・　
１２

４８

�
顧
客
の
ニ
ー
ズ
を
理
解
す
る
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
今
野　

正
弘
…
４
�　

・　
１９

４８

�
３
分
間
財
務
診
断
の
コ
ツ
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
安
田　

雄
彦
…
４
�　

・　
２６

４８

�
顧
客
に
提
案
を
行
う
（
前
編
）
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
今
野　

正
弘
…
５
�　

・　
１７

４８

	
顧
客
に
提
案
を
行
う
（
後
編
）
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
今
野　

正
弘
…
５
�　

・　
２４

５６



ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
（
前
編
）
―
―
「
付
加

　

価
値
型
」
提
案
事
例 
…
…
…
安
田　

雄
彦
…
５
�　

・　
３１

５６

〔
中
小
企
業
営
業
に
使
え
る
提
案
力
強
化
講
座
〕
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�
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
（
後
編
）
―
―
「
経
営

　

改
善
型
」
提
案
事
例 
…
…
…
今
野　

正
弘
…
６
�
７
・　
５６

�
完　

�
い
ま
さ
ら
聞
け
な
い
�
支
店
長
の

　

提
案
ス
キ
ル
強
化
策 
…
…
…
安
田　

雄
彦
…
６
�　

・　
１４

５６

 　

…
…
…
…
…
デ
ロ
イ
ト
ト
ー
マ
ツ
Ｆ
Ａ
Ｓ

�
粉
飾
決
算
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
澤　

公
貴
…
６
�　

・　
２１

４８

�
新
規
事
業
に
よ
る
急
激
な
売
上
拡
大
に
潜

　

む
問
題 
…
…
…
…
…
…
…
…
石
田　

晃
一
…
６
�　

・　
２８

４８

�
建
設
業
に
潜
む
問
題 
…
…
…
松
澤　

公
貴
…
７
�
５
・　
５６

�
流
通
業
に
潜
む
問
題 
…
…
…
石
田　

晃
一
…
７
�　

・　
１２

５６

�
水
産
業
に
潜
む
問
題 
…
…
…
松
澤　

公
貴
…
７
�　

・　
１９

５６

	
グ
ル
ー
プ
会
社
、
兄
弟
会
社
取
引
に
潜
む

　

問
題 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
佐
藤　

保
則
…
７
�　

・　
２６

５６



医
薬
産
業
に
潜
む
問
題 
…
…
松
澤　

公
貴
…
８
�　

・　
１６

５６

�
完　

学
校
法
人
に
潜
む
問
題
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松
澤　

公
貴
…
８
�　

・　
２３

５６

 　
 
…
…
…
…
信
金
中
央
金
庫　

澤
山　
　

弘　
　
　
　
　

�
揺
る
が
な
い
大
チ
ャ
ン
ス 
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
３０

５６

�
「
国
内
ク
レ
ジ
ッ
ト
」
が
牽
引
す
る
中
小

　

企
業
の
省
エ
ネ
投
資 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�
６
・　
５６

�
環
境
意
識
に
訴
え
る
「
カ
ー
ボ
ン
・
オ
フ

　

セ
ッ
ト
」
付
き
商
品 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
１３

４８

�
重
油
を
代
替
、
人
気
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス

　

燃
料 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２０

４８

�
食
品
廃
棄
物
や
ふ
ん
尿
か
ら
発
電
・
熱
利

　

用　

一
石
二
鳥
の
バ
イ
オ
ガ
ス 
…
…
…
…
…
９
�　

・　
２７

５６

	
廃
食
油
を
リ
サ
イ
ク
ル　

バ
イ
オ
デ
ィ
ー

　

ゼ
ル
燃
料
生
産
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

４８



大
型
化
の
進
展
で
急
成
長
す
る
風
力
発
電
…　

�　

・　

１０

１１

５６

〔
再
生
案
件
に
み
る
粉
飾
決
算
の
見
分
け
方
〕

〔
見
過
ご
せ
な
い　

活
気
づ
く
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
〕

�
設
備
利
用
率
８
割
が
魅
力
、
小
水
力
発
電
…　

�　

・　

１０

１８

５６

�
住
宅
版
エ
コ
ポ
イ
ン
ト
、
来
年
末
ま
で
延

　

長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
８
・　

１１

４８



古
く
て
新
し
い
エ
コ
技
術　

見
直
さ
れ
る

　

太
陽
熱
温
水
器
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

１５

５６

�
夏
冷
た
く
冬
暖
か
い
地
中
熱
を
利
用
し
た

　

エ
コ
な
冷
暖
房
シ
ス
テ
ム
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

５６

�
完　

食
品
廃
棄
物
か
ら
堆
肥
や
飼
料
を
…
…　

�　

・　

１１

２９

４８

 　

…
…
…
…
ゆ
う
ち
ょ
銀
行　

青
山　

直
子

�
販
売
体
制
整
備
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

５６

�
勧
誘
（
適
合
性
の
原
則
）
―
―
法
規
則
…
…　

�　

・　

１２

１３

５６

�
勧
誘
（
適
合
性
の
原
則
）
―
―
判
例
研
究
…　

�　

・　

１２

２０

５６

 　
 
…
…
…
…
…
経
済
評
論
家　

古
橋　

純
一　
　
　
　
　



『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
エ
ネ
ミ
ー
ズ
』
で
ア
メ

　

リ
カ
の
銀
行
制
度
を
知
る 
…
…
…
…
…
…
…
１
�　

・　
１８

６６

�
『
０
０
７
／
慰
め
の
報
酬
』
ジ
ェ
ー
ム
ズ

　

・
ボ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
の
国
家
戦
略 
…
…
…
１
�　

・　
２５

６６

�
『
ア
バ
タ
ー
』
３
Ｄ
技
術
が
映
像
分
野
を

　

席
捲
す
る
気
配 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�
１
・　
５８



完　

『
作
戦　

Ｔ
Ｈ
Ｅ　

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｍ
』
で

　

韓
国
の
金
融
と
経
済
成
長
を
学
ぶ 
…
…
…
…
２
�
８
・　
６６

 　

…
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所　

前
田　

展
弘

�
年
を
と
る
と
ど
う
な
る
？　

加
齢
の
実
学
…
２
�　

・　
１５

５０

�
安
心
し
て
最
期
を
迎
え
ら
れ
る
の
か
？　

　

課
題
は
山
積 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２
�　

・　
２２

５８

�
個
人
・
マ
ク
ロ
両
面
の
課
題
解
決
に
立
ち

　

上
が
っ
た
研
究
教
育
拠
点 
…
…
…
…
…
…
…
３
�
１
・　
５０

�
既
定
イ
メ
ー
ジ
に
縛
ら
れ
な
い
高
齢
者
観

〔
も
う
一
度
確
認
！　

投
信
販
売
の
内
部
管
理
〕

〔「
シ
ネ
マ
経
済
学
」
―
映
画
で
経
済
を
学
ぶ
―
〕

〔「
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
」
〜
超
高
齢
社
会
を
学
ぶ
〜
〕

　

の
醸
成
が
必
要 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�
８
・　
５０

�
「
１：

８：

１
」
高
齢
者
市
場　

開
拓
の

　

ポ
イ
ン
ト 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
�　

・　
１５

５０

	
加
齢
に
伴
う
心
身
の
変
化
を
理
解
し
よ
う
…
３
�　

・　
２２

５０



完　

「
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
ジ
ェ
ロ
ン

　

ト
ロ
ジ
ー
」
と
「
生
活
の
社
会
化
」  
…
…
…
３
�　

・　
２９

５０

 　
 
…
…
…
…
…
…
中
外
製
薬　

難
波　

克
行　
　
　
　
　

�
う
つ
に
関
す
る　

の
誤
解
（
前
編
）  
…
…
…
４
�
５
・　

１０

４２

�
う
つ
に
関
す
る　

の
誤
解
（
後
編
）  
…
…
…
４
�　

・　

１０

１２

５０

�
う
つ
病
の
症
状
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る 
…
…
…
…
４
�　

・　
１９

５０

�
部
下
の
様
子
が
気
に
な
る
と
き
の
対
応 
…
…
４
�　

・　
２６

５０

�
メ
ン
タ
ル
不
調
で
休
職
し
て
い
る
社
員
へ

　

の
対
応 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５
�　

・　
１７

５０

	
休
職
中
の
社
員
の
職
場
復
帰
へ
の
準
備 
…
…
５
�　

・　
２４

５８



職
場
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
を
つ
く
る 
…
…
…
…
５
�　

・　
３１

５８

�
職
場
復
帰
の
心
構
え
と
復
職
者
の
受
入
れ

　

方 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�
７
・　
５８

�
「
ゆ
と
り
社
員
」
と
の
付
き
合
い
方
（
前

　

編
）  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
１４

５８



「
ゆ
と
り
社
員
」
と
の
付
き
合
い
方
（
後

　

編
）  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２１

５０

�
う
つ
病
の
薬
物
治
療
に
つ
い
て 
…
…
…
…
…
６
�　

・　
２８

５０

�
完　

職
場
で
対
応
に
困
る
事
例 
…
…
…
…
…
７
�
５
・　
５８

 　
 
…
金
融
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

森
岡　

英
樹　
　
　
　
　

�
「
増
税
に
よ
る
成
長
」
に
下
さ
れ
る
審
判
…
７
�　

・　
１２

５８

�
誤
作
動
だ
っ
た
の
か
？　

菅
首
相
の
「
勘

　

ピ
ュ
ー
タ
ー
」  
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
１９

５８

�
地
方
が
突
き
つ
け
た
民
意 
…
…
…
…
…
…
…
７
�　

・　
２６

５８

�
残
暑
見
舞
い
は
ご
遠
慮
申
し
上
げ
ま
す 
…
…
８
�　

・　
１６

５８

�
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
国
会
見
学

〔
職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
入
門
〕

〔
選
挙
の
お
作
法
〕

金融財政事情２０１１．  １．  １７ 付　��



　

ツ
ア
ー 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８
�　

・　
２３

５８

	
完　

果
て
し
な
く
続
く
地
盤
で
の
選
挙
戦
…
８
�　

・　
３０

５８

 　
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
西
岡　

隆
彦　
　
　
　
　

�
日
本
を
見
放
す
外
国
人
投
資
家 
…
…
…
…
…
９
�
６
・　
５８

�
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
意
義 
…
…
…
９
�　

・　
１３

５０

�
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
化
す
る
証
券
市
場 
…
…
…
…
９
�　

・　
２０

５０

�
マ
ス
コ
ミ
と
の
持
ち
つ
持
た
れ
つ 
…
…
…
…
９
�　

・　
２７

５８

�
資
金
調
達
の
作
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

�
４
・　

１０

５０

	
資
本
市
場
の
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１１

５８



イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１０

１８

５８

�
戦
略
な
き
海
外
移
転
の
代
償
…
…
…
…
…
…　

�
８
・　

１１

５０

�
顧
客
の
顔
が
み
え
る
仕
組
み
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

１５

５８



完　

経
営
に
失
わ
れ
た
真
摯
さ
…
…
…
…
…　

�　

・　

１１

２２

５８

 　

…
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト　

大
西　

良
雄

�
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
自
由
貿
易
協
定
）
の
魅
力
…
…
…　

�　

・　

１１

２９

５０

�
過
去
最
低
と
な
っ
た
大
卒
内
定
率
…
…
…
…　

�
６
・　

１２

５８

�
法
人
税
率
引
下
げ
の
効
果
…
…
…
…
…
…
…　

�　

・　

１２

１３

５８

�
予
算
編
成
に
「
ペ
イ
ゴ
ー
原
則
」
…
…
…
…　

�　

・　

１２

２０

５８

 
『
地
域
経
済
を
支
え
る
地
域
・
中
小
企
業
金

　

融
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
証
券　

高
橋　

克
英
…
１
�
４
・　
１０４

『
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長　

バ
ー
ン
ズ
か
ら
バ
ー
ナ
ン

　

キ
ま
で
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
静
岡
県
立
大
学　

小
谷
野
俊
夫
…
１
�　

・　
１８

７２

『
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル　

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
バ
フ
ェ

　

ッ
ト
伝
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
投
信　

関
口　

研
二
…
１
�　

・　
２５

７２

『
こ
う
変
わ
る
！
中
小
企
業
の
資
金
調
達
』

〔
Ｉ
Ｒ
最
前
線
〕

〔
渉
外
担
当
教
養
講
座　

経
済
ニ
ュ
ー
ス
多
面
体
〕

〔
書
評
〕

　
 
…
…
…
…
…
…
…
Ｔ
Ｂ
Ｃ　

木
下　

安
司
…
１
�　

・　
２５

７２

『
新
型
ド
ル
恐
慌
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
成
城
大
学　

福
光　
　

寛
…
２
�
８
・　
８０

『
金
融
機
関
の
た
め
の
管
理
会
計
マ
ネ
ジ
メ

　

ン
ト
』  
…
…
…
京
都
大
学　

澤
邉　

紀
生
…
２
�
８
・　
８０

『
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
新
秩
序
』
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学　

西
村　

吉
正
…
２
�　

・　
１５

５６

『
国
際
会
計
基
準
が
変
え
る
企
業
経
営
』
…

　
 
…
…
あ
ら
た
基
礎
研
究
所　

安
井　
　

肇
…
２
�　

・　
１５

５６

『
独
立
社
外
取
締
役
』
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
新
生
銀
行　

八
城　

政
基
…
２
�　

・　
２２

６４

『
日
本
の
モ
ノ
づ
く
り
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
』

　
 
…
…
…
…
…
…
帝
京
大
学　

石
毛　
　

宏
…
２
�　

・　
２２

６４

『「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
活
用
法
』
…
…
…

　
 
…
…
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
証
券　

中
空　

麻
奈
…
３
�
１
・　
５６

『
カ
ー
ボ
ン
債
務
の
理
論
と
実
務
』
…
…
…

　
 
…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

宿
輪　

純
一
…
３
�
１
・　
５６

『「
改
革
」
は
ど
こ
へ
行
っ
た
？
』
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

高
田　
　

創
…
３
�
８
・　
５６

『
金
融
危
機
下
に
お
け
る
事
業
再
生
・
金
融

　

戦
略
』  
…
…
…
商
工
中
金　

中
村　

廉
平
…
３
�
８
・　
５６

『
入
門　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
』

　
 
…
…
…
…
…
…
筑
波
大
学　

大
野　

忠
士
…
３
�　

・　
１５

５６

『
シ
ス
テ
ム
統
合
の
「
正
攻
法
」』
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
Ｐ
Ｍ
学
会　

冨
永　
　

章
…
３
�　

・　
１５

５６

『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
…
…
…

　
 
…
…
…
…
東
京
経
済
大
学　

若
杉　

敬
明
…
３
�　

・　
２２

５６

『
バ
ブ
ル
は
別
の
顔
を
し
て
や
っ
て
く
る
』

　
 
…
…
…
三
菱
総
合
研
究
所　

後
藤　

康
雄
…
３
�　

・　
２２

５６

『
も
し
高
校
野
球
の
女
子
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が

　

ド
ラ
ッ
カ
ー
の
『
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
を
読

　

ん
だ
ら
』  
…
…
…
…
当
会　

倉
田　
　

勲
…
３
�　

・　
２９

５７

『
ぼ
く
ら
は
農
業
で
幸
せ
に
生
き
る
』
…
…

　
 
…
…
…
…
山
梨
中
央
銀
行　

有
井　
　

昇
…
４
�
５
・　
４８

『
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

　

メ
ン
ト
』  
…
…
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ａ　

森
田　

智
子
…
４
�
５
・　
４８

『
な
ぜ
人
は
市
場
に
踊
ら
さ
れ
る
の
か
？
』

　
 
…
…
…
…
…
経
済
評
論
家　

山
崎　
　

元
…
４
�　

・　
１２

５６

『
入
門　

金
融
リ
ス
ク
資
本
と
統
合
リ
ス
ク

　

管
理
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

リ
ッ
キ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
田　

秀
夫
…
４
�　

・　
１２

５６

『
フ
リ
ー
フ
ォ
ー
ル
』
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
立
教
大
学　

黒
木　

龍
三
…
４
�　

・　
１９

５６

『
金
融
危
機
の
ミ
ク
ロ
経
済
分
析
』
…
…
…

　
 
…
日
本
銀
行
金
融
研
究
所　

小
野　

有
人
…
４
�　

・　
２６

５６

『
残
る
銀
行　

沈
む
銀
行
』
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
専
修
大
学　

田
中　

隆
之
…
５
�
３
・　
７２

『
日
本
経
済
「
常
識
」
の
非
常
識
』
…
…
…

　

…
…
…
…
…
な
が
さ
き
地
域
政
策
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

脇
田　

安
大
…
５
�
３
・　
７２

『
金
融
危
機
と
証
券
市
場
の
再
生
』
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学　

宇
野　
　

淳
…
５
�　

・　
１７

５６

『
創
造
的
政
策
と
し
て
の
地
方
分
権
』
…
…

　
  

作
家
・
東
京
都
副
知
事　

猪
瀬　

直
樹
…
５
�　

・　
３１

６５

『
Ｅ
Ｕ
経
済
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
東
洋
英
和
女
学
院
大
学　

中
岡　
　

望
…
６
�
７
・　
６４

『
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
時
代
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
戦

　

略
』  
…
…
…
…
日
本
銀
行　

和
田　

芳
明
…
６
�
７
・　
６４

『
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
世
界
』
…
…

　
 
…
日
本
証
券
経
済
研
究
所　

杉
田　

浩
治
…
６
�　

・　
１４

６４

『
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
危
機
後
の
金
融
シ
ス
テ

　

ム
の
構
図
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
名
古
屋
市
立
大
学　

永
野　
　

護
…
６
�　

・　
１４

６４

T
h

『 
 

e
H
an
d
b
ook

of
R
isk

 　 
  
 
 
   
　  　 
   
　M

an
ag
e-

 
  
  
  　
　
　
　
　
 

m
ent

　
 
   
』  
…
…
…
…
金
融
庁　

天
谷　

知
子
…
６
�　

・　
２１

５６

『
金
融
犯
罪
対
策
の
手
引
き
』
…
…
…
…
…

　

の
ぞ
み
総
合
法
律
事
務
所　

吉
田　

桂
公
…
６
�　

・　
２１

５６

金融財政事情 ２０１１．  １．  １７付　��



『
リ
ス
ク
の
経
済
思
想
』
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
経
済
産
業
研
究
所　

小
林
慶
一
郎
…
６
�　

・　
２８

５６

『
リ
ス
ク
計
量
化
入
門
』
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

西
口　

健
二
…
６
�　

・　
２８

５６

『
改
革
逆
走
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
国
際
基
督
教
大
学　

八
代　

尚
宏
…
７
�
５
・　
６４

『
競
争
と
公
平
感
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
ボ
ッ
ク
ス
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
尻　

明
裕
…
７
�
５
・　
６４

『
導
入
前
に
知
っ
て
お
く
べ
き
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と

　

包
括
利
益
の
考
え
方
』
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
企
業
会
計
基
準
委
員
会　

加
藤　
　

厚
…
７
�　

・　
１２

６４

『
信
用
リ
ス
ク
分
析
―
―
総
論
』
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

香
月　

康
伸
…
７
�　

・　
１２

６４

『
事
例
に
学
ぶ　

地
域
雇
用
再
生
』
…
…
…

　
 
…
…
…
…
愛
知
学
泉
大
学　

三
村　
　

聡
…
７
�　

・　
１９

６４

『
シ
ッ
プ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
【
増
補
改
訂
版
】』

　
 
…
…
…
…
三
井
住
友
銀
行　

鵜
狩　

洋
平
…
７
�　

・　
１９

６４

『
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
』
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
一
橋
大
学　

小
川　

英
治
…
７
�　

・　
２６

６４

『
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
再
生
計
画
』
…
…
…
…

　
 
…
…
日
本
政
策
金
融
公
庫　

海
上　

泰
生
…
７
�　

・　
２６

６４

『
戦
略
経
営
論
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
カ
ド
タ
・
ア
ン
ド
・
カ
ン
パ
ニ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

門
多　
　

丈
…
８
�
２
・　
９６

『
水
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
状
と
展
望
』
…
…
…
…

　
 
…
…
…
日
本
経
済
研
究
所　

深
澤　
　

哲
…
８
�
２
・　
９６

『
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
後
の
金
融
財
政
政
策
』

　
 
…
…
…
…
…
経
済
評
論
家　

小
田
切
尚
登
…
８
�　

・　
１６

６４

『
金
融
危
機
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
』
…
…
…

　
 
…
…
…
…
経
営
共
創
基
盤　

冨
山　

和
彦
…
８
�　

・　
２３

６４

『
グ
ッ
ド
・
バ
リ
ュ
ー
』
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
国
際
通
貨
研
究
所　

行
天　

豊
雄
…
８
�　

・　
２３

６４

『
地
方
都
市
再
生
論
』
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
慶
応
義
塾
大
学　

加
藤　

文
俊
…
８
�　

・　
３０

６４

『
中
央
銀
行
は
闘
う
』
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
早
稲
田
大
学　

若
田
部
昌
澄
…
９
�
６
・　
６４

『
銀
行
員
の
転
職
力
』
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
ト
ラ
ン
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ　

林　
　

明
文
…
９
�
６
・　
６４

『
通
貨
で
読
み
解
く
世
界
経
済
』
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
東
京
大
学　

伊
藤　

隆
敏
…
９
�　

・　
１３

５６

『
ビ
ッ
グ
バ
ン
後
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ

　

テ
ィ
ブ
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ａ
東
京
事
務
所　

森
田　

智
子
…
９
�　

・　
１３

５６

『
人
気
中
国
人
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
に
よ
る
中
国

　

経
済
事
情
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
み
ず
ほ
総
合
研
究
所　

桑
田　

良
望
…
９
�　

・　
２０

５６

『
激
震
経
済
』  
…
法
政
大
学　

小
峰　

隆
夫
…
９
�　

・　
２０

５６

『
デ
フ
レ
と
の
闘
い
』
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
…
…
…
…
…
一
橋
大
学　

浅
子　

和
美
…
９
�　

・　
２７

６４

F
ault

L
ines

『 
    　
 
    
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
 
…
政
策
研
究
大
学
院
大
学　

沼
波　
　

正
…
９
�　

・　
２７

６４

『
デ
フ
レ
の
正
体
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
東
京
大
学　

玄
田　

有
史
…　

�
４
・　

１０

５６

『
明
日
の
Ｉ
Ｔ
経
営
の
た
め
の
情
報
シ
ス
テ

　

ム
発
展
史
―
金
融
業
編
』
…
…
…
…
…
…

　

…
ジ
ャ
パ
ン
ネ
ッ
ト
銀
行　

森
田　

道
寛
…　

�
４
・　

１０

５６

『
あ
し
た
・
ゆ
た
か
に
・
な
あ
れ
』
…
…
…

　

…
…
…
…
…
り
そ
な
中
小
企
業
振
興
財
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
田　

廣
行
…　

�　

・　

１０

１１

６４

『
ギ
リ
シ
ャ
危
機
の
真
実
』
…
…
…
…
…
…

　

…
成
長
戦
略
総
合
研
究
所　

山
崎　

養
世
…　

�　

・　

１０

１１

６４

『
金
融
行
政
の
座
標
軸
』
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
日
本
総
合
研
究
所　

翁　
　

百
合
…　

�　

・　

１０

１８

６４

『
新
世
界　

国
々
の
興
亡
』
…
…
…
…
…
…

　

…
…
全
国
地
方
銀
行
協
会　

中
川　
　

洋
…　

�　

・　

１０

１８

６４

『
環
境
格
付
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
高
崎
経
済
大
学　

水
口　
　

剛
…　

�　

・　

１０

２５

８０

『
そ
れ
で
も
企
業
不
祥
事
が
起
こ
る
理
由
』

　

…
…
…
…
青
山
学
院
大
学　

八
田　

進
二
…　

�　

・　

１０

２５

８０

『
甦
る
金
融　

破
綻
処
理
の
教
訓
』
…
…
…

　

日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー　

小
島　
　

明
…　

�
８
・　

１１

５６

『
安
田
善
次
郎
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
ト
ム
ソ
ン
ネ
ッ
ト　

鈴
木　
　

治
…　

�　

・　

１１

１５

６４

『
バ
ラ
ン
ス
あ
る
解
決
を
求
め
て
』
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
法
政
大
学　

屋
嘉　

宗
彦
…　

�　

・　

１１

１５

６４

『
貨
幣
進
化
論
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

木
下　

信
行
…　

�　

・　

１１

２２

６４

『
金
融
シ
ス
テ
ム
の
将
来
像
』
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
日
本
銀
行　

高
橋　
　

亘
…　

�　

・　

１１

２２

６４

『
不
動
産
証
券
化
の
危
機
対
応
』
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
東
京
大
学　

神
作　

裕
之
…　

�　

・　

１１

２９

５７

『
地
域
の
中
小
企
業
と
信
用
保
証
制
度
』
…

　

…
…
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ　

友
田　

信
男
…　

�
６
・　

１２

６４

『
地
獄
を
見
た　

人
の
天
才
投
資
家
た
ち
』

１１

　

…
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行　

長
田
忠
千
代
…　

�
６
・　

１２

６４

『
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
』（
上
）（
下
）

　

…
…
…
日
本
証
券
業
協
会　

大
久
保
良
夫
…　

�　

・　

１２

１３

６４

『
ジ
ャ
パ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
』
…
…
…
…
…
…

　

…
第
一
生
命
経
済
研
究
所　

永
濱　

利
廣
…　

�　

・　

１２

１３

６４

『
大
い
な
る
不
安
定
』
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
み
ず
ほ
証
券　

上
野　

泰
也
…　

�　

・　

１２

２０

６４

『
欧
州
激
震
』
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
関
西
学
院
大
学　

小
西
砂
千
夫
…　

�　

・　

１２

２０

６４

 
地
銀
・
第
二
地
銀
の
新
頭
取
・
新
社
長 
…
…
…
６
�　

・　
２１

３６

 
主
要
経
済
指
標
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
毎
月
第
１
週
号

金
融
マ
ー
ケ
ッ
ト
動
向
…
…
…
…
…
…
…
毎
月
第
２
週
号

金
融
機
関
業
態
別
預
貸
金
速
報
…
…
…
…
毎
月
第
３
週
号

貸
出
金
利
動
向
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
毎
月
第
４
週
号

〔
資
料
〕

〔
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
〕
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